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1 はじめに（事業目的等） 

 事業の名称 

「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第 2期／自動運転（システムとサービ

スの拡張）／自動運転・運転支援に係るアーキテクチャの設計及び構築のための調査研究

／地理系データ流通促進ポータルサイト構築、「東京臨海部実証実験」地域及び移動・物

流サービス連携等のための都市部における地理系データ整備・構築」に係る委託業務 

 

 事業実施期間 

令和元年 8月 30日から令和 5年 3月 31日まで 

 

 発注者及び受注者 

発注者：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 

受注者：株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

                   

 事業の目的 

わが国ではサイバー空間とフィジカル空間の高度な融合によって、全ての生産性を飛躍

向上させ、様々な社会課題を解決する Society5.0という社会を実現しようとしている。

Society5.0を実現させるには、国、自治体、民間などで散在するデータを連携させて分

野・組織を超えたデータの活用とサービス提供を可能にすることが重要となる。 

上記の社会の実現のため、総合科学技術・イノベーション会議及び IT 総合戦略室が中

心となって、あらゆるデータを様々な企業や組織が国民に対してサービスを提供する基盤

として、分野ごとに取組が進められてきた「データ連携基盤」を相互に連携させた分野横

断のプラットフォームとして「分野間データ連携基盤」の構築を進めているところであ

る。 

自動車分野においては、自動運転の実現やコネクティッドカー化を背景に、自動運転に

必要となるセンサー技術や通信技術の高度化により車両プローブなどのダイナミック（動

的）なデータが生成され、また、これらの情報を高精度な 3次元地図情報に紐付けられた

データベースである「ダイナミックマップ」として体系化しているところである。地理空

間情報は分野間の共通事項でもあるため、他分野でのデータ活用の可能性は大いに期待で

きるところである。 

このため、SIP自動運転の第 2期の計画において、自動運転の実現に向けた高精度地図

データや道路交通データの整備や、車両プローブ情報による収集データは、自動車産業以

外にも様々な産業での活用が期待できるとし。SIP他課題との連携を図ることも含め、こ

れらの情報がより安全に使いやすい形で流通できるための仕組みづくりに取組むものと捉

えている。 

このような背景のもと、本研究開発を実施することにより、自動車分野を中心に集約さ
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れるデータを、自動車分野だけでなく他の分野への展開あるいはデータ連携するため仕組

みを構築、本仕組みを社会実装する上で重要な鍵となる、交通環境情報を有効利用するこ

とによる活用シーンを実証し、作りあげることで、他分野との社会課題の解決や新たなサ

ービスの創出を可能とするような継続的に運用可能な社会システムとしての実現を目指

す。 

 

 事業の活動内容 

当提案主体では、課題ａポータルサイト（交通環境情報ポータル「MD communet®」は、

本報告書の本文中は原則として MD communetと表記する）の構築及び運営、課題ｂ「東京

臨海部実証実験」地域におけるデータ整備・構築、課題ｃ都市部におけるデータ整備・構

築、にかかる研究開発に取り組んだ。 

本事業については、課題ａポータルサイトの構築及び運営が中核であると捉えており、

本課題にかかる研究開発を中心に進めた。 

短期間でかつ効率的に、本プロジェクトの中核となる「ポータルサイトの構築・運営」

を継続的な運用を可能となる仕組みとするには、実データの整備。収集状況や実証サービ

ス（アプリケーション）の調査・検討状況を早期に把握し、システム要件や利用想定ユー

ザを固めて設計・構築いく必要があることから、課題ｂ～ｄの実証課題と密接に連携し推

進することが必須と捉えており、併せて取り組んだ。 

中でも、自動車分野で整備・構築されるデータを多用途分野への有効活用を検討する上

で、自動運転の実証実験が行われる東京臨海部地域や多くの観光客が訪れる観光都市で

は、多種多様な、かつ、新しいデータの集約が期待できることに加えて、観光、防災、物

流、商業利用など、多くの用途・利用ユーザが想定されることから、課題ｂ「東京臨海部

実証実験」地域および課題ｃ「都市部」について、併せて取り組んだ。 

なお、課題ｄ「地方部における自動運転サービス」地域についても、課題ｄの受託者と

密に連携し、利活用されるデータセット（種類）の情報を公開し同地域でのデータ連携を

円滑に促すことや、これらの情報が他都市での自動運転サービス等を展開する上で参考に

できるよう、情報公開の環境を提供した。 
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2 研究開発の達成目標 

 課題 a: ダイナミックな交通環境情報を含む地理系データの流通促進のた

めのポータルサイトの構築及び運営 

■2019年度 

 課題 b、課題 c、課題 dで収集された交通環境情報を含む地理系データはポータル

サイトにカタログ化され、わかりやすく検索・閲覧できるようにしていること。 

 データ提供にあたっては、策定した API仕様によりデータ活用者、データ提供者

に公開していること。 

 データ提供者、データ活用者のニーズやシーズを把握できる機能をポータルサイ

トに構築していること、併せて、データ提供者、データ活用者に対して利用促進

に向け要望を把握していること。 

 ポータルサイトの継続的な運営に向けた（ビジネス）モデルや推進体制の案、具

体的なアクションプランが策定されていること。 

■2020年度 

 日本自動車工業会イベントでのプロモーションを実施していること。（映像での

PR、E2Eナビの一般デモ） 

 ポータルサイトの普及促進に向けた推進団体を立ち上げていること。 

 G空間情報センター/府省庁連携防災情報共有システム（SIP4D）との相互連携 

が開始されていること。 

 ポータルサイト品揃えを拡充するために他分野とのデータ連携に向けた検討を実

施し、具体的なアクションプランが策定されていること。 

 検索語等、語彙揺れ対応エンジンの導入、データサンプル GIS表示機能を追加

し、マッチング率を向上していること。 

 SIP自動運転内での物流ユースケースの拡充を実施していること。（サービス・機

能検討） 

■2021年度 

 推進団体による、データ流通を促進に向けたビジネスモデル、課題、制度/ルール

整備、及び技術推進に向けた具体的なアクションプランが策定されていること。 

 他分野とのデータ連携が開始されていること。 

 メタデータの RDF化、メタデータ自動収集機能を追加しマッチング率の効率化が

図られていること。 

 SIP自動運転内での物流ユースケースが拡充されていること。（サービス・機能検

討） 

 イベントを開催し、MD communetの認知度向上による会員数の増加だけでなく、

ビジネスマッチングが行われ、サービス創出に向けた検討が行われていること。 
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■2022年度 

 推進団体を通じた、連携組織との相乗的なプロモーション活動が実施されている

こと。 

 類似度分析、クラスタリング、リコメンド等の機械処理の精度向上を行うことで

マッチング率の効率化が図られていること。 

■最終目標（2022年度以降） 

 官民連携や民々連携での推進体制のもと、継続的に成長可能なモデルで、ポータ

ルサイトが運営されていること。 

 他の分野別データ連携基盤や分野間データ連携基盤との連携がされていること。 

 

 課題 b: SIP 自動運転（システムとサービスの拡張）の「東京臨海部実証実

験」地域における交通環境情報等の地理系データの整備・構築に向けた調

査・研究 

■2019年度 

 データ連携やポータルサイトの価値を最大化するユースケースである物流事業者

向けサービスやパーソナルナビサービスをサービス事業者と連携のもと開発し、

エンドユーザを含む関係者の評価がなされていること。 

 アプリケーションやサービスの開発にて利用するデータを中心に、他の用途でも

重要性が高いデータを収集し、ポータルサイトを経由して検索・閲覧・提供して

いること。 

 G空間情報センターや防災情報共有システム(SIP4D)等により集約されたデータを

活用した実証サービスを提供していること。 

■2020年度以降 

 2020.7に予定される、SIP自動運転「東京臨海部実証実験」において、提供され

るデータをもとに、開発したサービス・アプリケーションによりデモンストレー

ションが実施できていること。 

 サービス事業者により開発されたサービス・アプリケーションが、実証期間に使

用したデータを利用し、サービス化がされていること。 

 提供されたデータについては、課題ａにて運用実施予定のポータルサイトにおい

て継続的に掲載できていること。 

 

 課題 c: 移動・物流サービスの連携等のための都市部における交通環境情

報等の地理系データの整備・構築に向けた調査・研究 

■2019年度 

 移動・物流サービスの連携を実現するユースケース（手ぶら観光サービス等）を

交通事業者や物流事業者、アプリコンテスト参加者、経路探索サービス事業者と
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の協力・連携のもと検討し、関係者の評価がなされていること。 

 移動・物流に関して、さまざまなアプリケーションやサービスに活用できるデー

タや API等を集約・整備・提供していること。 

■2020年度  

 アプリコンテストを契機として、データ提供者、データ活用者間の協力関係やマ

ッチングの場ができあがり、ポータルサイトを活用したさまざまなアプリケーシ

ョンやサービスの拡大展開が期待できる状況となっていること。 

■2021年度  

 第 1回アプリコンテストの成果・課題を踏まえたうえで、第 2回アプリコンテス

トの実施計画が策定されていること。 

 データ・APIが調達され、編集・加工、実施環境への搭載、コンテスト参加者へ

の提供が開始されていること。 

 第 2回アプリコンテストに係る情報発信が行われていること。 

■2022年度  

 アプリコンテスト参加者や地元主体とのコミュニケーションがとられており、今

後の取組に向けた方向性が協議されていること。 

 アプリコンテストを契機のひとつとして、ポータルサイトを活用した交通環境情

報データの流通促進やアプリケーション・サービス創出のための環境が形成され

ていること。 

■最終目標（2022年度）  

 アプリコンテストを契機として、京都市域において、さまざまなアプリケーショ

ンやサービスが創出、事業化されるための環境が形成されていること。 

 京都市域以外の地域においても、地方自治体と事業者との協力・連携により、ポ

ータルを活用したアプリケーションやサービスが横展開されることが期待できる

状況となっていること。 

 事業期間中に取得・活用されたデータのうち一部については、課題ａにて運用実

施予定のポータサイトに継続的に掲載できていること。 
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3 実施内容・結果 

課題 aでは、ポータルサイトの改修及び普及促進、データ活用者視点での必要なプロセ

スの整備を実施した。課題 bでは、企業が保有するデータを協調領域として活用する実証

事業の推進を行った。課題 cでは、社会課題を解決するサービスが創出されることを広く

一般に普及するためのアプリコンテストを実施した。結果、ポータルサイトの一般公開及

び検索性向上を含む UI/UXの改善を実現した。また、MD communet会員数の増加が実現し

たこと、及び社会実装を見据えたビスネスモデル案を策定することができた。実証推進に

おいては、モビリティ関連データを活用する企業かつ先進的な情報通信技術を開発・利用

している企業を巻き込んだ MD communetを介したサービス創出に向けた検討スキームを確

立し、サポートメニューの整理を行うことができた。 

 

 

図 3-1各取組内容の連関図 

 

 2019年から 2022年にかけての課題 a,b,cにおける実施事項とそのスケジュールについ

ては以下に示す。 
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図 3-2全体スケジュール 

 

 

 ダイナミックな交通環境情報を含む地理系データの流通促進のためのポー

タルサイトの構築及び運営 

 持続可能なポータルサイトの運営のための普及促進活動（FY2019） 

 第 1期の事業における成果の振り返りと課題 aの実施プロセス概要 

ポータルサイトの構築及び普及促進活動を推進していく上で、まず、各実施内容へのイ

ンプット情報として、第１期 SIP 自動走行システム「ダイナミックマップサービスプラッ

トフォームの実用化に向けた検討」（以下、第 1期 SIP事業）における成果・課題の整理

を実施した。 

以下に、第 1期 SIP事業における全体の成果を以下に示す。なお、インプットとして活

用した第 1期 SIP事業の詳細な成果内容については、各実施内容の項目にて補足・説明を

行う。 
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表 3.1.1-1 第 1 期 SIP事業における全体の成果（概要） 

第 1期 SIP事業における 

全体の成果 
概要 詳細 

事業の成果 

SPFで提供するサービス 

SPFで取り扱う対象データ、

SPFの役割/機能、SPFの利用

メリット等 

情報を幅広く流通させる

ためのインタフェース仕

様 

情報流通促進のためのインタ

フェース仕様の作成 

SPF実用化にあたっての

体制／ルール 

SPF構想を普及させるための活

動内容及びポータル機能にお

ける機能の詳細や運用にあた

っての体制、ルールの整理 

今後に向けた課題 

SPFの魅力の明確化 

SPF普及に際し、SPFの魅力を

明確化し、SPF利用へのアピー

ルが必要である 

市場ニーズの高い情報を

保有する情報提供者との

連携 

市場ニーズが高い情報を保有

する法人への働きかけ及び SPF

構想への賛同を促す取り組み 

SPFを活用した成功事例

の創出 

SPF活用のメリットを提示する

ための SPFを活用した具体的

な成功事例の創出 

 

また、第 1期 SIP 事業では、SPF活用によるインテグレーターのメリットも整理されて

いる。この成果は、ポータルサイト利用者のメリットを検討する観点として、抑えておく

べき事項であると考えられるため、この成果についても、本プログラムにおける各実施内

容のインプットとして活用することとした。 

整理の方法として、「機能」・「インタフェース」・「ビジネス」・「データ」・「ルール」の

分類によって、それぞれ項目での SPF活用メリットが整理されている。本プログラムとし

ては、「機能」・「インタフェース」を、主にポータルサイト構築、「ビジネス」・「デー

タ」・「ルール」については、主に普及促進活動における留意点・検討事項として棲み分け

を行っている。 
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図 3.1.1-1 第 1期 SIP事業成果 SPF活用のメリット 

 

第 1期 SIP事業の成果を踏まえ、課題 aにおける実施プロセスを以下の通り策定すると

ともに、各実施内容においても適宜活用することで、検討を進めることとした。 

 

 

図 3.1.1-2 課題 aの実施プロセスの全体像 

 

 

 ポータルサイトのコンセプト検討 

第 1期 SIP事業でも課題提起としてあるように、ポータルサイトを広く認知してもらう

ためには、ポータルサイトの魅力を明確化した上で、ポータルサイト利用者へアピール

し、共感してもらう必要がある。そこで、ポータルサイトの提供価値を表現するために、

ポータルサイトのコンセプト検討及び提供するサービス概要の検討を実施した。 

本プログラムの目標として、「自動運転を実用化し普及拡大していくことにより、交通

事故の低減、交通渋滞の削減、交通制約者のモビリティの確保、物流・移動サービスのド

ライバー不足の改善・コスト低減等の社会的課題の解決に貢献し、すべての人が質の高い

生活を送ることができる社会の実現」とあるように、自動運転の実用化に貢献することに

よって安心・安全な社会の実現と社会課題の解決及びそのための新たなビジネス価値の創

出が求められるものと考える。 

そこで、本プログラムの目標達成に寄与するために、ポータルサイトとしては、自動車

カテゴリー SPF活用によるメリット

機能 • 地図に重畳しやすい状態で各種データが管理されている

インターフェース

• 複数データを収集する場合、個々にインターフェースを開発する必
要がなく、SPFで統一された仕様のAPIで対応でき、インテグレー
ターの開発工数を削減できる。

ビジネス

• SPFでは多様なデータが提供されているので、新商材の発掘や、
各種情報を活用した新規市場への参入など、新しいビジネスの
発想が膨らみやすい。

データ
• SPFから情報取得することで、信頼性のある情報提供者から情

報を入手することができる。

ルール

• SPFから提供される情報が、情報の利用範囲（業種、用途）、
および、情報をもとに作成された成果物の所有権の考え方が統
一されていることで、情報を扱いやすくなる。

ポータルサイト構築における
留意点・検討事項

普及促進活動における
留意点・検討事項

第1期SIPの成果

•事業の成果
➢ SPFで提供するサービス
➢ 情報を幅広く流通させるためのインターフェース

使用
➢ SPF実用化にあたっての体制/ルール

•今後に向けた課題
➢ SPFの魅力の明確化
➢ 市場ニーズの高い情報を保有する情報提供者

との連携
➢ SPFを活用した成功事例の創出

ポータルサイトのコンセプト検討

•ポータルサイトの構築
➢ マッチング促進・支援機能の実装
➢ サービス開発支援機能の実装

第2期SIP 課題aにおける実施事項（FY2019）

各実施項目で第1期SIPの成果を
インプットとして適宜活用

•事業社へのプロモーション/ヒアリング
•ビジネスモデル検討
•推進体制の構築検討

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ

実
用
化
検
討

アクションプラン検討
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関連分野の様々なデータを集約・提供する仕組みを構築し、車両のプローブ情報、高精度

地図データなどの活用を促すことによる、データドリブンでの安心・安全な社会の実現と

分野を超えたデータ連携による社会課題の解決及び新たなビジネス価値の創出の 2つをコ

ンセプトとした。また、ポータルサイトのコンセプトを実現するにあたり、データ、サー

ビス、人、情報が集まる出会いの場を提供し、その場を通じた、ビジネスマッチングの機

会提供やサービス創出のための支援をおこなうことを主なサービスメニューとした。 

上述のコンセプト及びサービスメニューについては、ポータルサイト利用者にも視覚的

に理解してもらうように、以下の図 3.1.1-3、図 3.1.1-4のように体系化し、普及促進活

動時のポータルサイトの説明資料として活用している。 

 

 

図 3.1.1-3 ポータルのコンセプト 

 

 

図 3.1.1-4 ポータルのサービスメニュー 

 

また、ポータルサイトの構築及び普及促進活動は、上述のポータルサイトのコンセプト

及びサービスメニューを共通のコンテキストとして共有し、それぞれの活動を実施してい

くこととした。 
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  普及促進活動 

ポータルサイトのポータルの継続的な運営には、各プレイヤーとの人的リレーションを

含めた「マッチング」が大前提かつ最重要であると考え、本事業へ賛同していただける仲

間づくりを目指した。また、ポータルサイトの認知度向上を目的として、関連する事業会

社への宣伝活動を行うとともに、ヒアリングをすることでポータルサイトの構築へフィー

ドバックすることとした。そのために、ビジネスモデルや推進体制の案、具体的なアクシ

ョンプランを策定するための下記論点の洗い出しを行い検討・実施した。 

 

 

図 3.1.1-5 普及促進活動の実施ステップ 

 

① 事業会社へのプロモーション及びヒアリング 

② ポータルサイトのビジネスモデル検討 

③ コンソーシアム立上げに向けた検討 

 

 

今後の普及促進活動やポータルサイトの機能等へ活用することを目的として、関連する

事業社に対して、ポータルの目指す世界観やサービス内容に対する興味・共感度や自社で

のポータルを活用したビジネスへの関心・確度、また、ポータルサイトの機能や取扱いデ

ータの要望等を把握するためのヒアリングを実施した。 

まず、ヒアリングの事業社候補を選定するにあたって、自動車分野に関わりがある事業

社分野（メーカー、地図/ナビ、物流、輸送、道路/インフラ、学官）とポータル利活用に

関わる階層（データ利用層、プラットフォーム層、データ提供層）の 2 軸にて、該当する

事業社候補の洗い出し、ヒアリング先の選定を実施した。 

①事業会社へのプロモーションプ及びヒアリング

ニーズ把握・分析 ポータルサイトの将来像検討・実現

②ポータルサイトのビジネスモデル
検討

③コンソーシアム立上げに向けた
検討

アクションプラン
実行

（FY2020～）

アクションプラン
検討
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図 3.1.1-6 ヒアリング企業の選定およびヒアリング実施状況 

 

また、すでに交通環境情報を含むさまざまな空間情報を搭載・提供している（あるいは

する予定の）ポータルサイトやプラットフォーム（例：G空間情報センター、国土交通デ

ータプラットフォーム（仮称）等）について、運営主体、取組概要、搭載データ・API、

データ収集・搭載方法、API構築方法・仕様、サービス機能、売買仲介機能等の情報を整

理。各層におけるヒアリング事項の論点を抽出し、その内容を基にヒアリングを実施し

た。 

 

 

図 3.1.1-7 ヒアリング観点 

提供層

データ利活用ビジネスの現状利用層

プラットフォーム層

ポータルが実装する機能/取り
扱いデータ

ポータルを利用することでの自
社ビジネスへのメリット

ポータル運営体制

ユーザのデータ利活用ビジネス
における現状ヒアリング

ポータルに対する期待
ヒアリング対象
ユーザカテゴリ
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計 13社へヒアリングを実施し、表 11のようにポータルを利活用いただける企業・団

体の獲得、本事業およびポータルサイトの認知度の向上、カタログデータの更なる充実

を図ることができた。 

13 社の内訳は以下の通りである。 

■データ利用層＜計 4社＞：地図 1社、物流 2社、インフラ 1社  

■プラットフォーム層＜計 3社＞：地図 2社、学官 1社 

■データ提供層＜計 6社＞：メーカー 1社、地図 5社 

 

表 3.1.1-2 データ活用者、データ提供者へのヒアリング結果概要（１） 

 

  

提供層

現状のデータ利活用ビジネスの状況

利用層

プラットフォーム層

・地図データの収集は、都市計画の活動や自治体から取得している。また、ドラレコからもデータ収集している。ただ、
人海戦術で取ることも多い（地図事業者）
・スマホの移動データ、人流データには興味があり、静的情報を組み合わせるとどういったことができるかといったところを
検討しているが、上手く組み合わせができていない（地図事業者）
・販売データはAPI提供しているため、必要に応じて地図等のデータを引っ張ることが可能（地図事業者）
・ニーズに応じて加工するのが正しい姿だとは考える。生データとしては出せないが、統計情報化して、価値をつけて提
供しようとしている（地図事業者）
・マニアックなデータを取り扱っているため、広く認知されていない（地図事業者）
・道路の渋滞予測（AI渋滞予測）のユースケースやサイクルシェアのサービス、AIタクシーなど、交通分野でも活用し
て頂いており、他プラットフォームとの連携を積極的に行ってる（地図事業者）
・所有データについては、商品として売り出していなくても、積極的にリクエストに応じて出そうとしている。ただし、個人
情報を含む部分については加工している（ナビメーカー）
・収集した統計データは第三者提供に該当するため、第三者提供に関する契約をしている（地図事業者）

・MaaS事業者として、イベント情報等は多く出てくるが、文化財データ等を探すのが大変である（ナビ事業者）
・サービスを作る上で必要な情報はすべて自社で所有している（地図事業者）
・統計データの需要が多く、収集したプローブデータを統計データとして提供している（地図事業者）
・必要なデータについては、様々な企業やプラットフォームから収集してくる必要があり、それぞれデータフォーマットが異
なるため加工までの準備が必要になっている（インフラ事業者）

・ニーズシーズ登録機能はないが、人力でコンシェルジュサービスを置いている。ユーザーがほしいデータを代わりに探して
提案するサービスであるが、マッチングはとても手間がかかる（地図系プラットフォーマー）
・他プラットフォームとの連携においては、CKANを利用している（官学プラットフォーマー）

ユーザ
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表 3.1.1-3 データ活用者、データ提供者へのヒアリング結果概要（２） 

 

 

ヒアリングの結果から、今後のポータルの機能開発やポータルサイト運営等の普及促進

活動に係る示唆として、主に以下のコメントが得られた。 

 

⚫ ポータルサイトの機能面に求められること 

 自動車関連分野のデータを一元的に閲覧可能なサイトであること 

 一定以上の自動車分野のデータを網羅していることや静的なデータだけでなく、動的

なデータ等も取り扱っていることや、一定以上のデータ量を確保しておくことなど取

扱いデータを充実させること 

 ポータルサイトの円滑な利用のためのサポートやツールを人的にも、システム的にも

提供できること 

 

⚫ ポータルサイトの運営サイドに求められること 

 セミナーや意見交換会の場やオープンな場だけでなくセミクローズ/セミオープンな

場の提供等、ポータルサイト利用者のビジネス拡大に資するサポート 

 ポータルサイト利用やデータの取引におけるルールの取り決めやガイドラインの策定 

 

 

 持続可能なポータルサイト運営の実現を目的とした、ポータルサイトのビジネスモデル

の検討を行うにあたり、データやサービス、キャッシュ等のデータ流通の側面とビジネス

プロセスの側面から検討を実施した。 

ポータルが実装する機能/
取り扱いデータ

ポータルを利用することでの
自社ビジネスへのメリット

ポータル運営体制

・実際にデータを使ってもらえないとその良
さが分からないため、ポータル上にラボがあ
るとよい（地図事業者）
・交通環境情報は学術的に使ってもらえ
ることができる。「学」も入れたテクニカルな
支援があるとニーズがありそう（ナビメー
カー）
・地図更新の観点で、地図の変化点が抽
出されたデータベースがほしい（地図事業
者）

・データを使う前の準備作業を短縮させる
仕掛けがほしい（インフラ事業者）
・災害時の情報がタイムリーに集まる仕組
みを求めている。リアルな災害時の通行実
績等あるとよい（インフラ/物流事業者）
・コンテンツ生成のための画像解析サイト
等、データサンプルを見られるようなところが
あるとよい（地図事業者）

・災害時の物資輸送や車両の通行可否
は取り組むべき分野であり、協調領域であ
ると考える（データプラットフォーマー）
・プラットフォーム間での連携機能
（CKAN以外）を検討していきたい（地
図系プラットフォーマー）

・販売チャネルの一つとなる（地図事業
者）
・プローブデータのようにある程度母数が必
要なデータについて、他社との連携でより
多くのサンプルを集められるのではないかと
いう期待がある（地図事業者）
・自社データと他社データ、サービスを組み
合わせることで新たな価値を生み出すこと
ができる。地図事業者）

・データが一覧化されている（インフラ事業
社）
・今世の中に公開されていないデータが公
開される可能性（ナビ/物流事業者）
・民間だけでは網羅できない情報を官に
対して提言し、補完していくこと（ナビ事
業者）
・ポータル活用による現行サービスの改善
（ナビ事業者）

・連携により、自プラットフォームの掲載デー
タ数を増やすことができる（データプラット
フォーマー）
・それぞれの得意・不得意分野の補填を
することができる（地図系プラットフォー
マー）

・ダイナミックマップだと準静的、動的な情
報があるので、情報の取扱いルールについ
て整備が必要かもしれない（地図事業
者）
・期間限定で、データをお試しで使えるよう
な契約があるとよい（地図事業者）
・所有データを公開することで、得られるメ
リットを提示する必要がある（ナビメー
カー）
・ポータルサイトへの参画や利用の金額妥
当性の判断については、ポータルに掲載す
ることで、どのくらいユースケース/サービスを
創出できるかで判断したい（地図事業
者）

提供層

利用層

プラットフォーム層

ユーザ
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具体的には、各ビジネスレイヤ（データ利用層/プラットフォーム層/データ提供層）に

おけるデータ/サービスの流れ、キャッシュフローを整理するとともに、想定されるデー

タ流通ビジネスの各プロセスにおいて、利用者目線でのポータルサイト利用時における関

心事項を抽出した。（図 3.1.1-8）（図 3.1.1-9） 

また、既に交通環境情報や空間情報を掲載・提供している他プラットフォームの概要に

ついても調査を行った。（図 3.1.1-10） 

 

 

図 3.1.1-8 データ/サービスの流通イメージ 

 

 

図 3.1.1-9 利用者からみたポータルサイト利用時における関心事項 

￥

データ提供
代行

サービス
利用者

※二次利用

データ利用層

プラットフォーム層

￥

￥

￥ ￥

￥

￥

￥

￥

￥

データ
利用者

データ
提供者

￥

￥

￥

￥

ポータルサイト

他分野PF
※SIP防災や
G空間等

データ提供層

【凡例】

データ/
サービス

：

キャッシュ
フロー

：

データ企画 データ商品化
ポータルへの

掲載
データの受領

サービス企画/
開発

データ提供 マッチング データ利用

考慮すべき
観点

契約/決済

データ流通
プロセス

•データの網羅性、充実度（種類、量、
質）
•ポータルUI・IF、データフォーマット
•データのプライシング
•企画の場の提供

データ検索/
マッチング

•データ授受における契約/約款
•対価の受領/支払方法
•ポータル利用者の条件

•データの加工/二次利用
に関する取り決め
•データの原本性保証
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図 3.1.1-10 既存の交通環境情報や空間情報を掲載・提供している他プラットフォーム

概要 

 

上述の調査・検討から、ポータルサイトの利用者目線から考えると、データカタログが

充実していることはもちろん、ポータルサイトの利便性や信頼性についても、ポータルサ

イト利用にあたって重要な観点であることが分かった。 

具体的には、自社のデータカタログをスムーズにポータルサイトに連携することができ

るかといった利便性や利用者間での契約やデータのプライシング及び金額の妥当性、ポー

タルサイト利用者の属性等、ポータルサイト利用に係る信頼性の担保等がある。また、ポ

ータル利用者のビジネス拡大に寄与するために、運営側/システム側でビジネスマッチン

グを促進する機会又は機能を提供する必要があると考えられる。 

これらのポータルサイトにおいて求められる事項を、機能面・運営面の両面で検討・深

堀した上で、収益性や運営体制等のビジネスモデルを検討していく必要があると考えられ

る。（表 3.1.1-4）。 

  

事業社分類
MONET

プラットフォーム
WAGRI

HERE
Platform

G空間 SIP4D

運営主体 MONETコンソーシアム 農研機構農業情報研究セ
ンター

HERE 一般社団法人 社会基盤
情報流通推進協議会
（AIGIT)

国立研究開発法人防災科
学技術研究所（防災科研）

サービス概要 人流・車両データなどを集約
するデータベースや車両・配
車API、サービスAPIを備え
たプラットフォームの提供
※実証実験段階

農業分野に関連するデータ
連携・共有・提供機能を有
するデータプラットフォームの
提供

ロケーションデータ/サービスを
検索・構築・共有するデータ
プラットフォーム。データやサー
ビス売買のための
Marketplaceと気開発のた
めのWorkplaceの提供

官民等が保有するG空間情
報をワンストップで自由に組
み合わせて入手できるサービ
スの提供
・G空間情報の流通支援
・政府機関/自治体向け「情
報信託銀行」サービス
・災害対応情報ハブ
・G 空間情報オープンリソー
スハブ
・G空間情報の研究開発

災害対応に必要とされる情
報を収集・変換して迅速に
配信する機能を備えた、防
災情報の相互流通を担う基
盤的ネットワークシステム

掲載データ・
API

車両・配車API、サービス
API
※実証実験段階

気象API、農地API、地図
API、生育予測API、土壌
API

地図作成データ、道路情
報・属性データ、建物情報
データ、気象関連データ、交
通流、事故情報等

G空間情報 地震/気象/交通/医療/その
他防災

データ収集・掲
載方法

N/A 民間企業・団体等から収集
したデータをHP上にカタログと
して掲載

自社・企業等から収集した
データをMarketplace、
Workplace上に掲載

・民間企業/府省庁/自治体
/公共団体/研究機関
/SIP4D
・カタログ掲載

・府省庁/自治体/研究機関
/民間企業/G空間情報セン
ター
・カタログ掲載

API構築方法・
仕様

N/A API仕様に基づく （HERE）REST API
（s）、JAVA Sprict等

APIマニュアルに基づく 配信方法：Pull型配信
/Webマップ配信
API：API仕様に基づく

売買仲介機能 N/A N/A N/A N/A N/A



21 

 

表 3.1.1-4 ビジネスモデル策定に資する主な検討事項 

概要 詳細項目 

ポータルサイトの機

能検討 

 ポータルサイト利用者向けのサポートツール等の検討 

 取扱いデータの充実 

ポータルサイト利用

におけるガイドライ

ン策定 

 データ取引におけるガイドライン/契約等 

 データの原本性保証や二次利用時の取り決め 

 データのプライシング、金額妥当性の判断に資する情報提供 

ポータルサイト利用

者へのサポート 

 ポータルサイトへのデータ提供代行 

 ビジネスマッチング機会創出のための運営側でのイベント企

画検討 

 

 ポータルサイトの利活用及びデータ流通ビジネスを促進するためのコンソーシアム立上

げに向けて、推進体制の在り方について検討を行った。まず、推進体制の在り方を定義す

るにあたり、上述のヒアリングやビジネスモデル検討等を通じた、ポータルサイトへの期

待・要望なども踏まえると、コンソーシアムとして取り組むべき活動内容として、以下 3

つの方向性が想定される。 

 技術推進：データ変換技術の高度化、ポータル IFの標準化推進 

 制度/ルール策定：データ流通における制度/ルール（データの取り扱いルール、契約

/決済、流通の安全性保障等）の策定推進 

 データ提供/サービス利用促進：データ提供者/ポータル利用者へのポータル活用促進

（データ提供者/ポータル利用者の誘致） 

最終的に注力する活動の方向性の決定については、コンソーシアム立上げの準備会での

活動を通じて、決定していくこととした。 

また、ポータルサイトを誰がどのように運営するのかという、ポータルサイトの運営モ

デルについて、出口戦略から逆算した場合、国のシステムとして保有・運営するか、民間

企業による運営とするか、大きく 2つに分けられると想定する。民間企業による運営とす

る場合においては、1社または業務提携した複数企業による運営やコンソーシアム等のフ

ァウンデーションによる運営等が考えられる。本プログラムにおけるビジネス領域として

は、各企業が利益を追求する競争的な領域のみだけでなく、公の利益を目的とした協調的

な領域においても、考慮する必要があると考える。そのため、本プログラムが目指すポー

タルサイトの運営モデルとしては、コンソーシアム等のファウンデーションによる運営を

主軸として検討を進めることとした。この運営モデルの実現にあたり、本プログラム終了

後も持続可能なポータルサイトとして運営していくには、ポータルサイトの運営費用をど

のように捻出するかが、大きな課題の一つとなる。対策として、コンソーシアム等への参

加者からの出資等が考えられるが、そのためには、コンソーシアム等への参画メリット訴

求する必要がある。 

今後のコンソーシアム立上げに向けた取り組みにおいては、上述の点も踏まえ、コンソ



22 

 

ーシアムの在り方について検討を次年度以降も継続して実施した。 

 

 

図 3.1.1-11 ポータルサイトの運営モデル検討 

 

 

 持続可能なポータルサイトの運営のための普及促進活動（FY2020） 

2020度はポータルサイトの公開を控えており、魅力的なポータルサイトであると世の中

に周知していくために、データの拡充／参画企業の拡大／認知度向上を目的とした様々な

普及促進活動を実施することとした。実施する上では、2019年度成果を基に将来のビジネ

ス化も見据え、“MD communet ならでは“を意識。訴求ポイントを明確化させ、本取り組み

について官民双方に賛同してもらうことを目的とすることとした。以下①～③について特

に注力し、それぞれ取り組みを行った。 

◼ MD communetを共に創る仲間づくり 

 MD communetの取組に賛同し、共に創っていくことができるパートナーを見つけ

る 

 MD communetにおけるデータ利活用の営みを踏まえた推進体制の検討を行う 

◼ MD communetならではのデータ掲載 

 交通環境情報を広く官民から集め、MD communetならではの特徴的なデータをカ

タログデータとして掲載していく 

◼ MD communetの認知度向上 

 MD communetの情報発信の場の設置 

 展示会やイベント、ニュースリリース等の各種プロモーション活動の実施をして

いく 

  

出口戦略分類

国のシステムとして
保有・運営

コンソーシアム等、
ファウンデーション
による運営

１社による運営

国のシステムとして保有。国から民間企業に委託するなどし
て開発・維持・運用保守していくことによりポータルを運営。

複数の民間企業からの出資によりポータルサイトを運営。出
資された費用によって、システムの開発・維持・運用保守を
行う。

１社（または提携した企業同士）による、ポータルサイトの
運営。
開発・維持・運用保守の費用は運営している企業のみが負
担することとなるが、ポータルサイトのビジネスモデルは運営企
業に委ねられることとなる。（ポータルサイトの運営により得ら
れる収益は、運営企業のみに還元される）

ポータルサイトの運営モデル

• どの府省庁の管理とするか
• 国のシステムとして保有するにあたり予算の確
保は可能か

• ポータル運営の主な原資は、複数の民間企業
からの出資を想定
➢ コンソーシアム等に参画する企業（出資

者）に対する参画のメリット訴求（ポータ
ルサイトを活用によりえられるビジネスメリット、
出資者特権等）が重要となる

• 1社による運営の場合、事業譲渡や販売、独
占契約などポータルサイト運営の裁量が1社
のみにゆだねられる

課題/留意事項

国有化

民営化

本プログラムで
目指すモデル
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 ポータルサイトの訴求ポイントおよび本事業におけるステークホルダーの洗い

出し 

MD communetの訴求ポイントを洗い出すためには、MD communetに参画頂く事業者と創

る世界観を設定することが必要である。そのため、本事業の目的や 2019年度策定したコ

ンセプトを基に、MD communetが目指す世界観や提供価値の再整理を実施した。本事業に

参画いただける企業・団体の持つアセットや強みを活用し、データを活用した新たなサー

ビスを創出。そこで生まれた新たなデータをポータルサイトに掲載することで、データの

還流が生まれ、そのデータを使って新たなサービスが生まれるというエコシステムを形成

することを目指した。 

 

 

図 3.1.2-1 本事業で形成するエコシステム 

 

MD communetが目指すエコシステム実現のために必要なステークホルダーについて、

官・民それぞれ調査／整理を実施した。まず、道路上での車、人の流れを可視化、交通環

境情報が使われるケースについて、それらのデータの収集や配信の流れについて調査を実

施。そこから見えてきたステークホルダーを官と民でそれぞれ分類した。 

官においては、交通環境情報を保有もしくは管轄する官公庁、公益社団法人等の外郭団

体を想定。民間においては、テレマティクスサービスを行うような事業者やサービス事業

者を想定。それらのステークホルダーの関係性について整理を実施した。 
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図 3.1.2-2 官民データホルダの調査 

 

上記官民データホルダの調査の結果から、2019年度整理した事業者に加え、本調査から

見えた新たな事業者を追加し、まずはデータ提供者については、SIP関係者を中心に MD 

communetへの参画を呼び掛ける候補事業者を選定した。データ利用者に関しては、自社サ

ービスにおいてモビリティデータの活用が期待できる事業者や KYOTO楽 mobiコンテスト

応募者などを中心に候補事業者の選定を行った。 

 

 

図 3.1.2-3 2019年度整理した事業者マッピング 
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図 3.1.2-4 今後注力すべきデータ提供者／利用者のマッピング 

 

 

 ポータルサイトの利用規約整備 

データ提供者およびデータ利用者にポータルサイトを利用いただくにあたり、ポータル

サイトの位置付けや取引のルールを定める必要があるため、利用規約を整備した。利用規

約を整備するにあたり、まずは図 5のポータルサイトの利用イメージ・規約がカバーする

範囲について設定した。ポータルサイトにおいてはカタログデータ掲載までを規約の範囲

とし、以降のデータ取引、契約に関しては、個社ごとの相対契約とした。 

 

 

図 3.1.2-5 ポータルサイトの利用イメージ・規約がカバーする範囲 

 

図 3.1.2-5を設定後、それぞれの関係性を基に、各プレイヤー間の規約/契約につい
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て、既存のデータ取引ガイドラインや企業の標準契約などを参照し、利用規約の策定を進

めた。進めるにあたってはまずは以下の考慮すべき論点を整理した。 

 
図 3.1.2-6 利用規約の検討・策定 考慮すべき論点 

 

その後、参照すべき既存のデータ取引ガイドラインや企業の標準契約を以下の通り選定

し、それぞれの参照ポイントや関係性を図 3.1.2-7の通り整理した。 

 AI・データの利用に関する契約ガイドライン（経済産業省） 

 SaaS標準契約書（NTTデータ） 

 WAGRI利用規約（WAGRI） 

 

 

図 3.1.2-7 MD communet 利用規約のストラクチャーおよび各種ガイドラインとの関係性 
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 MD communet HP の制作および公開 

ポータルサイトについて、広く認知・興味関心を持ってもらい、会員登録を促すだけで

なく、継続してご利用いただくユーザを獲得するため、ポータルサイトの紹介および情報

発信する MD communetの HPを制作、公開を実施した。 

 
図 3.1.2-8 MD communet HP トップページ 

 

HP制作にあたっては、AISASモデル（Attention：認知・注意／Interest：興味・関心

／Search：検索／Action：購買／Share：共有）を基に、各媒体における役割の定義を実

施。MD communet HP においては、ポータルサイトの会員を創出することを目的とするた

め、認知～購買までのプロセスをフォローすることとした。 

 

 

図 3.1.2-9 MD communet HP の目的 
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ポータル認知者/非認知者双方にとって煩わしくない UI/UXにすべく、導線をわかりや

すくすることを目的に、UXの検討を行った。MD communetの主なターゲット層としては、

ポータル認知者のうち、企業からの紹介や外部サイト等の外的要因から MD communetを認

知した層およびポータル非認知者を対象とした。検討においては、以下 2点について留意

をした。 

 ポータル非認知者においては、ポータルを知ってもらうために、1ページで表現し

スクロールすることで理解を深めてもらう 

 ポータルサイト認知者は、知りたい情報に飛ぶことができるようにナビゲーション

する 

 

 

図 3.1.2-10 MD communet HP における UXの検討 

 

上記 UXの検討結果を基に、ワイヤーフレームを作成。更に、ワイヤーフレームにデザ

インを適用し、それぞれのコンテンツを制作した。 
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図 3.1.2-11 MD communet HP の構成 

 

 

 MD communet イベント企画および開催 

MD communetの認知およびモビリティデータの利活用の可能性の訴求のため、セミクロ

ーズな環境でのアイデア創発を通じて、モビリティデータの価値の再発見、アイデア発想

手法の体感、今後のパートナー企業になりうる企業との出会いを作るためのイベントを開

催した。イベントでは、慶應義塾大学システムデザインマネジメント研究科のご協力の

基、コンセプト設計～運営まで実施した。 

イベントのコンセプト設計においては、本イベントの参加者に体感頂きたいことをまと

め、以下をイベントの目的として設定。 

 モビリティデータの活用可能性を知ることで、参加者にモビリティデータの価値に関

する気づきを得て頂く。 

 アイデア発想の手法を体感してもらい、参加者に自社の新しいビジネス創出のために

活用して頂く。 

 参加された企業をまたいだワーキングを通じて、パートナーとなり得る企業を発見す

る機会として頂く。 

上記を達成することができるように、講義およびワークショップを繰り返すことで、体

系的にアイデア発想プロセスを参加者に学んでいただけるようなワークショップの設計を

行った。 
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図 3.1.2-12 MD communet イベントの目的 

 

本イベントでは、モビリティデータの活用可能性を広げるため、特定のデータを使う等

の制限を設けず、アイデアを発想することを目指した。また、アイデア発想の過程で「こ

んなデータがあると新しいサービスができるのではないか」という発想も生まれるように

することで、新たなデータへの気づきを与えることを目的とし、ワークショップの重要ポ

イントとして取り入れた。 

様々なバックグラウンドを持つ参加者によるアイデア発想のしやすさ、MD communetの

コンセプトの一つである、社会課題の解決を目的とし、「モビリティデータを活用した地

域活性化のための見たことも聞いたこともないサービスアイデア」というテーマでワーク

ショップを行うこととした。 

 

 

図 3.1.2-13 MD communet イベントのテーマ検討 
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ワークショップ当日は、慶應義塾大学システムデザインマネジメント研究科広瀬先生の

ファシリテートの下、12名の参加者にイベントへ参加いただいた。3チームに分かれ、そ

れぞれアイデアを出し合い、広瀬先生よりそれぞれの講評を頂いた。 

 

 

図 3.1.2-14 イベント当日の風景 

 

イベントを通じて、目的を達成することができたことはもちろんのこと、その後のビジ

ネスに繋がるようなアイデアや企業同士の繋がりも生まれ、イベントを通じたマッチング

の可能性について示唆できた。 

 

 

 対外プロモーション活動実績 

MD communetの取組を認知して頂くため、様々なプロモーション活動を実施した。各取

り組みによって、MD communet HP へのアクセス増、MD communetに関する問い合わせや意

見交換等、関心を寄せて頂くことができた。 

 

表 3.1.2-1 対外プロモーション活動実績 

内容 日付 備考 

内閣府様報道発表、 

NEDO 様／NTT データニュースリリース 
2020 年 10 月 27 日 個社ごとに実施 

普及促進 HP 公開 2020 年 10 月 27 日 SIP café 様へリンク掲載済 

NTT 技術ジャーナル 11 月号掲載 2020 年 11 月 2 日  
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SIP-adus Workshop2020 成果報告会 2020 年 11 月 10 日  

SIP café ニュース掲載 2020 年 11 月 10 日 PR 動画は 1 月 16 日から公開 

NTT DATA イノベージョンカンファレン

ス 
2021 年 1 月 28 日～29 日 

※アーカイブ配信は 2 月 26

日まで 

MD communet イベント 2021 年 3 月 23 日  

SIP 成果報告会 2021 年 3 月 25 日～26 日  

 

・SIP中間成果報告会 

映像・展示パネルでの MD communetの紹介ならびにデモンストレーションによるポータ

ルサイト体験を実施した。多くの来場者に MD communetについて理解して頂くことがで

き、今後の普及促進にも繋げることができた。 

＜来場者の声＞ 

∙ 社内でのデータ利活用で悩んでいたため、このような取り組みを是非活用させていた

だきたい。 

∙ データ利用者のイメージがもう少し明確になると、利用イメージもわいてくると考え

る。 

∙ 現状、モビリティデータを活用したサービスのビジネス化が難しいため、是非そこも

含めた取り組みを行っていただけると幸い。 

 

図 3.1.2-15 SIP中間成果報告会当日の説明風景 
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 MD communet 利用者のメリットおよび課題の抽出 

収集したカタログデータをどのようにデータ利用者に使っていただくかについてより具

体化させるため、既に限定公開版を利用している 1次参画企業に加え参加の呼びかけを行

った参画企業候補へのヒアリングおよびポータルサイトの活用方法についての議論を実施

した。 

◼ データ提供者 

販売チャネルの拡大、マーケティングへの活用等、データ販売ビジネスにおける機会創

出に寄与できる可能性があることにメリットを感じている。 

他分野とのマッチングによって、既存ビジネスの幅だしにも期待ができるところも高評価

だった。逆に課題としては、データの加工が必要になるデータに関してはカタログデータ

として掲載しにくかったり、データ加工者が不在のためカタログデータとして掲載できな

いケースがある。 

マッチングや利用者のニーズを知るためには、コミュニティ機能の強化が必要であると

いうコメントも多くあった。 

現状のシステムからの提案や掲示板、ニーズ登録だけでなく、実際にオープン／クローズ

双方でコミュニケーションを取りながらニーズを拾い上げたり、マッチングを行うことが

できたりするとよりポータルサイトの利用が進むのではないかという示唆が得られた。 

◼ データ利用者 

ポータルサイトを検索することで、世の中に散在している交通環境情報を見つけること

ができると、検索の手間を省くことができることや多分野とのマッチングについてメリッ

トであると挙げて頂いた。 

課題としてデータやサンプルデータの拡充が挙げられた。現状データの網羅性を追求す

ることができていないため、今後の課題として挙げられる。サンプルデータについては、

データの購入検討をする際にサンプルデータを見て判断することが多いため、サンプルデ

ータが掲載されることで複数あるカタログデータの中から自分たちのサービスに適したデ

ータを選別がしやすくなる。 

コミュニティ機能についてはクローズドな環境でコミュニケーションを取れる場が必要で

ある。そのような場があることで、より詳細な話をすることでき、サービスのイメージを

しやすくなるためビジネスマッチングに繋がりやすい。 

◼ プラットフォーマー 

他分野でのユースケースづくりができる可能性についてメリットとして挙げて頂いた。

分野内で閉じたユースケースの創出を進める反面、その後のビジネス化を見据えた場合、

他分野での活用可能性を模索する必要があり、その点において他分野のマーケットを開拓

することができることは大いにメリットであるとの回答を得た。 

逆に、双方でデータ連携する仕組みを構築することが必要である点や、実証実験まで進

んだ後のビジネスへのステップアップの部分でどのように連携できるかが課題となってい
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る。 

 

表 3.1.2-2 ポータルサイト利用におけるメリットと課題 

種別 メリット 課題 

データ提供者 

✓ 新規データの販売チャネ

ル(PR含む） 

✓ 利用者のニーズを知るこ

とができる 

✓ 他分野（企業／団体／自

治体等）とのマッチング 

✓ マーケティングツールと

しての活用への期待 

✓ データ加工の課題 

✓ コミュニティ機能の不足 

データ利用者 

✓ データを探す手間を省く

ことができる 

✓ 他分野（企業／団体／自

治体等）とのマッチング 

✓ データの拡充（網羅性／

自治体との連携） 

✓ サンプルデータの拡充 

✓ クローズドなコミュニテ

ィ機能の構築 

データ 

プラットフォーマー 

✓ マーケット開拓 

✓ 他分野とのマッチング、

ユースケースづくり 

✓ データが使える環境整備

（特に他分野） 

✓ 実証実験→ビジネスへの

ステップアップ 

 

 

 今後のビジネスモデルに関するヒアリング 

今後の推進体制およびビジネスモデルを検討する上で、どのようなポータルサイトの機

能や体制等が求められているのか、1次参画企業および参画企業候補事業者へヒアリング

を行った。ヒアリングは、データ提供者、データ利用者、データプラットフォーマーの 3

者に実施し、それぞれ求められる要件を表 3.1.2-3の通りまとめた。 

 

求められる要件（機能面） 

◼ データ提供者 

様々なプラットフォームがある中で、MD communet に掲載すると得られるメリットが必

要である。差別化要素がなければ、MD communetに掲載せずとも、他ポータルサイトやプ

ラットフォームに掲載しているため充足している状態である。そのため、他プラットフォ

ームを利用する中で不便に感じていることが解消されることで、MD communet を利用する
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メリットとなる。また、データ加工をポータルサイトが代行し、そのデータを提供するこ

とでデータ提供者およびデータ利用者双方にメリットがあるのではないかという示唆が得

られた。 

◼ データ利用者 

サービス開発で使用する APIやデータフォーマットの標準化やデータの網羅性について

言及があった。利用する APIによって様々な記述方式であることや、データフォーマット

が統一されておらず、それらを一度加工する必要があることもデータ利用者が抱える課題

であることが、あげられた。MD communetでは API仕様を公開する場合は、標準的な API

の記述をすることを推奨しているが、業界ごとの標準化の取組は行えていないため、2021

年度以降の検討課題とする。その他データの網羅性の向上されることで、ポータルサイト

を利用することにメリットを感じてもらえることがわかった。サービス開発に必要なデー

タを収集する際に、必要となるデータにたどり着けず、最終的に、過去に取引のあった企

業に依頼をすることになる等、新たな取り組みのハードルとなっていることが考えられる

ため、散在しているデータが一元的に検索することができることで、データ検索の煩雑さ

を払拭することができると考える。 

◼ データプラットフォーマー 

いかに連携がしやすいかがポイントになる。既存プラットフォームでは、大規模なシス

テム改修をすることが容易ではないため、小規模な改修で連携することができることが求

められている。また、連携後の他分野プラットフォーマーがその分野でビジネスができる

仕組みづくりも必要である。データを連携するだけでなく、他分野プラットフォームがビ

ジネスを検討できる仕組みづくりを 2021年度検討していく必要があると考える。 

 

求められる要件（体制面） 

◼ データ提供者 

SIP期間後も継続して運営していくことが可能なビジネスモデルおよび体制の確立が求

められている。ビジネスモデルや体制が確立されることで、安心してポータルサイト上

で、データを提供し続けることに繋がる。 

◼ データ利用者 

先に挙げた APIやデータフォーマットの標準化を実現するための体制の確立が求められ

ている。その際には、自治体やオープンデータを扱うような団体、シビックテックと民間

団体との連携を行いながら、標準化を進めるとデータ利用も進むことが可能となると考え

る。 

◼ データプラットフォーマー 

会員制プラットフォームに求められるビジネスモデルの整理が必要となる。会員制の場

合、会員規約に同意した上でデータを公開しているため、会員規約に承諾していない利用

者に対しての公開範囲をどのように設定するかが課題である。更に有償プラットフォーム
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の場合、利用料金についての取扱いをどのようにするかが課題となる。 

 

表 3.1.2-3 今後の MD communet のビジネスモデルに関するヒアリング結果 

種別 求められる要件（機能面） 求められる要件（体制面） 

データ提供者 

✓ 他ポータルサイトとの差別化 

✓ ポータルサイト上を介しての

加工データの提供 

✓ 契約・決済を含むワンストッ

プの取引 

✓ SIP 期間後も運営していける

ビジネスモデル、体制の確立 

データ利用者 
✓ API やデータフォーマットの

標準化 

✓ データの網羅性の向上 

✓ 標準化への取組、推進ができ

る体制の確立 

✓ 自治体やオープンデータを扱

う団体、シビックテックとの

連携 

データ 

プラットフォーマー 

✓ 大きな機能改修をせずとも連

携可能な仕組み（連携のしや

すさ） 

✓ 連携することでプラットフォ

ーマー側も他分野の開拓がで

きる仕組みづくり 

✓ 会員制データプラットフォー

ムとの連携におけるビジネス

モデルの整理（データの公開

範囲、利用料金等） 

 

 

  ビジネスモデルおよび推進体制に関する考察 

前述のヒアリングを基にビジネスモデル、推進体制の考察を実施した。2021年度以降、

以下 3点について重点的に検討し、ビジネスモデルおよび推進体制の検討に反映できるよ

うに進めていく。 

◼ カタログ掲載だけでない、提供できる付加価値の見極め 

データ提供者に関しては、販売チャネルが増えるため、ポータルサイトへの掲載につい

て前向きにとらえて頂ける半面、ポータルサイトに載せるからこそできる付加価値の部分

を期待されている。カタログ掲載だけでなく、提供できる付加価値を見極めていく必要が

ある 

例：データのストレージ、プライバシー処理等のデータ加工等 

◼ 推進体制および運営の見極め 

データ利用者視点では、データの網羅性だけでなく、データを使いやすい形にしていく

ことが求められている。データの標準化やデータのフォーマット変換等の加工を中間処理

という形でポータルサイトが実施する等、推進体制も含め 2021年度の運営の中で見極め

を行う。 

例：自治体／シビックテック等の団体との連携、標準化に向けた推進体制の検討 等 
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◼ 他プラットフォームとの差別化要素の強化 

他ポータルサイトとの差別化を図る場合、ビジネスマッチングについては差別化要素の

一つとなりうる。セミクローズなビジネスマッチングにおいて、必要に応じてコンサルテ

ィングとして介入するなど、ポータルサイトでの差別化を図れるようなサービスの提供が

できる仕組みが必要である。 

 

 

 持続可能なポータルサイトの運営のための普及促進活動（FY2021） 

2021年度は交通環境情報によるデータドリブンでのサービス/ビジネスの創出に向け、

データ取引プロセスにおけるデータ利用者、提供者の課題・関心事項に対しオンライン/

リアル両面でのアクションにより、サービス化につなげる仕組み作りを推進。マッチング

によるサービス/ビジネス創出及びそれを支える円滑なデータ取引のために、ポータルサ

イトとして必要となる仕組みや機能について検証・改善を図るとともに、社会実装に向け

具体的な体制・仕組みの構築を目指した。 

 

図 3.1.3-1 データ取引プロセスにおける各プレイヤーの課題・関心事項（仮説） 

 

本取組において、MD communetから創出するサービスの具現化や必要なプレイヤー及び

データを集め、サービス化を念頭に置いた実証実験を行うことで事例を増やし、MD 

communetの社会実装に向けた足掛かりとしたマイルストンを設定した。 
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図 3.1.3-2  2021年度の普及促進計画 

 

図 3.1-3  MD communetで実施・検証すべき事項（実施方針） 

 

 

 MD communet で提供すべきサービス仮説の設定 

MD communetを継続的に利用していただくためには利用者の課題に寄り添ったサービス

を提供する必要がある。そこで、MD communet の一般公開後、複数企業からの会員登録申

請及び問い合わせを受けて、MD communetの期待（会員登録した理由）やデータ利活用に

関する課題等について、ヒアリングを実施した。 
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図 3.1.1-1  MD communet に向けたニーズの抽出 

 

 

ニーズ抽出を行い、2020年度までに会員企業から得られたヒアリング結果も念頭に MD 

communetに求められるであろう機能を選定し、サービスメニュー案を検討した。 

 

 

図 3.1.1-2  2020年度ヒアリング結果から導出したメリット・課題 
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図 3.1.1-3  2020 年度ヒアリング結果から導出した求められる要件（機能面・体制面） 

 

 

図 3.1.1-4  MD communet での提供サービス案 

 

・サービスメニュー案：テクニカル 

ツール提供は、データカタログサイトで提供しているレコメンドや各種検索機能に加え

て、データを変換、加工するようなツールをカタログデータとして提供するサービスであ
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る。それによってデータ利用者が容易にデータを加工することができることで、これまで

加工にかかっていた工数を削減することができるのではないかと考える。 

データ提供支援は、データ利用者へデータを提供する際に加工が必要な場合に、MD 

communetもしくは MD communetが紹介する企業が加工を請け負って提供するサービスであ

る。データを提供する際に、依頼を受けたデータ形式が提供するデータ形式と異なる場合

は指定されたデータフォーマットに加工するなどの処理が必要となる。その後データ加工

者側で必要な情報のみを抽出し、サービス開発を実施している。その際のデータ提供者と

データ活用者の間で発生する加工作業を MD communet が代行もしくは適切な企業を紹介す

ることで、データをより提供しやすく、かつ、活用しやすくすることができると考える。 

データを見つけやすい UIおよび AIや機械学習を用いたレコメンドは、たくさんのカタ

ログデータの中から自身がほしいデータを見つけるためにポータルサイトの機能として提

供するものである。 

 

・サービスメニュー案：リーガル 

例えばプローブデータ等は膨大なデータ量があり、実際にサービス利用者へ提供される

前に、データ提供者側で個人情報や営業情報の秘匿化が必要となる。その際の秘匿化に必

要なツールの活用や他社事例も合わせたアドバイスなどを提供することで、現在そういっ

た理由からデータ提供が実現できていない企業がデータを提供することが可能になること

を目指すものである。 

 

・サービスメニュー案：サービス開発 

ビジネスマッチング支援は、MD communetの事務局側で企業紹介に関するご要望を予め

確認し、その情報を基に候補となる企業をリサーチ、紹介に向けた連絡調整を実施する。

なお、MD communet事務局側で策定したサービスメニューの各実施プロセスに沿って、会

員企業が MD communet を利用する際の具体的なプロセスのうち企業紹介（マッチング）を

体感することで、MD communetのサービスメニュー案を洗練することができるものと考え

られる。 

ニーズ／データの発掘、提案は、MD communet 会員が持つニーズやシーズをヒアリング

によって発掘し、マッチングを促進することを目的としている。 

サービス企画支援については、検討しているサービス企画に関する検討支援やデータの

提供、サービス化に係る技術面でのサポートを行う。なお、支援内容については、企業紹

介サービスと同様、事前にご要望をヒアリングのうえ、検討支援の内容、スコープ等を調

整する。 

 

・サービスメニュー案：リレーション 

MD communet が企画するビジネスマッチングを目的としたオープンなイベントへご招
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待や、ミーティングやビジネス検討のためのリアルとバーチャル両方のコミュニケーショ

ンスペースの提供とする。なお、イベントの実施予定については随時ニュースやメールマ

ガジンにて案内する。 

また、会員企業は、MD communet及び普及促進 HP上でデータ活用の取り組みや保有する

技術やその強みについて PRすることができるほか、普及促進 HPのサービス利用を通じて

創出されたサービスや実証等については、MD communet及び普及促進 HP 上等で紹介するこ

とができる。 

サービスメニュー案を基に、MD communetが会員企業に対して提供可能な価値を定義し

た。さらに、持続的に提供するサービス内容を検討すべく、ビジネスマッチングやイベン

ト、実証実験、KYOTO 楽 Mobiコンテスト等の各取り組みにてトライアル実施し、必要な機

能やサービスを見極めながら、社会実装時のサービス内容を検討することとした。 

実施の上では、MD communet の訴求力を向上させるためには象徴的なデータや事例創出

が必要であるため、キーとなるプレイヤーとのサービス創出に注力し、MD communetの強

みを作ることを目指した。 

 

 

図 3.1.1-5  MD communet の提供価値 

 

 

 キープレイヤー（官民）とのリレーション構築 

 

多種多様なデータを保有する民間企業が会員登録していることが MD communet の訴求力

向上のために重要であると考え、主にモビリティ関連データを活用する企業かつ先進的な

情報通信技術を開発・利用している企業に対し、MD communetへの会員登録を促した。 
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図 3.1.3-1  キープレイヤーの設定 

 

特徴的な官データと民間データを掛け合わせることで付加価値情報が生まれ、それを活用

した新しいサービスを創出することで社会課題解決が加速するのではないかという仮説を

設定した。そこでそれらのデータを保有するデータ提供者へのデータ掲載アプローチを行

うこととした。 

 

 

図 3.1.3-2  官民データの連携イメージ 

 

 

2023年度の社会実装に向けて会員数を 100 社／団体にすることを目標に、各プレイヤー
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のうち、OEM各社をはじめ、データ利活用やモビリティサービス創出に積極的な企業／団

体にフォーカスを当てた。2021度は、SIP事業（官公庁）及び弊グループのパスを活用

し、官民連携でデータカタログを掲載していく流れを構築することができた。 

 

図 3.1.3.1-3  会員拡大に向けた企業アプローチ計画 

 

 MD communetでは、交通環境情報ポータルの活用のプロセスである カタログ掲載、マッ

チング、サービス創出において、主にマッチングプロセスを活性化するイベントにより、

多くのポータルサイトの活用事例創出を目指している。そこで、2021年度は 2019年度実

施し好評だったアイデア創発イベントに加え、新たなイベントとしてビジネスマッチング

イベントおよびアイデア創発イベントのフォローアップイベントを実施した。なお、

KYOTO楽 Mobiコンテストのエントリー延期に伴い、予定していた第 3回アイデア創発イベ

ントは 2022年度の実施に変更となった。 

 

表 3.1.3-1 会員拡大に向けたイベント 

No イベント名 開催時期 

1 第 2回アイデア創発イベント 2021年 11月 

2 第 1回 MDコムマッチ 2022年 3月 

3 アイデア創発ワークショップ 2022年 3月 

4 第 4回技術セミナー 「モビリティデータの利活用とデータ

提供の協調領域」 

2022年 3月 
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5 
第 3回アイデア創発イベント 

（KYOTO楽 Mobiコンテストコラボレーションイベント） 
2022年６月 

 

第 2回アイデア創発イベントでは、慶應大学 SDM研究科広瀬先生を講師に迎え、第 2回

アイデア創発イベントを実施し、今回は人流データ／走行履歴データ／タイヤセンシング

データを活用したサービスアイデアを各チームで検討し、発表を行った。以下に、イベン

トのタイムテーブル並びに投影スライドなどを記載する。 

 

 

図 3.1.3-3 イベントのタイムテーブル 
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図 3.1.3-4 投影スライド 

 

各チームでは白熱した議論が展開され、その後の名刺交換会でもビジネスマッチングが

生まれ、アイデアの実現に向けて企業側で企画化するチームもあり、今後 MD communetと

して支援していく。 

 

 

 

図 3.1.3-5 第 2回 MD communet イベントの成果 

 

copyright © KEIO SDM, All rights reserved.

オンライン発想イベント
〜システム×デザイン思考で発想する〜

２０２１年１１月１５日

データ紹介 ディスカッション風景 アイデア
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図 3.1.3-6 アイデア創発イベント（11/19) アイデア一覧 

 

⚫ Team A：「ビックデータを活用した DXソリューション」 

市民の人が乗っている自動車などのタイヤデータ、交通データなどと、気象データなど

を組みあわせることで、通常は混雑を回避した最適なルートを提示するサービスを提供す

る。さらに、施設情報や、保険会社が持っている事故情報や浸水情報を掛け合わせること

で、災害時に安全に市民を誘導する「避難経路サービスアプリ」となる。この様なフェイ

ズフリーアプリを地方自治体が導入しておくことで、住みやすい街を作ることができる。 

 

⚫ Team B：「空気圧からバースト危険性などを割り出し、事故を防止する」 

タイヤの空気圧からバースト危険性や燃焼情報を割り出し、サービス提供者に提供する

ことで、事故を防止効果・燃焼コスト削減効果をサービスとして提供する。 

車両の空気圧データから、燃費向上やバーストのリスクを可視化し、経営者へ情報提供

するとともに、運転手へ気づきを与える。サービス提供者はその対価を得る。経営者は、

法令順守や社会的責任からリスク軽減を行う必要があるため、このサービスで会社を守る

ことができる。 

 

⚫ Team C：「朝の通勤ルートリコメンド」 

朝早く起きたとき、道路状況に応じた、朝活・朝食スポットレコメンドと、その為の出

発時刻の通知と定着ルート案内をするサービス。 

その日の道路状況と、朝寄るべき朝活や朝食のスポットから、遅刻しないような通勤ル

ートを割り出して案内してくれるサービス。施設や店舗はこのサービスの登録をしておく
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ことで、お客さんを獲得できるため、サービス提供者は掲載料をとる。また、このサービ

スで毎日充実した通勤をすることができ、仕事の効率も向上する効果が望めるため、企業

が福利厚生の一貫として導入することを想定している。よって、店舗施設の掲載料と、導

入企業からの月額利用料が取れるため、ビジネスとしても成立すると考えられる。 

 

⚫ Team D：「トラックの安全運転促進」 

トラックの走行データやタイヤデータから、ドライバーが安全運転をしているのかをリ

アルタイムで補足すると共に、運転の改善点を報告するサービス。 

トラックを多く保有する物流企業は、街の中を走るトラックでの事故防止が社会的責任

としてある。そこで、走行データとタイヤデータから安全な運転をしているのかを可視化

することで、企業としてもそのトラックが走る街の市民も安心できる状況をつくりだすサ

ービス。 

行政としても、安心な街をつくるための一要素となるため、このサービスの導入企業に

対して、節税をしてくれる可能性があると考える。 

 

 ベンチャー企業と MD communet会員のマッチングによる共創創出を目指し、マッチング

イベント:第 1回 MDコムマッチを開催した。会員 7社、ベンチャー5社に参加いただき、

会員企業にとって今まで知らなかった企業との出会いにより、ビジネスの可能性を見出す

ことができたことに加え、ベンチャー企業の事業拡大のきっかけになるイベントとなっ

た。その結果として、複数のマッチングを実現することができた。 

 

 

図 3.1.3-7 マッチングイベント結果 

 

自治体が抱える課題を、交通環境情報を用いて解決することを目的としたアイデア創発

ワークショップを開催した。ワークショップでは積雪による自治体の課題に着目し、交通

環境情報を用いたサービスアイデアを検討、発表した。 

継続検討するテーマを設定し検討会を立ち上げ、複数回の検討会を実施した。 
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図 3.1.3-8  ワークショップで検討したサービスアイデア例 

 

 

普及促進活動の取組の一環として、広く MD communet の取組を認知していただくために

は、様々な媒体との連携が不可欠である。そこで、SIP広報との連携について協議し、SIP 

café にて社会課題の観点からデータ連携、データ利活用の重要性についてセミナーで発信

することで、データ利活用に関する社会受容性の醸成を目指した。

 

図 3.1.3-9  SIP広報との連携フロー 

 

 

SIP café が実施する第 4回技術セミナー 「モビリティデータの利活用とデータ提供の

協調領域」にて MD communetの取組およびデータ利活用の各社の取組を紹介した。 

定期的なデータ利活用に関するウェビ
ナー

リアルイベントでのアイデアソン

データ連携／データ利活用の

・重要性に関する意識

・サービス可能性の気運

を醸成

社会課題から見たデータ連携を発信するウェビ
ナー
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住友ゴム様、パシフィックコンサルタンツ様にご登壇いただき、モビリティデータ利活

用の取組についてご説明いただいた。その後、清水建設様も交えたパネルディスカッショ

ンを実施。視聴者からの質問回答を取り入れながら、モビリティデータ利活用の重要性や

そこにおける課題や解決策についても議論した。 

セミナーを通じて「MD communetの認知度向上」および「データ利活用に関する企業の

関心を知ることが出来る」という 2点の効果を確認することができたため、今後とも継続

して開催することで MD communetの会員拡大やデータ利活用の普及展開を加速させる。具

体的には「MD communetの認知度向上」については、ウェビナー開催中（15時台～16時

台）の HPアクセス数の上昇と、セミナー参加企業からの会員登録が確認できた。また

「データ利活用に関する企業の関心を知ることが出来る」という点については、準潜在層

の発掘によって新たな企業との連携の可能性が広げられることが分かった。 

 

 

図 3.1.3-10 セミナー後の様子 

 

 

MD communetの情報発信およびユーザの使いやすさ向上を目指し、11 月 10日の普及促

進 HPの一部改修を実施。機能追加や新規ページの追加によって発信可能な情報も増えた

ため、MD communetの離脱率やデータカタログサイトへの流入数が改善された。
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図 3.1.3-11 リニューアル後の普及促進 HP 

 

 

 普及促進 HPおよびポータルサイトの改修に向けた課題感 

各種施策により MD communet の会員数は着実に増加しているが、今後さらなるカタログ

データの拡充、データ利用者、データ加工者といったユーザの拡大によるコミュニティの

活性化が今後の発展には不可欠である。 

さらに、SIP事業後における商用化を見据えた施策を検討していく必要もあることか

ら、MD communetの社会実装の加速に向けて、MD communetの改善を図り、認知／理解フ

ェーズでのコンテンツ拡充およびプロモーションに注力することとした。 

 

図 3.1.3-12 普及促進 HPおよびポータルサイトの改修に向けた方針 
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2022年度 4月のリニューアル公開に向けて、MD communetの認知度向上、会員企業拡大

に向けて、以下のサイト戦略を策定した。 

 

サイト戦略の基本方針 

・ SNS や検索エンジンを中心に【未認知・無関心層】【潜在層】に発見してもらう。※マ

スメディア・WEB メディアや広告などは発見の補完として検討。 

・ 検索エンジン経由で普及販促 HPへ誘引、関係⇔確認のサイクルを回し、「魅力的コン

テンツ・訴求」により関係性を構築し【顕在層】へと昇華。 

・ ここから行動に移すことができれば【顧客層】となる。この時、追体験可能な施策を

実施することで【ファン層】へと昇華し SNSなどにも共有・拡散。 

 

 
図 3.1.3-13 サイト戦略の基本方針 

 

普及促進 HPで良質なコンテンツを継続的に制作し、SEO対策となる最適なキーワードを

組み込むことで、ユーザに「発見」してもらう機会を増やすことが必要である。そのた

め、コンテンツ拡充により「興味」「確認」から「行動」（会員登録）を促すためのサイト

へ昇華させることを目的として、HP製作を実施することとした。 
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図 3.1.3-14 普及促進 HPのゴール 

 

現行サイトに掲載されている情報の見直しを行い、前述の方針に合わせたサイトストラ

クチャを再設計した。サイトトップページに記載されていた MD communetの掲載データ、

ユースケースを個別ページとして作成することで情報量を増やし、MD communetを初めて

訪れたユーザに対しての理解度向上を目指す。 

 

 

図 3.1.3-15 普及促進 HP構成案 
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 MD communet の社会実装を見据えた検討（ビジネスモデルの仮説） 

MD communetが今後社会実装をすることを見据え、MD communetが自走するためのビジ

ネスモデルの検討を実施した。検討にあたっては年度当初で設定したサービスメニュー案

を参考とし、サービス提供までのボトルネックを解消するため、データの仲介だけでな

く、データ活用主体のニーズに基づく商品開発、データの加工やサービス利用者として想

定される業界の課題の発掘等が必要ではないかという仮説を設定した。 

 

 

図 3.1.3-16  MD communet の社会実装に向けた検討（ビジネスモデルの仮説）① 

 

設定した課題仮説に基づき想定されるデータ取引ビジネスの全体像を整理した。データ

取引サービスでは、サービス利用者の課題・ニーズを把握し、MD communet 内の会員同士

のデータを活用して解決を図ることが、データ取引を促進することにつながると想定され

る。データ加工サービスに関しては、データ活用主体の望む形式でデータを提供する・あ

るいはデータを加工可能なツールを提供することで、サービス創出を促進することが想定

される。 
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図 3.1.3-17  MD communet の社会実装に向けた検討（ビジネスモデルの仮説）② 

 

従来は、データ活用主体が自社サービスに必要なデータを取引市場を介して調達するこ

とをサービスの対象範囲としてきたが、データを活用したサービス・ビジネスを企画でき

る主体が少なく、市場取引が活発化していない。サービス利用者の課題やニーズを MD 

communet上でシェアし、課題解決につながるサービスをデータ提供主体とデータ活用主体

が共同で作ることで、データ取引を活発化させることができると考えられる。 

 

 

図 3.1.3-18  MD communet の社会実装に向けた検討（ビジネスモデルの仮説）③ 

 

課題のマッチングにあたり、MD communetには、サービス利用者等が持つ課題やニーズ

を整理し、データ活用主体やデータ提供主体に共有する役割が求められる。また、会員企

業の保持するデータやその活用例、データ活用主体のサービスの特徴を把握し、両者をマ

ッチングする役割が求められる。マッチング後のフェーズでは、データ活用主体・提供主
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体間のデータ取引や、サービス利用者への提案を取り持ちながらサービス創出を伴走支援

することが求められると考えられる。 

 

 

図 3.1.3-19  MD communet の社会実装に向けた検討（ビジネスモデルの仮説）④ 

 

サービス利用者の課題を共有することで、データ活用主体は自社のサービス開発に生か

すことができる。また、データ提供主体にとっては、MD communetがマッチングを支援す

ることにより自社データが活用される機会の増加や営業負担の軽減につながることが想定

される。データ加工サービスに関しては、データ活用主体のサービス開発に係るコストや

人員リソースを低減することができる点が主なメリットとして想定される。データ加工主

体にとっても自社サービスの販売促進につながると想定している。前述までの検討した内

容について、実際に各ステークホルダーに対してヒアリングを実施。その結果、データ活

用主体、提供主体、加工主体間で、課題解決に向けたデータの活用のアイデア検討を行い

ながら、データの利活用を進める必要があることがわかった。 

また、データの標準的な加工を MD communetが担い、データ提供主体が標準化にかけてい

るコスト分をフィーとしてもらうモデルが考えられる。また、小規模の事業者に関して

は、他社のデータを含め分析・加工したデータを提供することで、対価が得られる可能性

がある。 
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図 3.1.3-20 サービス提供により期待される効果   

 

 

 持続可能なポータルサイトの運営のための普及促進活動（FY2022） 

 FY2022 普及促進方針 

プロジェクト全体方針のうち、普及促進活動においては、2023 年度の社会実装および

2022 年度末会員 100 社／団体の目標を達成するため、①会員拡大、②事例展開、③サービ

ス提供に向けた具体化にフォーカスし取組方針を設定、次ページの実施事項に落とし込ん

だ。 

① 会員拡大 

⚫ SIP café との連携、展示会・イベント実施等による積極的な広報活動 

⚫ 自動車業界に携わる企業や官公庁、モビリティと親和性の高い他分野事業者へ

の継続的な声掛け 

② 事例展開 

⚫ 会員とのサービス創出事例や他テーマ実証事例の公開 

⚫ 自治体も巻き込んだ、実証 PoCの事例の公開 

⚫ データ利活用のヒントになるようなコンテンツやツールの掲載 

③ サービス提供に向けた具体化 

⚫ マッチング支援、テクニカル支援における具体的な支援内容の確定 

⚫ 支援内容に応じた協力企業との体制構築 

⚫ ビジネスモデルの具体化 

 

 

 MD communet で実施・検証すべき事項（実施方針） 

設定した方針を基に、それぞれの活動方針を設定。2023 年度の社会実装に向けて、より
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積極的な対外発信やコンテンツの拡充を図るとともに、運営に必要なモデルの確立、必要

に応じた利用規約の改定等、内部／外部での対応強化を行うこととした。 

 

 

3.1.4-1 FY2022 における普及促進活動方針と実施内容 

 

 

 MD communet 会員拡大に向けた取り組み 

2023 年度の社会実装に向けて会員数を 100 社／団体にすることを目標に、各プレイヤーの

うち、OEM 各社をはじめ、データ利活用やモビリティサービス創出に積極的な企業／団体

にフォーカスを当て、下記のようにリストアップを行い、意見交換を実施した。下記リス

トに加え、50 近くの企業／団体と意見交換し、2023 年 3 月時点で 80 社／団体まで会員を

拡大することができた。 

 掲載カタログデータ数については 7,336 件まで拡大することができた。新たに本田技研

工業株式会社が保有する一般車両のプローブデータや株式会社ブライセンの安全運転支援

向けデータセット、TomTom が保有する解析済み交通量データ、パーコペディアジャパンが

保有する日本全国の駐車場データ等、モビリティに特化した様々なデータを掲載すること

ができた。また、データ加工に関するカタログデータとしては、日本テレビ放送網株式会

社が提供するドライブレコーダー映像の AI による自動モザイク入れが可能となる BlurOn

も掲載することができた。個人情報保護対応に課題を抱える事業者が加工技術を活用する

ことでデータ提供を促進する MD communet としてのデータ利活用促進の役割もしっかりと

果たしていく。 
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3.1.4-2 アプローチすべき会員候補表 

 

  

図 3.1.4-3  MD communet 会員（一部） 

 

※50 音順 
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図 3.1.4-4 掲載データジャンル一覧 

 

 

2022 年度末に向けて 100 社/団体目標を達成するため、2022 年度のイベント実施方針は、

広く様々な業界における交通環境情報利活用に興味のある準顕在層、準潜在層に対し認知

に繋がるような取組を実施。会員向けイベントだけでなく、ウェビナーや展示会等を活用

した積極的なプロモーションにより、MD communet の認知度向上ならびに会員拡大につな

げることができた。 
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3.1.4-5 実施したイベントリスト 

 

 

 SIP café が主催する自動運転 Liveニュースにて「第 2回自動運転 Liveニュース 「モ

ビリティデータ×○○で実現する未来 」－交通環境情報ポータルサイト MD communetⓇと

京都を舞台にした取組－」と題し、ウェビナーを行った。Z世代向けに MD communetおよ

び第 2回 KYOTO楽 Mobiコンテストについて、NTTデータ、三菱総合研究所、京都市の 3者

が登壇し、紹介。その後、質疑応答を実施後、清水氏および Z世代翻訳者の 3名を交え、

モビリティデータ利活用に関してパネルディスカッションを行った。自動運転 Liveニュ

ースを通じて以下の効果を得ることができた 

 

 

ウェビナー開催中の HPアクセスユーザー数 100 件まで上昇および会員獲得 

 

 

MIRAI LAB PALETTEや scheme verge、住友商事グループとの連携による MD communetの

プロモーションやマッチング支援、事例掲載等 
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<実施概要> 

日       時  7月 4日（月）18時～19時 30 分 

申   込  者  389名 

視   聴  者   324名（関係者およびデバイス重複を除く 273名）  

 

 

図 3.1.4-6 第 2回自動運転 Liveニュース 

 

 

住友商事が運営する「MIRAI LAB PALETTE」とコラボレーションを行い、各会員同士に

よるビジネスアイデア創出のためのワークショップおよびマッチングイベントを企画、実

施した。MD communet 会員の構成上、モビリティ分野でのビジネスを展開する事業者が多

く、他分野事業者との交流・連携によって、よりコミュニティが活性化したり、会員のサ

ービス検討領域の拡大に資するような取組ができないか考えた。そこで、大手企業、中小

企業、スタートアップ、官公庁、自治体、学生団体等、様々な業種・業態のバックグラウ

ンドを持つ会員が在籍する MIRAI LAB PALETTE の会員と MD communet会員による化学反応

を期待し、次のビジネスにつながるようなアイデア創出と企業同士のマッチングを目的と

した。 

実施した結果、参加者全員が今回のイベントを通じてアイデア創発、横の繋がりを作る

という点において満足いただき、次回以降もイベントに参加したいと回答をいただいた。

この結果を受け、継続的にコミュニケーションの場を提供するとともに MIRAI LAB 

PALETTEや他のコミュニティとの連携を図ることで、会員拡大のための認知度向上や会員

の輪を広げる活動を継続的に続けていくこととした。 
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日 時：11月 30 日（水）13時～18時 

場 所：MIRAI LAB PALETTE HUB エリア 

人 数：30名（申込時 33名） 

テーマ：スマートシティ 

業 界：自動車、ディベロッパー、地図、環境、商社、保険、 

システム/アプリケーション開発、データ販売サービス、NPO、学生 

 

 

図 3.1.4-7 イベント実施風景 

 

 

図 3.1.4-8 イベントで作成したアイデアスケッチ 

 

 

現在直接アプローチができていない MaaS領域や物流領域、自動運転領域の事業を行う

企業・団体やデータ利活用に関する課題を持つ企業・団体に対し、MD communetをプロモ

ーションし会員登録へ促し、課題解決を行っていただくことを目的として、2023年 1月

25 日～27日まで行われたオートモーティブワールド MaaS EXPOにて MD communetのブー

スを出展。200名近くの企業・団体に訪問いただいたほか、2月 28日時点で 7社会員獲得
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することができた。訪問いただいた企業・団体や同イベントに出展していた企業との意見

交換も順次実施しており、2022年度末 100社／団体に向けた弾みをつけることが出来た。 

名刺交換企業数：103 社（重複除く） 

業        界：自動車、ディベロッパー、地図、鉄道・バス、放送・メディア、ゲー

ム、商社、コンサル、システム/アプリケーション開発、スタートアッ

プ（MaaS）、コールセンター（自動車関連）、自治体、団体 

 

 

MD communetの社会実装の加速に向けて、普及促進 HPおよびデータカタログサイトの改

善を図り、認知／理解フェーズでのコンテンツ拡充およびプロモーションすることが喫緊

の課題であると考え、施策を立案。SEO を中心とした流入施策に加え、流入後の認知・関

心を向上するようなコンテンツの追加やサイト回遊性を向上するような導線設計等を中心

に検討を進めた。 

 

 

3.1.4-9 認知度向上のための WEB施策一覧 

 

普及促進 HP訪問者に対して MD communetの取組がわかりやすくなるように、HPのデザイ

ン改修、掲載内容の充実化を実施した。また、昨今外国からのアクセスも増え、外国語対

応の必要性が出てきたことから、外国語対応を順次実施した。 

準潜在層、顕在層へのアプローチとして、WEB 広告配信を実施し、会員拡大に繋がった。 
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図 3.1.4-10  MD communet 普及促進 HP トップページ改修 

 

 

図 3.1.4-11  MD communet 普及促進 HP 詳細ページ 
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図 3.1.4-12  MD communet 普及促進 HP 英語バージョン 

 

 

3.1.4-13 広告配信イメージ 

 

 

これまでのヒアリングや会員からの声の中で、自社でもデータを活用したサービスを作

りたい、データを提供したいがどういったところに活用できるかイメージがわかないとい

うコメントが多くあった。 

そこで、提供者／利用者双方に活用イメージを持っていただくだけでなく、興味を持っ

て問い合わせや会員登録に繋げていただくために、モビリティデータ利活用事例を普及促

進 HPに掲載・カタログデータとの連携を行った。これにより、データ活用のイメージを想

起しやすくなり、様々な方からサービスやデータへの興味を持っていただくきっかけを作

ることができた。 
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3.1.4-14 事例紹介ページ 

 

 

 サービス全体設計・サービス実施体制に係る仮説 

 

 2021 年度の検討では、MD communet のビジネス化に向けて、データを活用したサービス

の利用者やデータ活用主体の課題とデータ提供主体のデータ特性・ケイパビリティを踏ま

えてマッチングを行うことやデータを加工するリソース・ノウハウを持たない企業に対し

て、データの前処理、加工を行うことによってデータの活用を促進することについて検討

した。ここでは、これらの MD communetのサービスについて、2023年度以降の提供を見据

え、サービスの機能、実施体制について記載する。 
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図 3.1.4-15  MD communet の社会実装に向けた検討（ビジネスモデルの仮説）※再掲 

 

 ここでは MD communet で提供が想定されるサービスの各段階（会員募集から、マッチン

グ、PoC支援に至るまで）において必要となる機能の全体像を可視化した。 

まず、会員の募集に関しては、新規会員企業獲得のための対外的なイベントの参加や広

報が必要である。また、登録希望のあった企業を審査し、登録を受け付け、アカウントを

管理する、登録したデータの管理や検索・リクエスト等のサービスの基本的な運営のため

の機能も求められる。 

社会課題解決に向けたマッチングに際しては、まず会員内外の事業者・自治体等の課題

をヒアリングし、それ等に対する会員企業のデータが持つ価値をマッチングすることが必

要になる。これらは一度マッチングを行っただけでは具体的な活用や解決方法のアイデア

が妥当か判断が難しく、継続的なコミュニケーションやニーズ確認等を繰り返し、ブラッ

シュアップしていくことが重要となる。また、データの利活用の推進にあたり、データの

活用方法の妥当性・可否を判断する上ではサンプルデータを確認した上で、技術的観点か

ら助言・必要に応じてデータ収集に関する助言が必要になる場合が想定される。さらに交

通環境に関連するデータは取り扱いに専門的な知見が必要なものや個人情報のマスキング

が必要なものが含まれる。交通環境データを活用した社会課題の解決に向けてはこれらの

データ加工の技術的な相談、前処理・加工を支援できる枠組み・体制を構築することが重

要と想定される。こうした、マッチングとデータ利活用支援は、一方向に流れるものでは

なく、開発過程で必要なデータの見直し、新たな企業とのマッチングの可能性を探る等の

トライアンドエラーを繰り替えしながら、解決策をブラッシュアップすることが想定され

る。また、マッチング後に実際のビジネスとしての実事例を創出するためには、マッチン

グ後の PoC 実施に向けたフィールドの調達や PMO 支援、ビジネス化のシナリオ、ビジネス

モデルの検討を伴走支援することも重要な役割の 1つと想定される。 

上記を基に、MD communet のサービスの全体の流れと求められる機能について図 
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3.1.4-16  MD communet のサービスの全体の流れと求められる機能の整理に、それを実現

するための事務局の役割を図 3.1.4-17  MD communetの事務局の役割に整理した。 

 

 

図 3.1.4-16  MD communet のサービスの全体の流れと求められる機能の整理 
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図 3.1.4-17  MD communet の事務局の役割 

 

上記の役割について、すべての役割を MD communet の事務局で担うことはノウハウ・リ

ソース及びコストの観点から困難と想定される。マッチング及びデータの加工の支援が可

能な体制構築を図るため、ビジネスマッチングを行う事業者及びデータ加工者との連携に

ついて検討した 

マッチングフェーズでは、マッチングと連携し課題を持つ民間企業・自治体とデータを

持つ会員企業とマッチングを行い、マッチング後はサービス開発における PoC 支援やビジ

ネス化支援等を行うことを想定した。また、データ加工事業者には、会員企業のデータ加

工に関する相談に乗りながら、自社のデータの加工・解析ノウハウを提供し、その後の加

工・解析支援の機会を提供することを想定した。（2）以降で連携体制の具体化に向けた検

討の結果を整理する。 
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図 3.1.4-18 サービス実施体制に関する仮説 

 

 

 

MD communet が対象とするテーマや連携先に期待するノウハウ・役割等から、連携候補

抽出にあたっての条件を整理した。 

モビリティ関係だけでなく、防災、観光、エリアマーケティング、環境等関連分野の業

界の企業・団体が利用しているサービスを運営していること、新規事業開発を指向したマ

ッチング事業を行っていること、プロモーションの場としてイベントを開催していること、

登録企業のビジネス化の支援をしていること等を事業者の要件として定義した。 

 

 

図 3.1.4-19 マッチングに係る連携先に求める要件の整理 
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 MD communet との連携体制の構築に向けたヒアリングの対象を抽出するため、デスクト

ップ調査によって企業の課題とデータを活用したソリューションのマッチングを行ってい

る事業者をリストアップし、前述の通り定義した要件を踏まえて設定した観点によって評

価した。 

観点として以下の４つを設定し、各観点の評価基準に従って事業者の評価を行った。 

 マッチング事業者が運営するサービスの会員企業の属性と会員数 

 会員企業の利用目的 

 マッチングイベントの開催実績 

 マッチングの実行伴走支援 

 

 評価の結果、主に民間事業者同士のオープンイノベーションを促進するマッチング事業

を運営する A 社及び B 社、自治体等がもつ課題と民間事業者のソリューションとのマッチ

ング事業を運営する C社をヒアリングの対象として選定した。 
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表 3.1.4-1マッチング事業者のデスクトップ調査結果 

 

 

 

デスクトップ調査の結果を踏まえて、マッチング事業を運営する 3 社に対して、MD 

communet との事業連携の余地を探るためにヒアリングを実施した。その結果、新規事業開

発を目指す団体が数万社登録しており、MD communet の取組みとの親和性及び支援のマッ

チング前・後の支援内容の充実度が高い A 社と、具体的な連携体制を協議することになっ

た。 



74 

 

 

図 3.1.4-20 連携候補先へのヒアリング結果 

 

 

MD communet の会員が保有する交通環境情報を活用したサービス事例を創出し続ける仕

組みをつくるため、A社との連携体制を数回の打合せにわたって協議した。MD communetの

会員には、他分野やこれまで取引のなかった企業との新たなサービス創出を期待している

会員も多く、オープンイノベーションによる事例創出によるサービス創発およびそれによ

る交通環境情報の利活用促進ができるのではないかと考えた。そこで、MD communet サー

ビスメニューとしてオープンイノベーションプログラムを追加することとし、サービスメ

ニュー設計を今年度実施、設計したサービスメニューに基づいた、トライアルを 2023年度

に A 社と連携してオープンイノベーションプログラムを共催し、今後 MD communet として

独自に当該プログラムの開催するために必要なナレッジの獲得を図ることとした。 
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図 3.1.4-21 A社との連携の狙い 

 

 

A 社とオープンイノベーションプログラムを共催するにあたっての連携体制は下図のと

おりである。MD communet 会員から、交通環境情報を活用した新規サービス開発に意欲の

ある企業を当該プログラムのホスト（提案の募集元企業）として３社選定し、A 社が運営

するサービスの会員からホスト企業が保有する交通環境情報を活用したサービスアイデア

を募集することで、ホスト企業と共創パートナー（ホスト企業に提案が採択された企業）

とのマッチングを図る。マッチング後に、サービスアイデアの具体化に向けた検討を MD 

communet及び A社が支援することでサービス事例を創出する。 
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図 3.1.4-22 オープンイノベーションプログラム開催にかかる A社との連携体制  

 

 

 

A 社と協議の上で、オープンイノベーションプログラムの開催目標や募集テーマ、実施

内容を設定した。 

開催目標としては、本プログラムの告知をとおして MD communet の認知を拡大すること

で新規会員を 10社・団体獲得すること、本プログラムによって３件の共創事例を創出する

こと、共創事例を創出するためのノウハウを確立することの３つを設定した。 

また、MD communet に掲載されている交通環境情報を活用することで解決できると考え

られる社会課題を募集テーマ案として設定した上で、そのテーマに整合するデータを保有

している MD communet 会員をホスト企業として選定するとともに、A 社サービスの会員に

対して同テーマへの提案を打診することで募集テーマと提案のマッチングを図り共創事例

を創出する設計とした。 



77 

 

 
図 3.1.4-23 オープンイノベーションプログラムの企画概要 

 

 

図 3.1.4-24 オープンイノベーションプログラムの共創テーマ候補 

 

本プログラムの全体のプロセスは下図 3.1.4.2.6-3のとおりである。前述のとおり、A社

と協議の上で、オープンイノベーションプログラムを企画した上で（下図①、②）、MD 

communet から、MD communet 会員に対して本プログラムのホスト企業としての参画を打診

（下図③）し、参画意志を得られた企業（下図④）の募集テーマ検討を A 社が支援する
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（下図⑤）。その後、A 社のサービスを利用する会員に対して個別に提案を打診する（下図

⑥-1）、広告によって広く募集テーマを周知する（下図⑥-2）などして、テーマに対する

提案を募る。ホスト企業は、寄せられた提案（下図⑦）を A 社の支援のもとで審査し（下

図⑧）、提案を採択した企業と協業体制を構築する（下図⑨）。ホスト企業及び提案が採択

されたパートナー企業は協業して新規事業を開発し（下図⑩）、A 社はその新規事業開発を

支援する（下図⑪）。最終的に MD communetに対して、新規事業開発期間をとおして得られ

た成果の報告（下図⑫）を一連のプログラムのゴールとして設定した。 

 

 

図 3.1.4-25 オープンイノベーションプログラムの全体プロセス 

 

 MD communet 及び A 社で連携してマッチング及び新規事業開発を成功させるために必要

なサービスを提供する。サービスとしては、ホスト企業単独での検討が困難な募集テーマ
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の設定を支援するとともに、設定されたテーマに対する提案の募集を代行する。また、説

明会や審査の実行支援をサービスとして提供することで、ホスト企業と共創パートナーの

マッチングを実現させる。マッチング後は、事業開発に向けた検討への伴走支援を提供す

ることで新規事業開発を成功に導く。 

 

 

図 3.1.4-26 オープンイノベーションプログラムをとおして提供するサービス 

 

 

プログラムの全体設計段階で設定した共創テーマに関連するデータを保有する MD 

communet会員企業をホスト企業候補としてリストアップし、新規事業開発への意欲の高さ

等を踏まえ、打診する優先順位を設定した。 

また、ホスト企業候補へ順次、ヒアリングを行った。ヒアリングでは、本プログラムへ

の参画する意向の他、共創に向けた具体的なアクションが可能であることと事前に確認す

るためにパートナーとの共創に向けた人員配置の可否、データの提供の可否等を確認し

た。ヒアリングの結果、ホスト企業として、自動車のタイヤから走行速度や気圧等の各種

データを取得する技術を保有する b社、気象データを保有する e社、テレマティクス保険

を通じて収集された自動車の走行データを保有する f社の 3社を選定した。 
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図 3.1.4-27 ホスト企業候補リスト 

  

 

図 3.1.4-28 ホスト企業候補に対するヒアリング事項 

 

 

 オープンイノベーションプログラムのマッチングの実施に向けた体制及び役割につい

て、以下に記載する。 

 MD communet事務局はプログラム全体の事務局として、プログラムの全体統括及び参画

企業（ホスト企業及びパートナー企業）の検討支援を行う。また、A社はプログラム開催

パートナーとして、プログラム事務局の検討・実務の支援をするとともに、同社が運営す

るオープンイノベーションプラットフォームの会員に対して本プログラムの募集テーマを

告知することで、各募集テーマに対する提案を募る。また、A社は、マッチング後のイン

キュベーションにおいて、共創事例の創出に向けた PMOや共創モデルの磨きこみ、メンタ

リング等の支援を行う。 
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 ホスト企業は、自社が保有するデータの活用用途の提案を募るため共創テーマを検討す

ると共に、パートナー企業が事業提案の検討の際に参照すべきサンプルデータ等の提供を

行う。。A社のプラットフォームの会員は、共創パートナー候補としてテーマに対して自社

の技術やデータを活用した提案を作成して応募する。ホスト企業によって提案が採択され

た企業は、インキュベーション期間にホスト企業とともに新規事業の共創に取り組むこと

とした。 

 

 

図 3.1.4-29 本プログラムの実施体制図 

 

 

 2023年 3月中にホスト企業とのキックオフミーティングを実施し、オープンイノベーシ

ョンによって新規事業を開発する目的をすり合わせるとともに、事務局及び A社から募集

テーマの検討方法を指導する。ホスト企業は 4月から 6月の期間を通じて内部での検討を

重ねて募集テーマの素案を設定し、8月までに事務局及び A社との協議を通じて、募集テ

ーマを確定させる。 

 9月中旬から 10月後半にかけて A社の運営するオープンイノベーションプラットフォー

ムの会員から設定したテーマに対する提案を募り、ホスト企業が寄せられた提案を選考す

ることでホスト企業と共創パートナー企業とのマッチングを図る。 

 マッチングした企業は、A社及び事務局の支援のもとで 12月から 2月にかけて週次での

定例ミーティングを通じて新規事業を開発する。同期間を通じて創出された成果を 3月に

予定している成果発表会で共有することを以って本プログラムの一連の工程として想定し
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た。 

 

 

図 3.1.4-30 本プログラムのスケジュール 

 

 

 

交通環境に関連するデータは取り扱いに専門的な知見が必要なものや個人情報のマスキ

ングが必要なものが含まれる。交通環境データを活用した社会課題の解決に向けてはこれ

らのデータ加工の技術的な相談、前処理・加工を支援できる枠組み・体制を構築すること

が重要となる。ここでは、上記の技術的な相談、加工の機能を担うデータ加工事業者との

連携に関する体制の検討について記載する。 

MD communet が対象とするテーマや連携先に期待するノウハウ・役割等から、データ加

工に係る連携候補抽出にあたっての条件を整理した。交通環境データは地理空間上での可

視化が求められるケースも多く、地図データやプローブ情報の取り扱い実績のある加工事

業者であることが望ましい。また、データの活用の助言から参画できるアルゴリズム等の

開発実績のある企業との連携が望ましい。なお、データ加工・解析支援に関しては、多様

なデータや加工の種類に対応できるように各社の対応可能な加工についても確認が必要で

ある他、大量のデータを統計的に処理する量的な対応能力も確認が必要と想定し、候補企

業の抽出を行うこととした。 
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図 3.1.4-31 データ加工に係る連携先に求める要件の整理 

 

 

MD communet との連携体制の構築に向けたヒアリングの対象を抽出するため、上記で整

理した連携候補のデータ加工事業者の要件に基づき、以下のステップで連携候補の抽出を

行った。 

① 要件を満たす 20～30社の連携候補を洗い出し、リストを作成。 

② リストアップした連携候補に対して、対応可能な加工データのバリエーションを

網羅する観点等から優先順位付け。 

③ 優先順位の上位から順次ヒアリングを打診。 

 

ヒアリング先として、スマート農業分野での気象データ等の取扱い実績がある D 社、車

載画像・動画などの自動車走行データの取扱い実績及び開発実績が豊富にある E社、LiDAR

データ（点群データ）の取扱い実績があり、アノテーション周辺サービスも充実している

F 社、位置情報データを中心に、人流データ、プローブデータ等の取扱いも可能な G 社、

地図データの取扱い実績があり、GISツール提供や商圏分析等に強みを持つ H社の 5社を抽

出し、ヒアリングを実施した。 
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表 3.1.4-2 データ加工事業者の連携候補抽出結果 

 

 

会員のニーズに応じた多様なデータ加工に対応できるよう、画像・動画データ、点群デ

ータ、位置情報データ等のデータを取り扱う事業者との連携について、ヒアリング及び協

議を行った。その結果、MD communetに参画することがデータ加工事業者にとっての営業

支援につながることから、多くの事業者が MD communetへの参画意向を示した。また、デ

ータの加工に対する助言や提案、個人情報保護のためのマスキングについては、案件とし

て具体化されてない状態での個別相談の段階から参画することに関して、一定の理解が得

られた。 

他方、参画にあたり、競合他社へのノウハウ流出を懸念する声が多かった。自社の技術

や製品の開発に関する情報が流出した場合、業界内における競争優位性を失ってしまう可

能性があることから、会員同士の情報の取り扱いルールの策定が求められる。 

また、ヒアリングを通じて、データ加工事業者同士は似通ったケイパビリティを持つケ

ースが多いものの、各企業の得意とするデータの種類や強みが異なることが明らかとなっ

た。例としては、研究開発段階のデータ分析が得意な企業や、データの取得からのサポー

トを得意とする企業等が見られる。こうした中、事務局が会員からのニーズを基に、デー

タ加工事業者とのマッチングを図る際は、各データ加工事業者の得意な加工やデータの領

域を事前に把握した上で、マッチングすることが重要と考えられる。 
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図 3.1.4-32 データ加工事業者のヒアリング結果サマリー 

 

 

データ加工事業者のヒアリングや、その他既存の会員からも競合他社に対する情報流出

を懸念する意見があったことから、各社の営業情報等の取り扱いに関する規約について、

課題を洗い出し、改定の方針を検討した。 

MD communetの会員規約では、事務局と会員間の遵守事項を規定しており、会員同士の

秘密保持に関しては言及されていないため、会員間の営業上の秘密が保護されない可能性

がある。今後、会員同士の相互の提案や契約が活発化することを想定して、会員同士の機

密保持についても対応する必要があると考えられる。 

機密保持に関しては、MD communetに登録する際の利用規約で保護する方法と、会員各

社が NDAを締結して保護する方法の 2つの手段が考えられる。利用規約で機密情報を保護

するケースでは、やり取りされる内容を包括的に保護でき、NDAは二社間の合意に基づ

き、開示範囲や内容等を詳細に規定することが可能である。秘密保持にあたっては、利用

規約で保護する範囲と NDAで保護するべき範囲を切り分け、規約・NDA を相補的に用いて

秘密を保護することが重要である。 
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図 3.1.4-33 利用規約の改定方針 

 

上記の考え方に基づき、具体的な利用規約の改定方針を検討した。また、適切な情報取

り扱いが実施され、会員相互のコミュニケーション・マッチングが促進されるよう、MD 

communetのサービスを利用する中で取り扱うと想定される情報及びその取扱いの例を整理

した。取り扱うと想定される情報及びその取扱いの考え方は、以下の通りである。 

◼ 一般公開 

 現状、データカタログ（データ概要等）は、非会員でも検索・閲覧することが可

能であるが、企業プロフィールは、会員の MD communetへの期待やマッチングに関

わるような情報等も含まれることから会員限定の情報としている。今後企業プロフ

ィールを一般公開することで会員登録の動機づけやマッチングの促進に繋がると見

込まれる場合、一般公開する方向で検討を進める。 

◼ 会員限定 

 ユースケース・共創事例、サンプルデータ（ダミーデータ）、ソリューション案

内資料、営業のドアノックツールについては、個別の秘密事項が含まれる可能性が

あるため会員企業も含めた一般公開とすることは困難である。他方、ソリューショ

ンの案内やサンプルデータ等は、マッチング後に創出される新たなサービスのイメ

ージを形成する上で、またその実現のフィージビリティを事前に確認しマッチング

の可能性を高める上で重要な情報であると想定されること、これらの具体的な情報

を会員限定とすることで非会員が会員登録を行うきっかけになりうると想定される

ことから、「会員限定」で閲覧できる状態とすることが望ましい。 

◼ 関係者限り 

 サンプルデータ、ソリューション案内資料、営業のドアノックツールについて

は、会員が提供する実際のデータの一部や、会員が持つ固有のノウハウ等が含まれ
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る。特に既存の会員からは、「営業情報やノウハウを競合企業に対してオープンに

したくない」という要望も見られた。このように、会員においても個社毎に共有す

べき情報と共有したい主体の判断が異なることが想定されるため、情報提供者の同

意に基づき、公開範囲を限定して公開しておく状態が望ましい。 

  

 なお、マッチング後の共創アイデアや提供するデータ、サービスや技術仕様等は、新規

事業を開発する上で機密として扱われるべき情報であるため、従来通りマッチングした 2

社間で NDAを取り結び、情報の取り扱いを定めることが望ましいと考えられる。 

 

 

図 3.1.4-34 MD communet のサービス利用時に取り扱う情報及び取り扱いの例 

 

 

データ加工事業者との連携に向けて、データ加工者とデータ提供主体、データ活用主体

をそれぞれマッチングする際のフローを整理した。データ加工事業者がデータ加工のサー

ビス提供に至るまでのフローとして、①問い合わせを受けた MD communet 事務局からのマ

ッチング、②データカタログサイトからの直接問合せの 2 つがが考えられる。特に、②デ

ータカタログサイトからの直接問合せについては、データ加工事業者の企業プロフィール

を訪れた MD communet 会員に対して、必要十分な情報を掲載しておくことが、マッチング

率向上の鍵となると想定される。今後、データ加工事業者と他の会員企業のマッチングを

促進する上で、MD communet のポータルサイト内でデータ加工事業者のプロフィールやサ

ービス内容を登録できるよう、サイトの整備を行った。その上で、データ加工事業者が各

項目において記載すべき事項、注意事項等のガイドを作成した。 

データ加工事業者のマッチングのフローを図 3.1.4-35 データ加工事業者とのマッチン

グの体制・サービス提供フロー、データ加工事業者のポータルサイト上でのプロフィール
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記載に関する注意事項等を図 3.1.4-36に示す。 

 

 
図 3.1.4-35 データ加工事業者とのマッチングの体制・サービス提供フロー 

 

 

図 3.1.4-36 データ加工事業者の登録フォーム入力ガイド 

 

 

2023年度以降の MD communetの持続的な運営に向けて、マッチング～社会課題解決型サ

ービス創出までのサービス及びその対価としての費用の考え方を整理した。 

マッチングに関する基本的な機能としてのポータルサイトの会員プロフィールやカタロ

グの登録、検索、及び創発事例の照会に関しては、MD communet の会員の裾野を広げる観

点で会員に対するすべての会員に利用可能とすることを想定した。他方、会員の持つ課題

やマッチング相手に求める要件等を事ヒアリングした上で事務局が行うマッチングの支援

や、データの活用・加工に関するアドバイス等に関しては、すべての企業に対して等しく
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サービスを提供する体制の確保が困難であり、実効性のある支援を実現するためには数を

絞ったうえで集中的な支援が必要と想定されることがら、有償サービスとすることを想定

した。 

また、今後の会員獲得や会員外とのマッチングに関しては、今後、外部のマッチング企

業と連携して実施することも想定され、会員の中からも参加企業・団体を募集し、応募し

た企業・団体のみが参加するサービスとなることが想定されることから、イベント参加企

業・団体から参加費を得た上での実施が想定される。 

データの加工支援に関しては、データを提供したい企業・団体が保有データを販売可能

なようにマスキングやデータの標準化を行う場合やデータを活用したい企業がより活用し

やすい・付加情報を付与したデータへと加工する場合が想定される。これらのデータの加

工に関しては、データ加工事業者と連携し、サービスを提供することが想定している。デ

ータの加工に際し、データを提供する側、活用する側のそれぞれから紹介料を得る場合、

コストが発生すること自体がサービスの利用を阻害する可能性がある。他方、データ加工

事業者の視点に立った場合、MD communet を活用することで営業支援につながると想定さ

れることから、テクニカルサポートにおいては、データ加工事業者の取引が成立した場合

にデータ加工事業者からの紹介手数料を得るモデルが想定される。 

データを活用した社会課題の解決を行う場合、多くはデータの活用の手法やサービスの

開発行為を伴うことが多かった。こうした新たな手法やサービスを他社との共創により事

業化するノウハウを持たないことが、データの活用のハードルになっている。MD communet

を持続化させていく上で、必要に応じてこうしたビジネス共創の伴走支援（ビジネスモデ

ルの精緻化、PoC の実行支援等）を行い、データ活用によるビジネスの共創事例を作るこ

とは重要と考えられる。MD communet のサービスにおいては、ビジネスの共創を行ってい

る事業者との協業によりノウハウを獲得した上で、マッチング後に支援を希望する会員企

業から支援に係る費用を得て、ビジネス化の支援を行うことが想定される。 
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図 3.1.4-37 MD communet の提供するサービス及びマネタイズ方針 

 

 

 ポータルサイトの開発（FY2019） 

第 1期 SIP事業で得られた成果に基づき、課題 b、課題 c、課題 dで収集された交通環

境情報を含む地理系データを取り扱い、自動車関連分野やその他の分野との連携によりビ

ジネス機会を創出することを目的としたポータルサイトの検討・構築を実施した。 

第 1期 SIP事業においては、ポータルサイトに求められる機能として、主に以下が抽出

されている。2019度としては、ポータル機能及び認証・認可/ユーザ管理に関する機能

は、ポータルサイトの基本的な機能の位置づけとして構築を進めつつ、付加価値に資する

機能の位置づけとして、検索機能の精度向上やビジネスマッチングを促すための機能追

加、企業や他 PFとの連携を見据えた API仕様の検討等については、ポータルサイトのコ

ンセプトに関わる部分でもあるため、特に注力して検討・開発を実施した。 

 

 ポータル機能：情報提供者／活用者に対して、SPFで取り扱う情報の内容や API仕様

を提供 

 認証・認可／ユーザ管理：SPFへのアクセス権限やユーザ情報を管理 

 課金機能：SPF利用料を請求する場合に必要となる情報の管理（アクセスログなど） 

 付加価値機能：ダイナミックマップ情報のフォーマット変換などの付加価値となる仕

組みを提供 

※課金機能については、ビジネスモデルを踏まえて、ポータルサイトの機能としての

開発要否を検討することとした。 
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図 3.1.5-1 ポータルサイトとして求められる機能の整理（第 1期 SIP 事業の成果より） 

 

ポータルサイトの構築に際し、機能及び開発フレームワークやソフトウェアのベースと

して、弊社が保有するデジタルアーカイブソリューション「AMLAD」を採用し、データの

取扱いに応じたカスタマイズ開発を行った。 

AMLADは、図書や美術品等のデジタルコンテンツを一般利用者に検索及び閲覧していた

だくためのソリューションであり、各種データ／APIやニーズ／シーズの検索及びマッチ

ングを目的としたポータルサイトとの相性がよい考えている。AMLADには、効率的なカタ

ログ管理を行うためのフレームワークや利便性を重視したコンテンツの検索技術・ノウハ

ウが搭載・蓄積されており、また、オープンソースソフトウェアを中心に構成されている

ため、柔軟かつ拡張性を持った機能開発が可能である。 

 

 

図 3.1.5-2 デジタルアーカイブソリューション「AMLAD」 

SPF

付加価値機能

情報提供者 情報活用者

情報取得API
情報提供API

付加価値

ダイナミックマッ
プ

情報管理

課金機能

カタログデータ
（取扱情報のメタ情報、

データ形式説明など）

ダイナミックマップ情報 ダイナミックマップ情報

認証・認可 ユーザ管理

ポータル機能

カタログデータ
（取扱情報、情報活用事例）

情報取得/提供API仕様
データ仕様

カタロ
グ
情報

取扱情報管理 情報活用事例管理

カタログデータ
（情報活用事例）

付加価値情報の提供

トライアルデータ トライアルデータ
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図 3.1.5-3 コンテンツ管理におけるフレームワーク 

 

 

図 3.1.5-4 AWSのクラウドサービス、およびオープンソースソフトウェアを活用したシ

ステム構成 

 

上述のポータルサイトの構築思想を踏まえ、2019年度において、ポータルサイト上で実

装した機能の概要については、以下の通りである。また、ユーザのインタフェースとな

る、ポータル画面構成については、表 3.1.5-1の通りである。 

なお、データ可視化に関する機能及び画面の実装については、GISとの連携を検討して

いる段階であり、2020年度の開発により、データの存在範囲を地理的に表現する形での提

供を検討している。 
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表 3.1.5-1 2019年度実装した機能一覧（概要） 

分類 機能 機能概要 

カタログ コンテンツ ・実証実験で使用するデータに関するメタ情報、API仕様、サン

プルデータ等を提供するカタログ機能 

・カタログを登録する機能 

検索 ・カタログデータに対する検索機能 

・検索・登録支援機能（語彙のゆらぎ対策） 

コミュニティ ・データ活用者が欲しい情報を登録するニーズ登録機能 

・データ提供者が提供可能な情報の概要を登録する機能 

・需給マッチング機能 

ユーザ管理/認証・認可 ・ポータルを利用する際のアクセス制御を行うためのユーザ管理

/認証機能の実装 

・ポータル内のコンテンツ種別によりアクセス可能な範囲に制限

をかける認可機能 

セキュリティ、基盤関連 ・インターネット上で不特定多数の利用者がアクセスすることを

前提としたセキュリティ対策 

・クラウドサービスの利用を前提とした基盤構築 

・利用シーンに合わせた信頼性対策 

CKAN連携 ・CKANを利用した他プラットフォームとの API連携 
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表 3.1.5-2 ポータル画面構成 

ページ 内容 備考 

ポータル 

トップページ 

交通情報 ・カテゴリは 2019年度までの結

果 

を踏襲 
自然系・社会系情報 

道路・インフラ情報 

地図情報 

カテゴリ別 

データ一覧画面 

情報名 ・カテゴリで検索した結果を表 

 示 収集エリア 

更新頻度 

データ形状 

データ詳細画面 

 

情報名 ・実証を通じて、引き続き必要と

なる項目の精査を進める 地理情報概要 

イメージ 

測地系 

緯度経度の表示形式 

EPSGコード 

収集エリア 

データ収録期間 

更新頻度 

データ形状 

データ提供単位 

データ提供頻度 

データフォーマット 

データ仕様 

データサンプル 

データ量目安 

情報提供者 

情報提供元 

データ利用規約 

内容詳細 

検索画面 各種カタログ検索 ・複数の検索方法を実装（表 

3.1.5-4） 

検索結果画面 各種検索結果  

ログイン画面 ID/パスワード認証  

ユーザ登録画面 各種ユーザ情報登録  

コミュニティ画

面 

掲示板（オープン）  

個別/匿名メッセージ交換 

カタログ情報登

録画面 

データ詳細画面の項目  
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図 3.1.5-5 ポータル画面構成 

 

なお、ポータルサイトを構築する上で、ポータルサイトのコンセプト及びサービスメニ

ューに対応する形で、システム観点での開発テーマについて検討を行い、以下の通り設定

した。 

2019年度にポータルに実装した機能については、特にポータルのコンセプト/サービス

メニューに強く関連する、カタログデータ検索に関する機能（提案型検索サービス）、マ

ッチング促進に関する機能（ニーズ/シーズの登録）、サービス開発支援機能の開発に注力

して検討を実施した。機能の詳細については、以下 3.1.5.1～3.1.5.3にて説明を行う。 
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表 3.1.5-3 ポータルサイトのサービスメニューに対する開発テーマ 

No. サービスメ

ニュー 

テーマ 内容 

1 Portal 提案型検索サー

ビス 

 検索を行うにあたり、ユーザに特別な知識及び操

作テクニックを必要としなくとも、「提案型」サ

ービスを実現することで、より多くの情報を検索

可能とする。また、操作も最小限となるように

し、利便性を向上するため、提案型サービス時点

のための検索支援のデータを自動生成する。 

 協調フィルタリングの活用。ユーザの行動履歴を

記録し、それに基づいてデータの提案を行う。 

2 Matching マッチングの促

進（ニーズ/シ

ーズの登録） 

 情報にすべてのメタデータを付与するのは相応の

労力が伴う。このため比較的簡易な情報登録の場

を整備することで、データ利用者/提供者が持つ

シーズとニーズを可視化し、マッチングを行う。 

コミュニケーシ

ョン促進 

 データ提供者、活用者同士の繋がりにより、新た

なデータ利用方法の発掘、発見を支援する。 

3 Support サービス開発支

援 

 

 

 データ/APIを利用するサービサーがさまざまな

APIの仕様を統一された記述で理解できるように

する。 

 サービサーの開発支援をすることで、サービス提

供のコスト低減へ寄与する。 

 

 

 提案型検索機能の実装 

ユーザが、ポータルサイト上でのカタログデータを検索するにあたり、目的とするデー

タに容易にたどりつくこと可能とするために、ポータルサイト上にて、多様な検索方法を

実装・提供するとともに、その検索精度を向上させるための検索機能を実装した。2019年

度において、具体的に実装した機能を以下に示す。 
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表 3.1.5-4 ポータルサイトに実装した検索方法 

No 検索方法 利用用途 

1 カテゴリ検索 
カテゴリを選択する検索。カテゴリ階層に合わせた検

索も可能。 

2 キーワード検索 
ユーザが入力したキーワードを元に、メタデータ、フ

ァイルテキストを対象に検索。 

3 タグ検索 
メタデータとして保持しているタグを対象にした検

索。 

4 
詳細検索（属性情報検

索） 

メタスキーマで定義された項目を指定して検索する方

法。 

5 絞り込み検索 

検索結果に対して、複数のメタ項目を軸に、絞り込み

とソートを行う。一般的にファセット検索とも呼ばれ

る。 

6 類似検索（概念検索） 
情報の持つ概念的情報をもとに類似した情報を検索す

る方法。機械学習の手法を応用して精度向上。 

7 自動検索 
ユーザが登録した情報に類似する情報を本システムが

自動的に検索し、その結果をユーザに通知する。 

 

ポータルサイト上での検索に際し、検索精度の向上を目的として、以下の機能を実装し

た。なお、検索機能の実装に際し、検索エンジンは AMLADに搭載されている全文検索エン

ジン「Solr」の機能を利用している。Solrを利用することで、高速な全文検索が可能とな

り、また、絞り込み検索機能等も搭載されていることため、検索精度を向上させるととも

に、ユーザの検索利便性向上も実現できるものと考える。 

以下に、2019年度に実装した検索機能について示す。 
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表 3.1.5-5 検索機能と主な機能概要 

No 検索機能 概要 

1 全文検索機能 

 キーワードが含まれるテキストの高速検索 

 正規化…半角全角、大文字小文字、異体字、表記ゆれ

などの変換 

 ストップワード…検索時に、ノイズとなるキーワード

の除去 

2 類義語適用機能 

 類義語辞書機能…検索時の検索キーワード提案 

※辞書機能は実装済みであるが、辞書の内容について、検討が必要であ

るため、2019年度は検索キーワード提案により代替することとしてい

る。 

3 サジェスト機能 

 入力途中でのキーワード提示 

 機械学習を使った学習モデルを生成することによる、

サジェスト機能を補完・強化 

 

 

カタログデータには、データの内容を説明する文書があり、これを検索対象とする場

合には全文検索機能が必要となる。全文検索機能を実装することで、定義されたメタス

キーマの項目及び関連する文書内に含まれるテキストを対象に、高度な部分一致、絞り

込み検索（ファセット検索）を実行することが可能となる。 

 

表 3.1.5-6 全文検索方法の概要 

検索方法 内容 

高度な部分一致 メタデータに対し、部分一致検索を高速に行うことができる。 

自然言語処理 検索対象となるテキストは、日本語形態素解析や N-Gramといっ

た自然言語処理を施す。 

ファセット検索 検索結果データを対象に、絞り込み検索対象としたいメタ項目の

値とそのヒット件数を高速に集計することができる。 
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図 3.1.5-6 ファセット検索の一例 

 

 

類義語による検索を可能とすることで、検索時の語彙のゆれを吸収することが可能と

なる。類義語展開機能として、以下機能を実装することで、検索インデックス（メタデ

ータ）及び検索条件データを対象にした、類義語適用を行うことが可能となる 

 

表 3.1.5-7 類義語適用機能の詳細 

類義語適用詳細 内容 

類義語辞書機能 検索時の検索キーワード提案により辞書機能として適用させてい

る。 

類似検索 機械学習の入力テキストに対して、特徴量を算出し、類似学習モ

デルに反映することで、類似検索において、類義語を適用させる

ことができる。 

 

 

検索したいキーワードがあいまいな場合や、一緒に検索・活用されることが多いデー

タを知りたい場合には、サジェスト機能が有効となる。 

サジェスト機能を実装することで、検索のためのキーワードを入力する際、検索され

る可能性が高いキーワードを提示することが可能となる。 
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表 3.1.5-8 サジェスト機能詳細 

サジェスト詳細 内容 

キーワード予測 入力途中の文字を元に、検索される可能性が高いキーワード

を複数提示します。日本語入力 IMEで発生する入力モードの

間違い（アルファベット入力モードのまま、かな入力など）

にも対応したキーワード提示が可能となる。 

機械学習 機械学習による「クラスター分析」やトピック抽出のための

「潜在ディレクトリ配分法」などを実現する。 

 

 

図 3.1.5-7 キーワード予測の一例 

 

 

 マッチング促進・支援機能（ニーズ/シーズ登録機能）の実装 

ユーザがポータルサイトを利用して、データに対するニーズ/シーズを把握しようする

際、カタログデータ又はそのメタデータ情報が掲載されているだけでは、容易にニーズ/

シーズを把握することが困難であることが想定される。また、全てのカタログデータにメ

タデータを掲載することは、データ提供者側に、それ相応の労力が発生することとなる。 

そのため、ポータルサイト上で、比較的簡易な情報登録により、データのニーズ/シー

ズを把握することができる場を整備することで、データのニーズ/シーズの可視化を行

い、マッチングを促す機能を実装した。 

2019年度においては、以下機能を実装した。 

⚫ 自動検索による需給マッチング機能 

⚫ コミュニティ機能の実装 

⚫ 検索機能の応用によるマッチング成功率向上 

 

 

過去のカタログデータの登録情報や他のユーザの登録情報等のデータを基に、システ
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ムが合致する情報を発見した場合、ユーザに対して、ユーザの属性に即した、推奨され

るカタログデータの情報を通知する（GUI画面での通知等）自動検索機能を実装した。 

例えば、カタログを登録したユーザの場合、登録情報をもとに類似検索を自動的に行

い、類似する同種の情報を受け取ることが可能となる。また、検索結果画面において、

自動検索用の検索条件を登録した場合、その検索条件を使って自動的に検索し、その結

果を受け取ることも可能となる 

これによりデータ提供者、データ活用者自身がニーズやシーズを直接把握することが

可能となる。 

 

 

図 3.1.5-8 自動検索による需給マッチング 

 

 

自動検索機能によるニーズ/シーズ情報な把握に加えて、データ提供者、データ活用

者間での直接的なコミュニケーションによる、ニーズ/シーズ把握のためのコミュニテ

ィ機能を実装した。 

2019年度に実装したコミュニティ機能としては、ユーザすべてが参加し、直接情報交

換が可能となる掲示板機能を実装した。この他、一定数のユーザにとっては、参加者属

性や投稿テーマに応じて、特定のユーザのみが参加できるようなプライベートな掲示板

機能やユーザ間での個別メッセージをやり取りする機能等も必要であると想定している

が、最終的に実装する機能については、ユーザ等からのヒアリングを通じて、ニーズ等

を把握した上で、実装要否の判断を行う必要があるものと考える。 
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○オープン掲示板（匿名）機能 

本システムにログインできるユーザであれば、だれでも閲覧・投稿が可能な掲示

板機能である。投稿は匿名で行われ、掲示板に投稿された記事への返信を行うこと

が可能である。 

また、掲示板は特定多数が利用することとなるため、不適切投稿があった場合の

ユーザからポータル管理者への申告機能やポータル管理者による投稿内容の全ての

閲覧、削除等の権限設定など、掲示板管理に係る機能も実装している。 

 

 

それぞれのポータル利用者の置かれた状況および抱える課題を考慮し、マッチング成

功率の向上に繋がる検索機能の応用として、以下の機能を実装した。 

 

データ提供者の置かれた状況及び抱える課題： 

・登録時に的確なタグ付け表現ができていないことによるマッチング機会損失 

→下表①データ提供者向けタグ付け提案機能 

 

データ活用者の置かれた状況及び抱える課題： 

・欲しい情報があるのに、キーワードが分からず検索で探せない 

→下表②データ活用者向けタグ提示機能 

・データがせっかく多数あるのに組み合わせによる新たなアイデアの発想ができない 

→下表③データ活用者向け類似情報提示機能 

 

表 3.1.5-9 マッチング成功率向上のための対策 

想定利用者 機能名 内容 

データ提供者 ① データ提供者向けタ

グ付け提案機能 

情報の登録時に、登録されたテキスト情報

の解析により、予め定義されたタグの中か

ら、最適と思われるタグを、自動的に提案

する。 

データ活用者 ② データ活用者向けタ

グ提示機能 

データ活用者が検索キーワードを知らなく

てもデータにたどり着けるように、タグの

選択によって対象のデータを表示する。 

③ データ活用者向け類

似情報提示機能 

登録されたテキスト情報をベクトル化して

保持することで、これを利用してデータ活

用者の情報閲覧に対して類似情報の提示を

行う。 
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図 3.1.5-9  データ活用者向け類似情報提示の一例 

 

 

 サービス開発支援（API仕様の公開、サービス開発支援ツールの検討） 

 

ポータルサイトを利用したサービス/アプリケーション開発を支援することを目的と

して、API仕様をポータル上で公開することを可能としている。 

特にデータ活用者のサービス/アプリケーション開発における APIの使いやすさを念

頭におき、標準的な API仕様記述方式である Open API方式での API仕様記述を促すこ

ととした。また、データ活用者、特に実際のアプリケーション開発者が開発をしやすい

見せ方とするために、Open API方式に則っている場合には、RESTful APIを構築する

ためのオープンソースのツールである「Swagger」での API仕様閲覧を可能としてい

る。 

 

 

後述のヒアリング（2.1.3 3.1.5.4、2.1.4 (1)）にもある通り、一部のユーザから

は、ポータルサイト上で、サービス開発を支援するためのツール（処理ツールや分析ツ

ール等）や試験的にデータに触れられるような開発環境の提供などについて、一定のニ

ーズがあることが判明している。 

検討の方針として、アプリコンテストや普及促進活動におけるプロモーション、ヒア

リング活動を通じて、提供すべきコンテンツを調査・把握するとともに、ポータルサイ

ト上でどこまで提供するか、具体的な検討を進めていく。 
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また、このようなポータルサイト運営に関連する周辺サービスについては、競争領域

となることも想定されるため、その点も踏まえた上で、検討を進めていく。 

 

 

 ユーザ目線でのポータルサイトの評価 

ポータルサイトの商用化にあたり、ポータルサイトに搭載する機能や利便性等を、マー

ケットのニーズに適合したものとするために、アプリコンテストや PJ参画者等の一部の

ユーザに対して、実際にポータルサイトを利用してもらい、機能や利便性等に対するヒア

リングを行うこととした。ヒアリングにより得られた意見については、ポータルサイト開

発のためのフィードバックとする。 

具体的な実施方法としては、ユーザをデータ活用者、データ提供者、システム運用者の

3 つに分類し、検証する機能（データ情報カタログ登録、データ情報カタログ利用、シー

ズ・ニーズマッチング／コミュニケーションスペース、ログイン、トップページ等共通機

能、アカウント管理、運用統括）に対して、実際にポータルサイトを利用した上での所

感、課題、改善点等についてヒアリングを行うことで、ポータルサイトの機能に関する評

価を行った。 

 

 

図 3.1.5-10 ポータルサイト評価の実施方法 

データ
活用者

データ
提供者

システム
運用者

A. データ情報カタログ
登録

B. データ情報カタログ
利用

C. シーズ・ニーズマッチ
ング／コミュニケーション

スぺース

D. ログイン、トップペー
ジ等共通機能

・データ登録に係る事項
（メタデータ項目、活用者
への見え方等）の妥当性
・OpenAPI仕様の有効性

ー

ー

・データ検索、発見機能の
有効性と妥当性
・登録データ項目の過不足
・OpenAPI仕様の有効性
※カタログデータの充実性
については対象外

・シーズ／ニーズデータ検索、
発見機能の有効性と妥当
性
・シーズ／ニーズ登録データ
項目の過不足
・マッチング機能の有効性と
妥当性

・トップページ等、カタログ
ポータル上の導線の妥当
性

ー ー

E. アカウント管理
F. 運用統括

ー

ー

・各種運用機能の妥
当性

ーー

評価
実施方法

・実環境の利用
・アンケート/ヒアリング

・実環境の利用
・アンケート/ヒアリング

・実環境の利用
・アンケート/ヒアリング

・実環境の利用
・アンケート/ヒアリング

・実環境の利用
・アンケート/ヒアリング
・疑似体験
※SIP4D/G空間センタの
データを疑似的に登録、等
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図 3.1.5-11 ヒアリング対象者一覧 

 

2019年度においては、弊社の本プロジェクト参画メンバとプロジェクト外からは主に

Webサービス開発に従事する開発者に実際にポータルサイトを利用してもらい、ポータル

サイトの機能及びユーザビリティについて、データ提供者/データ活用者目線で評価をし

てもらった。各利用者目線での評価として、以下のコメントが得られた。 

  

項番 ヒアリング対象
ヒアリング
ロール

ヒアリング
対象人数

対象機能

A. データ情報
カタログ登録

B. データ情報
カタログ利用

C. シーズ・ニーズ
マッチング/コミュニ
ケーションスぺース

D. ログイン、
トップページ等

共通機能

E. アカウント
管理

F. 運用統
括

1
課題c

（KYOTO 楽Mobiコン
テスト）参画事業者様

A) アプリ開発部
門 参画者

サービス開発事業
者

データ
活用者

5名程度 ― 〇 △ 〇 ―

B) アプリアイデア
部門

サービス開発者
上記以外ベン
チャー企業、

データ
活用者

5名程度 ― 〇 △ 〇 ―

京都市様
データ
提供者

2～3名 〇 〇 △
〇

―

2
課題c参加選手/
課題b参画事業者

サービス開発事業者等計5社を候補
として選定

データ
提供者

各社
1名～

〇 ― 〇 〇 ―

データ
活用者

各社
1名～

― 〇 〇
〇

―

3 NTTデータ プロジェクトメンバー/プロジェクト外メンバ

データ
提供者

2～3名 〇 ― 〇 〇 ―

データ
活用者

2～3名 ― 〇 〇 〇 ―

システム
運用者

2～3名 ― ― ― ― 〇
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表 3.1.5-10 ポータルサイトの評価コメント 

データ提供者・ 

活用者 

コメント 

データ提供者 ✓ ニーズと同様、分野間を超えたデータ連携を目指すのであれ

ば、シーズの登録者が、データを作成した意図、想定されるユ

ーザや業界などを記入すべき項目として画面に入れても良いの

ではないか。 

✓ シーズを登録するまでに必要となる画面遷移が少なく、面倒な

印象は受けない。 

✓ 自分の登録したデータやシーズが、どういったユーザにどの程

度参照されているのかを知りたい。 

✓ 掲示板で双方向の議論ができる機能はとても良いが、何を議論

するかのトピックの設定はシーズ登録者が最初に実施するよう

に誘導したほうが良い。使い方を例示しないと実際には使用さ

れにくい可能性がある。 

✓ サンプルデータを乗せる機能はシーズ登録の部分にもあってよ

いのではないか。データのサンプルをシーズ登録し、データの

内容を掲示板で議論することで、多くのユーザが望むデータの

形式での提供が進む可能性がある。 

✓ 登録データについての記述項目が具体的に分けられており、こ

れならばデータ使用者も探しやすいのではないかと感じた。 

✓ フリーフォーマットの記入項目が多く、どういった形式で記述

すればよいのか迷うことが多い。データ形状、データ提供単

位、データ提供頻度等、ある程度決まったフォーマットがない

と提供者も登録しにくいし、おそらく使用者側も探しにくくな

る。 

✓ シーズ登録する側としては、ユーザのニーズを組んだ形でデー

タの内容、形式を検討したいため、そのための交流を促す仕組

みを作ってほしい。 

✓ 操作中にストレスを感じることはなかった。正常系の処理ボタ

ンが青色で統一されており、次にどのボタンを押すべきか迷う

ことがなかったからか。また、検索結果一覧画面で使える絞り

込み機能が便利だった。 

✓ 1366×768 のディスプレイでは、文字がボタンからはみ出す部

分があった。画面レイアウトの調整が甘いのではないか。 
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表 3.1.5-11 ポータルサイトの評価コメント（２） 

データ提供者・ 

活用者 

コメント 

データ活用者 ✓ どんなデータがあるのか、どんなシーズがあるのかを探すため

に、どこを見ればいいのかすぐには分からなかった。データを

活用したい人はここを見ればよい、といった分かりやすさが必

要。 

✓ 類似データの 3Dモデルがマウス操作で動かせるのが楽しい。

「このデータではどういった形になるのだろう」、「こんな関連

データもあるのか」と、明確な目的がなくとも遊び感覚で各種

データがあることが認識できる。 

✓ 自動分類結果グラフ画面や類似データ画面が何を表現している

のかすぐには分からない。多少なりとも説明がほしい。 

✓ 企画者としては、登録されているデータが有償なのか無償なの

かを真っ先に知りたい。 

✓ 開発者としては、メタデータ（情報名や提供者等）よりも、実

際のデータそのものがすぐに見たい。 

✓ データ一覧とシーズ一覧のどちらを見ればいいのか分かりにく

い。どちらも目的は同じなのではないか。 

✓ 他のユーザがどのデータを活用しているのか、トレンドを知り

たい。人気度ランキングが表示されていたり、最近よく使われ

ているデータが強調されていると嬉しい 

 

ヒアリングの結果として、今後のポータルの機能開発に係る主なコメントとして、サイ

トの画面や操作の導線等ユーザーインターフェースに関するコメントや掲載されているカ

タログデータに対する他ユーザからの関心・評価の見え方やユーザ間でのコミュニケーシ

ョンの方法、データの内容・形式・有償/無償の判別について、示唆が得られた。 

今後の改善方針として、直近では、取り組みが比較的容易であるユーザーインターフェ

ースに関する項目について、ポータルサイト利用者の利用目的に応じた画面操作の導線の

デザインや各画面上の内容や実施可能な操作の補足説明の表示などの機能の追加開発を行

うことを計画している。並行して、マッチングの促進に係るカタログデータに対するユー

ザからの関心・評価見え方やコミュニケーションの具体的な方法については、既に市場に

出ているポータルサイトの画面インタフェースやコンテンツなどを調査し、本ポータルサ

イトで盛り込む機能の検討を進めていく。 

取り扱うデータの内容や有償/無償の設定については、ポータルサイトの普及促進活動

とも強く関連することであるため、ヒアリングやプロモーション活動を通じて、市場のニ

ーズを把握した上で、ポータルサイト上の機能として、どのようにフィードバックするか

検討を行う。 
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 ポータルサイトの開発（FY2020） 

2020年度においては、2019年度に策定したポータルサイト構築におけるテーマ／コン

セプト、普及促進活動において抽出した課題等を踏まえ、引き続きポータルサイト（MD 

communet）の機能追加を実施した。 

ポータルサイト公開の計画として、2020年度に一部の企業に向けたプロトタイプの限定

公開、2021年度には、一般公開を計画しており、2019年度以上にユーザに触れられる機

会が増加する。そのため、2020年度においては、よりユーザの利用を意識し、ポータルサ

イトを通じたユーザ同士のニーズとシーズのマッチング率の向上とユーザのポータルサイ

トの利便性の向上を念頭に開発方針を設定した。 

具体的には、量的なアプローチとしとて、マッチングの母数を増やすために、ポータル

サイトで取り扱うデータ量そのものを増やすことやより精度の高いマッチングを実現する

ための質的なアプローチとしてユーザの発想や連想を促す仕組みやメタデータの記述方法

の工夫等を実施することを計画した。また、ユーザからのフィードバックをもとにした、

ポータルサイトの画面遷移やデータセットに至るまでの導線の最適化等のポータルサイト

の利用に係る利便性を向上するための開発を実施した。 

アプローチ 1：取り扱いデータの拡大（1期開発） 

◼ 包括的な機械学習モデルの構築 

データセットとシーズ/ニーズの双方を含んだ包括的な機械学習モデルを構築すること

で、ニーズとデータセット（＝具体化済みのシーズ）といった新たな組み合わせのマッチ

ングの可能性を生み出す。 

◼ メタデータの定期的な収集 

メタデータの更新を、ポータルサイト上でも、動的に反映するために、外部のメタデー

タを定期ハーベストして、自己保有メタデータと合わせてカタログを構築する。 

アプローチ 2：マッチング精度の向上（1期開発び一部 2期開発） 

◼ 人間の直観による関連性 

文章記述の相似という機械的な尺度だけではなく、人間の直観といった抽象的な尺度も

採り入れることで、利用者の発想や連想を促すことができる仕組みを構築する。 

◼ データ登録時のメタデータ記述誘導 

データセットやシーズ/ニーズのメタデータはフリーフォーマットで登録できるように

しているが、各データの記述がある程度統一的になるよう誘導する。 

◼ ログの出力内容変更 

レコメンドのインプットにするため、ログにアクセスしたユーザ情報等を出力するよう

に変更する。ここで出力する情報を利用し、将来的にレコメンドの改修を実施予定であ

る。 

アプローチ３：継続的な利便性向上（一部 1期開発び 2期開発） 

◼ 利用者からのフィードバック・運用課題からの機能改善 
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自動分類、類似データ提示のチューニング / ファセット項目に「提供」を追加 / 新

デザインを適用する 

◼ データセットの表現をより直観的な形に改善 

視覚表現の UIはテキストベースからサムネイル画像にして、より直観的な表現に変

更する。また、外部連携データについても連携先で表示されている各サムネイルを取得

するように改修。合わせて、一度に表示する情報量もチューニングを行う 

◼ カタログ利用者の視点から、利用フローを改善する 

 普及促進 HP を含めた利用フロー最適化及び利用フローに沿った画面構成の再定義

を行う。 

 普及促進 HP とのデザインを統一する。 

上述の開発方針とユーザからの評価を連動させ、開発を推進していった。開発スケジュ

ールは以下の通りである。 

 

 

図 3.1.6-1 2020 年度におけるポータルサイトの開発スケジュール 

 

 

 1期開発（主にアプローチ 1及びアプローチ 2） 

1期開発においては、2019年度に行った評価結果を基に追加の機能開発を行った。本報

告書においては、特にユーザーサイドへの開発に関する実施結果を示す。 

◼ アプローチ 1：取り扱いデータの拡大～メタデータの定期的な収集～ 

ポータルサイト上で取り扱うデータの拡大とポータルサイト上のデータと元データの情

報の鮮度を可能な限りリアルタイムで反映するために、提供者側での、元データのメタデ

ータ情報を定期的に収集し、ポータルサイトが保有するメタデータと合わせてカタログを

再構築し、データ活用者に提供する機能を構築した。 

具体的には、連携先で既に備わっている CKAN APIをポータルサイトから呼び出すこと



110 

 

によって、メタデータを定期的に収集することが可能となる。 

 

図 3.1.6-2 メタデータの定期ハーベスト機能イメージ 

◼ アプローチ 2：マッチング精度の向上～データ登録時のメタデータ記述誘導～ 

データ登録者による登録を容易にするため、既に登録されているデータをサジェストす

る機能を具備した。フリーフォーマットによる自由度はそのままに、記述を誘導すること

で他データとの関連性を高めることを目指した。 

 

 

図 3.1.6-3 データ登録時のメタデータ記述誘導の画面イメージ 
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(a) 記述内容を元に、機械学習モデルから類似のデータを検索し、既に登録されてい

るデータを表示。登録者が記述を参考にできるようにする。 

(b) 登録者が、任意に類似データを設定可能とする（現状、記述内容やカテゴリ、タ

グ等の設定から機械学習で類似度を算出している）。類似データの候補は、現行

の機械学習によって導出された類似データから提案する。 

(c) 全文検索の技術を活用し、入力中の文言から、既に登録されたタグをサジェスト

（タグ等一部項目では実現済み）。 

上述の機能の開発を行った上で、ポータルサイトを一部の企業や利用者向けに限定公開

を行い、ユーザからの評価を行うことで、更なる機能改善を図ることとした。 

 

 

 ユーザからのポータルサイトの評価による機能改善検討 

 

本プロジェクトは、開始当初より、ポータルサイトに求められる機能を検討するにあた

り、Society5.0のアーキテクチャを参照した上で、要求要件や求められる機能を検討して

いる。特にポータルサイトの開発においては、「ルール」、「ビジネス」、「機能・データ・

データ連携（一部）」に関する側面に関して、検討を進めていることから評価項目を検討

するにあたっても、その点に留意した上で、検討を行うこととした。 

 

 

図 3.1.6-4 Society5.0 のアーキテクチャを基にしたポータルサイトの機能検討の 

イメージ（内閣府資料より） 

 

進め方としては、ポータルサイトを一部のユーザに対して限定に公開し、ポータルサイ

トの各機能や利用感等について、アンケートやヒアリングを行うことで、各フェーズにお

けるポータルサイトの客観的評価・機能の検証を実施した。実施にあたって、京都でのコ

ンテスト参加者からの評価を得るために、コンテストの実施スケジュールも踏まえて行う
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こととした。 

 

表 3.1.6-1 評価の実施概要 

評価 

タイミング 
評価者 評価観点 評価方法 

評価① 

• 経路探索事業者 

• データ提供者 

• 地方自治体 

• ポータルサイトの機能・操

作性（データの検索性等） 

• データ流通・活用につなが

る仕組みとしての可能性・

課題等 

• アンケート 

• ヒアリング 

• 京都コンテスト参加者 

• ポータルサイトの機能・操

作性（データの検索性等） 

• ポータルサイトが紹介・提

供するデータ・API等 

• アンケート 

• ヒアリング 

評価② • 京都コンテスト表彰者 

• ポータルサイトの機能・操

作性（データの検索性等） 

• ポータルサイトが紹介・提

供するデータ・API等 

ヒアリング 

 

 

 

図 3.1.6-5 ポータルサイトの評価スケジュール 

 

 

具体的な評価項目や対象機能を検討するにあたり、2019年度に実施したポータルの提供

価値の定義・構想に基づき、評価対象とするポータルサイトの機能を選定し、それに対す

る評価項目を検討した。 
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表 3.1.6-2 ポータルサイトに求められる要求要件の仮説（2019 年度検討） 

Society5.0のアーキテクチャに基づく 

ポータルサイトに求められる要件（仮説） 

検討要件 ポータルサイトで実現すべき機能 

システム面 

機能 

地図に重畳しやすい状態で各種データが管理されてい

る（任意のエリアで、特定の時間帯のデータを複数取

得できる等） 

インタ 

フェーズ 

複数データを収集する場合、個々にインタフェースを

開発する必要がなく、ポータルサイト上で統一された

仕様の APIで対応でき、インテグレーターの開発工数

を削減できる 

データ 
多種多様なデータが提供されており、信頼性のある情

報提供者から情報を入手することができる 

ビジネス面 

ビジネス 

ポータルサイトでは多様なデータが提供されているの

で、新商材の発掘や、各種情報を活用した新規市場へ

の参入など、新しいビジネスの発想が膨らみやすい 

ルール面 

ポータルサイトから提供される情報が、情報の利用範

囲（業種、用途）、および、情報をもとに作成された成

果物の所有権の考え方が統一されていることで、情報

を扱いやすくなる 
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表 3.1.6-3 評価項目 

検討要件 評価項目 

システム面 

シーズ・ニーズ登録機能 

データの従属性（静的・動的） 

カタログ検索機能 

自動分類によるカテゴリ代表語参照機能 

データ類似度参照機能 

カタログデータ登録機能 

ビジネス面 

自動分類によるカテゴリ代表語参照機能を見たとき、関連していそうな

データ・情報が漏れなく同じカテゴリに含まれていたか（再現率） 

自動分類によるカテゴリ代表語参照機能を見たとき、関連が感じられな

いデータ・情報（ノイズ）が同じカテゴリに含まれていなかったか（適

合率＝精度） 

カテゴリ代表語に不自然に分割された単語や意図しない単語が含まれて

いなかったか 

類似データを見たとき、関連していそうなデータ・情報が漏れなく提案

されていたか（再現率） 

類似データを見たとき、関連が感じられないデータ・情報（ノイズ）が

提案されていなかったか（適合率＝精度） 

ポータルのデータを使ったビジネスを検討しようとしている企業が存在

するか 

データ提供者にとってポータルへ独占的に提供したいと感じられるか

（適合性、再現性） 

ルール面 

提供される情報が、情報の利用範囲（業種、用途）、および情報をもと

に作成された成果物の所有権の考え方が統一されていることで情報を扱

いやすくなっているか 

 

表 3.1.6-4 評価者一覧 

項番 評価者 
評価 

ロール 
評価者数 

評価タイミング 

評価① 評価② 

1 
コンテスト参加者 

（企業／大学等） 

データ 

活用者 

10～20名 

程度 
〇 - 

2 コンテスト表彰者 5名程度 - 〇 

3 経路探索事業者 
4事業者 

程度 
〇 - 

4 
バス、鉄道、物流、施

設事業者 

データ 

提供者 

5事業者 

程度 
〇 - 

5 地方自治体（京都市） 
エンド 

ユーザ 
1名程度 〇 - 

 

 

ユーザからの評価結果としては、主にポータルサイトの画面表示やカタログデータにつ

ながるまでの導線等のユーザーインターフェースやデータの検索性、ビジネス創出にかか
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る分析機能に関する課題が抽出された。ユーザからのフィードバックポイントを以下に示

す。 

 

表 3.1.6-5 ポータルサイトの評価結果サマリ 

対象ユーザ ＃ フィードバックポイント 

コンテスト 

参加者 

① 

登録データの粒度がバラバラ、ルールが不明瞭。（登録データを

客観的に理解しづらい、探しづらい、他と比較しづらいという

回答につながっているものと思われる） 

② 
カタログ検索でのデータ検索性向上（特にデータ登録者より、

自身で登録したデータが見つけにくい） 

③ 

自動分類グラフ、および３D類似データ検索の表示、操作方法

がわかりにくい、使いづらい（表示データの重なり解消、視点

変更のユーザビリティ） 

④ サイト利用やデータの取り扱い全体に関するルールが不明瞭 

⑤ データ登録時の入力方法がわかりづらい 

コンテスト 

受賞者 

⑥ 
Google検索等に慣れているため、検索窓は最初の方にあるのが

自然 

⑦ 可視化される表示情報量が多い。フィルタがかけられると良い 

⑧ 
データ分類の際には、クラスターが持つ意味を人間の感性や感

覚に近い表現で表示してほしい 

⑨ 
アイデア出しの際はエンティティ情報（項目の持つ意味）を頼

りに利用判断する 

データ提供者 

⑩ 
登録したデータへのコメント発生時にプッシュ通知が欲しい。

見落としにより機会損失につながる可能性がある 

⑪ コメントの公開・非公開のフラグを設けてほしい 

⑫ 
利用者の属性をタグ付けして閲覧・検索履歴などをもとにニー

ズ分析ができると良い 

⑬ 
各データと事例と結びついていると、実際に一緒に使われるデ

ータの利用が促進されるのではないか 

 

評価結果及び抽出された課題を踏まえ、ポータルサイトの改善に向けた対応方針を検討

することとした。改善方針及びその優先順位を検討するにあたり、本ポータルサイトは、

2021年度以降、一般公開されるため、様々な人の目に触れることが予想されることから、

表示画面等のユーザーインターフェースやカタログの検索性に関する機能改善を優先的に

実施することとした。ポータルサイトの改善に関する対応方針について以下に示す。 
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表 3.1.6-6 評価結果に対する対応方針 

対象ユーザ ＃ 対応方針 実施時期（予定） 

コンテスト 

参加者 

① 

 登録データ／連携データの粒度のルール

制定を検討 

 取り扱いデータセット記述の階層化、形

式化を検討 

2021年度～ 

継続検討 

② 
 絞り込み項目に「情報提供者」を追加

し、ワンクリックで特定する手段を実現 

2 期開発にて 

リリース※1 

③ 

 類似データ３D表示のタイトルの見切れ

を解消（タイトル頭の数字および拡張子

等の文字列を自動的に非表示） 

 混在する標記の名寄せ／市町村の都道府

県への読み替え 

2 期開発にてリリ

ース 

 表示や操作方法の改善、ノイズの除去 2021年 4月予定 

④ 
 ポリシーの明確化。ポータル公開 HPを

含めたサイト全体で整合するように改善 
2021 年 4月予定※2 

⑤ 
 登録画面における入力例の記載や、補助

手段の追加 

2 期開発にてリリ

ース※1 

コンテスト 

受賞者 

⑥  画面フローの最適化 2021 年 4月予定※2 

⑦ 
 表示される情報の視覚的表現や表示数の

調整 
2021 年 4月予定※2 

⑧ 

 実現方式・実装時期を検討予定 
2021年度以降 

検討 

⑨ 

データ提供者 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

※1 2020年度実施内容として 3.1.3.4）にて詳細記載 

※2 2021年度実施方針として 3.1.3.4）にて詳細記載 

 

上述の対応方針を踏まえ、2期開発での開発実施及び 2021年度における開発方針につい

て検討を行った。 

 

 

 評価結果を踏まえた機能追加等の開発及び 2021年度に向けた検討 

 

上述の検討を踏まえ、ポータルサイトの一般公開に向けて、2020年度の 2期開発とし

て、カタログデータの検索性向上を目的とした検索パターンの拡充とポータルサイト内に

おけるカタログデータの記載要領の平仄を合わせることも考慮に入れた、サポート機能の

拡充を行った。 
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検索パターンの拡充：「情報提供者」単位での検索 

カタログデータの絞り込み項目に「情報提供者」の項目を追加し、カタログデータの検

索時に、「情報提供者」の単位で検索するパターンを追加した。カタログデータのメタデ

ータ情報をキーとした検索の他、カタログデータの提供者をキーとした検索も可能とする

ことで、検索時において、ユーザがデータに触れる機会が広がることが期待できる。 

 

 

図 3.1.6-6 検索時における「情報提供者」をキーとした検索パターンの拡充 

 

ユーザサポート機能の拡充：入力例のサジェスト 

ニーズやカタログデータ入力時におけるユーザの入力補助を目的とした機能として、入

力例のサジェスト機能を追加した。このサジェスト機能は、本ポータルサイトにおいて、

蓄積されたデータを分析した統計データが基となっており、これにより、フリーフォーマ

ットによる記載が容易になる等、ユーザの入力作業が簡素化されるほか、ポータルサイト

内における類似情報の平仄合わせにも寄与している。今後、データが蓄積されることで、

類似情報や関連データのカテゴライズが精緻化される等、ポータルサイト内で取り扱われ

るデータが精錬される他、個々のユーザに対する関連の強いと想定されるデータのレコメ

ンド機能へも寄与することを期待している。 
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図 3.1.6-7 ユーザサポート機能の拡充（データ入力時におけるサジェスト機能） 

 

 

評価結果を踏まえ、2021年度においては、より多くのユーザによる、ポータルサイトの

利用が想定されることを踏まえ、普及促進 HP からポータルサイト、最終的にユーザが行

きつくデータカタログへの導線の改善やより直感的に各コンテンツを表現することを改善

方針として設定した。 

データカタログの直観的な表現 

◼ テキストや図等のオブジェクトによる表現から、サムネイル画像ベースとした表現へ

の変更 

 外部から収集したデータセットのひとつ一つについても、代表サムネイル画像を表

示することで、データカタログの内容を直感的に理解できるように促す 
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◼ 表示される情報量の調整 

 ユーザが、画面を通して見える情報量について、フィルタをかけ、表示される情報

量を調整することで、見やすさの向上だけでなく、見つけたいデータに容易にたど

り着けることを可能にする 

データカタログに至るまでの導線の最適化 

◼ ユーザの視点から、普及促進 HPとの役割分担を明確にし、普及促進 HPからポータル

サイト、最終的にいきつく先となるデータカタログまでの利用フローを見直す。 

 各画面定義と画面遷移の見直し 

 普及促進 HP との一体化（デザイン等の改善） 

上述の機能を実現することで、普及促進 HPとポータルサイトをより一体化し、データ

カタログに至るまでの導線の最適化といった、ユーザーインターフェースの大幅な改善を

図る。 

 

 

現状のポータルサイトにおいて、普及促進 HPからカタログデータに至るまでの導線が

煩雑であるため、普及促進 HPから直接カタログ検索へ遷移できるようする等、ユーザー

インターフェースの改善を図るとともに、トンマナ等のデザインについても統一する。 

 

図 3.1.6-8 2021年度の開発イメージ 
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 ポータルサイトの開発（FY2021） 

2020年度から継続して開発しているポータルサイトは 2021年 4月末に計画通り一般公

開され、その後利用者側からのフィードバックに基づく改善を行いつつ、高度なマッチン

グ機能の追加を実施した。ユーザや SIP事業関係者からフィードバックのあった UI/UX改

善を主として実施しつつ、データ拡充やマッチング促進につながる土台も開発した。 

開発スケジュールに関しては、一般公開後の運用保守に加えて、Phase を 2回（上期、

下期）に分けてリリースを実施した。 

 

図 3.1.7-1  2020年度のポータルサイト開発方針 

 

 

図 3.1.7-2  2021年度の実施事項およびスケジュール 
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図 3.1.7-3 2021年度のポータルサイト開発項目 

 

 

 開発フェーズ１（上期） 

2021年 2月に行ったコンテスト受賞者ヒアリング結果や運用上の課題などを受けた改修

に加えて、検索や機械学習を用いたマッチング機能高度化のための改修を実施した。以下

が上期における主な開発内容である。 

 
図 3.1.7-4 2021年度のポータルサイト開発項目（上期） 

 

 

上期は利用者/運用フィードバックに基づく改善に加え、RDFや機械学習を活用した検索

やレコメンド機能の追加・改善を実施した。 

特に検索語の連想支援機能では、外部の RDFリソースと機械学習を活用した新たなアー
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キテクチャを構築した。 

 

 
図 3.1.7-5 上期の主な開発内容（概要） 

 

 

検索語の連想支援機能については、外部の RDFリソースを活用しつつ、検索語の関連度

準表示及び連携先変更による関連キーワードの提示を実現した。 

Wikipediaにある膨大な情報を外部に存在する辞書（コーパス）と捉え、さらに RDF化

されて一般公開されているため、あるキーワードに対して「関連語」「類似語・同意語」

など意味づけられている別のキーワードを容易に取得することが可能となった。 

なお、検索結果画面のレスポンスに影響しないよう切り出して処理を行っているほか、

DBpediaから単純に関連語を引き出す際に実際は関連してない単語が混ざる場合があるた

め、ユーザに提示する段階で機械学習などを用いたフィルタ機能を実装している。 

①検索語の連想支援機能（DBpedia連携）

④業界情報追加・閲覧PV数提示

②レコメンドエンジンの変更及び閲覧履歴の反映

③個別メッセージ機能

DBpediaと機械学習の組み合わせで、
連想される検索キーワードの提示を実現
実例：洪水→氾濫

ユーザの行動をより詳細かつ迅速に反映でき
るレコメンドエンジンを搭載

データの掲載者と1対1で
クローズなコミュニケーションが可能

自掲載データがどの業界に興味を持たれているのか
把握することが可能

充電スタンド

給油

直流給電

電気自動車
ネットワーク

電気自動車

電力インフラ

充電ステーション

WikiLink

WikiLink

WikiLink

Subject

Subject

Subject
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図 3.1.7-6 検索語の連想支援機能の概要 

 

 

図 3.1.7-7  DBpedia の画面 
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図 3.1.7-8 検索語の連想支援機能のシーケンス図 

 

 

 開発フェーズ２（下期） 

2022年 4月 25日(京都コンテスト情報解禁日)リリース向けの開発として、UI/UX改善

を主として開発を実施。以下の項目で下期における主な開発内容を記載する。 

 

 

図 3.1.7-9 2021年度のポータルサイト開発項目（下期） 

 

 

下期は、①UI/UX 改善（普及・カタログサイト全体を改めて見直して改善点を洗い出

し、優先度をつけて改善実施）、②データ拡充（格納対象の拡大によってデータ拡充を促

進）、③マッチング促進（マッチング促進のためのインプット情報取得と情報発信に分け

検索

検索結果
内部
検索

関連語検索(Redirect,WikiLink,Subject)

関連語

内部検索
→ヒットなしを除去

同期

非同期

関連キーワード提示

関連度ベースのUI

トリプル
(s,p,o)→(検索語, Redirect,？)
(s,p,o)→(？, Redirect,検索語)
(s,p,o)→(？, Redirect,

(検索語, Redirect,？))
(s,p,o)→(検索語, WikiLink,？)
(s,p,o)→(検索語, Subject,？)

１

関連度計算
上位10件

事前にwikipedia＋MDC
内データから
Word2Vecモデル作成

２

１

２
検索語に対して、リダイレクト先とリダイ
レクト元の双方を取得する。さらに、同じ
リダイレクト先を持つデータも取得する。

事前にコーパスを作成しておくことで、レ
スポンス低下を最小限に。
(週次,できたら日次でコーパス更新？)３

３
関連の低い大量のデータより、関連性
の高いデータを優先。
ヒット数は括弧内などに表示

Ajaxリクエスト
起動
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て開発）の 3項目を実施観点とした。 

特に①UI/UX改善においては、普及促進 HPのリニューアルに伴い、より連携を強化して

いくことで UIUXの改善を図っていく。この取り組みは 2021年度限りではなく、FY22にか

けて継続的に実施していく。 

 

 

図 3.1.7-10 下期の主な開発内内容と方針 

 

 

サービス創出に至るまでのステークホルダーのうち、MD communet上では現在データ登

録者しか存在が見えず他のプレイヤーが見えないため、オフラインではマッチングが成立

するものの、オンライン上でのマッチングが成立していない。また、データカタログでは

ソリューションを保有する企業や技術を保有する企業は MD communet上に登録する場がな

く、データカタログを保有する企業以外とのコミュニケーションは基本的に事務局を介し

てでなければ実現できない。そこで、オンライン上で会員同士を知り、更にコミュニケー

ションや企業を知るための場として、企業プロフィール機能を新たに具備し、マッチング

向上を図った。 

 

 

図 3.1.7-11 企業プロフィール改善によるマッチング向上の仕組み 

マッチング

データホルダー
サービサー

カタログ
掲載

データホルダー

サービサー

カタログ＆
企業プロフィール

掲載

ポータルサイト上ではデータ提供者のみ

ソリューションや技術を
保有する企業

ニーズ
共有

運営事務局

ポータルサイト

マッチング
打診

ソリューションや技術を
保有する企業

カタログ＆
企業プロフィール

閲覧

マッチング マッチング

マッチング
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サービス創出までの流れと関係するステークホルダーから、新たにデータ加工事業者を

取り込むことで、素材となる情報から販売可能なデータにしていく支援を行い、新規サー

ビス創出をより促進させる。今後はより範囲を拡大し、データ生成のツールや技術、サー

ビスを持つ事業者も取り込むことを検討している。 

 

図 3.1.7-12 サービス創出支援の仕組み 

 

 

 ポータルサイトの開発（FY2022） 

2022年 4月末に計画通り下期開発リリースを行い、その後も SIP第 2期終了時までの開

発計画に基づき①UI/UX、②データ拡充、③マッチングの軸で開発を実施した。データ拡

充やマッチング促進につながる機能を通年かけて検証及び実装しつつ、ユーザや SIP事業

関係者からフィードバックのあった UI/UX改善・SEO対策も普及促進 HP と一体となって実

施した。 

開発スケジュールに関しては、一般公開後の運用保守に加えて、Phase を 2回（上期、

下期）に分け、下期については効果測定に時間のかかる UI/UX改善・SEO対策を先にリリ

ースするためリリースを 2回に分ける方針として開発を実施した。 

データ加工
ツール

データ情報
データ

リクエスト

新規追加

既存

サービス
アイデア

【サービス創出までの流れ】

データ生成
ツール

生データ
データ
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図 3.1.8-1 2022年度のポータルサイト開発方針 

 

 
図 3.1.8-2 2022年度の実施事項およびスケジュール 
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図 3.1.8-3 2022年度のポータルサイト開発項目 

 

 

 開発フェーズ１（上期） 

将来的な連携先拡大やレコメンド機能強化のための RDF対応及び CADDE コネクタ実装検

証に加えて、ユーザの行動ログを解析し、レコメンド情報通知などの普及活動に活かすた

め、行動ログを GoogleAnalytics に集約する改修を実施した。以下が上期における主な開

発内容である。 

 

 

図 3.1.8-4 2022年度のポータルサイト開発項目（上期） 

 

 

上期は RDF対応や行動ログ取得に加え、CADDE コネクタを活用した機能拡張検討を行っ

た。 
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特に、RDF対応及び CADDE検証では、将来的なカタログ連携先拡大を見越して、共通的

なプロトコルでカタログデータ連携を行うことができる基盤の実装・検証を実施した。 

 

 

図 3.1.8-5 上期の主な開発内容（概要） 

 

 

行動ログ取得については、行動ログはユーザの行動ログを GoogleAnalytics に集約し高

度なアクセス解析を行うことができ、RDF対応については将来的な連携先拡大を行うため

の基盤としての役割もあるが、さらにこれらを組み合わせることで行動ログを基にしたレ

コメンド機能も視野に入れ実装を行った。 
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図 3.1.8-6 行動ログ取得及び Linked Data 化 

 

 

CADDEコネクタを活用した機能検証については、SIPサイバーが検証している CADDEコ

ネクタ及び横断検索システムを活用することで、データを内部に持たずに分野横断検索が

実現できるため、将来的なデータ拡充が期待できる。そこで上期は、CADDE コネクタ導入

の検証は SIP分野間連携基盤にて実施しつつ、SIP自動運転としては MD communet におい

て CADDEコネクタを活用した機能拡張の検討及び横断検索システムへの接続検証を実施し

た。 

 

 

図 3.1.8-7  CADDEコネクタを活用した MD communet機能拡張図 
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 開発フェーズ２（下期） 

下期は上期から継続した開発であるレコメンド機能追加及び CADDEコネクタ本番環境適

用検証に加えて、UI/UX改善・SEO対策を実施した。以下が下期における主な開発内容で

ある。 

 

 

図 3.1.8-8 2022年度のポータルサイト開発項目（下期） 

 

 

下期は、上期に実装した行動ログ及び RDF対応を組み合わせたレコメンド機能追加や、

CADDEコネクタを活用した機能の検証を継続して実施しつつ、UI/UX改善・SEO対策を実施

した。 

 特に UI/UX改善・SEO対策では、普及 HPと一体となって改善・対策を行うことで、アク

セス増加によるマッチング促進及び会員獲得を通じたデータ量増加に寄与した。 
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図 3.1.8-9 下期の主な開発内容（概要） 

 

 

新規サービス創出活動支援及びオンラインでのマッチング促進のため、上期実装した行

動ログ取得及び RDF対応を活用し、行動ログを基にしたレコメンド機能追加を実施した。

これにより、事務局は GoogleAnalyticsでの高度なアクセス解析と、行動ログから算出さ

れるレコメンドデータを活用することができ、新規サービス創出活動支援を実施すること

ができる。また、MD communet上でもログイン後のトップページにレコメンド結果を表示

することで、オンラインでのマッチング促進にも寄与することができる。 
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図 3.1.8-10 企業プロフィール改善によるマッチング向上の仕組み 

 

 

上期に実施した CADDE コネクタの技術検証の結果から、CADDEコネクタを本番環境に適

用する際の課題を洗い出したため、以下 3つの観点での検証を行い、本番環境適用に耐え

うる実装方法について、SIP自動運転側で検証を行った。 

①CADDEコネクタを使用した分野横断検索（上期実施済み） 

②分野横断検索結果の類似データ出力 

③分野横断検索における効果的なフィルタリング方法の検討 

今後はさらにチューニングを行い、CADDEコネクタを通じた分野横断検索の実現に向けて

横断検索システム側とも連携をして推進していく予定である。 
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図 3.1.8-11  CADDEコネクタを活用した機能拡張図 

 

 

機能追加を継続して行い機能面の充実を図ってきた中で一部複雑化した機能があったた

め、2023年度以降の運用に向けて改めて UI/UX・SEOの最適化を実施した。専門家が実施

した「人間中心設計」、「検索エンジン最適化」等の手法を用いた改善策の取り込みを行っ

た。 

また、2023年度以降の継続運営のため、運営観点でも改善点を洗い出し、運営の負担を

軽減する改修を実施した 

 

 

図 3.1.8-12 サービス創出支援の仕組み 
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 実証事業推進（課題 b） 

 SIP自動運転（システムとサービスの拡張）の「東京臨海部実証実験」地域におけ

る交通環境情報等の地理系データの整備・構築に向けた調査・研究（FY2019) 

課題 bでは、課題 aで構築したポータルサイトを活用し、「東京臨海部実証実験」地域

においてサービスを提供する実証を行った。これはポータルに集まるデータを活用するこ

とで、分野間のデータ連携が促進されることの実証を目指すものである。 

実証を行う上で、構築したポータルサイトを利用し、設定したユースケースで使用する

サービスアプリを構築した。そして設定したユースケースにおいて、データを活用するこ

とが新たな価値を生み、課題解決への効果が見込めるかを評価することを目指した。 

 

 ユースケース検討と実現性検討 

Society5.0 実現に向けたデータ活用の実証実験を進めるために、過去の SIP事業の成

果を参照しながら実証実験の対象とする分野を選定した。次に、選定した 2個の分野につ

いて、それぞれ具体的なユースケースと実証内容を設定した。そして、ユースケース内の

「機能」「データ」「アセット」をリファレンス・アーキテクチャモデルの各層へマッピン

グを行い、網羅的に抽出した。最後に、ルール整備、制度設計、標準化等を実施すべき事

項を明確にするための検討を実施した。「2.2.1 ユースケース検討と実現性検討」では、

以上の点について順に説明する。 

 

 

課題 aで構築したポータルのデータ利活用を想定したユースケースとして、「物流事業

者向けサービス分野」及び「End to Endのマルチモーダルナビゲーションサービス分野」

の 2分野を選定した。ユースケースの分野を選定するにあたり、第 1期 SIP（H29年度）

事業である“「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)・自動走行システム」「自動走

行システムの実現に向けた諸課題とその解決の方向性に関する調査・検討」におけるダイ

ナミックマップサービスプラットフォームの試作及び検証”の結果を踏まえた。 

上記検討では、リアルタイムな交通情報と組み合わせることで、ダイナミックマップ情

報全般の市場価値が高まるとの結論を出している。また、プローブ情報やプローブ情報を

解析した交通情報など、リアルタイムな情報を活用したサービスモデルの実現および、リ

アルタイムに自然系・社会系情報を取り扱うことによるサービス向上が必要であるとされ

ている。 

ダイナミックマップサービスプラットフォームに属する分野として H29 年度事業では、

自動車サービス分野、建設分野、自治体緊車両分野、物流分野、パーソナルナビ分野、イ

ンフラ・エリア管理分野、運用管理分野、電力・通信分野が定義されていた。課題 aで構

築したポータルでは空間的（場所に紐づいた情報）、時間的（動的～静的）に異なる様々

な情報が扱われる。これらの情報を組み合わせ、さらに空間的・時間的な変化を効果的に
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利用することで、データ活用者によって価値の高い情報が得られると考察した。物流分野

とパーソナルナビ分野のユースケースは空間的・時間的に様々な情報を利用する。またカ

タログとして空間的・時間的に様々な情報が一元的に集約されることがポータルの利用向

上に寄与すると評価したことがユースケースの設定理由である。 

また、パーソナルナビ分野については、設定するユースケースを明確にするため、2021

年度事業では「End to End のマルチモーダルナビゲーションサービス分野」とした。ポー

タルサイトに集まる情報は自動運転をトリガーとした交通系分野が中心である。自動運転

技術の進歩に伴い輸送モードの拡張が見込まれている。個人の End to Endの移動につい

て、交通関連を中心とした動的情報をもとに様々な輸送モードでナビゲーションするとい

うテーマを明確にするため、扱うユースケース分野の名称を再設定した。個人の属性情報

と動的情報の組み合わせにより、ストレスフリーに使用できるパーソナライズされたサー

ビスの提供をテーマとする。 

また、課題 aで構築するポータルサイトの価値を高めるデータとして、分野ごとに協調

領域データを扱うことを検討した。ポータルサイトの持つマッチング機能に着目し、そこ

でマッチングしたユーザの間でデータを還流させる場を構築する。参加したユーザがセミ

クローズな場で協調領域データを還流させ、価値のあるデータを蓄積することもテーマと

する。 

 

 

図 3.2.1-1 本事業が目指すデータ活用 

 

 

ここでは、実証実験の対象とした物流分野において、実証するユースケースと評価ポイ

ントを設定する。そのために、まず物流分野における実証の狙いを設定する。次にポータ
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ルから連携されるデータによって解決を目指す社会課題を設定する。最後に上記 2点を踏

まえて具体的な実証シナリオと評価ポイントを設定する。 

物流分野における実証の狙いについては、下記の通り設定した。課題 aで構築したポー

タルサイトは「分野を超えたデータ連携による、社会課題の解決及び新たなビジネス価値

の創出」をコンセプトにしている。課題 bでは分野間データ連携に向けて他分野ですでに

集約されているデータの活用などを盛り込んだ。また物流分野においてもデータ集約によ

るポータルの魅力向上を目指し、業者に特化した「物流協調領域」データを活用すること

を狙いとした。 

 

表 3.2.1-1 「物流事業者向けサービス分野」における実証の狙い 

 

次に、データの活用効果を期待する課題を以下の通り設定した。物流に関する社会課題

狙い 概要 

新たなデータ価値の提供 自動運転向けに整備された３D高精度地図

データに、物流業者に特化した「物流協調

領域」の情報を組み合わせることで、物流

業界における社会課題の解決につながる新

たなデータ価値を提供すること。 

データの有効活用 「分野間データ連携」を実践するため、他

分野で集約されている基盤からデータを活

用すべく、「府省庁連携防災情報共有シス

テム（SIP4D）」からの防災データや、「G空

間情報センター」からの地理空間データを

有効活用すること。 

プラットフォームとしての継続的な成長 自動運転にて新たに使えるデータの観点と

して、物流事業者向けサービスで蓄積され

た新たなデータのフィードバックを得るこ

とで、より市場ニーズの高いデータを収集

／蓄積し、プラットフォームとしての継続

的な成長を図ること。 

データ還流によるプラットフォームへの

参画の動機づけ 

データ還流の結果としてセミクローズな環

境を構築することで参画する動機づけをつ

くること。 

クローズ領域の可能性（還流データ） の

観点 として、３D高精度地図データにドラ

イバー及び車両等から収集した「物流協調

領域」として提供可能な情報を組み合わせ

たデータを活用することで、ドライバーの

経験に依存せずに、安心かつ安全性が高い

配送向けルート検索／案内を実現し、「ド

ライバー不足の解消」、「労働条件の改

善」、及び「交通事故の削減」を図るこ

と。 
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を調査し、その中でもデータ活用によりアプローチが見込めるものを抽出している。 

 

表 3.2.1-2 「物流事業者向けサービス分野」でデータ活用効果を期待する課題 

課題 課題に対するアプローチ方法 

トラック運転者にとって安心・

安全な運転環境の提供 

安全走行を考慮した際の危険ルートの回避 

トラック運転者の労働環境の改

善 

事故に対する補償・遅配リスクの低減 

 

上記を踏まえ「物流事業者向けサービス分野」のユースケースと実証実験の評価ポイン

トを下記の通り設定した。表 3.2.1-3「「物流事業者向けサービス分野」でデータ活用を

する狙い」で述べていた物流協調領域データは、搬入口と通行実績を実証で扱うこととし

た。またユースケースは課題である「トラック運転者にとって安心・安全な運転環境の提

供」と「トラック運転者の労働環境の改善」に対して有効であると見込まれるものを設定

した。 

 

表 3.2.1-3 「物流事業者向けサービス分野」における実証内容及び評価ポイント 

シナリオ名 実証内容及び評価ポイント 

【ユースケース１】 

物流協調領域データの活用 

（搬入口・休憩スポット） 

物流協調領域として整備した搬入口(位置/荷待ち有無)

や休憩スポットの情報を加味したルート案内を行うこ

とで、労働条件の改善に寄与することを実証する。 

【ユースケース 2】 

3D高精度地図の活用 

3D高精度地図から生成した道路情報(幅員/高さ)をも

とに、車幅規制/車高規制を回避したルート案内を行う

ことで、ドライバーの安心・安全に寄与することを実

証する。 

 

3D高精度地図から生成した交通標識をもとに、走行中

に注意喚起を行うことで、ドライバーの安心・安全に

寄与することを実証する。 

 

【ユースケース 3】 

物流協調領域データの活用 

（通行実績） 

 

通行実績がない道路の回避及び走行中の注意喚起によ

り、ドライバーの安心・安全に寄与することを実証す

る。 

トラックの大きさごとに通行実績情報を蓄積し、デー

タ還流による通行実績情報の利活用が可能であること

を実証する。 

【ユースケース 4】 

他分野データ連携 

（防災関連） 

 

災害発生時の被災状況に応じて、危険道路や危険エリ

ア全体を回避したルート案内を行うことで、ドライバ

ーの安心・安全に寄与することを実証する。 

防災情報の取得や蓄積した通行実績情報などにより、

他分野のデータ基盤(SIP4D)との連携方法を検証する。 
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ここでは、もう 1 個の実証実験対象である End to End のマルチモーダルナビゲーショ

ンサービス（以後、End to Endナビ）分野において、実証するユースケースと評価ポイン

トを設定する。物流分野と同様に、まずこの分野における実証の狙いを設定する。次にポ

ータルから連携されるデータによって解決を目指す社会課題を設定する。最後に上記 2点

を踏まえて具体的な実証シナリオと評価ポイントを設定する。 

ユースケースで目指す成果については、下記の通り設定した。End to Endナビ分野で

は、ストレスフリーな移動支援をサポートするためにデータを活用することを狙いに設定

した。また物流分野と同様にセミクローズな環境でデータを還流させ、マーケティング等

の他分野へのデータ連携を見据えて蓄積を行うことも盛り込んだ。ポータルサイトでマッ

チングしたユーザ間でデータを蓄積し、新しいデータの創出を目指す。さらにそのデータ

を他分野にデータ連携させることで、データとポータルサイトの価値がさらに高まると考

えた。 

 

表 3.2.1-4  「End to Endナビ分野」における実証の狙い 

狙い 概要 

新たなデータ価値の

提供 

データ利用者が認知していないデータや、これまでに気付かなか

ったデータ活用方法によって、従前よりもパーソナライズされた

移動手段（自動運転含む）を組み合わせたストレスフリーな移動

支援が出来ること。 

データの有効活用 自動運転にて新たに使えるデータの観点として、エンドユーザに

2次交通の情報提供を行うスキームを検討し、選択肢の一つとし

て、自動運転車を利用（配車）可能とすること。 

データ還流によるプ

ラットフォームへの

参画の動機づけ 

データ還流の結果としてセミクローズな環境を構築することで参

画する動機づけをつくること。 

クローズ領域の可能性（還流データ）の観点として、アプリ経由

で収集できるユーザの行動実績やスポットへの滞在時間等の情報

をマーケティング等に有効活用可能とすること。 

 

次に、データの活用効果を期待する課題を以下の通り設定した。物流と同様に社会課題

を調査し、その中でもデータ活用により効果が見込めるものを抽出している。 

 

表 3.2.1-5  「End to Endナビ分野」でデータ活用効果を期待する課題 

課題 課題に対するアプローチ方法 

従前よりもパーソナライズされ

た移動手段（自動運転含む）を

組み合わせたストレスフリーな

移動支援 

天候や混雑状況等の変化に臨機応変な、ユーザ属性に

マッチした交通手段及びルート案内への需要 

 



140 

 

上記を踏まえ「End to Endナビ分野」のユースケースと実証実験の評価ポイントを下

記の通り設定した。 従前よりもパーソナライズされたナビゲーションをするために、

開発するサービスでは動的情報や協調領域データとなる施設情報と、事前にユーザが登

録した属性情報の両方を参照してルート案内を行う。 

 

表 3.2.1-6  「End to End ナビ分野」における実証内容及び評価ポイント 

シナリオ名 実証内容及び評価ポイント 

【ユースケース１】 

ストレスフリーな旅程作成 

 

合間時間活用の導入により、合間時間内で行ける施設

がユーザに提供され、スムーズに旅程が組めることを

実証する。 

 

【ユースケース 2】 

動的データの活用 

（移動手段の利用可否） 

動的情報の変化抽出と、多種多様な移動手段の情報提

供により、気象や鉄道の運転見合わせなどの回避や移

動手段の確保が可能となることを実証する。 

 

【ユースケース 3】 

動的データの活用 

（混雑） 

 

イベント事前事後の混雑通知による意識づけと、移動

手段の提供により、時間的な面と空間的な面で混雑分

散を促すことが可能となることを実証する。 

【ユースケース 4】 

協調領域データの活用 

（目的地となる施設情報） 

 

データの還流により、ユーザ属性と施設が紐づき、施

設情報に付加価値が生成されることを実証する。 

 

施設情報の付加価値が還流し更新されることで、ユー

ザ属性に、よりマッチするスポットや移動手段がリコ

メンド可能となることを実証する。 

 

 

 

本検討では、東京臨海部におけるユースケースを実現するための機能・データ・アセッ

トを網羅的に抽出し、また官民の関係者が共通の見方・理解を行う形で整理するため、リ

ファレンス・アーキテクチャモデルの各層へのマッピング作業を行う。 

 

 

検討したユースケースを踏まえ、これを実現するための機能・データ・アセットを抽

出・整理し、リファレンス・アーキテクチャモデルの各層へのマッピング作業を行っ

た。 

課題 bでは、課題 aのポータルサイトに登録されたデータが、サービス開発者によっ

て活用されることを実証している。東京臨海部におけるデータ提供者・活用者の双方が

共通の見方・理解を持つことを促すため、リファレンス・アーキテクチャモデルの時間

軸・空間軸および分析軸の設定を行ったうえで、機能層・データ層・アセット層へのマ

ッピングを実施した。 
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なお、 2019年度の実証実験においては整備対象外となるデータ・機器等について

も、将来導入予定のサービスも見据え、想定をもとにマッピングを行った。 

また、リファレンス・アーキテクチャモデルは他の分野やシステムと相互に接続する

ための概念でもある。各層のマッピングに際しては、相互接続性の概念を考慮しながら

実施した。 

 

 

「物流事業者向けサービス」及び「End to Endナビ」分野におけるユースケースに基

づき、下図のリファレンス・アーキテクチャモデルの下位層ある「機能」、「データ」、

「アセット」を整理した。なお、機能層については、他分野との相互接続性を考慮した

単位とした。 

 

図 3.2.1-7  Society5.0のリファレンス・アーキテクチャモデル1 

 

各層におけるマッピング対象の考え方は、次の方針とした。 

●利活用機能層： データ活用者によるサービス等 

●データ層：   データ提供者から取得するデータ等 

●アセット層：  データ（静的データ・動的データ）の発生源等 

 

 
1 内閣府「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）ビッグデータ・AI を活用したサイバー空間基盤技術研究開発

計画」におけるにおける Society 5.0 リファレンスアーキテクチャ図を記載 
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図 3.2.1-8  「物流事業者向けサービス分野」のリファレンス・アーキテクチャモデル 
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図 3.2.1-9  「End to End ナビ分野」のリファレンス・アーキテクチャモデル 

 

 

ポータルの利活用を促進することを目指し、ルール整備、制度設計、標準化等を実施す

べき事項を、データ提供者・活用者双方の観点から整理した。 

 

 

前項までの検討を踏まえ、リファレンス・アーキテクチャモデルに対する要素の不足

や重複がないか検討・整理した。また、整備または標準化すべきデータ（交通、物流、

施設）、整備すべき制度・ルール（民間事業者間での情報授受・共有・活用に係る制

度・ルール、関係法令・規則等）について検討を行った。 

ポータルの運用に際しデータ活用者・データ提供者に生じうる関係に着目し、将来的

に整備・標準化が必要なデータ・制度・ルール等を整理した。 

なおデータの仕様・ルール等は SIP第 1期／自動走行システム／ダイナミックマップ

サービスプラットフォームの実用化に向けた検討の結果（仕様）（以下、SIP第 1期成

果）に準拠した。 

また、データの選定に当たっては、ポータルの利用価値を向上させるために、下記の

点についても留意して実施した。 
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・ポータルでしか入手できないデータ 

・品質・精度が求められるデータ 

・利用頻度が高く、利用用途も広いデータ 

 

 

実証実験用システムに搭載できるよう、必要に応じデータ形式、項目等の加工・編

集・変換等の処理、API開発を行い、データ取得の仕組みを構築した。活用の仕組みに

ついては、課題 a で検討・構築するポータルサイトの構成・内容、API 仕様、運用方針

との整合を図った。 

静的データについては、3D高精度地図等をもとに、ユースケースで使用しやすい単位

の情報に編集し、APIの開発を行った。開発の具体的な内容は「2.2.3 実証実験システ

ムの構築」に記載する。 

 

 

 関係者への説明・合意形成  

実証実験に必要となる重要性が高いデータを特定し、データ提供者と提供期間、提供条

件、費用等を協議・合意のうえ調達した。 

まず、実証実験に必要となるデータの特定にあたり、社会課題解決の仮説をもとに 2019

年度実証対象とするユースケースを選定した。各ユースケースで必要となるデータを抽出

し、データ提供者及びデータの詳細内容について検討を行ったほか、社会課題解決効果、

データ入手状況、実証難易度についても考慮した。 

データ提供者との協議・調整、覚書・契約書の締結（提供期間、提供条件、費用等）に

際しては、2019年度実証対象のユースケースで使用するデータ（無償、有償含む）につい

て、必要に応じてデータ提供者と調整を行い、契約書及び利用申請書を提出した。 

物流事業者向けサービス分野及び End to End ナビ分野に係るデータは下表の通り（表 

3.2.1-10に物流事業者向けサービス分野、表 3.2.1-11に End to Endナビ分野で利用し

たデータ一覧を示す）。 
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表 3.2.1-10  物流事業者向けサービス分野での利用データ 

 分類 データ項目 官/民及びデータ入手先 利用方法 

静的 

2D地図データ 
民（ZDC経由：ゼンリ

ン） 

地図表示、ルート検索/案内として

利用 

3D高精度地図 民（SIP） 
道路情報(幅員/高さ)及び交通標識

情報の抽出元として使用 

道路情報(幅員

/高さ) 
民（SIP） 

地図表示、ルート検索/案内として

利用 

交通標識情報 民（SIP） 

地図表示、ルート検索/案内として

利用 

安全運転を促すための注意喚起とし

て利用 

公共施設／商

業施設 

民（ZDC経由：ゼンリ

ン） 

地図表示、ルート検索/案内として

利用 

搬入口（トラ

ック向け） 
民（本事業で整備） 

地図表示、ルート検索/案内として

利用 

データ還流あり 

駐車場（トラ

ック向け） 
民（本事業で整備） 

地図表示、ルート検索/案内として

利用 

データ還流あり 

休憩スポット

（トラック向

け） 

民（本事業で整備） 

地図表示、ルート検索/案内として

利用 

データ還流あり 

準静的 

道路冠水想定

箇所 
官（国交省） 

地図表示、ルート検索/案内として

利用 

防災情報（道

路状況、地震

データセッ

ト、降雨デー

タセット） 

官（SIP4D） 
地図表示、ルート検索/案内として

利用 

通行実績道路

情報 
民（本事業で整備） 

地図表示、ルート検索/案内として

利用 

安全運転を促すための注意喚起とし

て利用 

データ還流あり 
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表 3.2.1-11 End to End ナビ分野での利用データ 

 分類 データ項目 官/民及びデータ入手先 利用方法 

静的 

2D地図データ 民（ゼンリン） 
地図表示、ルート検索/案内として利

用 

バス時刻表 民（ジョルダン） 
地図表示、ルート検索/案内として利

用 

鉄道時刻表 民（ジョルダン） 
地図表示、ルート検索/案内として利

用 

バス乗り場 民（ジョルダン） 
地図表示、ルート検索/案内として利

用 

スポット情報

（公共施設／商

業施設／観光地

／景勝地） 

民（ジョルダン） 

地図表示、ルート検索/案内として利

用 

データ還流あり 

シェアサイクル

情報 

民（ジョルダン：ドコ

モ・バイクシェア） 

地図表示、ルート検索/案内として利

用 

イベント情報 

（オリンピッ

ク） 

オリンピック組織委員会 
地図表示、ルート検索/案内として利

用 

バリアフリー情

報 
民（自工会） 

地図表示、ルート検索/案内として利

用 

タクシー会社情

報 
民（ジョルダン） 

地図表示、ルート検索/案内として利

用 

準静的 気象情報 
民（ジョルダン：いで

あ） 

地図表示、ルート検索/案内として利

用 

準動的 

鉄道運行情報 
民（ジョルダン：レスキ

ューナウ） 

地図表示、ルート検索/案内として利

用 

Twitter情報 民（Twitter） 混雑情報生成に利用 
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 実証実験システムの構築 

検討したデータのうち、ユースケースの実現のために重要性が高いデータを特定し調達

する。静的データについては加工・編集や変換を行い、動的データについてはデータ取得

API・提供 APIを開発したうえで、実証実験用システムを構築、セットアップし、東京臨

海部における実証実験において活用可能なものとして整備した。 

 

 

 

実証実験実施に必要となる重要性が高いデータを特定し、データ提供者と提供期間、

提供条件、費用等を協議・合意のうえ調達した。 

 

 

検討したユースケースおよび関係者との合意、費用試算に基づき、実証実験において

データ活用者に提供するデータを選定した。データ取得にあたっては無償または有償の

場合が考えられるが、いずれの場合もデータの取扱い（提供期間、提供条件、費用等）

を適切に設定し、覚書や契約書等を取り交わしたうえで提供を受けることとした。 

 

＜実施内容＞ 

●実証実験に必要となるデータの特定 

・社会課題解決の仮説をもとにユースケースを作成。各ユースケース必要となるデータ

を検討し、データ提供者及びデータの詳細内容について検討を行った。 

・社会課題解効果、データ入手状況、実証難易度を考慮して、2019年度に実証対象とす

るユースケースを選定した。 

 

●データ提供者との協議・調整、覚書・契約書の締結（提供期間、提供条件、費用等） 

・2019年度実証対象のユースケースで使用するデータについて、必要に応じてデータ提

供者と調整を行った。契約書及び利用申請書を提出した。 

  ZDC：2D地図データ、公共施設/商業施設 

 防災科研：道路状況、250mメッシュ地震データ、高解像度降水ナウキャスト 

SIP：3D高精度地図 

国交省：冠水想定道路 

 

●データの入手（無償または有償） 

・上記について無償、有償含めてデータを入手した。 
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購入したデータのうち、静的データについては、実証実験用システムに搭載できるよ

う、必要に応じデータ形式、項目等の加工・編集・変換等の処理を行った。動的データ

についてはデータ提供者のシステムと連携しデータを取得するための APIを構築した。

データ取得の仕組みについては、課題 aで検討・構築するポータルサイトの構成・内

容、API仕様、運用方針との整合を図った。構築した APIのイメージを以下に示す。 

 

 

図 3.2.1-2  実証実験システムにおけるシステム構成図 

 

なお、提供を受けるデータの形式、項目等はデータ提供者ごとに差異がある。提供を

受けるデータは、提供者が想定した用途に親和性の高い形式になる。新たな用途でデー

タ連携をする場合にはデータ形式の変換を実施する必要がある。本実証では提供された

データを加工し、リレーショナルデータベースに一度格納する方式を採用した。 

 

 

各種データをリレーショナルデータベースの形式に加工する手法を考案した。特に地

理空間情報を扱う場合は、PostgreSQL データベースで地理空間情報を扱うための拡張

である PostGISを活用した。3D高精度地図は XMLファイルで記載されているため、これ

を GISにおける標準的なファイル形式であるシェープファイルに変換するプログラムを

開発した。XMLファイルをシェープファイルに変換し、これを PostGIS の機能でリレー

ショナルデータベースの形式で格納できるようにした。その他の地理空間系のデータも

必要に応じてシェープファイルに加工し、PostGIS の機能でリレーショナルデータベー

ス上に保管する方式としている。 
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動的データ（車両運行情報、信号機情報等）については、データ提供者と協議のうえ

データ取得 APIを開発した。こちらもデータの保管はリレーショナルデータベースを使

用している。 

 

＜実施内容＞ 

●情報種別ごとの標準的なデータ仕様の検討（例：交通データ：GTFS-JP等） 

・同一の情報種別のデータを複数扱う機会が存在しなかったため、未実施。 

 

●静的データの加工・編集・変換 

・3D高精度地図をもとに、ユースケースで使用しやすい単位の情報に編集し、道路

（幅員/高さ）情報、交通標識情報を整備した。 

・物流ユースケースで使用するデータのうち、購入不可の情報（搬入口情報、休憩

スポット情報など）については、新たな情報として整備した。 

・End to Endナビではスポット情報を加工・編集し、スポット毎の付加情報に変換

できるようにした。 

 

●動的データの取得 APIの開発 

・第一期成果の IF仕様に基づき APIの開発を行った。 

・実証実験に参加していただくサービス開発者から意見を取り入れ、データ取得す

るための API の開発を行った。 

・取得 APIの対象は、搬入口情報、駐車場情報、休憩スポット情報、通行実績道路

情報、荷待ち情報である。 

・データ提供者が公開している APIを利用するし、以下の情報を動的に取得可能な

アプリケーションの開発を行った。 

防災道路情報、防災降雨情報、防災地震情報 

・End to Endナビでは、スポットにおける混雑情報について、更新される動的情報

を提供できる APIを検討した。 

 

 

 

実証実験システムに搭載するデータについて、データ活用者が利用するための仕組み

を構築した。データ活用に係る仕組み全体として、課題 aで検討・構築するポータルサ

イトの構成・内容、API仕様、運用方針との整合を図った。データ活用者が、さまざま

なアプリケーションやサービスの開発を行いやすいよう、標準的な仕様・方法での仕組

の構築を行うようにした。またデータ提供者と協議・合意した内容に基づき、適切にデ

ータのセキュリティの確保を図ることとした。 
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平成 29年度事業の IF仕様では、動的データと静的データの両方を同一のインタフェ

ース形式で提供していた。その方式はデータ活用者にとって利便性が高いと判断し、採

用した。静的データもすべて API形式での提供としている。 

データ形式はデータ活用者が利用しやすい形式であることを重視し、jsonファイルで

統一した。Webとの親和性が高い形式であり、データの幅広い利活用という目的に合致

すると考えたためである。 

またセミクローズな領域で協調領域データを自律的に成長させるための還流機能も構

築した。データ活用者が APIを利用し、実証実験システムにデータを登録する機能を実

装している。 

 

＜実施内容＞ 

●静的データ：ウェブサイトからのダウンロード機能、インタフェースの構築 

・以下のデータを提供するための APIを構築した。 

物流：道路（幅員・高さ）情報、交通標識情報、トラック向け搬入口情報、トラッ

ク向け駐車場情報、トラック向け休憩スポット情報、道路冠水想定箇所情報 

End to Endナビ：スポット情報 

 

●動的データ：データ活用者に提供するための APIの構築 

・以下のデータを提供するための APIを構築した。 

物流：通行実績道路情報、防災道路状況情報、防災降雨情報、防災地震情報 

End to Endナビ：混雑情報 

 

●データ仕様やサンプルデータ、API仕様等の情報の整理（ポータルサイトへの掲載） 

・データ活用者向けに、提供するデータの仕様書を整備した。合わせてデータ活用者

への理解/活用の促進を図るため、OpenAPI 形式で仕様を公開した。ポータルサイト

に yamlファイルを掲載し、データ活用者が API仕様を把握しやすいようにした。 

・考案した API仕様の詳細は「報告書別紙：報告書【別紙_API仕様】」として掲載す

る。 

 

 

 

準備したデータおよび APIを利用しつつ、実証実験用システムの構築・セットアップ

と稼働準備を行った。 

 
 

準備したデータおよび APIを実証実験用システムに搭載する。基盤システムはクラウ
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ドサービスを利用して構築し、適切なセキュリティ管理を行うった。 

 

＜実施内容＞ 

●クラウドサービスの調達 

・実証実験用の基盤システムのアーキテクチャは webシステムである。このアーキ

テクチャに対応したサービスの中から、セキュリティ機能も標準的に実装され、

広く一般的に使用されている AWS(Amazon Web Service)を選定した。 

 

●実証実験用の基盤システム構築（DBMS、ウェブサーバ、ユーザ認証システム等） 

・一般的な web3 層システム（webサーバ、APサーバ、DBサーバ）で構築した。 

 

●実証実験用の基盤システムへのデータ、APIの搭載 

・AWSの web3層システム上で動作するアプリケーションを構築した。 

 

●各種試験（単体試験、結合試験、稼働試験） 

・単体試験は社内で実施し、その後サービス開発者からの疎通確認を実施した。 

 

●保守・運用計画の策定 

・2019年度はユーザ、時間帯が限られる前提でシステム運用を実施したが、2020

年度に向けて長時間サービス提供をするための拡張が可能な方式としている。 

 

●データ活用者に向けたマニュアル等の作成 

・APIのデータ形式の定義書に、接続先 URL等の利用に向けた情報を記載した。 
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図 3.2.1-3 実証実験システムの画面・機能イメージ及び実証風景 

（物流事業者向けサービス分野） 
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図 3.2.1-4 実証実験システムの画面・機能イメージ及び実証風景 

（End to End のマルチモーダルナビゲーションサービス分野） 

  

ユーザ情報の登録

ユーザに性別や人数、興味が
あるジャンルについて登録して

もらうことで、個人の属性
情報として蓄積する。

旅行スポットの登録

個人の属性情報に
合わせ、人気があったり、
利用しやすいスポットが

優先的にレコメンドされる。

動的情報のキャッチアップ

気象情報・運行情報・
Twitterから集計した混
雑度合などの動的情報を
キャッチアップし、ユーザによ
り快適なスポット情報を通

知する。
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 実証実験及びヒアリング調査 

実証実験のためのシステム・アプリケーションを開発し、エンドユーザを交えながら、

各ユースケースの実証・評価ポイントの検証を実施した。 

 

 

課題 aで構築したポータルサイトを利用することで、安心安全な運転環境の提供や労働

環境の改善等の提供といった価値をどの程度提供できそうかを検証することを目的に、ユ

ーザ間で交通関連情報の地理系データを協調的に提供・活用するためのアプリケーション

のデモンストレーションを実施した。 

ヒアリング調査は、デモンストレーション内容を対象者に説明し、検証内容に対する評

価をいただいた。また、ポータルの活用やデータ連携に期待をされている点についても併

せてコメントをいただいた。 

実証実験及びヒアリング調査で検証する項目、実証実験コース、実証結果について下記

の通り整理した。 

 

 

●ポータルに提供されるデータが、安心安全な運転環境等にどの程度寄与できそうか 

●ポータルに提供蓄積された協調領域データ（交通関連情報）に価値を見出せるか 

 

 

 

図 3.2.1-5 「物流事業者向けサービス」の実証コース 

 

ルート

開始：ヤマト運輸 東京主管支店

配送先１：有明コロシアム

休憩スポット：東京港有明サービスセンター

配送先２：アクアシティお台場

配送先３：お台場 大江戸温泉物語

終了：東京プリンスホテル

道路制限

A.車幅制限道路：有明埠頭

B.車高制限道路：青海縦貫線

C.通行実績なし道路：青海縦貫線

D.冠水想定道路：湾岸アンダー

E.通行不可道路：レインボーブリッジ

交通標識

F.規制標識：1.最高速度(323)

2.徐行(329)

3.一時停止(330)

D

A

B

E

C

ヒヤリハット（急減速/急ハンドル地点）

G.急減速実施：台場駅前

G

F3

F2

F1
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図 3.2.1-6 「物流事業者向けサービス」の実証におけるルート別アプリケーション画面 
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図 3.2.1-7「物流事業者向けサービス」の実証における道路制限別アプリケーション画面 
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震
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ルート回避

豪雨被害を設定

地震被害を設定
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2月後半から 3月前半に以下の 3社に対してヒアリングを実施した。ヒアリング先ご

との結果詳細については、「報告書別紙：報告書【別紙_ヒアリング結果】」に記載して

いる。 

 

表 3.2.1-12  ヒアリング先及び選定理由 

ヒアリング先 選定理由 

事業者Ａ 

（ヒアリング対象人数：2

名） 

 大手運輸企業グループの ITを支える子会社とし

て、同グループの物流業をはじめ製造業や卸売業

など様々な業種の企業にソリューションを提供し

ている 

 トラック運転経験や運行管理経験があるもののほ

か、SCM やロジスティクスの課題解決に向けたデ

ータ活用経験がある方がヒアリング対応可能 

事業者Ｂ 

（ヒアリング対象人数：2

名） 

 同社は乙仲業者であるが、グループ会社に物流機

能を設けている 

 トラック運転経験のある方がヒアリング対応可能 

 運行管理者経験のある方がヒアリング対応可能 

事業者Ｃ 

（ヒアリング対象人数：1

名） 

 物流コンサルティングサービスの提供にあたり、

「データドリブン（Data-driven＝データに基づい

た論理的な解決アプローチ）」を強みに持つことか

ら、本事業の主要論点であるデータ還流等に関す

る議論が可能 

 

 

ポータルに提供されるデータの安心安全な運転環境等への寄与度については、プロー

ブ情報や交通状況、防災情報の動的・準静的情報を用いた危険回避が実現できたためト

ラック運転者にとって安心・安全な運転環境の提供につながったほか、搬入口や休憩

所、道路情報、交通標識等の静的情報を考慮したルート案内が実現できたことで、トラ

ック運転者の労働環境の改善にもつながった。 

また、ポータルに提供蓄積された協調領域データ（交通関連情報）の価値について

は、使用目的が公共（業務合理化や防災等）であれば、自社で抱え込むより共有するメ

リットの方が大きく、協調領域として有用であるとのヒアリング結果を得られた。 

以上より、事業用車両向けに、他用途でも重要性が高いデータや防災分野のデータが

連携したサービスを実現できたことから、物流以外の領域の事業者向けサービスへも展

開できる可能性を見いだせた。 

動的情報で他分野間データ連携を行う上では、今回の実証で連携した防災以外の分野

においても、データ連携方式や更新頻度など、時間的な整合性をいかにもたせるかがポ

イントとなる。 
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課題 aで構築したポータルサイトを利用することで、データ利用者が認知していないデ

ータや、これまでに気づかなかったデータ活用方法が可能になること、また動的情報の提

供により、従前よりもパーソナライズされた移動手段（自動運転含む）を組み合わせたス

トレスフリーな移動支援ができることの検証を目的に、実証実験シナリオに沿い、実証関

係者で、全ユースケースで提供するサービスを利用して機能評価及び課題抽出を実施し

た。 

実証実験及び内部検証で検証する項目、実証実験コース、実証結果について下記の通り

整理した。 

 

 

●ポータルに提供されるデータが、従前よりもパーソナライズされた移動手段（自動

運転含む）を組み合わせたストレスフリーな移動支援にどの程度寄与できそうか 

●ポータルに提供蓄積された協調領域データ（交通関連情報）に価値を見出せるか 

 

 

 

出典）NTTデータ作成 

図 3.2.1-8 「End to End ナビ」の実証エリア 
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図 3.2.1-9 「End to End ナビ」の実証における他の移動手段の情報提供イメージ 

 

 

エンドユーザの属性情報等を考慮した、天候や混雑状況等の動的情報の変化に応じ

た、適切な交通手段やルート案内の機能を実装でき、ポータルに提供されるデータが、

従前よりもパーソナライズされた移動手段（自動運転含む）を組み合わせたストレスフ

リーな移動支援に寄与した。 

また、ポータルに提供蓄積された協調領域データ（交通関連情報）の価値について

は、アプリ経由で収集できる行動実績及び滞在時間等の情報がマーケティングなどに有

効活用できる情報となり得るため、ポータルを介して流通する協調領域のデータとして

他分野でのデータ活用価値が見いだせた。 

今回の実証では、データ利用者が認知していない動的情報を利用することで、従前よ

りもパーソナライズされたサービスを実現できたことから、多種多様なデータを集約

し、容易に検索可能な形で提供することが、新たなサービス創出の可能性となりうるこ

とを見いだせた。 

動的情報の利活用において、蓄積するユーザ属性及び行動実績（訪問したスポット情

報）の汎用性や情報粒度について、匿名化に関するルールや技術の整備および、様々な

用途に応じた検証が重要である。 

 

  

目的地までの交通手段

（鉄道）での混雑が予

想されるため、レンタ

サイクルへの移動手段

変更をレコメンド（サ

イクルポートまでのル

ート案内） 
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 日本自動車工業会イベントの企画 

自動運転に対する一般の方々の理解促進等を図るため、日本自動車工業会と連携したイ

ベントにおいて、Society5.0 の姿を広くアピールできるような企画提案を行う。 

 

 

日本自動車工業会と連携し、技術体験型のイベントを実施することを想定する。

Society5.0の世界観を幅広い体験してもらうために、開発したサービスを一般向けに公開

することも検討している。東京臨海部地域での他の取り組みと連携したサービスも企画を

検討する。また実際にアプリケーションを操作せずとも本事業を理解していただくために

動画コンテンツ作成を企画した。動画コンテンツ等の展示により、さらに幅広い層へのア

プローチを試みる方針である。 

 

 

東京臨海部実証実験フィールド近隣に会場を用意し、多くの来場者に対して本事業の取

り組みをアピールする。具体的には以下の内容を含む体験型のイベントを予定する。 

 

 

●本事業の背景、取り組み意義、目指すべき世界観など、来場者に対して本事業の意義

を解説したムービー、ポスター等を用意し会場でイベント期間中掲示する。来場者に

対してわかりやすい目線で事業の意義をアピールし、自動走行の実現に向けた機運を

高める。 

●東京臨海部エリアの地図、衛星画像などを大型ディスプレイに表示し、東京臨海部実

証実験と連係する交通環境情報を視覚的に表示する。（信号灯色の時間変化や、自動

走行車両の走行位置などのマッピング、エリア内道路の混雑度などを想定） 

●本事業で予定の２つのユースケースに対して、ユースケースの意図や概略を記載した

パネルを掲示し、デモアプリケーションを展示する。説明員が解説を行いながら実証

アプリを実体験する。 

 

 

現時点でのイベント会場でのデモ企画は、具体的に下記のようなものを想定する。一

般の来場者が理解しやすいように視覚的なデモを中心とする。企画の具体的な内容につ

いては SIP関係者とすり合わせの上、実施範囲を調整する。 
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図 3.2.1-10 イベントにおけるデモの実施イメージ 

 

このイベントにおいて来場者、関係者に対するヒアリングやアンケートを行い、本事業

の取り組みに対する理解度やシステムに対する評価内容の集計を行う。ここで得られた知

見、指摘事項は本事業で得られた課題として整理、分析を行い、事業報告として取りまと

める。 

 

 

 データ仕様・ルールの確認と今後の活用検討 

ユースケースの実現に資するデータならびにルールを検討するため、SIP第一期成果の

内容、要求事項等が今回検討の仕様に対応することの確認を行った。 

 

 

SIP第一期成果、要求事項等について確認・整理した。また、今回検討・実証するデー

タや APIについて、上記仕様に対応・合致したものであるか、各実施項目における検討遂

行において確認を行った。 
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表 3.2.1-13  SIP第一期成果を踏まえた留意事項及び 2019年度実施・検討内容 

SIP第一期成

果 

特に留意すべ

き事項等 
2019年度の実施内容 2019年度の検討内容 

データ仕様書

（サービスプ

ラットフォー

ムフォーマッ

ト編） 

フォーマット

の統一（共通

ヘッダの付

与） 

第一期の成果を踏まえ、

交通以外（物流、施設）

のフォーマットについて

検討し、プローブ情報や

位置情報を持たないデー

タを考慮した。 

第一期のフォーマットは位

置情報を持たないデータに

も拡張可能な形式となって

いる。 

データ形式

（CSV形式） 

サービス開発者の合意の

もと、データ提供者にと

って実装負担が少なく、

サービス開発者にとって

もデータの利用が容易と

想定される json形式の

インタフェースとした。

SIP第 1期は CSVを使用

しており、実装を変更し

た箇所である。 

一般的にデータ形式の変換

は大きな作業コストが生じ

る。幅広いデータの利活用

を促すためには、データ提

供者とサービス開発者の双

方にとって利用が容易なフ

ォーマットであることが望

ましい。一方で、利用が容

易なフォーマットは業種や

ユースケースによって異な

ることも想定される。デー

タ提供者側で様々なフォー

マットを準備することは負

担となるため、データ形式

のフォーマット変換を支援

する機能や仕組みがポータ

ルにあることが、ポータル

の価値を高めることにつな

がると考えられる。 

また、仕様が位置情報あり

きのものであるため、位置

情報を保持しないデータの

個別データ部仕様の検討が

別途必要と考えられる。 

 位置情報を保持しないデ

ータ：混雑情報、カテゴリ

別ユーザ行動実績 

その他 データ毎のデータ提供者

と形式、提供システムを

整理し、Excel形式で保

管。 

データ保有主体においてデ

ータの項目、形式、データ

を保有・提供システム等は

紙媒体・Excel等異なる。

提供元の既存の業務内容に

依存している可能性が高

く、変更する場合は顧客の

業務自体に影響が出る可能

性がある。 
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表 3.2.1-14  SIP 第一期成果を踏まえた留意事項及び 2019年度実施・検討内容（２） 

SIP第一期成

果 

特に留意すべ

き事項等 
2019年度の実施内容 2019 年度の検討内容 

情報提供 API 

仕様書 

リクエスト形

式 

SIP第 1期の成果をもと

に、共通ヘッダとして、空

間と時間指定を設定した。

リクエストとしてサービス

開発者の要件を満たしてい

る。 

情報提供のノウハウが少

ない事業者向けに、ヘッ

ダ構成のひな形として提

供することも検討可能。 

レスポンス形

式 

SIP第 1期の成果をもと

に、共通ヘッダとして、空

間と時間指定を設定した。

サービス開発者の要件を満

たしている。 

情報提供のノウハウが少

ない事業者向けに、ヘッ

ダ構成のひな形として提

供することも検討可能。 

データの分割

送信 

SIP第 1期の成果をもと

に、インタフェース上は定

義したが、サービス開発者

の利用要件無。動的、準動

的データをリアルタイムに

受信する場合、巨大なデー

タを扱う要件がなかったた

め。 

動的でかつ巨大なデータ

を扱う場合は検討の必要

がある。 

エラーコード SIP第 1期では定義なし。

正常系でデータ０件の場合

と、ＵＲＬ誤り等によるエ

ラーの場合を明確に区別す

ることとした。 

エラーコードは APIの特

性により決定する必要が

あり、一律に定義するの

が難しい。 

その他 なし システム要件（リクエス

トの上限回数、認証方式

等）を考慮したルールの

整備が必要と考えられ

る。 

情報取得 API 

仕様書 

リクエスト形

式 

SIP第 1期の成果をもと

に、共通ヘッダとして、空

間と時間指定を設定した。

リクエストとしてサービス

開発者の要件を満たしてい

る。 

情報提供のノウハウが少

ない事業者向けに、ヘッ

ダ構成のひな形として提

供することも検討可能。 

レスポンス形

式 

SIP第 1期の成果をもと

に、共通ヘッダとして、空

間と時間指定を設定した。

サービス開発者の要件を満

たしている。 

情報提供のノウハウが少

ない事業者向けに、ヘッ

ダ構成のひな形として提

供することも検討可能。 

データの分割

送信 

SIP第 1期の成果をもと

に、インタフェース上は定

義したが、サービス開発者

の利用要件無。動的、準動

動的でかつ巨大なデータ

を扱う場合は検討の必要

がある。 
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的データをリアルタイムに

受信する場合、巨大なデー

タを扱う要件がなかったた

め。 

エラーコード SIP第 1期では定義なし。

正常系でデータ０件の場合

と、ＵＲＬ誤り等によるエ

ラーの場合を明確に区別す

ることとした。 

エラーコードは APIの特

性により決定する必要が

あり、一律に定義するの

が難しい。 

 

表 3.2.1-15  SIP 第一期成果を踏まえた留意事項及び 2019年度実施・検討内容（３） 

SIP第一期成

果 

特に留意すべ

き事項等 
2019年度の実施内容 2019 年度の検討内容 

その他 3D 高精度地図 

自動運転以外

の分野での活

用 

道路標識、高さ、幅員を利

用する、という要件を満た

すための最小限のデータ構

成を検討し、地物と属性の

みのシンプルな形で RDBに

取り込んだ。 

自動運転用途の地図データ

であるが故、他分野で既存

の地図と重ねて利用する場

合に、サービス開発者にと

って余分となる情報が多

い。 

一方で 3D高精度地図の仕

様が複雑であり、データ量

も膨大である。サービス開

発者にとって必要な情報

を、を読み解いて抽出こと

は学習コストが高い。 

必要なレイヤの地物と属

性のみをシェープファイ

ルや KML 等の任意の形式

で抽出できる共通的なサ

ービスが提供されれば、

幅広い活用が見込める可

能性がある。3D高精度

地図をソースとした地図

のＡＰＩ配信の可能性も

考えられる。 
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ユースケースの中で利用するデータの候補として、府省庁連携防災情報共有システム

(SIP4D)により集約された情報の活用を検討した。 

 

 

今回のユースケースで用いるデータの候補として、SIP4Dで提供されているデータの

確認を行った。実際にどのような形で提供されているか、SIP4Dのシステム連接仕様を

確認するとともに、実証期間中の実際の提供状況を踏まえて、利用できるものは利用し

た。 

 

 

物流事業者向けサービスにおいては、収集された被災箇所や災害の規模等から想定さ

れる被害箇所の情報などを配送ルートのアルゴリズムに取り込んで予測し、ドライバー

に情報提供を行うことなどを検討した。 

また、End-to-Endマルチモーダルナビにおいては、移動先の情報を出発前に提供して

行動変容を促すなど、具体的なシーンの中で取り込む事を検討した。 

また、相互情報共有を基本的なコンセプトとする SIP4Dとの連携について、SIP4Dに

対して以下の観点でのヒアリングを行い、結果を取りまとめた。 

 

●SIP4Dからの準動的情報の提供可否と交通情報基盤での活用に向けた技術面、運用

面における課題 

●物流事業者向けサービスおよび End-to-Endマルチモーダルナビの２つのユースケ

ースにおいて利用者から得られる情報（道路の通行実績情報等）防災観点での有用

性や活用に向けた技術面、運用面における課題 

●防災の観点からみた、プラットフォーム間連携の対象としての交通情報基盤に対す

る期待 

 

 

  表 3.2.1-16および、表 3.2.1-17に 2019年度の実施内容、検討内容を示す。 
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表 3.2.1-16  SIP4Dの活用に関する留意事項及び 2019年度実施・検討内容 

SIP第一期成果 
特に留意すべき

事項等 
2019 年度の実施内容 2019 年度の検討内容 

地震津波情報 SIP4Dに集約さ

れた災害情報と

連携し、実験用

アプリケーショ

ンの利用者に最

新の災害状況を

注意喚起として

通知する。 

・SIP4D と API連携するこ

とで「250mメッシュ地震

データセット」、「高解像

度降水ナウキャスト」を

活用 

・地震発生時は、道路へ

の影響が把握できない中

で、被災エリア全体を回

避したルートを案内する

ことで、ドライバーに対

して安心・安全な運転環

境を提供 

・豪雨発生時は、降水量

に応じて、冠水が想定さ

れる道路を回避したルー

トを案内することで、ド

ライバーに対して安心・

安全な運転環境を提供 

→250m メッシュと高

精度な情報である反

面、ナビアプリでは

処理に時間を要して

しまう。 

→付加価値機能とし

て、運用形態に合わ

せてメッシュ単位を

集約することができ

ると良い。 

緊急避難場所 SIP4Dに集約さ

れた緊急避難場

所情報と連携

し、災害発生時

に実験用アプリ

ケーションの利

用者に対して、

近隣に存在する

避難場所情報を

提供する。 

実施なし。End to Endナ

ビで利用検討をしたが、

避難所へのルート案内を

することによるナビ事業

者への責任範囲を明確化

できなかった。避難所の

場所のみを表示すること

は、そもそも避難所が地

元住民のための施設であ

ることから、外部からの

訪問者が利用する今回の

ユースケースにそぐわな

いと判断。 
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表 3.2.1-17  SIP4D の活用に関する留意事項及び 2019年度実施・検討内容（２） 

SIP第一期成果 
特に留意すべき

事項等 
2019 年度の実施内容 2019 年度の検討内容 

渋滞情報・車両

通行実績データ 

発災時に SIP4D

に集約された近

隣の渋滞情報、

車両通行実績デ

ータと連係し、

実験用アプリケ

ーションの利用

者に対して数位

の通行ルートに

対する参考情報

として提供す

る。 

・SIP4D と API連携するこ

とで「道路状況（地方整

備局）」、「道路状況

（都道府県）」を活用 

・通行止めなどの道路を

回避したルートを案内す

ることで、ドライバーに

対して安心・安全な運転

環境を提供 

→付加価値機能とし

て、座標点列から代

表的な地図（VICS車

道リンク、高精度３

次元情報地図等、公

的な性格を持つも

の）の車道リンクと

紐づけがおこなわれ

ると良い。 

 

 

 課題 b の 2019年度成果及び抽出した課題の総括 

 

第 1章で述べた中間目標に対する達成度合いと、抽出した課題について記載する。 

 

 

  「データ連携やポータルサイトの価値を最大化するユースケースである物流事業者向

けサービスやパーソナルナビサービスをサービス事業者と連携のもと開発し、エンドユ

ーザを含む関係者の評価がなされていること。」が中間目標のその１である。 

  2019年度の取り組みにおいては、物流と End to Endナビのサービス開発を実施し

た。サービスに対する関係者の評価もヒアリングという形で実施している。ヒアリング

ではデータ連携するサービスが社会課題解決に貢献するとの評価をいただいており、中

間目標は達成していると判断した。 

  一方で、サービス利用者が必要としているデータがまだ不足していることも確認して

いる。例えば物流事業者でのヒアリングにおいては「通行実績は交差点で右左折が可能

かの情報も重要」など、業界特有のニーズがあることも確認した。このようなニーズを

ポータルに登録し、シーズとマッチングさせることがより利便性の高いサービスの開発

につながると思われる。ポータルでのニーズ・シーズのマッチングが進み、サービス利

用者にとって価値の高いデータが提供されることを期待する。 
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「アプリケーションやサービスの開発にて利用するデータを中心に、他の用途でも重

要性が高いデータを収集し、ポータルサイトを経由して検索・閲覧・提供しているこ

と。」が中間目標のその２である。 

2019年度の取り組みとしては、ポータルに掲載されたデータを提供する API群を構築

した。この際に SIP第 1期の成果を活用しつつ、データ活用者にとって利用しやすいデ

ータ形式での提供を心掛けた。API群は webに親和性の高い json形式で提供し、3D高

精度地図は複雑かつ大量のデータを整理して提供した。これらの実施内容から、中間目

標は達成していると判断した。 

抽出した課題として、変換するデータの形式の選択がある。特に他分野連携の場合、

分野ごとに望ましいデータの形式が異なることが想定される。その場合多種多様なデー

タ形式への変換が必要になるため、どこでデータ変換を実施するかは課題となる。ポー

タルとして複数のデータ形式への変換機能を一元的に提供し、ユーザの利便を図ること

も考えられる。 

また、ポータルサイトに登録されているデータの件数も課題である。ポータルで扱え

るデータの種類が多くなれば、より価値のあるサービス開発が実施可能になる。 

そして、セミクローズの協調領域の実証の拡張も課題である。第 2 章で述べた通り、

協調領域となるデータはポータルサイトとの連携することで新しい価値を生むことがで

きると考えている。2019年度は限られた社数と事例にとどまったため、2020年度以降

に扱うデータを拡張し、課題抽出をさらに行うべきである。 

 

 

「G空間情報センターや防災情報共有システム(SIP4D)等により集約されたデータを活

用した実証サービスを提供していること。」が中間目標のその３である。 

  G空間情報センターからはバリアフリー情報を収集し、パーソナルナビのサービスに

組み込んだ。防災情報共有システム（SIP4D）からは災害情報をデータ連携し、物流の

ルート案内のインプット情報とて活用した。上記から、中間目標は達成していると判断

した。 

  抽出した課題としては、他分野連携の際のデータ特性の理解を促す仕組みの構築であ

る。防災情報共有システムから提供いただいたデータのうち、「建物倒壊度」について

は、防災科研様から災害発生後の提供の迅速さや、使用が想定されるケースなどの情報

をいただき、それらを判断材料として、サービスの機能を開発した。一般に他分野連携

では、連携されるデータに関する知識が乏しいことが想定される。データ提供者側が想

定される利用シーン等をポータル等で発信する仕組みがより幅広いデータ連携につなが

る可能性がある。 

  また、2019年度は他分野のデータを本事業が利用することは実施できたが、本事業の

データを他分野に提供することには至らかった。他分野にもニーズがあるデータを扱え
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るようにすることも課題である。 

 

 

「2020.7に予定される実証実験・イベントにおいて、開発したアプリケーションやサ

ービスを用いて、アピールできるような企画が策定されていること。」が中間目標のそ

の４である。 

  一般向けにアピールするためのイベントが一般社団法人日本自動車工業会の主催で

2020年 7月に予定されている。この場においてポータルで集めたデータの活用例の展示

を行う準備を実施した。東京臨海部地域での他の取り組みとの連携を視野に入れつつ、

開発したサービスを一般向けに公開することや、取り組みに対して広く理解を促すため

の動画コンテンツ作成を企画した。このことから、中間目標は達成していると判断し

た。2019年度も引き続き効果的なアピール方法を検討する。 

 

 

 課題 bでは、ポータルに集まるデータを活用することで分野間のデータ連携が進み、

Society5.0の実現に寄与するかを検証している。そのために特定分野におけるユースケー

スを設定し、データを活用することで新たな価値を生むことができるか、実証実験を実施

している。これに対し、物流とパーソナルナビの両方のユースケースにおいて、ヒアリン

グでは効果が見込めるという結果を得ている。また、自動運転に関連するデータ活用や協

調領域データも含めて、東京臨海部実証ではデータ活用の有効性が確認できた。これらの

点は検証内容を肯定するものであると判断できる。 

 一方でデータの協調領域を作る取り組みについて、2019年度は各ユースケースで 1社の

み参加する実証実験となった。データ連携の中でも重要な要素であり、複数社での実証実

験を実施することで更なる課題抽出が見込まれる。協調領域データについては、オープン

にするデータとクローズにするデータの分け方、個人や会社の特定を避けるためのデータ

提供の方法など、現時点でも想定できる課題があり、それらの解決策も今後検討を進める

必要がある。また、協調領域のデータに対するルール面のさらなる検討も必要である。 

 また、他分野連携を進めるためには Societry5.0 のリファレンスアーキテクチャの複数

のレイヤで相互接続することが望まれる。今回の実証では「データ」レイヤでの連携とな

ったが、複数のデータを組み合わせて処理した結果を返却する APIを提供しているデータ

提供者も存在し、これは「機能」レイヤにマッピングするものとも考えられる。サービス

開発者としては様々なレイヤで相互接続できることが多様なデータを活用する面からは望

ましい。より多くのデータが活用されるためには、データ連携のための「ビジネス」、「組

織」、「ルール」の階層を整備し、他分野との相互接続をより推進する必要がある。 
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 SIP自動運転（システムとサービスの拡張）の「東京臨海部実証実験」地域におけ

る交通環境情報等の地理系データの整備・構築に向けた調査・研究（FY2020) 

 全体概要 

2020 年度は、業界共通課題の解決につながる協調データの候補に対し、物流業界で生

成されるデータを活用したユースケース（休憩スポット情報生成、通行実績情報生成、

搬入口情報生成）を設定し、他分野でも活用可能な物流分野のデータの検討、および協

調領域データ候補の生成・提供可能性に係る仮説を構築した。 

仮説検証にあたり、SIP 第 2 期/自動運転（システムとサービスの拡張）/プローブ等

車両情報を活用したアーキテクチャに基づく物流効率化のための調査・実証事業の実証

で対象としているデータに関して、データの種類、各々のデータの提供性及び有用性、

仕様等について事業関係者との議論を実施した。 

なお、データの提供性及び有用性については、Society5.0 のリファレンスアーキテ

クチャに基づき、ルール（法規）、ビジネス（商慣習、各種規約、ビジネスモデル等）、

テクニカル（ユースケース毎のデータ利用・加工）の 3 つの観点で課題を設定し、解決

の方向性を検討した。 

ルール面においては、物流業界における特殊事例や要件はないが個人情報保護法や不

正競争防止法等の遵守に観点から、中間生成データに秘匿化処理を施すことが必要であ

るとの結論に至った。ビジネス面では休憩スポットの定義づけや荷主情報の秘匿化の対

応、テクニカル面では元データ仕様に応じたデータ加工処理、同じ仕様等のデータにお

いても意味合いが異なる場合の区分け方等の取組みが必要であるとの結論に至った。 

また、SIP 第 2 期／自動運転（システムとサービスの拡張）／モビリティ関連データ

の利活用促進に向けた環境整備事業の関係者に対して 2019 年度実証事業におけるユー

スケースの詳細情報を提供する等、他の関連 SIP 事業との連携を実施した。 
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図 3.2.2-1 2020年度事業の取組み概要 

 

 全体スケジュール 

2020年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、自工会との連携イベントが延期と

なったため、 MD communet 紹介動画を作成し、SIP-adus workshopや SIP-Café※1、中間

成果発表会等、プロモーションの場において公開を行った。 

SIPプローブ等車両情報を活用したアーキテクチャに基づく物流効率化のための調査・

実証（以下、SIP物流効率化）受託者と連携し、具体的なデータ項目レベルでの検討を年

度末に向けて実施した。 

 

 

図 3.2.2-2 全体スケジュール 

 

他分野でも利用用途が見込ま
れるデータの整理

協
調
領
域
化
デ
ー
タ
候
補

に
係
る
検
討

物流分野実施内容
物流/他分野で協調領域化可
能なデータの抽出・生成

• 物流事業者の取組みや課題等から物流
業界における重要キーワードを抽出

• キーワードに紐づくデータ候補の抽出

• SIP物流効率化事業者からデータ提供一
覧の入手

• キーワードに関連するデータ候補と、物流
分野から提示されたデータ提供一覧のマッ
チング

• 物流分野で協調領域化可能なデータを
抽出

協
調
領
域
化
デ
ー
タ
の
有

用
性
及
び
提
供
性
に
係
る

検
討

協調領域化可能なデータに基
づくユースケースの選定

データの有用性・提供性の確認、課
題整理、データ提供フロー検討や技

術的処理仕様の検討

課題解決に向けた方向性及び
サービス創出イメージの検討

• 物流分野で協調領域化可能なデータに
紐づく重要キーワードが関連するユース
ケースを抽出

• ユースケースについてはFY2019までに検
討したユースケースを母体とした

• SIP物流効率化事業者とユースケースで
扱うデータの有用性および提供性に係る
課題を抽出

• データの提供性の向上（協調領域化）
を図るため、Society5.0のリファレンスアー
キテクチャを参考に、ルール・ビジネス・テク
ニカルの３つの観点で課題を想定し、取
組み案を検討

• SIP物流効率化事業者とのディスカッショ
ンを踏まえて抽出した、データの協調領域
化に向けた課題および解決の方向性を踏
まえたサービス創出イメージを検討
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 調査研究内容及び手順 

 

2020年度は、業界共通課題の解決につながる協調データの候補に対し、物流業界で生成

される具体的なデータを活用してポータルで利用できるようにするための協調領域データ

の提供等に向けた課題抽出を実施した。 

まず、下図の①拡張するデータの検討においては、車両プローブ活用アーキテクチャの

検討及び協調領域化データ候補の再整理を実施した。 

次に、②分野内/分野間ユースケースの検討においては、SIP物流効率化事業における実

証内容及び実証データを再確認したうえで、2019年度事業で実施した物流分野及びナビ分

野の際に実施した実証実験のユースケースへのデータ活用の有用性及び提供性を確認し

た。 

その後、SIP物流効率化事業関係者とのディスカッションを踏まえ、データ連携に係

る、データ提供フローの検討及びサンプルデータでの机上検討、技術的処理仕様の検討を

実施した。 

 

 

図 3.2.2-3 調査研究内容及び実施手順 

 

 

他分野でも活用可能な物流分野の協調領域データ候補の生成・提供可能性を模索するた

め、SIP物流効率化の実証で対象としているデータに関して、データの種類、各々のデー

タ仕様などの確認を進めた。 

データ
活用者
層

データ
提供者
層

ポータル

・データ情報管理／利用

・コミュニティ支援

物流分野 ナビ分野

業務車両
協調領域

物流
協調領域

スポット
訪問情報

協調データ領域

データ活用者からの還流によ
り

データが自律的に成長

物流業界の事業者

サービス サービス

【データを活用したユースケースの拡張】 分野内／分野間ユースケース2

防災分野
関連情報

渋滞情報
混雑情報

3D高精度
地図

地図情報
気象情報 ・・・・・

【活用するデータ拡張】

物流分野：車両プローブ（走行実績）

ナビ分野：混雑情報、自動運転実証関連情
報、経路探索履歴

1

・・・・・

サービス

サービス

・
・
・

サービス

サービス

・
・
・

車両プローブ活用アー
キテクチャ検討
協調領域化

候補の再整理

SIP物流効率化事業
における実証内容/
実証データの確認

有用性の再確認

提供性の確認

提供時の仕
様検討

収集/生成時
の仕様検討

課題整理/
データ提供フロー検討

協調領域
データ仕様案

次年度実証
詳細計画立案

（他分野活用実証）

実施プロセス

技術的処理仕様の検討

サンプルデータでの机上検証

協調領域データの提供

②分野内／分野間
ユースケースの検討

①拡張するデータの検討
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他分野からの提供を期待する協調領域化データ候補（下図のデータ要求候補）として、

他分野でも利用が見込めるデータリストと、2019年度まで本事業で検討してきたデータ連

携・活用ユースケース（下図の SIP物流効率化の実施内容）を勘案し、物流/他分野で協

調領域化が可能なデータの抽出・生成を実施した。 

具体例としては、車両属性と休憩時間、位置情報等の複数の情報を掛け合わせて大型車

両が停車可能なスポットとして新たなデータを生成し、物流のみならず他の分野において

も課題解決に資するデータ生成を検討した。 

事業においては、上記データの有用性や提供性、データ連携に係る仕様等における課題

を抽出し、解決の方向性について、社会課題解決に資するサービス創出に向けた 2021年

度への取り組みにつながるよう、SIP物流効率化受託者との協働による検討を実施した。 

 

 

図 3.2.2-4 協調領域化データ候補に係る検討方針 

 

 

2019年度の物流事業者ヒアリングや、物流系のガイドライン、物流事業者の CSRから注

目や有用とされている取り組みやキーワードをピックアップし、物流分野も利用用途が見

込まれるデータ候補検討の土台とした。 

2019年度事業までのユースケース検討内容及び物流事業者等へのヒアリング結果に加

え、2020年度では最新の物流ビジネスの詳細や課題等に係る机上調査を踏まえ、改めて物

流課題に係るキーワードを抽出し、その概要（キーワードに対する物流事業者の声、CSR

情報、各種ガイドライン情報）を整理した。 

物流/他分野で協調領域化可能なデータの抽出・生成

生成例）車両属性×休憩時間×位置情報＝大型車両が停車可能な休憩スポット

日常点検項目の確認に
資する情報の取得

積載重量把握に資する
情報の取得

運行データ分析に基づく実態
把握や情報共有化

車両センサ情報 積載重量計
デジタコ／位置情報

タブレット操作

SIP物流効率
化側事業
実施内容

協調領域データリスト（他分野でも利用用途が見込まれるもの）

運転挙動関連／搬入口／車両種別通行実績／
荷待ち状況／休憩スポット・・・

データ要求
候補

検討内容
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表 3.2.2-1 協調領域データ候補リスト 

キーワード 概要（キーワードに対する物流事業者の声、CSR 情報、各種ガイドライ

ン情報） 

搬入口情報 ・搬入口がある建物に新規で届けることは稀だが、初めて訪問する場合

は有用である。 

・トレーラーの場合は搬入口までのルートのほうが知りたい情報である

が、搬入口までの情報（ルート含む）の共有はできていないのが現状。 

荷待ち情報 荷待ち情報共有は現状ドライバー間の個人レベルでしか実施されていな

いため、共有されることで効率化を図れる。 

なお、荷受け時間の想定には、納品量との関連性が高いため、それらも

含めて共有する必要があるだろう。 

休憩スポット情報 新規の配達先の場合、休憩先探しは手探りのため有用である。 

ただし、満空には注意が必要だろう。 

車幅・車高情報 ・出発前の事前のルート設定において利用価値が高い。市販のナビでは

車高制限の情報は無いので有用であるだろう。 

・曲がれるかどうかが分かると尚良い。車体の長さも加えると理論上計

算可能である。 

通行実績情報 ・出発前の事前のルート設定において利用価値が高い。動的情報変化へ

の対応や幅員や高さ情報との紐づけが出来れば有用であるだろう。 

・ドライバー間で共有している交通関連情報は共有されると効率化が図

れる。かつ、ドライバーも競争領域の情報とは思っていない。 

道路工事情報 警察や国交省、自治体、工事事業者など一元的に情報が管理されていな

いため。 

倒壊情報 災害支援時に、病院等に道路状況を電話確認したことがあるため、倒壊

情報などあると有用だろう。 

SA/PA 情報 トレーラーの SAPA の休憩場所が少ないことの問題は大きい。SAPA の満

空情報が共有されると良い。 

ドライブレコーダー

とデジタルタコグラ

フを一体化した通信

機能搭載の車載端末 

・従来デジタルタコグラフで収集していた速度や駐車位置情報などに加

え、ドライブレコーダーで収集する走行映像や GPS アンテナから得た情

報で作成する走行軌跡などの運行データを収集する一体型の車載端末

を、全集配車両へ順次搭載 

・ヒヤリハット体験箇所の登録の自動化や運転開始・終了設定 

ホワイト物流 物流に関わる企業等のイニシアチブである「ホワイト物流推進運動」に

賛同し、生産性の高い物流と働き方改革の実現に向け、取引先等の関係

者との相互理解と協力のもとで、物流の改善に取り組んでいます 

（国交省、経産省、農水省） 

ホワイト物流、取り

組み一覧 

参加企業のうち、どの取り組みを重点的に実施するか。 

→具体的実施取り組みは明示されていない。 

荷主と運送事業者の

協力による取引環境

と長時間労働の改善

に向けたガイドライ

ン 

物流業界の改善に向けた具体的な取り組み案が記載されているガイドラ

イン 

→国と民間共同で作成したガイドラインであるため、これをベースに物

流事業者は取り組みを推進しているという仮定で問題ないと判断。 

（国交省、厚労省、全ト協） 
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パレット情報 パレットが紛失してしまうケースが多いため、パレットがどこにあるか

位置情報が共有されていれば個々で回収しなくとも、誰か一社が回収す

ることで効率化を図れる。 

混雑情報 混雑時間帯を避けた配送計画をたてる取り組みということで、統計情報

として混雑情報を還流させて精度をあげる。 

 

また、FY2019事業までに検討したユースケースで抽出したデータのうち、SIP物流効率

化側でデータ利活用候補としているデータ（提供される可能性のあるデータ）を元に絞り

込みを行った。 
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表 3.2.2-2 提供可能性のあるデータリスト 

FY2019 までに検

討したユースケ

ースで有用とし

て抽出されたデ

ータカテゴリ 

データ名称 キーワード 

SIP物流効率化側

でデータ利活用候補

としている車両情報

との関連 

地図情報 ２D地図 

搬入口情報、荷待ち情報、休憩

スポット情報、車幅・車高情

報、通行実績情報 

― 

運転挙動(プロ

ーブ情報) 

位置 
搬入口情報、荷待ち情報、休憩

スポット情報、通行実績情報 
○ 

速度 荷待ち情報、通行実績情報 ○ 

急ブレーキ 通行実績情報 ○ 

急加速 通行実績情報 ○ 

急旋回 通行実績情報 〇 

プローブ情報

(トラック) 
位置(即時) 通行実績情報 ○ 

プローブ情報

(建設車両) 
位置(即時) 通行実績情報 ― 

プローブ情報

(バス) 
位置(即時) 通行実績情報 ― 

高度プローブ情

報 
― 通行実績情報 ― 

道路情報 

幅員 車幅・車高情報 ― 

高さ 車幅・車高情報 ― 

通行実績 通行実績情報 〇 

交通情報 

車両規制 道路工事情報 ― 

交通規制 道路工事情報 ― 

渋滞 混雑情報 ― 

公共施設情報 

位置 搬入口情報、荷待ち情報 ― 

出入口 搬入口情報 ― 

休憩スポット 休憩スポット情報、SA/PA情報 ― 

公共トイレ情報 位置 休憩スポット情報 ― 

防災情報 

道路状況 倒壊情報 ― 

地震 倒壊情報 ― 

降雨 倒壊情報 ― 

混雑情報 ― 混雑情報 ― 
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さらに他分野で連携できるデータであることを評価するため、ユースケース毎に第 1期

SIPで定義されている 6分野（物流、自治体、建設、パーソナルナビ、自動車サービス、

インフラ・エリア管理）での利用可能性も評価し、2020年度において具体化するユースケ

ース候補を抽出した。 

 

図 3.2.2-5 他分野連携の可能性があるデータリスト 

 

 実施内容 

 

データの協調領域化に向けた仮説構築について、①SIP物流効率化側でデータ利活用候

補としている車両情報をアセットとしたデータの流通、②アセットから抽出したデータの

活用に係る課題について、ユースケースを設定して検討した 

 

 

拡張するデータの検討をするにあたり、「図 3.2.2-5 他分野連携の可能性があるデー

タリスト」で有用性の確認を行い、一定の評価を得ているデータを利用したユースケース

を選定し、2020年度検討の対象として設定した。 

 

表 3.2.2-3 設定したユースケース 

 

 

 

データを提供するにあたり、実際に取得される車両プローブデータ等は、プライバシー
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情報を含んでいることや、膨大なデータ項目やデータ量のため、そのままの状態では扱い

にくい。そのため、加工処理や他のデータとのマッチングにより、データ提供の可能性を

模索し、データの利用価値を高めることができると想定した。 

 

 

図 3.2.2-6 車両プローブ情報のデータの加工・組み合わせフロー例 

 

データの処理概要については、アセットからのデータ抽出、加工を行い、加工データを

用いることでサービス創出されることを一連のフローとし、検討した。 

アセットから取得したデータのうち、協調領域化可能な形式へ抽出したデータを「加工

データ（データ層）」と定義し、加工データ（データ層）に外部のデータと組み合わせた

データを「加工データ（機能層）」と定義した。加工データ（機能層）で生成された情報

を組み合わせていくことで、価値あるサービスの創出に繋がると考える。 

抽出処理はアセットデータの検索や結合を行い、加工処理は、外部から取得したデータ

と合わせて価値あるデータを生成することを想定した。 
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・
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データ
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紐づけや、データ

粒度の調整

休憩スポット
判定機能

荷待ち状況
判定機能

新たな
サービス

・
・
・
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図 3.2.2-7 データの抽出・加工処理フロー 

 

データの処理概要まで検討したうえで、提供性の見込めるデータに対し、提供性の向上

（協調領域化）を図るため、Society5.0のリファレンスアーキテクチャを参考に、ルー

ル・ビジネス・テクニカルの３つの観点で課題を想定し、取組み案を検討した。 

 

 

図 3.2.2-8 データの協調領域化に向けた仮説構築における 3 つの観点 

 

「表 3.2.2-3 設定したユースケース」（休憩スポット情報提供、通行実績情報、搬入

口情報）に使用するアセット層データについて、抽出方針を定めたうえで、データの協調

領域化に向けた課題および取組みに係る仮説を構築した。 

 

CAN:FMS

電子
データ化

抽出処理

デジタコ

運転日報

加工処理

加工データ（データ層） 加工データ（機能層）

スポット情報

緯度
経度
名称

・休憩スポット情報
・車種別通行実績情報
・搬入口情報

道路リンク情報

加工データを用いた
サービス創出

緯度
経度
リンク

勤務情報

エンジン情報

外部取得データ

ルール

ビジネス

テクニカル

ルール

ビジネス

テクニカル

法律、規則（例：個人情報保護法、営業機密）

サービス、規約・契約、商習慣

ユースケース毎のデータ利用・加工
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図 3.2.2-9 ユースケースごとに設定したデータの協調領域化に向けた課題および取組み 

 

構築した仮説を基に、データ提供フローや、サンプルデータでの机上検証、技術的処理

仕様といったユースケースの詳細検討を実施した。 

 

➢ ユースケース① 休憩スポット情報生成 

トラックが停められる休憩スポットの情報が共有されていないという問題点の解決に寄

与するユースケースを検討した。 

物流ドライバーが日々利用する道の駅やコンビニ、ガソリンスタンド等の休憩スポット

情報を、デジタコのデータ等を活用し生成する。 

これにより、ナビでの周辺休憩スポットを検索することや予め休憩スポットをルートの

中に盛り込むことが可能になると想定。 

  

ルール
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図 3.2.2-10 休憩スポット情報生成フロー 

 

ユースケースを実現するための、アセット層となるデジタコから取得するデータを想定

し、リーガル・ビジネス・テクニカル面の課題を解決すべく抽出処理による対応方法を検

討した。 

 

表 3.2.2-4 データ定義（通信型デジタコ：車両の現在位置、速度） 

項目 説明 サンプル 備考 

時刻 時刻 2021/01/01 

01:00:00 

 

デジタコ車両 ID 車両単位のユニーク

な ID 

000A,0001 各メーカーによって

異なる形式 

緯度 10進表記 35.0000  

経度 10進表記 139.0000  

車両速度 時速キロメートル 60.0  

 

表 3.2.2-5 データ定義（通信型デジタコ：運転操作記録） 

項目 説明 サンプル 備考 

時刻 時刻 2021/01/01 

01:00:00 

 

デジタコ車両 ID 車両単位のユニーク

な ID 

000A,0001 各メーカーによって

異なる形式 

シフトバーステータ

ス 

シフトレバーの位置

を表す数値 

1 1:P(パーキング） 

2:R(リバース) 

3:N(ニュートラル) 

4:D(ドライブ) 

 

  

加工データ
(休憩スポット情報)GPS、車速、

シフト、休憩

抽出処理

デジタコ

処理フロー詳細

データ取り込み
/前処理等

データ結合/
休憩有無の算出

不要なデータ項目
の削除

時間キーによる時
刻情報の丸めこみ

加工処理

処理フロー詳細

休憩スポットへの
マッチング処理

一日あたりのスポッ
ト利用数集計

閾値を超えない
ノイズデータの除

去

休憩スポット情報
生成

加工データ（データ層） 加工データ（機能層）

スポット情報

緯度
経度
名称
など

・休憩スポット名称
・緯度、経度
・利用用途(休憩、睡眠)
・トイレ有無
・駐車場規模
・最新利用日時
など

※加工時にSAPAの情報と組み
合わせることで、日種・時間帯ごとの
混雑情報などにも加工可能であると
想定。

生データ（アセット層）
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表 3.2.2-6 データ定義（通信型デジタコ：休息時間、休憩時間） 

項目 説明 サンプル 備考 

時刻 時刻 2021/01/01 

01:00:00 

 

デジタコ車両 ID 車両単位のユニーク

な ID 

000A,0001 各メーカーによって

異なる形式 

休憩開始日時 時刻 2021/01/01 

01:00:00 

 

休憩終了日時 時刻 2021/01/01 

01:00:00 

 

休憩ステータス 休憩の状態を表す数

値 

1 1:休憩 

2:睡眠 

 

抽出処理では、複数のデータにプライマリーキー（デジタコ車両 ID）を定めて結合させ

たものをベースとし、リーガル面での課題である個人情報の考慮や、テクニカル面におけ

るユースケースに不必要な要素をカットすること等を検討した。 

・車速、シフトレバーステータスの項目削除（休憩中の有無を確認するために必要なデー

タであるため） 

・車両 IDの項目を削除（車両 IDを削除することで秘匿性を高めるため） 

・時刻情報を一定時間単位で丸めこむ（時間を丸めることで秘匿性を高めるため 

これにより生成されたデータを、加工データ（データ層）と定義している。 

 

 

図 3.2.2-11 加工データ（データ層） 

 

加工処理では、加工データ（データ層）に外部から取得する連携データ（スポット情

報）とマッチング処理を実施することで、車両から取得した位置情報からドライバーの休
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憩有無を判定し、休憩位置とスポットを紐づけることが可能となり、サービス側で分析利

用可能な加工データ（機能層）を提供可能になると想定した。 

 

表 3.2.2-7 データ定義（スポット情報） 

項目 説明 サンプル 備考 

時刻 時刻 2021/01/01 01:00:00  

スポット名称 文字列 ○○工場、○○PA  

緯度 10進表記 35.0000  

経度 10進表記 139.0000  

利用用途 スポットの利用用

途を表した文字列 

休憩、睡眠  

トイレ有無 スポットのトイレ

併設有無を表した

文字列 

有、無  

駐車場規模 スポットの駐車場

規模を表した数値 

20  

 

 

図 3.2.2-12 加工データ（機能層） 

 

➢ ユースケース② 通行実績情報生成 

トラックドライバーの土地勘が無いエリアでの配送において、不慣れな道を走行するス

トレスや、通行が難しい路地へ進入し事故の危険性が高まるという問題点の解決に寄与す

るユースケースを検討した。 

大型や中型等の車種別に通った道を示す、車種別の通行実績情報を、カーナビや車両の

データ等を活用し生成する。 

これにより、同じ車種のドライバーが通行したことのある道をルートに設定することが

可能になると想定。 
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図 3.2.2-13 通行実績情報生成フロー 

 

ユースケースを実現するための、アセット層となるカーナビから取得するデータを想定

し、リーガル・ビジネス・テクニカル面の課題を解決すべく抽出処理による対応方法を検

討した。 

 

表 3.2.2-8 データ定義（カーナビ：車両の現在位置、速度、状況） 

項目 説明 サンプル 備考 

時刻 時刻 2021/01/01 

01:00:00 

 

カーナビ車両 ID 車両単位のユニーク

な ID 

000A,0001 各メーカーによって

異なる形式 

緯度 10進表記 35.0000  

経度 10進表記 139.0000  

進行方角 車両の進行方向を表

した数値 

350 北を 0度とした 0～

359 の値 

 

表 3.2.2-9 データ定義（カーナビ車両 IDと車種別 IDの紐づけ定義） 

項目 説明 サンプル 備考 

時刻 時刻 2021/01/01 

01:00:00 

 

カーナビ車両 ID 車両単位のユニーク

な ID 

000A,0001 各メーカーによって

異なる形式 

車種別 ID 数値 1 1:大型 

2:中型 

3:小型 

4:その他 

 

ルート

ル
ー

ト

ルート

ルート

ル
ー

ト

大型トラックの通行実績
がある道路を優先する。

大型トラックの通行実績
がない道路は避ける。

ルート 大型トラックの通行
実績がない道路

車両

生データ（アセット層）

カーナビ

抽出、秘匿化
処理

加工データ
(通行実績情報)

加工処理

加工データ（データ層） 加工データ（機能層）

処理フロー詳細

データ取り込み
/前処理等

データ結合/
車種の特定

不要なデータ項
目の削除

道路リンク情報

緯度
経度
リンク
など

処理フロー詳細

日種／時間帯
特定処理

道路リンク特定
(マップマッチング)

通行実績
情報生成

・日種
・時間帯
・車種
・道路リンク
・データ生成日時
など

車種
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表 3.2.2-10 データ定義（車種別定義情報） 

項目 説明 サンプル 備考 

時刻 時刻 2021/01/01 

01:00:00 

 

車種別 ID 数値 1 1:大型 

2:中型 

3:小型 

4:その他 

車種 文字列 大型 車種別 IDの内容に

紐づく車種を表す 

全長（mm） 数値 12000  

全幅（mm） 数値 2500  

全高（mm） 数値 3800  

 

抽出処理では、複数のデータにプライマリーキー（カーナビ車両 ID）を定めて結合させ

たものに、車種別の定義情報を組み合わせたものをベースとし、リーガル面での課題であ

る個人情報の考慮や、テクニカル面におけるユースケースに不必要な要素をカットするこ

と等を検討した。 

・車両 IDの項目を削除（車両 IDを削除することで秘匿性を高めるため） 

・時刻情報を一定時間単位で丸めこむ（時間を丸めることで秘匿性を高めるため 

これにより生成されたデータを、加工データ（データ層）と定義している。 

 

 

図 3.2.2-14 加工データ（データ層） 
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加工処理では、加工データ（データ層）に外部から取得する連携データ（道路リンク情

報）とマッチング処理を実施することで、車両から取得した位置情報や進行方角から車両

の通過した道路リンクを判定し、通行実績情報の点群データとして、サービス側で分析利

用可能な加工データ（機能層）を提供可能になると想定した。 

 

表 3.2.2-11 データ定義（道路リンク情報） 

項目 説明 サンプル 備考 

時刻 時刻型 2021/01/01 

01:00:00 

 

道路リンク ID DRMのリンク・ノー

ドの考え方で付与さ

れたメッシュ内のユ

ニーク ID 

10011002  

始点ノード ID リンクの始点ノード 1001  

終点ノード ID リンクの終点ノード 1002  

始点ノード緯度 10進数 35.0000  

始点ノード経度 10進数 139.0000  

終点ノード緯度 10進数 35.0000  

終点ノード経度 10進数 139.0000  

 

 

図 3.2.2-15 加工データ（機能層） 
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➢ ユースケース③ 搬入口情報生成 

トラックドライバーの土地勘が無いエリアでの配送において、搬入口までのルートが正

確ではなく周辺道路を彷徨ってしまう問題点の解決に寄与するユースケースを検討。具体

的な搬入口の場所を示す搬入口情報を、デジタコのデータ等を活用し生成する 

これにより、彷徨うことなく目的地まで移動することが可能となり、配送業務の効率化

に繋がると想定。 

 

 

図 3.2.2-16 搬入口情報生成フロー 

 

搬入口情報生成フローユースケースを実現するための、アセット層となるデジタコから

取得するデータを想定し、リーガル・ビジネス・テクニカル面の課題を解決すべく抽出処

理による対応方法を検討した。 

 

表 3.2.2-12 データ定義（デジタコ：車両の現在位置） 

項目 説明 サンプル 備考 

時刻 時刻 2021/01/01 

01:00:00 

 

デジタコ車両 ID 車両単位のユニーク

な ID 

000A,0001 各メーカーによって

異なる形式 

緯度 10進表記 35.0000  

経度 10進表記 139.0000  

  

ル
ー

ト

間違ったルート

搬入口までの
ルート案内

彷徨う

搬入口に
辿り着けない

ルート

ルート

生データ（アセット層）

デジタコ

抽出処理 加工データ
(搬入口情報)

加工処理

加工データ（データ層） 加工データ（機能層）

処理フロー詳細

データ取り込み
/前処理等

不要なデータ
項目の削除

道路リンク情報

緯度
経度
リンク
など

処理フロー詳細

停車スポット
特定処理

スポット流入座標
検出処理

搬入口情報
生成

・スポット名称
・搬入口緯度
・搬入口経度
・搬入口流入リンクID
・スポット緯度
・スポット経度
・データ生成日時
など

GPS、
運転操作記録

スポット情報
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表 3.2.2-13 データ定義（デジタコ：運転操作記録） 

項目 説明 サンプル 備考 

時刻 時刻 2021/01/01 

01:00:00 

 

デジタコ車両 ID 車両単位のユニーク

な ID 

000A,0001 各メーカーによって

異なる形式 

イグニッションスイ

ッチ 

車両のイグニッショ

ンスイッチの状態を

表す数値 

1 1:ON 

2:OFF 

 

抽出処理では、複数のデータにプライマリーキー（デジタコ車両 ID）を定めて結合させ

たものをベースとし、リーガル面での課題である個人情報の考慮や、テクニカル面におけ

るユースケースに不必要な要素をカットすること等を検討した。 

・車両 IDの項目を削除（車両 IDを削除することで秘匿性を高めるため） 

・時刻情報を一定時間単位で丸めこむ（時間を丸めることで秘匿性を高めるため 

これにより生成されたデータを、加工データ（データ層）と定義している。 

 

①:車両の停車(イグニッションスイッチが OFF)時刻を抽出 

②:①の時刻の位置情報を目的地の位置情報とする 

③:②の時刻から規定時刻(仮で 5分)前の位置情報を道路走行時の最終座標とし、②の情

報と結合する。 

④:③で結合したデータを提供するにあたり、秘匿化のため車両 IDの削除や時刻情報の丸

めこみを行う。 

 

 

図 3.2.2-17 加工データ（データ層） 
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加工処理では、加工データ（データ層）に外部から取得する連携データ（スポット情

報、道路リンク情報）とマッチング処理を実施することで、車両から取得した位置情報や

運転操作状態から、車両の停車したスポットの判定や、車両の最終通過した道路リンクを

判定し、搬入口の点群データとして、サービス側で分析利用可能な加工データ（機能層）

を提供可能になると想定した。 

 

表 3.2.2-14 データ定義（スポット情報） 

項目 説明 サンプル 備考 

時刻 時刻 2021/01/01 01:00:00  

スポット名称 文字列 ○○工場、○○PA  

緯度 10進表記 35.0000  

経度 10進表記 139.0000  

 

表 3.2.2-15 データ定義（道路リンク情報） 

項目 説明 サンプル 備考 

時刻 時刻型 2021/01/01 

01:00:00 

 

道路リンク ID DRMのリンク・ノー

ドの考え方で付与さ

れたメッシュ内のユ

ニーク ID 

10011002  

始点ノード ID リンクの始点ノード 1001  

終点ノード ID リンクの終点ノード 1002  

始点ノード緯度 10進数 35.0000  

始点ノード経度 10進数 139.0000  

終点ノード緯度 10進数 35.0000  

終点ノード経度 10進数 139.0000  
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図 3.2.2-18 加工データ（機能層） 

 

 

分野内／分野間ユースケースの検討のため、設定したユースケースおよび想定し得る課

題を基に SIP物流効率化事業者も交えて議論を実施し、有用性の再確認および提供性の確

認を行った。結果、有用性については概ね同意を得ることが出来たが、提供性には課題が

あることを確認した。提供可能性の見込めるデータのリストアップ（表 3.2.2-2 提供可

能性のあるデータリスト）を実施し、合わせて、抽出された課題の整理を実施した。 

課題の整理では、SIP物流効率化事業者とのディスカッションによって、ビジネス面及

びでテクニカル面における新規の課題が抽出された。 

2021年度以降は、これらの課題への対処方法を検討したうえで協調領域データ仕様案の

作成及び他分野間データ連携の実証をすすめていく。 
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図 3.2.2-19 SIP 物流効率化事業者とのディスカッションを踏まえた仮説検証結果 

 

➢ ルール・ビジネス・テクニカル面で抽出した課題解決の方向性を踏まえたサービス創

出イメージ 

SIP物流効率化事業者とのディスカッションを踏まえて抽出した、データの協調領域化

に向けた課題および解決の方向性を踏まえたサービス創出イメージを検討した。 

上記事業者によると、トラック業界内でリアルタイムの駐車場空き情報を活用した駐車

場シェアリングサービスのニーズがあるため、MD communetを活用したサービス創出イメ

ージを検討した。 

 

 

図 3.2.2-20 ルール・ビジネス・テクニカル面で抽出した課題解決の方向性を踏まえた
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ルール

ビジネス

テクニカル

• 個人情報保護法や不正競争防止法（営業機
密等）の遵守

• 物流業界における特殊事例・要件は現状なし

• 休憩スポットのユースケースについては、休憩スポッ
トの定義をする必要がある

• 搬入口情報は荷主情報と紐づくため、対処方法
を検討する必要がある

• データ処理方法はデータの仕様による
• アセットの機種によってデータ形式・粒度、データ定

義が異なる
• データの不確かさ（単に車を止めていただけで休

憩でない場合の見分け方、区分け方等）ついて
新たな課題が抽出できた

• 中間生成データに秘匿化
処理を施す

• 休憩スポットの定義を明
確にする

• 中間生成データに秘匿化
処理を施す

課題 課題への取組み

• データ仕様に応じたデータ
加工処理等を実施する

• 同じ仕様等のデータでも
意味合いが異なるケース
を抽出し、その区分け方を
定義する

休憩スポットの定義は、コン
ビニ、トラックステーション、

サービスエリア、PA、駐車場
等、ドライバーにとって安全か
つ合法的に休憩可能なス
ポットを定義すべきである

課題に向けた具体
のディスカッション

ビジネス面の課題

トラック業界では駐車場を含
む休憩スポットのデータを整
備できていないが、データを

活用して駐車場シェアリング
のようなサービスが創出でき
ればとの意見が多い

課題解決のニーズ

データ提供 データ処理（協調領域化） データ流通 サービス創出

CAN:FMS

電子
データ化

デジタコ

運転日報
勤務情報

エンジン情報

位置、車速

抽出処理

加工処理

個人情報や
荷主情報の

秘匿化

粒度・データ
仕様の統一

アプリ開発者

駐車場
シェアリングアプリ

駐車場情報 道路リンク情報

データ掲載

外部取得データ

駐車場および
空きステータ
スの定義



192 

 

 実証事業推進（FY2021） 

 概要 

2021年度は 2019 年度の成果を踏まえつつ、MD communetを活用したサービス創出プロ

セスの確立のために、データ活用に興味をもった自治体・事業者などと協議を進めなが

ら、データ活用における課題を整理した。社会課題の解決をテーマにサービス創出するた

めのスキームを検討し、実証を推進し、データ活用に必要な MD communetのサポートメニ

ューを整理した。 

 

 
図 3.2.3-1 2021 年度の実施方針 

 

 実施手順としては、MD communetのデータを活用したサービス創出の可能性を高めるた

めに、運営側主体でデータ活用者の視点で複数のサービス企画を検討した。そのうえでサ

ービス創出の際に実際に発生する課題を明らかにし、これを解決する MD communetのサー

ビス設計を構築した。 
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図 3.2.3-2 2021 年度の実施手順 

 

 

 実証結果 

 

 

2021年度においても、MD communetによって実現できる象徴的なサービスを創出するた

め、前年度に抽出した課題（データ提供性の課題）に加えて、想定するユーザの仮説を置

いたうえで実際の利用者を巻き込んだ実証企画案を検討し、地方自治体やシェアリングサ

ービス事業者、物流事業者との協議・検討を進めた。その結果として、サービス創出及び

データ取得に係る費用対効果、希望するデータの入手等が課題に新たに挙がった。 

これらの課題に対し、サービス性があるか、データ提供性/連携性があるか、モビリテ

ィデータの特徴を活かしているか等を考慮した実証テーマを選定した。選定したテーマに

ついて企画検討を進める中で直面する課題を抽出、解決の方向性を検討した。 



194 

 

 

図 3.2.3-3 前年度に抽出した課題（SIP物流効率化事業者とのディスカッションを踏ま

えた仮説検証結果） 

 

 

2020年度における SIP物流効率化事業者とのディスカッションを踏まえて抽出した、デ

ータの協調領域化に向けた課題および解決の方向性を踏まえたサービス創出イメージを検

討した。SIP物流効率化事業者とのディスカッションにより、トラック業界内でリアルタ

イムの駐車場空き情報を活用した駐車場シェアリングサービスのニーズがあることが分か

った。2020年度においては、2019年度に策定したルール・ビジネス・テクニカル面で抽

出した課題解決の方向性を踏まえたサービス創出フローの仮説に基づき、データ還流及び

継続的なサービス創出にむけた取組を実施することとした。 

 

 

図 3.2.3-4 ルール・ビジネス・テクニカル面で抽出した課題解決の方向性を踏まえたサ

ービス創出フロー（仮説） 

 

 

サービス創出フローの仮説に基づくデータ還流および継続的なサービス創出にあたり、
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MD communetに掲載されている（またはされる予定）のデータを用いたサービス企画案を

運営側主体で検討した。 

サービス実現に必要なスキーム案を用意し、実際の事業者を巻き込みながら新規サービ

スを創出する際に実際にどのような課題があるかをユースケースの想定ステークホルダー

へのヒアリングにより抽出した。 

 

 

図 3.2.3-5  MD communet を介したデータ還流及び継続的な新規サービス創出のイメー

ジ 

 

 

2つの実証企画のステークホルダーとの議論において抽出した共通課題は、データ利活

用に係る費用対効果である。 

SIP実証後もサービスが継続し、サービスのステークホルダー（提供者と利用者）拡大

に向けた仕組みづくりにおいては、運営側がバランス感覚を持ち、より多くのユースケー

スを創出して成功率を上げる必要がある。また費用対効果を早期に判断できる仕組み等の

検討も合わせて必要である。 

従って、2021年度は複数ケースの企画検討を通じて、データ取得・生成からデータ利活

用サービスの創出に至るまでの各工程における具体的な課題を基に、MD communetの役割

や機能を明確化することとした。 
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図 3.2.3-6 事業者へのヒアリング結果に基づく MD communet ならではの象徴的なサービ

ス創出に向けた方向性 

 

以下に、2021年度事業においてアプローチした自治体及び民間企業（上記の 2ユースケ

ースの検討対象）との意見交換の内容を記載する。 

 

⚫ 自治体（石狩市） 

石狩湾新港地域での交通アクセス改善施策は、通勤者の出発エリア、時間帯、交通手段

などについて施策の根拠となるデータがないとの課題を抱えていた。従って、本事業にお

いては石狩湾新港地域内の交通・人流データを組み合わせることで、根拠として耐えうる

OD 調査（出発地目的地調査）データの作成を目指した。 

 

 

図 3.2.3-7 石狩市が抱える課題の解決の方向性 
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上記データ作成に向けて、石狩湾新港地域を目的地とする移動を分析対象とした。出発

地は通勤者の大半を占める石狩市内及び札幌市の手稲区、北区、東区（うち、人口密度が

200人/km以上のエリア）とし、人流データ等は一定の人口密度が必要となる場合がある

ため、詳細なエリアはデータの入手状況によって決定することとした。また、OD調査に際

しては、石狩市及び石狩湾新港地域操業企業、路線バス事業者、NTTデータを関係者とし

て設定し、NTTデータは調査の企画立案、データ収集、データ解析及びデータ所有者との

各種調整を担当した。 

 

 

図 3.2.3-8  OD調査実証実験の枠組み（想定） 

 

 

図 3.2.3-9 収集するデータの対象エリア 

石狩湾新港地域

石狩市
市街地エリア 札幌市北区・東区

札幌市手稲区
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図 3.2.3-10 石狩市、札幌市手稲区、北区、東区のうち、人口密度が 200人/km以上のエ

リア（黄色メッシュ部分） 

 

上記の計画に基づき、NTTデータでは MD communet のサポートメニュー候補である「デ

ータ利活用ユースケースの紹介」の試行もかねて、unerryデータ×モバイル空間統計にて

移動を推定する方法で検討を進めた。 

 

 

図 3.2.3-11 人流情報を高度に推計する技術2 

 

検討を進める中で、データ購入費用と効果のバランスが課題となった。データの購入費

 
2 出所：https://www.nttdata.com/jp/ja/news/services_info/2021/111700/ 

© OpenStreetMap contributors
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用は概ねデータの精度（頻度やリアルタイム性を含む）及びデータの取得範囲によって決

定される。従って、今回の場合（分析に必要となるエリアを石狩市及び札幌市手稲区・北

区・東区のうち、 200人/㎢ 以上のエリアで分析に必要な数か月のデータ購入を想定）

における見込みでは、地域公共交通形成計画の作成に匹敵する規模となった。 

さらに、今回の調査対象から取得可能なデータカバー率（人口の約 2％程度から取得可

能なデータ）について、サンプル数が充足するか不透明であることから、データ分析の母

数としては不十分であるという課題もあった。 

上記の状況を踏まえつつ、今回の取り組みは新しいチャレンジであり、新しい（これま

でに活用したことがない）データを活用した DX及び EBPMを組み合わせた施策検討が有意

義であるとの見解に至った。なお、直近では、石狩市において冬季間の道路交通が車両の

旅行速度が格段に落ちるため、交通機関が大幅に遅延し、ゴミの収集が遅れてしまうとい

う問題が発生している。NTTデータからは、今後、路面データの利活用について PDCAで回

していき、最適な活用の仕方も可能であることを指摘し、石狩市側としても、北海道モデ

ルができると、東北にも活用できるとの見通しを持つことができた。 

結論として、2021年度においては主にデータ購入における費用対効果の観点で自治体事

業としての実証は見合わせたが、SIP事業の枠組み等において、今後も継続して意見交換

を実施することとなった。 

 

⚫ 民間企業（土地シェアリングサービス事業者） 

民間企業との議論に際しては、データ還流及び継続的なサービス創出のイメージに記載

したように、事業においてデータを利活用したサービスを提供している事業者（データ利

活用者）を対象として、主に MD communetに掲載されていると望ましいデータや、MD 

communetに求める支援内容について意見交換を行った。 

上記ヒアリングに際し、MD communetを介したデータ還流及び継続的な新規サービス創

出のイメージを解説したうえで、SIP事業の趣旨目的に照らし、自動車プローブデータを

活用した物流事業者（主にトラック運転手）の安心・安全な労働環境の提供をコンセプト

に、トラック駐車場シェアリング（プローブデータで事業者用に最適な空きスペースの提

供等）をユースケース例として提示した。 
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図 3.2.3-12  MD communet を介したデータ還流及び継続的な新規サービス創出のイメー

ジ（再掲） 

 

表 3.2.3-1 MD communetを介したサービス創出検討案 

取り組みテーマ 
創出するサービスの

概要 
サービス創出の座組 

ステークホルダー別の

サービスメリット 

・トラック運送事業

者の労働環境改善 

・休憩関連規制導入

への対応 

未活用の遊休スペー

スを 

トラック運送事業者

向けの一時駐車スペ

ースとして提供する 

＜サービス提供者＞ 

駐車場シェアリング

事業者 

＜データ提供者（遊

休スペース）＞ 

遊休スペース保持者 

＜サービス利用者＞ 

運送業者、観光業

者、など 

＜サービス提供者＞ 

・新たなニーズへのサ

ービス提供による事業

拡大 

＜データ提供者＞ 

・遊休スペースの利活

用促進 

＜サービス利用者＞ 

・休憩スポット確保に

よるトラック運転者の

労働環境改善 

・トラック運送事業者

にとってのコンプライ

アンス順守 

運送業者のプローブ

データを分析して、

一時駐車スペースを

必要としている場所

のニーズを探り、ニ

ーズにあった一時駐

車スペースを提供す

る 

＜サービス提供者＞ 

駐車場シェアリング

事業者 

＜データ提供者（プ

ローブデータ）＞ 

運送業者、観光業

者、など 

＜サービス利用者＞ 

運送業者、観光業

者、など 

＜サービス提供者＞ 

・新たなニーズへのサ

ービス提供による事業

拡大 

＜データ提供者＞ 

・プローブデータの販

売による収益増 

＜サービス利用者＞ 

・休憩スポット確保に

よるトラック運転者の

労働環境改善 

・トラック運送事業者

にとってのコンプライ

アンス順守 

物流事業者（データ提供者）
土地シェアリング事業者

（サービス創出者・データ利用者）

車両情報
（プローブ/車幅等）

空きスペース情報

トラック駐車用空き
スペース情報の生成

行政（データ利用者）
土地シェアリング事業者

（サービス創出者・データ利用者）

防災関連情報 空きスペース情報

緊急避難スペース
情報の生成

トラック向け駐車場シェアリン
グサービスの提供

（例：既存空きスペースを
繋ぎ合わせると中型トラック
までなら駐車可能、等）

防災マップを活用し
た防災避難用駐
車場マップを自社
サービスPRの一環

として公開

土地シェアリング事業者
（サービス創出者・データ利用者）

土地シェアリング事業者
（サービス創出者・データ利用者）

トラック車両情報×空きスペース情報 防災関連情報×空きスペース情報

データ還流

災害時の通行実績データやリアルタイムの天候情報、人流情
報を組み合わせれば、災害時における避難スペースの確保と物
資供給車両の適切なルート案内＆停車スポット案内を実現す

ることができるかもしれない

新たなデータ提供者・
サービス創出者

データ還流

データ還流
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・パーソナライズさ

れた E2E の移動交通

手段の提供 

地域イベント来場者

に対して周辺の空き

スペースを提供 

＜サービス提供者＞ 

駐車場シェアリング

事業者 

＜データ提供者（プ

ローブデータ）＞ 

遊休スペース保持者 

＜サービス利用者＞ 

運送業者、観光業

者、など 

・イベント参加者にと

っての駐車スペース確

保 

・イベント開催側にと

って、駐車スペースの

制約による来場者数へ

の影響が軽減される 

・目的地（駐車スペー

ス）に正しくたどり着

けないケースがあるの

で、それを解消する 

 

民間企業側からは、トラック駐車場シェアリングサービスの構築について、コンビニや

物流事業者から相談を受けたことがあるが、都心エリアで 2トントラック以上のスペース

を確保することが難しく、スペースを確保できれば取り組みたい内容であるとの意見があ

った。特に都心エリアでは、新型コロナウイルスが感染拡大する以前は観光バスやマイク

ロバス向けの駐車スペースシェアリングの需要もあり、例えば半年だけ更地になる、期間

限定等な空きスペース情報として入手できれば有用であるとのことであった。 

また、車両が多く走行している実績のデータを収集できるうえで、ニーズのある土地が

判明すれば、シェアリングサービスとして有用であり、例えば、トラックは 2時間に一回

休憩とらなければならないため、休憩スポットなどの一時駐車スペースなどに利用でき

る。そのためニーズ把握のためにも、走行データは有用であるとの見解を示していた。 

地域イベント来場者に対する周辺の空きスペースの提供サービスに関しては、地域イベ

ント情報（地図、日付、集客状況等）が MD communet を介して入手することができれば、

既存事業の拡大に大きく寄与するとのことであった。さらに、駐車場までの安全なルート

情報へのニーズを確認することができた。例えば、移動者が目的地に到着した際、特にコ

ンビニ等において、駐車場は広いが前面道路が狭くて使えない（スペースオーナーからの

情報提供に依存するため）という事例がある。また、コインパーキングのように駐車場の

看板を出していることはないため間違った住宅に停めてしまう事例があるほか、キッチン

カーの出店者からすると、出店する場所の人流データを事前に把握したいというニーズが

多い。しかしながら、土地オーナーに人流や来店者数をヒアリングすることは困難なの

で、駐車場及び付帯（前面道路の道幅等）情報が MD communetを介して取得することがで

きれば有用であるとの意見があった。 

他方、民間企業側はデータ活用による既存事業の拡大においても、新規サービス創出の

観点においても、費用対効果及びデータ利活用に係る技術的能力の不足が重要な懸念点と

なる。例えば、同社では現状、データを収集するアセット等を保有スペースに設置してお

らず、データを活用するためには、必要なデータを購入・加工し、使いこなす能力が必要

であるところ、サービス創出に必要なスキームが必要な状況であった。 
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前項で示した方向性を踏まえ、サービス利用者の抱える具体的な業務課題を解決する複

数のユースケースの立案に取り組んだ。 

ユースケースの立案に際しては、本事業の趣旨目的に沿って、社会課題の解決に繋がる

こと、車両プローブデータを活用することを主軸とした。具体的なユースケースとして、

直近では商社・物流事業者とともに、①店舗カルテ（配送先の駐車場有無や駐車方法等）

をプローブ情報から整備、空き有の時間貸駐車場へのルート案内をサービス提供し、駐車

のやり直し・周囲のうろつき運転・駐車違反といった課題に対処すること、②災害が予見

される状況で安全な輸送を確保するために、ルート上のリアルタイムの画像データやプロ

ーブ情報をもとに代替ルートを運行管理者に提案することの 2点を、後述のサービス創出

に必要なスキームの構築及び MD communetのサービスメニューの検討におけるユースケー

スとして設定した。 

 

 

図 3.2.3-13 ユースケースの検討過程 

 

車両データはデータ提供性に課題があったが、車両プローブデータを生成するデジタコ

メーカー、サービス創出を企画する商社、業務課題を持ちデータ所有者でもあるサービス

利用者を包含したサービス創出に必要なスキームを構築した。構築したスキームに基づ

き、サービス利用者の抱える具体的な業務課題を解決する複数のユースケースを立案し、

サービス創出検討に取組んだ。 
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図 3.2.3-14 サービス創出に必要なスキームの構築 

 

 

店舗カルテ情報（配送先の駐車場有無や駐車方法）をプローブ情報から整備し、空き有

の時間貸駐車場へのルート案内をサービス提供し、駐車のやり直し・周囲のうろつき運

転・駐車違反といった課題に対処するユースケースを設定した。 

 

 
図 3.2.3-15 店舗カルテ情報を活用した空き有の時間貸駐車場へのルート案内 

 

 

災害が予見される状況で安全な輸送を確保するために、過去の統計情報と現在の情報/

予報情報を重ね合わせて通行リスクを算出する。その結果を道路ネットワークに紐づけて

通行リスクに基づくルート検索を実行し、ルート上のリアルタイムの画像データやプロー

車両プローブ情報

駐車場/

満空情報

配送先
位置情報

©openstreetmap.org

配送先

配送先
駐車
違反

駐車場無

前向き駐車指定

駐車場の無い小型店舗への配送

©openstreetmap.org

配送先

配送先

駐車のやり直し
周囲のうろつき運転

配送先毎のプロファイル情報を車
両プローブから自動生成
・駐車場有無
・停車可能車両サイズ
・・・

配送先情報の生成/利用と周辺情報の活用

空

満

配送先近くの利用可能な
駐車場候補を提示。
車両サイズごとに利用可否を判
定し、行き先として設定。
ラストマイルは台車等で配送

運行管理者ドライバー

ドライバー
運行管理者

配送先
プロファイル
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ブ情報をもとに代替ルートを運行管理者に提案するユースケースを設定した。 

 

 
図 3.2.3-16 災害が予見される状況で安全な輸送を確保するためのルート案内 

 

 

 

サービス創出に必要なスキームの構築と並行して、官庁・自治体及び民間企業向けに、

データ利活用に係る課題解決に必要な MD communet のサポートメニューの具体化に取り組

んだ。 

 

 

図 3.2.3-17  MD communet のサービス構築に向けた 2021年度の実施・検証事項 

 

 

サービス創出スキームに基づき、プローブデータの生成から活用に向けて車載機から取

◼ 災害が予見される状況で安全な輸送を確保するために、過去の統計情報と現在の情報/予報情報を重ね合わせて通
行リスクを算出し、道路ネットワークに紐づけて通行リスクに基づくルート検索を実行し、ルート上のリアルタイムの画像
データやプローブ情報をもとに代替ルートを運行管理者に提案するユースケースを設定した

リアルタイム
画像

気象情報

過去の災害
発生情報

直近の
通行実績

©openstreetmap.org

大雨の時の配送

水没リスク

目的地

車両運行管理者

統計データでは参考にならな
い。通行可能か、行ってみな
いとわからないが・・・

©openstreetmap.org

リアルタイムデータの活用

目的地

車両運行管理者

現況画像と通行実績から通
行不可と判断。遠回りだが
低リスクルートで指示を出そう

直近を通過した車
両からの画像

気象情報
降雨量：XXミリ/h

低リスクな迂回ルート
直近1時間
通行実績あり

豪雨の予報は出たけど
行ってしまえ

高リスクエリアを通る
ルート上の画像を取得

水没

水没

高リスクルート
・水没実績エリア該当
・豪雨発生予報あり
・直近1時間通行実績あり
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得するデータとそのほかの地理空間系データを掛け合わせ、加工することで新たに価値の

あるデータを生成し、それをサービスに活用するまでの支援内容を検討している。 

 

 

図 3.2.3-18  MD communet のサポートメニューの検討 

 

 

MD communetのサポートメニューの検討を進める中で、複数の地理空間データを重ね合

わせることにより様々なサービスが創出されることが期待できるとの仮説に基づき、サポ

ートメニューの設計テンプレートを作成した。 

現状、地理空間データは形式の異なるデータを同時に扱う必要性から技術的なノウハウ

の有無が課題となっているため、サービス開発者にとっての敷居を下げるテンプレートの

設計に取組んだ。 

 

 

図 3.2.3-19  MD communetのサポートメニューの設計テンプレート（案） 
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 実証事業推進（FY2022） 

 物流車両プローブ（デジタコ）を活用した新規サービス企画 

 

物流事業においては、配送先店舗ごとに搬入口、駐車場や受け入れ可能時間帯等の搬送

ルール（プロファイル情報）が存在する。これに対し、物流事業者ではプロファイル情報

がベテランドライバーの暗黙知となっていることが多い。そのために、配送先店舗ごとの

交通安全、法令順守や業務効率化を意識した走行ルート及び駐車位置のデータベース化へ

の対応や、新規採用や転勤等が発生した場合の再教育コストへの対応に課題を抱えてい

る。 

本実証では、実際の走行データから店舗ごとのプロファイル情報を作成し、作成したプ

ロファイル情報に基づいてルート案内するサービスを開発することで、上記課題の解決に

取り組んだ。 

 

 

図 3.2.4-1  物流事業者の直面する現状：配送先ごとに異なるルールへの対応 

 

 

2021年度に構築したサービス創出のスキームに基づき、サービスを企画する兼松株式会

社、車両プローブデータを生成するデジタコメーカーの株式会社データ・テックと協力

し、デジタコメーカーの顧客でもある物流事業者から車両プローブデータを借用し実施し

た。 

MD communet運営ではサービス開発支援者として、企画立案・実証推進支援を行いなが

ら、データ加工者として車両プローブデータの加工処理設計・製造を行った。本支援を通

じて、新規サービス企画における MD communet 運営としてのサポート範囲・内容を整理す

ることを目指した。 
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図 3.2.4-2  本実証の実施体制 

 

上記スキームに基づき、MD communet運営にて商用車のデジタルタコグラフから取得し

た配送先店舗周辺の走行実績データを処理・加工することで、配送先店舗ごとの搬入口位

置情報、駐車位置情報及び駐車向き情報等を推定した。また、推定結果を事前に用意した

正解データと比較することで、推定ロジックの精度向上を行った。 

また、サービス提供者にて、上記手順にて推定された配送先プロファイルと店舗ごとの

搬送とを対応させたルート案内サービスを開発した。 

 

 

図 3.2.4-3 本実証の実施フロー 
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配送先のプロファイル情報の作成プログラム及び作成したプロファイル情報に基づく音

声ルート案内サービスを開発した。 

サービス開発に当たっては、MD communet運営にて、車両プローブデータ、店舗場所

（位置情報）データをインプットデータとし、データの抽出・加工処理を行うことで、店

舗ごとの搬入口や駐車ルール等のプロファイル情報を生成した。あわせて、店舗ごとの申

し送り事項のデジタルデータ化を実施した。その後、サービス提供者にて、生成したデー

タと店舗ごとの申し送り事項をデジタルタコグラフの音声機能と連携させた。 

 

 

図 3.2.4-4  本実証のデータ処理フロー 

 

新規サービス創出における MD communet運営の役割として、サービス開発・データ加工

支援を行い、必要なサポートの範囲を整理した。サービス要件の整理やユースケースの具

体化などは、どのサービス企画でも整理が必要となるため、整理フォーマット作成した。 

今回のサポートを通して、協業した企業からは、データ量が多い車両プローブデータの

扱いに苦慮されていたことや、システム開発を伴う企画・実証推進を行うことに不慣れだ

ったこと、が解決され、サポートした内容が役立ったことが確認できた。 
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図 3.2.4-5 実証要件整理（サービス開発支援者） 

 

 

図 3.2.4-6 処理設計（データ加工者） 

 

 

本実証にて作成した音声ルート案内サービスを、兼松株式会社と株式会社データ・テッ
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クが、配送先情報案内サービス「みせナビ™」としてリリースした。サービスリリースま

で至ったことで、MD communet運営としてのサポート活動が、新規サービス企画において

有効だったことが確認できた。 

 

 

図 3.2.4-7  本実証の成果 

 

本成果を踏まえ、今後もより多種多様な走行データの解析を進めることで、物流業界が

直面する「2024 年問題3」を始めたとした課題の解決に貢献していく。 

 

＜今後の発展例＞ 

 店舗ごとに音声案内のタイミングや注意喚起内容を最適化 

 配送ルートシステムとの連携による誤配送の抑制 

 （特に大型店舗向け）搬入口から駐車場所までの構内ルート案内 

 走りやすいルート・危険の少ないルート案内 

 

 

 除雪・排雪 

 

豪雪地帯では、冬季の道路除雪業務におけるパトロールや出動要否判断のための待機負

担及び実施した出動要否判断の精度に問題を抱えており、パトロール等の負担軽減や出動

判断の精度向上が課題となっている。 

 
3 2024 年 4 月 1 日以降、自動車運転業務の年間時間外労働時間の上限が 960 時間に制限されることによっ

て発生するさまざまな問題のこと。例えば、年間 960 時間以上の勤務を行っていたドライバーはそれ以上

働けず収入減となり、また、運行管理者側もドライバー不足に直面すると見込まれる。他方で、EC 市場

の急成長等によって物流量は増加傾向にあり、物流事業者にとってドライバー未経験者も含めた人材確保

や物流効率化が喫緊の課題となっている。 
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本実証は、豪雪地帯の一つである秋田県横手市を対象に MD communetのデータを活用す

ることで、除雪業務の改善に役立つ情報が得られるか検証するとともに、今後、より完全

な形で他自治体にも展開可能なサービスとなるよう改善点を探ることを目的とする。 

 

図 3.2.4-8  道路除雪業務における現状と課題 

 

 

 

地方の問題点として、交通量の少なさに起因して、取得できる交通データ量が少ないこ

とが挙げられる。単体でのデータ量の不足を補完するために、本実証では複数のデータを

活用することとした。 

具体的にはカメラによる画像・動画や車両プローブデータ等を活用することで、道路パ

トロールによる路面状況調査や道路除雪業務における出動判断の代替又は精度向上が可能

か検証した。 

 

図 3.2.4-9  検証に利用するデータ及び検証方法 
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道路パトロールの代替可能性及び出動要否判断の精度向上に資するデータ活用の方向性

を検証するために、MD communet登録データから、カメラ画像・動画、車両プローブデー

タ（平均時速データ）、気象データを収集・可視化した。また、上記 MD communet登録デ

ータに加え、加速度センサーによるデータ取得をすることで、上記データだけでは把握で

きない道路の凸凹や横滑り等の把握を試みた。 

実証対象期間は 2023 年 1月 16日から 2023年 2月 17日とし、対象範囲は横手中心市街

地とした。なお、ドライブレコーダーの動画は、公用車及びタクシー計 8台にドライブレ

コーダー搭載車を搭載し、これらの車両が市内の指定した範囲を通過した際に、当該範囲

内の運転動画がクラウドサーバー上に自動アップロードされる仕組みを構築した。 

 

 

図 3.2.4-10  実証対象範囲及び動画取得（横手中心市街地） 

 

 気象データとしては降雪量、積雪深及び降水量を、車両プローブデータとしては一定区

間の平均走行速度情報を市内の複数地点から取得し、ダッシュボード上に可視化した。画

像・動画データについては、定点画像データとして市内同一地点（横手ジャンクション付

近）の路面画像を継続的に収集し、動画データとして上記ドライブレコーダー搭載車によ

る運転動画を市内広範囲にわたって収集した。 
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図 3.2.4-11  収集したデータ 

 

 

 

収集・可視化したデータが道路パトロールを代替できるか、除雪出動判断に活用可能か

について、自治体に対してヒアリングを実施した。また、実際の業務に活用する上でどの

ような改善点があるかについてもヒアリングを行い、結果を表 3.2.4-1にまとめた。 
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表 3.2.4-1  道路パトロールや除雪出動判断への活用可能性及び求められる改善点 

検証データ 活用可能性 求められる改善点 

カメラによる定点画

像 

✓ 画像から路面状況の判断が可能

（画質に問題ない） 

✓ ドライブレコーダーでの動画取得

が難しい、車通りの少ない箇所に

有用 

✓ 画角やズーム倍率の調整機能が必

要 

※ ライブカメラ画像の場合、道路ま

での距離が遠く積雪深を推測でき

ない 

ドライブレコーダー

による動画 

✓ 動画から路面状況の判断が可能

（画質に問題ない） 

✓ 広範囲にわたる多量の動画データ

によって、パトロールの代替にで

きる可能性がある 

✓ 除雪後に新たに路肩に積もった雪

の量を、早朝の出動判断に活用で

きる可能性がある 

✓ 車両の通行状況がリアルタイムで

把握できる点、あらかじめ指定し

た地域だけの動画を取得できる点

が有用 

✓ タクシー等と協力した設置台数の

増加（特に夜間） 

✓ 低コストで運用できること 

✓ スマートフォンからでもリアルタ

イムで閲覧可能になること 

プローブデータ 

✓ チェックすべき画像・動画を絞り

込むためのトリガーとして活用可

能 

✓ 積雪による車両滞留が頻発する箇

所の特定・データ取得 

※ 出動判断は今後の積雪見込みに基づい

てなされることが多く、判断時点まで

のデータだけでは出動判断できないこ

とに留意が必要 

加速度センサー 

✓ チェックすべき画像・動画を絞り

込むためのトリガーとして活用可

能 

✓ 轍やタイヤのチェーン跡といった

路面の凸凹の性質の把握 

※ 出動判断は今後の積雪見込みに基づい

てなされることが多く、判断時点まで

のデータだけでは出動判断できないこ

とに留意が必要 

 

 

ヒアリング結果を踏まえ、収集したデータによって道路パトロールによる路面状況調

査・出動判断の代替や精度向上の可能性を検証した。結果として、それぞれのデータにつ

き、単体でも一定の判断に活用可能であることがわかった。その一方、より一層の精度向

上を図るには、他のデータと組み合わせる必要があることが示唆された。 
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図 3.2.4-12  各データ単体による検証結果 

 

 

図 3.2.4-13  車両プローブデータ（車両走行速度）による検証 

 



216 

 

 

図 3.2.4-14  加速度センサーによる検証 

 

 

図 3.2.4-15  気象情報の予報精度 

 

 

複数データの組み合わせによる有用性の検証結果として、以下の 2種の組み合わせパタ

ーンが有用であると考えられる。 

 ドライブレコーダーと加速度センサーの組み合わせ 

加速度のデータから路面の凸凹を検知し、これをトリガーにドライブレコーダー動

画の中から確認すべき時点を絞り込む。 

 プローブデータ、ドライブレコーダー及び気象情報の組み合わせ 

多くの地点で速度低下が観察されるようになった際に、どのような交通支障が生じ
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ているかを動画や気象情報から遠隔で判断する。 

 

 

図 3.2.4-16  複数データの組み合わせによる検証結果 

 

 

今回の検証に用いたデータはそれぞれ単体でも一定の判断に活用可能であることに加

え、複数のデータを組み合わせることによってさらに有用性が高まりうることが示唆され

た。 

今後はより多様な地域、場面でのデータを蓄積することで、路面状況や出動要否判断の

支援精度を高めていく。特に、今回の実証では把握できなかった路面の滑りやすさをデー

タから把握できるようにすることで、除雪出動の必要性が高まる気候・路面条件を推定し

ていくことが可能になると考えられる。 

 

 

図 3.2.4-17  本実証の成果と今後に向けた展望 
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 地方自治体（京都市）における交通施策検討ための現状把握/効果検証 

 

自治体が交通問題に対し効果的な施策を検討・実施していくためには、定量情報を活用

しながら①問題発生状況の把握・原因分析、②対策の検討・実施、③対策の効果検証のサ

イクルを回していくことが重要であると考える。 

そこで、本実証では、自治体の交通施策検討におけるモビリティデータ活用方法を検

討・創出することを目的として、MD communet のデータを用いて京都市における渋滞に関

する現状把握及び違法駐停車対策に関する効果検証を実施した。 

 

 

図 3.2.4-18 交通施策検討の流れと本実証での対象課題の対応関係 

 

今回取り組みの対象とした京都市における２つの課題について、以下でその概要を述べ

る。 

 

 

京都市では、多くの観光客が自家用車で訪れることにより発生する中心市街地での渋滞

が大きな問題となっている。市はパークアンドライド推進等の対策を取っているところで

あるが、引き続き対策を検討するにあたり、渋滞の発生状況を定量的に把握することが重

要となっていた。 



219 

 

 

図 3.2.4-19 課題①に関する現状 

 

 

京都中心市街地では、一部タクシーによる違法駐停車が横行し、公共バス発着の阻害や

渋滞発生の原因となっていた。そこで市は 2021年度、新たな対策としてナッジ4を活用し

た取組を実施し、違法駐停車減少に効果が見られた。しかし、介入を行ったことによる通

行状況への影響については確認ができていなかった。 

 

図 3.2.4-20 課題②に関する現状 

 

 
4 行動科学の知見を活用し、望ましい行動・選択を後押しする政策手法 
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前述の課題 2点に対し、MD communetに掲載のある車両プローブデータを活用し、 ①渋

滞多発箇所の可視化及び②違法駐停車対策が車両通行状況改善へ与えた影響の分析を実施

した。それぞれの実施概要について以下に述べる。 

 

 

今後の渋滞対策検討の参考とすることを目的として、2022年の紅葉シーズンにおいて渋

滞が多く発生した箇所を地図上で可視化した。 

 利用データ：HERE社 MapAttributesAPI 

 利用ツール：HERE社 HERE Technical Support Demo Suite 

 対象エリア：京都市中心市街地 

 対象期間：2022 年 11月 26日～12月 4 日 (紅葉観光シーズン) 

 

 

違法駐停車対策が車両通行状況改善へ与えた影響を確認することを目的として、介入を

行った地点付近一定区間道路における車両の平均移動速度を介入前後で比較検証を行っ

た。 

 利用データ：ジオテクノロジーズ社 自動車交通量推計データ 

 利用ツール：HERE社 HERE Technical Support Demo Suite 

 対象エリア： 

介入地点 四条河原町交差点南東角（南向き車線） 

参考地点 河原町通（市之町南向き車線） 

 対象期間： 

介入前 2022年 2月 1日～1月 13日 

介入中 2022年 2月 15日～2月 28日 

 

 

 

 

まず初めに、プローブデータを取得する範囲を決めるため、対象期間及びエリアを設定

した。本実証では、観光目的の自家用車流入によって渋滞が多く発生する紅葉シーズン中

（2022年 11月 26日～12月 4日）の中心市街地を対象期間・エリアとして設定した。 
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図 3.2.4-21 対象エリア（赤枠内） 

 

 

次に、対象期間・エリアのリンク旅行時間データ（HERE社：MapAttributesAPI 

）から速度が 20km/h 以下5、データ信頼度 0.7以上のデータを抽出し、リンク別に該当

データ数を集計することで、渋滞発生回数が多いリンクを特定した。 

 

 

図 3.2.4-22 リンク別渋滞発生回数の集計結果イメージ 

 

 
5 本実証では時速 20km/h以下を渋滞と定義した。 

リンクID 11月26日 11月27日 11月28日 11月29日 11月30日 12月1日 12月2日 12月3日 12月4日 合計 平均
リンクID 11月26日 11月27日 11月28日 11月29日 11月30日 12月1日 12月2日 12月3日 12月4日 合計 平均
25182561280 81 73 77 76 74 69 75 74 67 666 74.0

25205449728 75 66 68 74 67 66 63 74 58 611 67.9

25200647168 77 68 65 71 70 62 65 71 57 606 67.3

25196705792 74 62 62 65 65 60 64 69 56 577 64.1

25176257536 74 62 62 66 64 59 61 69 56 573 63.7

25177534464 74 62 62 66 64 59 61 69 56 573 63.7

25184211968 74 62 62 66 64 59 61 69 56 573 63.7

25184211969 74 62 62 66 64 59 61 69 56 573 63.7

25184211970 74 62 62 66 64 59 61 69 56 573 63.7

25186643968 74 62 62 66 64 59 61 69 56 573 63.7

25192731648 74 62 62 66 64 59 61 69 56 573 63.7

25192731649 74 62 62 66 64 59 61 69 56 573 63.7

25197931520 74 62 62 66 64 59 61 69 56 573 63.7

25198052352 74 62 62 66 64 59 61 69 56 573 63.7

25201874944 74 62 62 66 64 59 61 69 56 573 63.7

25202899968 74 62 62 66 64 59 61 69 56 573 63.7

25204534272 74 62 62 66 64 59 61 69 56 573 63.7

25198210048 66 57 62 61 62 53 66 68 48 543 60.3

25200815104 49 70 61 67 63 67 42 51 64 534 59.3

25189175296 49 70 60 66 61 65 41 48 63 523 58.1

25189175297 49 70 60 66 61 65 41 48 63 523 58.1
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HERE社 HERE Technical Support Demo Suite を用いて、②で特定した渋滞発生回数が

多いリンクの位置を地図上で可視化した。 

 

 

図 3.2.4-23 1日あたりの渋滞発生回数が多いリンク上位 50 

 

 

図 3.2.4-24 1日あたりの渋滞発生回数が多いリンク上位 51～100 
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図 3.2.4-25 1日あたりの渋滞発生回数が多いリンク上位 101～150 

 

 

ジオテクノロジーズ社の自動車交通量推計データを活用し、四条河原町交差点南向きに

おける介入前後の通行車両の平均通行速度を算出し、比較を行った。 

その結果、介入前週に比べ、介入後には 1.44km/hの平均速度上昇が確認できた。一方

で参考地点における平均通行速度は、介入後に 0.16km/h低下していたことから、四条河

原町交差点における介入が通行速度向上へ影響を与えた可能性が伺える結果となった。 

 

図 3.2.4-26 分析対象地点 
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図 3.2.4-27 分析結果 

 

2023年 1月 24日からの大雪の影響により、新名神高速道路では 25日から 26日にかけ

て、下り線の菰野インターチェンジと甲賀土山インターチェンジの間で立往生が発生した

が、本実証を通じて作成した渋滞発生状況の可視化ツールを用いて、当該箇所についても

ほぼリアルタイムで渋滞状況の詳細を可視化することが出来た。 

 

 

図 3.2.4-28 渋滞可視化対象箇所 新名神高速甲賀土山 IC 付近 
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図 3.2.4-29 対象箇所における車両通行速度の推移 

 

 

 

 本実証を通じて、交通施施策検討に向けた現状把握及び交通施策の効果検証における車

両プローブデータの活用可能性を確認することができた。各実施事項について得られた成

果を以下に述べる。 

 

 

市職員も体感的に渋滞が多いと認識していたものの裏付ける根拠が乏しかった箇所につ

いて、今回の可視化によって定渋滞発生回数が多いという定量的なエビデンスを確保する

ことが出来た。 

一方で、市職員が渋滞多発箇所として認識していなかった箇所も、可視化によって新た

に発見することが出来た。 

 

 

データ分析の結果から、ナッジによる違法停車の削減が、車両通行速度の改善について

も影響を与えている可能性を確認することが出来た。 

 

 

京都市とのディスカッションにおいて、通行車両の種別（一般、商用）やナンバー登録

地等の可視化を行うことが出来ると渋滞発生の要因把握や対策の方向性検討においてより

有用であるとの意見が得られた。MD communet には、下記のような車両属性ごとのプロー

ブデータも登録されている。これらを活用することで、上記ニーズにも対応していくこと

が可能と考えられる。 

◼ MD communeに登録されている車両属性別プローブデータの例 

 自家用車：Honda Drive Data Service（本田技研工業株式会社） 
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 商用車：商用車プローブデータ（矢崎エナジーシステム株式会社） 

 

 本実証で得られた知見を踏まえながら、自治体におけるモビリティデータ活用普及に向

けて、 MD communet では引き続き、自治体においてニーズが高いテーマにおけるデータ活

用アイデアの企画・発信を行っていく。 

 

 

 テンプレート（災害ルート回避） 

 

 MD communetは、データカタログの充実や MD communet 普及サイト上でのユースケース

の紹介などによってビジネスへのデータ利用普及を目指してきた。その活動を通して、デ

ータ利用を普及させるためには、それを阻害する障壁を解消する必要があると考えた。 

 データの利用の障壁は利用者の目的ごとに異なるが、特に大きな障壁として、データ利

活用にあたってサービス開発者の作業負荷が非常に大きいというものがあった。形式の異

なるデータを同時に扱うためには技術的に高度なノウハウが要求されるため、サービス開

発者にとってハードルが高かった。また、その他にもデータカタログを見るだけでは自社

の課題解決策やデータの活用用途をイメージできない、自社が保有しているデータの利用

価値が分からない等の利用障壁が存在していた。 

そこでデータの利用ハードルを下げる共通設計テンプレートを作成することで、想定利

用者の「①課題／アイデアの発見」、「②アイデア創出」、「③開発期間短縮」、「④データ活

用用途理解」を促し、データ利用の促進を目指した。 

 

 

図 3.2.4-30 共通設計テンプレート作成により解消を目指す阻害要因と導入効果 
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図 3.2.4-31 共通設計テンプレートを活用した MD communet の想定利用者に対するアプ

ローチ方法 

 

 

共通設計テンプレートを作るための一つのケーススタディとして、「大雨発生時のリス

ク回避ルーティング」を題材として設定し、ルート案内アプリを構築した。 

2022年度は当該アプリの設計・構築を通じ、当該ユースケースに必要な機能を他のユー

スケース（大雪発生時や土砂崩れ発生時のリスク回避ルーティング等）にも再利用可能な

設計にすることで、汎用的なリスク回避ルーティングアプリの共通設計テンプレートの在

り方を確立した。 

2023年度以降は、本実績を踏まえ、共通設計テンプレートをより充実させることで、デ

ータのユースケースやデモアプリ等を発信することで、さらなるデータ利用を促進する。 



228 

 

 
図 3.2.4-32 共通設計テンプレートを活用したデータ利活用促進のシナリオと 2022年度

の実施スコープ 

 

 当該アプリは下図の手順で設計・構築した。 

 

 

図 3.2.4-33 アプリ設計から構築までの実施手順 

 

 

 

 機能検討にあたっては、本ユースケースのユーザとして想定している物流事業者にトラ

ックのナビゲーションシステムに対する要求をヒアリングし、その要求に基づいて、アプ

リケーション層、処理基盤層、前処理層、データ層の４つの分類の下で必要な機能を定義

した。 

 当該アプリは、データ層に格納された各種形式の災害データ等を前処理層で加工可能な

ように処理し、処理基盤層で算出した道路の通行リスクをアプリケーション層で地図上に
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表示する仕様とした。 

 

表 3.2.4-2 機能検討結果 

分類 機能 

アプリケーション層  リスク対象道路取得機能 

 ルート検索 APIへのアップロード機能 

 迂回ルート検索機能 

処理基盤層  リスク箇所検出処理機能 

 道路ネットワーク情報とリスク箇所との紐づけ機能 

前処理層  ポイントデータ、メッシュデータ、リンクデータの

GeoJSON形式への変換機能 

 処理基盤への GeoJSONアップロード機能 

データ層  リスク算出用データ格納機能 

  

 データ調査においては、本ユースケースの実現に必要なデータを洗い出した上で、MD 

communetのデータカタログ上に掲載されているデータの中から本ユースケースに活用可能

なものを選定した。また、不足しているデータは MD communet外部のデータ所有者から調

達した。 

 

表 3.2.4-3 データ調査結果 

必要なデータ 
MD communet 

掲載有無 
データ名称 所有者 データ種別 

道路ネットワーク 有 道路ネットワークデータ HERE 
ノード・リン

ク 

通行実績 有 
通行実績データ（プロー

プデータ） 
パイオニア ライン 

降雨量 無 1kmメッシュ解析雨量 GPV SIP4D 1kmメッシュ 

冠水実績箇所 無 道路冠水想定箇所 
国交省地方整

備局 
ポイント 

 

 

 本アプリにのみ特化して開発が必要であったプログラムは前処理層の３つのプログラム

（破線かつ緑背景の要素）である。それ以外のプログラム、APIは共通設計テンプレート

化（実線かつ青背景の要素）しているため、データを入れ替える（二重線かつピンク背景

の要素）ことで別のアプリとして利用可能になる。 

 本設計を採用することで、将来的に大雪や土砂崩れ等大雨とは別のリスク回避ルーティ

ングアプリケーションを開発する場合においても、共通設計テンプレート化されているプ

ログラムの開発作業を省略することができるため、大幅な設計・構築作業負荷の削減が見
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込める。 

 

 

図 3.2.4-34 共通設計テンプレートと大雨発生時のリスク回避ルーティングアプリの関

係 

 

 

図 3.3.2.4.3.2の設計に基づき、大雨発生時のリスク回避ルーティングアプリを製造し

た。同アプリは、「冠水想定個所」 と「雨量データ」、過去 1時間以内の「通行実績」を

組み合わせて道路の通行リスクを算出し、回避リンク(A)を表示する。その上で、通常検

索結果ルート(B)及び回避道路リンクを避ける迂回ルート(C)を画面上に表示することがで

きる。 

物流事業者の車両運行管理者は本アプリを利用することで、大雨発生時にドライバーに

対して回避リンクを避けた迂回ルートを走行するよう指示することができるようになる。 
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図 3.2.4-35 リスク回避ルート出力結果のイメージ 

 

 

本取組を通じて、アプリの開発に必要な大半のプログラムの設計・構築を不要とするこ

とができる共通設計テンプレートの在り方を確立することができた。それによりデータを

差し替えることで複数ユースケースにも対応可能なアプリの作成を実現した。 

 

 

図 3.2.4-36 2022 年度の取組の成果 

 

 本成果を踏まえ、今後も共通設計テンプレートを充実させていくとともに、共通設計テ

ンプレートから創出されるユースケースやデモアプリ、設計物等を発信していくことでデ
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ータ利活用を促進していく。 

 

 

図 3.2.4-37 2023年度以降の取組の展望 

 

 

 モビリティデータ活用普及に向けた他 SIPテーマとの連携 

 

モビリティデータ活用普及にあたっては、データ利用者、データ提供者双方においてデ

ータ活用についての解像度が高まらないことがボトルネックになっていると考えられる。

以下に、データ利用者、データ提供者それぞれに想定される課題の例について示す。 

 

 

図 3.2.4-38 データ利用者・提供者が抱える課題例 
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上記の課題を克服するためには、データ活用を検討している主体が、活用の仕方と得ら

れる価値についてより具体的に想起できるよう支援をしていくことが重要であり、そのた

めの有効な手段の一つが様々なユースケースの発信だと考える。 

 

 

そこで、令和 4年度では、「プローブ等車両情報を活用したアーキテクチャに基づく物

流効率化のための調査・実証」の受託事業者である株式会社ＮＸ総合研究所（以降 NX総

研）と連携し、 MD communet にて NX総研が手掛けたユースケースの発信を行った。 

 

 

図 3.2.4-39 実施イメージ 

 

 

NX総研による「荷待ち時間発生状況把握と関係者間共有」と「積載重量測定」の 2つの

取組を MD communet ポータルサイトのユースケース紹介ページに掲載し、発信を行った。

発信にあたっては、データ活用を検討している主体が疑問・不安に感じるであろうポイン

トを想定し、それに対応する形でユースケースを整理・紹介を行った。各工夫点について

以下に述べる。 

 

 

「データ活用によってどのようなことが出来るのか想起できない」といった疑問・不安に

対応し、どのような分野・対象について、何のデータを活用し、何を行ったのかを端的に
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整理・紹介した。 

 

 

「データ活用を行うことでどのようなメリットがあるのか想起できない」といった疑問・

不安に対応し、ユースケースにおいて創出された価値についてわかりやすく記載した。 

 

 

図 3.2.4-40 ユースケース掲載イメージ 1/2 

 

 

 「具体的にどのようなデータをどのように扱えばいいのか想起できない」といった疑

問・不安に対応し、インプットデータ、加工方法、アウトプットデータ等について明記し

た。  

 

 

 「どのような主体と協力することよってデータ活用を前に進めることが出来るのか想起

できない」といった疑問・不安に対応し、各ユースケースの実施にあたって関わった主体

とその役割を整理・紹介した。 
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図 3.2.4-41 ユースケース掲載イメージ 2/2 

 

 

NX総研との連携によって、「荷待ち時間発生状況把握と関係者間共有」及び「積載重量

測定」の 2つの取組を MD communet にて発信した。ユースケースの多様化、内容の充実に

よって、データ活用・提供を検討する主体の疑問・不安の解消に寄与することができたと

考える。 

今後も様々な主体と連携し、データ活用普及促進のための情報発信を行っていく。 

 

 

 移動・物流サービスの連携等のための都市部における交通環境情報等の地

理系データの整備・構築に向けた調査・研究 

 第 1回京都コンテスト（FY2019） 

 ユースケース検討と実現性検証 

 

 鉄道、バス等の複数の交通機関網や物流網が存在し、多くの観光資源を有する都市（以

下「観光都市」という。）における地域住民、旅行者（海外からの旅行者も含む）にとっ

て有用なユースケースを複数想定し、それぞれ「機能」「データ」「アセット」について、
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リファレンス・アーキテクチャモデルの各層へのマッピングを行った。 

 また、ユースケースを実現するために、各要素に不足や重複がないかを検討し、整備・

標準化すべきデータ・制度・ルール等を検討・抽出した。 

 

 

【概要・方針】 

 観光都市において、交通環境情報等を活用したアプリケーションやサービスを利用する

ことが想定されるさまざまな利用者（地域住民、旅行者、行政・交通事業者等）にとって

有用と思われるユースケースを検討・想定する。 

 検討・想定にあたっては、本事業に先行して実施された「観光都市における交通環境情

報基盤の構築と活用に向けた調査」（以下「先行調査」という。）の検討結果を活用し、有

用性が高いと思われるユースケースを整理した。 

 

【実施内容・方法】 

 観光都市における移動・物流について課題となっている点を、地域住民（高齢者・身体

障害者を含む）、旅行者（海外からの旅行者、高齢者・身体障害者を含む）、行政・交通事

業者の観点から確認し、これらの課題解決に貢献できるようなユースケースを複数パター

ン整理した。 

 

＜実施内容＞ 

●先行調査の検討成果の確認・整理 

●観光都市における移動・物流に係る課題の整理 

●地域住民、旅行者、行政・交通事業者の観点からの課題・ニーズの整理 

●サービス利用者にとって有用と思われるユースケースの想定（複数パターン） 

 

【検討結果】 

 以上の方針で検討・整理を行い、課題解決に貢献できるようなユースケースを複数整理

した。 

 整理したユースケースの概要（アプリケーションやサービスの利用シナリオ、イメージ

図）は次のとおり。 

 

●居住者（子育て世代） 

• 12時ごろ、四条エリアと五条エリアに買い物に出かけることを考えている居住者

に対して、混雑予想にもとづき、五条から四条の順に移動することをスマートフォ

ンアプリがレコメンド。 

• 子供と一緒に楽に移動できるように、スマホアプリで自宅前までタクシーを手配
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し、五条の大型ショッピングセンターに向かう。ベビーカーはタクシーのトランク

に載せて移動。ショッピングセンターで多くの買い物をしたため、荷物のみ自宅へ

配送を依頼した。 

• 大型ショッピングセンターを出るころには、四条エリアの混雑状況も緩和されてい

るようなので、子供をベビーカーに載せて、バスで四条エリアに向かう。 

• 四条エリアでウィンドウショッピングをし、夕飯前に帰宅できるよう地下鉄で移動

する。ちょうど帰宅したすぐあとにショッピングセンターから荷物が届く。 

 

 

図 3.3.1-1 想定ユースケースの例（居住者（子育て世代）） 

出典）三菱総合研究所作成 
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●居住者（通勤者） 

• 通勤者 A：事前に混雑予想をチェックし、地下鉄が空いている時間帯に四条烏丸の

オフィスまで出社。退社予定時間が近くなったときに、スマホのプッシュ通知で、

地下鉄の混雑状況を把握。退社予定時刻を 1時間遅らせることを決めた。 

• 通勤者 B：時差通勤でポイントが貯まるので、いつもより早めの出社。鉄道の運行

障害が帰宅時間と重なったが、アプリを使ってスムーズに振替輸送を利用できる。

運休等の非常時などは鉄道の定期券でバスに乗車できる仕組み。 

• 通勤者 C：シェアサイクルで通勤をしている。自分が所有している自転車を使うと

駐輪場に困るので、ポートがたくさんあるシェアサイクルは便利。通勤途中で雨が

降っても、途中のポートで自転車のみ返却し、異なる交通手段で移動できる。 

 

 

図 3.3.1-2 想定ユースケースの例（居住者（通勤者）） 

出典)三菱総合研究所作成 
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●居住者（高齢者） 

• 配車センターに電話をかけ、自宅住所と行き先を伝えると、自宅前まで乗合タクシ

ーが迎えに来てくれる。ドアツードアで移動できるため、移動が億劫ではない。 

• 大型ショッピングセンターで買い物を終えると、ショッピングセンターのインフォ

メーションカウンターで、乗合タクシーを手配してくれる。 

• スマホを日常的に使う人は、スマホから予約・決済が可能。 

 

 

図 3.3.1-3 想定ユースケースの例（居住者（高齢者）） 

 

●観光客 

• 観光客が京都駅に到着すると、まず手荷物を預け、宿泊先に荷物のみ送付できる。

預け入れ手続きの際、ユーザがスマートフォン上で QRコードを表示すると、宿泊

先情報や連絡先が自動的に宅配事業者と共有され、決済も自動で完了する。従来、

手荷物の預け入れにかかっていた手間や時間を大幅に削減できる。 

• 観光地で土産を買った場合にも、QRコードを表示するだけで宿泊先まで荷物を届

けてもらえる。トラック物流だけではなく、人力車等も活用するため、交通渋滞の

出典）三菱総合研究所作成 
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緩和にも一役買っている。旅行全体を通して観光客は手荷物を持つことがなく、快

適な旅行体験ができる。 

• 手荷物を預けて身軽になった観光客は、それぞれの目的地に向かって、最適な交通

手段で移動する。ひとつのアプリ上で、交通手段の検索、予約、決済が完了するた

め、ストレスがない。交通手段の選択の際には、階段の数や坂道の長さなどを考慮

することもできるので、体力に自信がない観光客や自転車を使いたい観光客も安心

である。 

• スマートフォンのカメラロールやウェブの閲覧履歴をアプリ上で読み込むと、ユー

ザの属性情報に応じて、観光地のレコメンドをする機能もある。もちろんこれは、

ユーザの許諾を得られた場合のみ提供される。 

• 外国人向けに、多言語情報提供も行われている。旅行に関する全てのやり取り（検

索、予約、決済）を多言語で実施可能。 

 

 

図 3.3.1-4 想定ユースケースの例（観光客） 

 

●観光客（車いす利用客） 

• 旅行に出かける前に経路検索サービスにより、自らの障害に対応したバリアフリー

移動ルート（スロープ、エレベータ、エスカレータ、リフト、車いす対応の車両

出典）三菱総合研究所作成 
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（電車、バス、タクシー等）、介助サービス等）を検索し、行程を立案。 

• 移動時間については混雑状況を考慮した時間帯やルートを提案。また、車いす利用

での車両への乗降や乗換えも考慮した所要時間の推測値を提案。 

• 移動ルートだけでなく、駅構内や立ち寄り施設等におけるバリアフリー対応も確認

（トイレ、スロープ、エレベータ、エスカレータ、介助サービス等） 

 

 

図 3.3.1-5 想定ユースケースの例（観光客（車いす利用客）） 

 

●行政・交通事業者等 

• 旅行者、居住者の移動を把握できるため、交通需要に応じて、バス増便やモード間

の融通を行うことができる。 

• また、旅行者と居住者の移動時間・エリアをうまく分離するように誘導すること

で、双方の移動体験をよりよいものにできる。 

• 訪日外国人から頻繁に質問を受ける地点やサービスについては、多言語情報提供を

優先的に推進する。これにより、訪日外国人の満足度が向上する。 

• 災害発生時には、スマートフォンに避難所情報、交通機関復旧情報等を配信し、避

難所や宿泊先に速やかに誘導する。 

• 交通需要に応じて、ダイナミックプライシングを実施し、適正な交通量へと誘導し

たり、バス路線の再編成についてシミュレーションしたりすることも可能。 

出典）三菱総合研究所作成 
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図 3.3.1-6 想定ユースケースの例（行政・交通事業者等） 

 

 

観光都市におけるユースケースの実現に向け、リファレンス・アーキテクチャモデルに

おける「機能」「データ」「アセット」各層においてどのような要素が必要となるか、どの

ように連携を図る必要があるか等について網羅的に抽出・検討するため、また産官学の関

係者が必要となる「機能」「データ」「アセット」について共通の理解・観点に基づき連携

できるようにするため、想定ユースケース実現のために必要となる要素のリファレンス・

アーキテクチャモデルの各層へのマッピング作業を行った。 

まず、b項と同様にユースケースの「機能」「データ」「アセット」について、リファレ

ンス・アーキテクチャモデルの各層に対するマッピング作業を行った。マッピング作業結

果を以下に示す。この作業を通じて、各項目の過不足・重複がないことを確認した。 

 

 

出典）三菱総合研究所作成 
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図 3.3.1-7 リファレンス・アーキテクチャモデルへのマッピング結果（概要） 

 

「ユースケースの検討・想定」で検討したユースケースのうち、今回事業において特に

重要と考えられる観光客向けのユースケースについて、当該ユースケースに含まれる「機

能」「データ」「アセット」を対象として、リファレンス・アーキテクチャモデルの各層に

対するマッピング作業を行った。 

マッピング作業結果を下図に示す。 

なお、将来的に導入展開が想定される機能・サービスも見据え、2019～2020年度に実施

する実証施行の対象外となる要素も含めて整理を行った。 

 

観光（施設・エリア）分野におけるデータ

移動サービスに関する機能

分野等

移動・物流・観光に関するサービスが連携した機能

出発
地点

到着
地点

観光都市における移動・物流

物流分野におけるデータ

交通分野におけるデータ

機能層

データ層

アセット層
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図 3.3.1-8 リファレンス・アーキテクチャモデルへのマッピング結果 

（観光客向けのユースケース・将来時点の機能・データ・アセットを含む） 

 

前頁掲載のマッピング図のうち、2020年 6月までにかけて実施するアプリコンテストに

おいて、事務局から提供予定のデータや、アプリコンテスト参加者により開発が期待され

る機能を抽出したマッピング作業を実施した。 

マッピング作業結果を以下に示す。 

  

駅・停留所
位置情報

路線・ダイヤ・
運賃

混雑状況
（将来推計）

混雑状況
（過去実績）

車両運行情報

最適交通手段の探索

混雑の可視化・予測

決済サービ
スの提供

交通需要に基づく増便等

手荷物受入・配送（手ぶら観光の実現）

移動前 移動中・移動後

凡例： 静的
データ
準静的
データ
動的

データ

交通

物流

施設

荷物預かり
位置情報

荷物預かり
サービス内容

荷物預かり
サービス利用状況

地図情報
（ベース
マップ）

観光施設
情報

混雑状況
（リアルタイム）

決済
情報

サービス提供地点
（駅・停留所、荷物預かり
サービスカウンター、観光

施設 等） 車載器等
（バスロケーションシステム）

交通・物流事業者の管理端末

利用者
端末

時間帯別・エリア別混雑の
抑制・ピークシフト

機能層

データ層

アセット層
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図 3.3.1-9 リファレンス・アーキテクチャモデルへのマッピング結果 

（観光客向けのユースケース・将来時点の機能・データ・アセットを含む） 

 

 

本項では、ルール整備、制度設計、標準化等を実施すべき事項を明確にすることによ

り、ポータルの利活用を促進することをめざし、データ提供者・活用者双方の観点から検

討すべき事項を整理した。 

前項までの検討を踏まえ、リファレンス・アーキテクチャモデルに対する要素の不足や

重複がないか検討・整理した。また、整備または標準化すべきデータ（交通、物流、施

設）、整備すべき制度・ルール（民間事業者間での情報授受・共有・活用に係る制度・ル

ール、関係法令・規則等）について検討を行った。 

この際、ポータルの運用に際しデータ活用者・データ提供者に生じうる関係に着目し、

将来的に整備・標準化が必要なデータ・制度・ルール等を整理した。 

なおデータの仕様・ルール等は SIP第 1期／自動走行システム／ダイナミックマップサ

ービスプラットフォームの実用化に向けた検討の結果（仕様）（以下、SIP第 1期成果）に

準拠し、そのうえで、検討すべき事項等を整理した。 

ポータルにおけるデータ活用者・データ提供者に生じうる関係の検討例を以下に示す。 

 

駅・停留所
位置情報

路線・ダイヤ・
運賃

混雑状況
（将来推計）

混雑状況
（過去実績）

車両運行情報

最適交通手段の探索

混雑の可視化・予測

決済サービ
スの提供

交通需要に基づく増便等

手荷物受入・配送（手ぶら観光の実現）

移動前 移動中・移動後

凡例： 静的
データ
準静的
データ
動的

データ

交通

物流

施設

荷物預かり
位置情報

荷物預かり
サービス内容

荷物預かり
サービス利用状況

地図情報
（ベース
マップ）

観光施設
情報

混雑状況
（リアルタイム）

決済
情報

サービス提供地点
（駅・停留所、荷物預かり
サービスカウンター、観光

施設 等） 車載器等
（バスロケーションシステム）

交通・物流事業者の管理端末

利用者
端末

時間帯別・エリア別混雑の
抑制・ピークシフト

機能層

データ層

アセット層
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図 3.3.1-10 ポータルへのデータ活用者・データ提供者に生じる関係のイメージ 

 

前掲の図において、将来的にルール整備・制度設計・標準化等を実施すべき事項を下表

に示す。 

下表のうち、実証実験においては No.3「データ活用者への提供」、No.5「データ提供時

の契約」、No.6「データ活用時の規約」について実証実験用の規約類を作成し、データ提

供者ならびにデータ活用者に提示した。 

 

表 3.3.1-1 ルール整備・制度設計・標準化等を実施すべき事項（案・例） 

No* 対象 整備・標準化すべき事項（⇒対応案） 

1 静的データの

変換 

・事業者側の提供フォーマット 

・データ変換の方法 

・データ更新の頻度、方法 等 

2 動的データの

提供 

・データの提供方法（API等） 

 ⇒原則は SIP第１期成果*に準拠 

 ⇒システム要件（リクエストの上限回数、認証方式等）につい

ても要検討 

3* データ活用者

への提供 

・データの提供方法（API等） 

 ⇒原則は SIP第１期成果*に準拠 

 ⇒システム要件（リクエストの上限回数、認証方式等）につい

ても要検討 

4 データの目的

外利用 

・個人情報や匿名加工情報の扱い 

・肖像権の処理 

 ⇒提供者側で処理 

5* データ提供時

の契約 

・データの権利関係の帰属 

 ⇒先行事例（METIガイドライン**等）を参照 

6* データ活用時

の規約 

・データ活用者に合意を求める規約 

⇒アプリコンテストの事例、先行事例（G空間情報 PF）を参照 

* 本実証実験で規約類を作成した事項 

交通
事業者等

物流
事業者等

ポ
ー
タ
ル

データ提供者

民間ポータルサイト
運営事業者

等

経路探索
サービス事業者

等

データ活用者
（＝サービス提供者）

サービス
利用者

デ
ー
タ
提
供

Ａ
Ｐ
Ｉ

デ
ー
タ
取
得

Ａ
Ｐ
Ｉ

契
約
等

規
約
等

デ
ー
タ
変
換

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) (6)

(x)
…整備・標準化すべき対象
（番号は別表内項番に対応）

施設事業者等
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将来的な全国展開を見据え、象徴的な事例となる都市を選定した上で、データ提供者を

特定し、データの仕様、必要な費用、期間等の試算など、実証実験に向けた事前準備とし

て関係者への説明・合意形成に取り組んだ。 

対象となる都市としては我が国を代表する観光都市である京都市を対象とする。 

京都市には毎年約５千万人もの多くの旅行者が訪れるとともに、地域住民も約 150万人

が居住しており、複数の交通機関網や物流網も存在している。また、旅行者と地域住民の

移動・物流の集中・錯綜等、本事業のテーマに合致する課題を抱えていることから、観光

都市におけるリファレンス・アーキテクチャモデル検証の対象地域として適していると判

断する。前述した先行調査においても京都市域がケーススタディ対象となっており、この

調査結果を最大限活かすことにより効率的・効果的な実証実験を行うこととする。 

なお、全国各地域においては、本事業のほかにも政府各府省庁や民間団体等の取組とし

て、観光都市における交通課題解決や新たなサービスの開発・実証・事業化等について、

さまざまな施策・事業が展開されている。京都市は、我が国有数の観光都市であり、国内

外から多くの観光客が訪れ、賑わいのある側面と、多くの観光客の集中によって引き起こ

される混雑に対する課題、観光客がスムーズに目的地へ移動できるような情報提供に関す

る課題、大きな荷物を持つことなく身軽に移動するための課題など、解決するべき課題も

多く起こっていることが現状である。既に、国土交通省による観光渋滞対策実験への取組

があるほか、官民により経路探索サービスや観光情報提供サービス等も展開されており、

さらに交通事業者は京阪神各地域における MaaS事業等に取り組みなど、課題解決に向け

た取組は各所で実施されている。本事業においても、京都市における観光の課題解決に寄

与することを目的としつつ、既存の施策・事業と適切に協力・連携を図り、さまざまな取

組のベースとなるデータの共通化・標準化や流通の仕組みづくりや技術的検証等の役割を

担うことにより、全体として社会的な施策効果を最大化させることを目指して取り組むこ

ととする。 

 

 

【概要・方針】 

(1)で想定したユースケースを京都市において実現するために必要となるデータ（交

通・物流・施設）を抽出・整理し特定する。またこれらのデータに係る情報（データ提

供者、データの仕様、提供方法、提供条件等）について確認・整理した。 

ユースケースについては主に観光者などの来街者および市民など、京都市内で移動す

る利用者の立場から有用なサービスを検討した。それらのサービスの実現に必要となる

データについては、すべてデジタルデータとして整備されているとは限らず、現状では 

整備されていないもの、整備はされているが紙ベースなど情報システムでは活用しにく

いもの、電子化されているがデータ形式や提供条件の関係から活用しにくいものなど、
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さまざまな状況にあり、これらを的確に把握することにより、実証実験および将来の実

サービス展開に向けて現実的な対応を検討した。本項目についても先行調査の検討成果

を最大限に活用した。 

 

【実施内容・方法】 

(1)で整理したユースケースを要素分解し、京都市における実証実験で必要となると

考えられるデータ（交通・物流・施設）をリストアップした。そのうえで、各データに

係る情報（データ提供者、データ仕様（形式・容量等）、提供方法（ダウンロード、媒

体提供、API等）、提供条件（データ活用者、活用目的、費用等）について確認、整理を

行った。 

各データに係る情報の整理にあたっては先行調査の結果を参照、活用した。 

 

＜実施内容＞ 

●想定ユースケースの要素分解と必要データ（交通・物流・施設）のリストアップ 

●各データに係る情報の確認・整理（データ提供者へのヒアリング等） 

整理項目：データ提供者（行政、公的団体、民間企業等） 

    データ仕様（種類、形式、容量等） 

    提供方法（ダウンロード、媒体提供、API等） 

    提供条件（データ活用者、目的、知的財産権の扱い、有償・無償等） 

 

【検討結果】 

想定したユースケースに対応し、必要と考えらえるデータ（交通・物流・施設）のリ

ストアップを行った。リストアップの結果を次表に示す。 
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表 3.3.1-2 想定したユースケース実現のために必要と考えられるデータ 

ユースケースにおける実現機能 必要と考えられるデータ 

混雑予想・障がいに基づく移動のレコメン

ド 

交通 - 混雑予想データ 

交通 - 運行情報・位置情報データ 

交通 - ダイヤデータ 

交通 - バリアフリー情報 

交通 - マップ・距離情報 

交通 - 障がい情報 

交通 - バリアフリーなルート情報 

交通 - お祭り情報 

交通 - 営業データ 

施設 - 混雑予想データ 

施設 - バリアフリー情報 

施設 - 位置情報データ 

ベビーカー対応タクシーの配車 交通 - 混雑予想データ 

交通 - 運行情報・位置情報データ 

交通 - バリアフリー情報 

荷物の配送・受取「手ぶら観光」 交通 - 混雑予想データ 

物流 - 荷物リアルタイム位置情報 

物流 - 荷物配送混雑情報データ 

物流 - コインロッカー空き情報 

物流 - 位置情報データ 

物流 - 営業データ 

施設 - 予約状況データ 

施設 - 位置情報データ 

ベビーカーを伴う移動 交通 - 混雑予想データ 

交通 - ダイヤデータ 

交通 - バリアフリー情報 

交通 - マップ・距離情報 

交通 - バリアフリーなルート情報 

交通 - 営業データ 

施設 - 位置情報データ 

混雑状況の把握 交通 - 混雑予想データ 

施設 - 混雑予想データ 

施設 - 営業データ 
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表 3.3.1-3 想定したユースケース実現のために必要と考えられるデータ（続き） 

ユースケースにおける実現機能 必要と考えられるデータ 

時差通勤促進 交通 - 混雑予想データ 

シェアサイクルの予約・利用 交通 - 運行情報・位置情報データ 

乗合タクシーの利用 交通 - 運行情報・位置情報データ 

道路状況に基づく移動のレコメンド 交通 - 運行情報・位置情報データ 

交通 - マップ・距離情報 

施設 - 位置情報データ 

観光地・ホテルのレコメンド情報 施設 - 予約状況データ 

施設 - 位置情報データ 

施設 - 施設情報 

施設 - 気象データ 

多言語対応 交通 - 多言語情報 

交通 - 案内板設置情報 

物流 - 多言語情報 

施設 - 多言語情報 

施設 - 案内板設置情報 

訪問場所のバリアフリー情報 施設 – バリアフリー情報 

幼稚園への子供の送り迎え支援 交通 - 混雑予想データ 

交通 - 運行情報・位置情報データ 

施設 - 位置情報データ 

買い物支援 交通 - ダイヤデータ 

交通 - マップ・距離情報 

施設 - 位置情報データ 

施設 - 施設情報 

飲酒時帰宅の支援 交通 - 混雑予想データ 

交通 - 位置情報データ 

テレワークの支援 施設 - 位置情報データ 

施設 - 営業データ 

荷物の少ない買い物ルートの提案 交通 - マップ・距離情報 

物流 - 荷物リアルタイム位置情報 

施設 - 位置情報データ 

 

  



251 

 

表 3.3.1-4 想定したユースケース実現のために必要と考えられるデータ（続き） 

ユースケースにおける実現機能 必要と考えられるデータ 

「寄り道」のレコメンド 施設 - 混雑予想データ 

施設 - 予約状況データ 

施設 - 位置情報データ 

施設 - 営業データ 

天気に合わせた移動回避 施設 – 気象データ 

 

上記リストアップの結果をもとに、京都における交通・物流・施設事業者に対し、事

業概要の説明およびデータ提供の依頼・協議を行った。 

協力を依頼した事業者の一定割合には今回実証実験へのデータ提供をご了承いただけ

たが、各事業者の事業方針やデータやアプリケーションに係る取扱い方針等、諸々の課

題認識から、今回実証実験へのデータ提供は見合わせるとの判断をされた事業者も多く

あった。 

依頼・協議を通じて確認したデータ提供に係る主な課題等について以下に示す。 

 

表 3.3.1-5 事業者への依頼・協議を通じて確認した主な課題等 

分類 事業者への依頼・協議を通じて確認した主な課題等 

交 通 

∙ 交通に係るデータは事業者にとって貴重な事業資産であり、またセ

キュリティの観点もあるため、データ提供には一定のハードルがあ

る 

 

∙ 事業者が提供したデータをもとに別の主体がアプリケーションやサ

ービスを提供するパターンでは、データではなくアプリケーショ

ン・サービス側のエラーや遅延等のためサービス利用者に誤った情

報を提供してしまった場合、そのクレームは交通事業者側にきてし

まうという懸念がある。 

 

∙ 特に動的データは複雑かつリアルタイムでの処理が必要となるた

め、エラーや遅延も発生しやすく、システム間の相互接続、データ

の加工・編集・授受等の面でハードルが高い。 

物 流 

∙ 手ぶら観光サービスに関する手荷物等の配送状況等をリアルタイム

に提供するには、システム間の相互接続、データの加工・編集等の

面でハードルが高い。 
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施 設 

∙ 施設（観光施設や観光エリア）に関する情報は、交通や物流に関す

るデータと比較すると静的なものが多く取扱いもしやすい面がある

が、各施設やエリアのデータは一定のタイムスパンで変化するた

め、適時・適切なデータ更新が必要である。 

 

 

【概要・方針】 

前項の検討、事業者との協議等を踏まえ、2019年度の実証実験において実証実験用シ

ステムに搭載・提供するデータの候補について、対象データ、データ形式・容量、提供

方法、提供条件等を検討した。また、実証実験におけるデータ提供期間として、アプリ

の開発期間である 3～4ヶ月程度を設定し、データの調達に係る費用を概略試算した。 

データ調達に係る費用については、多くのデータは無償で入手できるものであった

が、一部の事業者等はデータを有償で提供しており、その場合は標準的な価格体系を確

認するとともに、調査研究や実証実験の目的で提供いただく場合の考え方について確

認・調整した。 

また、データ自体は無償であっても、アプリケーションやサービスで活用できるよ

う、標準的なフォーマットへの加工・編集を行う必要があるものや、実証実験用システ

ムとの接続のためのシステム構築が必要となるものも確認した。 

 

【実施内容・方法】 

前項までの検討を踏まえつつ、2019年度の実証実験において交通情報環境基盤に搭載

するデータの候補を抽出し、その利用条件を整理した。 

データの取得方法としては、静的データ（路線図、駅・バス停位置、時刻表、料金表

等）については原則として実証実験用システムのウェブサイトからのダウンロードや

APIによる提供、動的データ（車両運行情報、手荷物の配送ステータス情報等）につい

てはシステム相互接続により APIによる提供を行うことを想定した。 

有償での入手が必要なデータについては、利用期間（３～４か月程度を想定）、利用

条件（目的を調査研究、実証実験に限定等）を設定したうえでデータ提供者との確認調

整を行った。また、データそのものは無償であっても、活用のために標準的なフォーマ

ットへの加工・編集を行う必要があるものや、実証実験用システムとの接続のためのシ

ステム構築が必要となるものについては、そのための対応事項を確認・整理した。 

 

＜実施内容＞ 

●実証実験において交通情報環境基盤に搭載するデータ候補の抽出 

●実証実験におけるデータ提供方法・提供条件等の想定 
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●有償で提供されているデータの特定と実証実験での取得に係る費用の試算 

●無償だがデータの加工・編集やシステム接続が必要となるものに係る費用の試算 

●交通情報環境基盤における対象データの取得・管理に係るシステム構築・運用に

係る費用の試算 

 

【検討結果】 

実証実験において交通情報環境基盤に搭載するデータ候補および提供条件を下表のと

おり整理した。 

費用については、有償データの調達に係る費用、無償データの加工・編集に係る費

用、動的データの APIによる利用に係る費用等を確認整理した。 

 

表 3.3.1-6 実証実験用システムで活用する候補としたデータの概要 

分 

類 
静的データ候補 動的データ候補 データ提供主体 主な提供条件等 

交 

通 

・路線図 

・時刻表 

・距離・運賃表 

・駅・停留所位

置 等 

・運行状況（遅

延・運行見合わ

せ等） 

・車両位置情報

（停留所間のバ

ス位置情報）等 

∙ 鉄道・バス事

業者（京都市

公共交通ネッ

トワーク会議

参加企業） 

∙ コンテンツプ

ロバイダ 等 

∙ 多くの静的データは無

償（一部有償）。ただ

し編集・加工が必要。 

∙ 動的データは有償また

は接続のためのシステ

ム構築費用が必要。 

物 

流 

∙ 手ぶら観光サ

ービス施設

（荷物一時預

かり、デリバ

リー、宅配、

コインロッカ

ー等）の位置

情報 等 

∙ 手荷物・土産物

等の配送ステー

タス情報 

∙ コインロッカー

の満空情報 等 

∙ 京都市域にお

ける手ぶら観

光サービス提

供事業者 等 

∙ 静的データは無償。た

だし編集・加工が必

要。 

∙ 動的データは API利用

規約に準ずる必要があ

り、有償または接続の

ためのシステム構築費

用が必要。 

施 

設 

∙ 観光施設の位

置・概要情報 

等 

∙ エリア別の混雑

状況 等 

∙ 京都市 

∙ 京都市観光協

会 

∙ コンテンツプ

ロバイダ 等 

∙ 多くの静的データは無

償 

∙ 動的データは有償また

は接続のためのシステ

ム構築費用が必要。 
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【概要・方針】 

上記検討を踏まえ、今回の実証実験において実証実験用システムに搭載・提供するデ

ータおよび取得方法等を整理し、関係者に説明して合意形成を図った。 

実証実験の対象地域としている京都市においては、「京都市公共交通ネットワーク会

議」が設置されており、京都市役所および京都市域を運行する公共交通事業者（鉄道、

バス）が参加している。先行調査においても、当該会議体において、ポータルの活用や

実証実験、将来的な MaaSへの活用等に係る協議を行っているため、この会議体および

これまでの協議検討成果を最大限に活用して合意形成を図った。 

また、ポータルを活用したサービス提供者についても、先行調査の中で経路探索サー

ビス事業者等へのヒアリングを実施しており、その成果を踏まえて実証実験に係る合意

形成を図った。 

 

【実施内容・方法】 

今回実証実験の主旨・内容について原案を関係者に説明し、本実証実験への参加・協

力に係る合意形成を図った。 

 

表 3.3.1-7 合意形成対象とした関係主体 

分類 対象主体 対応方針 

データ

提供者 

交通事業者（鉄道、バス

等） 

「京都市公共交通ネットワーク会議」参加企業

等に説明・協力依頼 

物流事業者（宅配等） 個別打合せにより説明・協力依頼 

（宅配事業者、デリバリーサービス事業者等） 

施設事業者 個別打合せにより説明・協力依頼 

（京都市観光協会等） 

データ

活用者 

経路探索サービス事業者等 先行調査でのヒアリング成果を活用 

個別打合せにより説明・協力依頼 

大学・研究機関等 個別打合せにより説明・協力依頼 
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 実証実験用のデータ及び APIの整備 

期間を限定し（３～４か月間程度）、2）で検討したデータのうち、ユースケースの実現

のために重要性が高いデータを特定し調達を行った。データの加工・編集や変換、データ

取得 API・提供 APIを開発したうえで、実証実験用システムを構築、セットアップし、ア

プリコンテストにおいて活用可能なものとして整えた。 

 

 

2）で検討したデータのうち、実証実験実施に必要となる重要性が高いデータを特定

し、データ提供者と提供期間、提供条件、費用等を協議・合意のうえ調達を行った。 

 

 

(1)で検討したユースケースおよび関係者との合意等に基づき、実証実験においてデ

ータ活用者に提供するデータを選定した。データ取得にあたっては、データの取扱い

（提供期間、提供条件、費用等）を適切に設定し、覚書や契約書等を取り交わしたうえ

で提供を受けることとした。 

 

＜実施内容＞ 

●実証実験に必要となるデータの特定 

●データ提供者との協議・調整、覚書・契約書の締結（提供期間、提供条件、費用

等） 

●データの入手（無償または有償） 

 

 

実証実験へ協力の意向を得られた事業者から、データ活用者に提供するデータについ

て協議・選定し、データを入手した。データの入手にあたっては、メールや対面で提供

いただきたいデータの説明をしたうえで、提供期間、提供条件、費用等を定めた規約を

事業者と取り交わし、実際にデータを提供いただく、というプロセスを踏んだ。 

現時点、事業者と合意し実証実験に提供できるデータの概要を下表に示す。 
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表 3.3.1-8 実証実験において活用するデータ（現時点事業者と合意しているもの） 

分類 データの内容 提供事業者 

交通 京都市営地下鉄 駅、ダイヤ、運賃データ 等 京都市交通局 

 京都市営バス 停留所、路線（系統）、時刻、運

賃 等 

京都市交通局 

 京都バス 停留所、路線（系統）、ダイヤ、運賃 京都バス株式会社 

 ヤサカバス 停留所、路線（系統）、ダイヤ、運

賃 

株式会社ヤサカバス 

施設 京都市内混雑度予想 ヤフー株式会社 

 京都市内特定エリア 行楽シーズン混雑度予想

（特定の期間限定） 

ヤフー株式会社 

 京都市内 観光スポット情報 公益社団法人京都市

観光協会（DMO 

KYOTO） 

 

 

 

調達したデータを実証実験用システムで活用できるよう、データ形式、項目等の加

工・編集・変換等の処理を行った。また、データ取得の仕組みについては、課題 aで検

討・構築するポータルサイトの構成・内容、API仕様、運用方針との整合を図るように

した。 

なお、提供を受けるデータの形式、項目等は、十分に標準化されていないため、デー

タ提供者ごとにかなりの差異があった（例：交通事業者の時刻表、料金表等は、各社が

独自に作成したエクセルファイルで管理されている等）。 

 

 実施内容・方法 

公共交通機関の時刻表、料金表等の静的データについて、データ提供者から取得のう

え、データ活用者が利用しやすいよう、標準的な仕様（GTFS-JP等）に沿って、必要な

加工・編集等を行った。 

 

＜実施内容＞ 

●情報種別ごとの標準的なデータ仕様の検討（例：交通データ：GTFS-JP等） 

●静的データの加工・編集・変換 

 

 検討結果 

事業者から入手したデータのうち、交通に関するデータについては GTFS-JP形式等に

加工・編集し、実証実験用システムに搭載することとした。 

物流に関するデータについては、今回事業用に独自のフォーマットを整理したうえ
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で、入手した情報を加工・編集した。 

施設に関するデータについては、事業者から入手したファイル形式（tsv形式や

excel形式）を確認のうえ、実証実験用システムに搭載することとした。 

 

 

 

実証実験用システムに搭載するデータについて、データ活用者が利用するための仕組

みを構築した。データ活用に係る仕組み全体として、課題 aで検討・構築するポータル

サイトの構成・内容、API仕様、運用方針との整合を図ることとした。 

データ活用者が、さまざまなアプリケーションやサービスの開発を行いやすいよう、

標準的な仕様・方法での仕組みの構築を行うよう留意した。またデータ提供者と協議・

合意した内容に基づき、適切にデータのセキュリティの確保を図ることとした（詳細は

「アプリコンテストの企画・実施」に記載）。 

 

 

データについてはウェブサイトからのダウンロードや API等による提供を想定し、機

能やインタフェースを設定した。 

またデータ仕様やサンプルデータ、APIの仕様等についてポータルサイトにおいて適

切に情報が閲覧できるよう整理した。 

 

＜実施内容＞ 

●ウェブサイトからのダウンロード機能、インタフェースの構築 

●データ活用者に提供するための APIの構築 

●データ仕様やサンプルデータ、API仕様等の情報の整理（ポータルサイトへの掲

載） 

 

 

 

(1)～(3)で準備したデータおよび APIを利用しつつ、実証実験用システムの構築・セ

ットアップと稼働準備を行った。 

 
 

(1)～(3)準備したデータおよび APIを実証実験用システムに搭載した。基盤システム

はクラウドサービスを利用して構築し、適切なセキュリティ管理を行った。 

 

＜実施内容＞ 

●クラウドサービスの調達 
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●実証実験用の基盤システム構築（DBMS、ウェブサーバ、ユーザ認証システム等） 

●実証実験用の基盤システムへのデータ、APIの搭載 

●各種試験（単体試験、結合試験、稼働試験） 

●保守・運用計画の策定 

●データ活用者に向けたマニュアル等の作成 

 

 

図 3.3.1-11 実証実験用システムの概要 

 アプリコンテストの企画・実施 

 

【コンテストの趣旨】 

本事業で収集した交通環境情報を用いて、「京都における観光・交通に関する課題解決

のためのアプリコンテスト」（愛称「KYOTO 楽 Mobiコンテスト」）の実施に向けた企画を

行った。 

コンテストの趣旨は、以下の 2点に整理した。 

  

ポータルサイト

地域に
おける
運行
管理

実証実験用
システム

交通・物流等データ

搭載データの基本仕様
APIの基本仕様

データ取得
API

ウェブ・媒体
経由での

データ取得

データ活用
アプリケーション

サービス

ウェブサイトからのダウンロードや
APIによるデータ提供

サービス利用者
（地域住民、旅行者、

行政・交通事業者等）

データ仕様
サンプルデータ

API仕様等の
登録

東京
臨海部
実証
実験

※一部
加工・編集

のうえ搭載

データ提供者
（交通事業者、

物流事業者等）

データ提供
API

データ活用者
（コンテスト参加者、

経路探索サービス
事業者）

本事業の対象

システム搭載データの閲覧・
活用は規約に同意し書類審
査に合格したコンテスト参加
者及び経路探索サービス事
業者等に限る（システム上の
セキュリティ措置も講ずる）

今年度の実証実験ではアプリの一般公開はせず、
ネットアンケート会社に登録しているモニターに

アプリの試用や評価を依頼する予定。
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趣旨 1 アーキテクチャの実現 

1-1 アーキテクチャの実現 

交通環境情報を収集し、課題解決に向けてビジネス層・機能層・データ層・アセット

層等に整理したアーキテクチャ実現に結びつける。 

1-2 データ層の標準化促進 

データ層の中で、交通環境情報を標準的なフォーマット（GTFS-JP 等）で整備するこ

とにより、将来的な課題解決のデータ基盤とする。 

1-3 ポータルサイトの認知・評価 

データ層をカタログ化した「交通環境情報ポータルサイト」（a項にて構築）を認知、

評価いただく契機とする。 

 

趣旨 2 京都の課題解決 

2-1 課題を解決するアプリの開発支援 

交通環境情報を活用して京都の課題を解決し、目指すべき姿を実現するアプリケーシ

ョンを開発いただく。 

2-2 アプリアイデアの提案募集 

京都の課題解決につながるアプリケーションのアイデアを提案いただく。 

 

また、趣旨 2「京都の課題解決」の整理にあたり、下記の 4点を、京都における「解決

が期待される課題」と位置づけた。 

 

観光動線と生活動線の混在 

一部の人気観光地に向かう公共交通（生活バス等）に、観光客か過度に集中すること

により、観光動線と生活動線が混在している。生活動線を避けた経路案内等が望まれ

る。 

 

一部のエリアへの観光客の集中 

一部のエリアに観光客が集中する「オーバーツーリズム」が顕著になっている。混雑

状況を加味した目的地の提案等が望まれる。 

 

交通機関車内への大きな手荷物の持ち込み 

観光客の方は大きな荷物を携えてバスに乗車し、バス車内の混雑に影響を与えてい

る。「荷物は持って歩く」という観光客の意識を変え、混雑を解消するため、荷物を預

けて観光できる「手ぶら観光」を推奨する方策が望まれる。 
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混雑や遅延など実態に即した情報提供ができていない 

観光客から「公共交通機関が複雑で、特に路線バスがわかりづらい」「乗り間違え

た」等の声があり、観光地までの交通案内に課題がある。また、混雑予想や運行状況を

考慮した案内サービス等が望まれる。 

 

 なお、以上にかかげた課題でなくても、参加者が自身で京都の課題を発見し、提出作品

を通じて解決されることが示されていれば構わないかたちとしている。 

 

【コンテストの審査基準】 

 コンテストの趣旨 1「アーキテクチャの実現」、趣旨 2「京都の課題解決」を踏まえ、下

記４点をコンテストの審査基準として設定した。 

 なお、審査基準・判断基準については現在調整を進めている。 

 

 

【コンテストの実施体制】 

 コンテストの実施体制について下表のとおり設定した。 

 また、審査体制については京都におけるアーキテクチャ実現・課題解決の観点から、有

識者や情報通信技術・交通課題等に精通した企業にアイデアを評価いただくかたちを想定

している。有識者 1名を主査に審査委員会を設立し（設置要綱を整備）、事前に審査方法

を確認したうえで、本コンテストの趣旨に沿って審査を実施する設定とした。 

 

表 3.3.1-9 コンテストの実施体制 

主 催 
内閣府 戦略的イノベーションプログラム（SIP） 第 2期（自動運

転） 

協 力 京都市 

事業管理 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 

事業実施 株式会社エヌ・ティ・ティデータ 

事務局 株式会社三菱総合研究所 

  ※ その他、有識者・企業等による協力・協賛を設定。 

  

・ 交通環境情報・データの活用度 

・ 京都市の課題解決度 

・ アプリの発想力 

・ ユーザ視点の分かりやすさ 
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【審査方法】 

(1) 応募書類 

参加者に提出頂く書類は次の通りとした。 

 

A) アプリ開発部門 

・ アプリケーション：Androidアプリケーション（.apk）。ただし、交通環境情報を

用いたアプリ作品を、インターネット上（Google Playなどを含む）に掲載するこ

とを禁止することとした。 

・ アプリの操作説明：PDFファイル。アプリの利用方法を記したドキュメント。 

・ プレゼンテーション：PPTファイル、PDFファイル等。どの交通環境情報を用い

て、どのように活用・分析し、京都市における、誰のどのような課題を解決しよ

うとするアプリなのか等を示したプレゼンテーション（UIのイメージ図を含める

こと）。1次審査を通過した参加者は、このプレゼンテーションを用いて発表を行

う。プレゼンテーションに、アプリがどのように動くかを示した動画を含めても

良い。 

・ 仕様書：事務局にて規定した様式 

 

B) アプリアイデア部門 

・ プレゼンテーション：PPTファイル、PDFファイル等。どの交通環境情報を用い

て、どのように活用・分析し、京都市における、誰のどのような課題を解決しよ

うとするアプリなのか等を示したプレゼンテーション（UIのイメージ図を含める

こと）。 

・ 1次審査を通過した参加者は、このプレゼンテーションを用いて発表を行う。プレ

ゼンテーションに、アプリがどのように動くかを示した動画を含めてもよい。 

 

(2) 交通環境情報の公開 

 エントリーをし、所定の条件を満たした参加者に対して、順次交通環境情報の公開

を行うこととした。 

 

(3) 京都市への質問機会・メンタリング 

(4) 書類審査・実証実験 

(5) 最終審査会・結果発表 

 

 以上(3)～(5）の内容に関しては、新型コロナウイルスの影響も勘案しながら内容

の企画・検討を実施している。 
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【コンテストの審査方法】 

コンテスト参加者は、個人、グループまたは法人単位での参加とすることとした。

個人またはグループで参加する場合は、各個人が所属する法人（大学・研究機関、企

業等）を明らかにすることとした。 

コンテストの参加にあたっては、交通環境情報を利用する際のコンテスト参加者―事

務局間の規約である「交通環境情報データおよび API使用規約」、コンテスト参加の

際のコンテスト参加者―事務局間の規約である「コンテスト参加規約」の遵守を求め

ることとした。 
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【コンテスト参加規約】 

「京都における観光・交通に関する課題解決のためのアプリコンテスト」（愛称「KYOTO 

楽 Mobiコンテスト」、以下「本コンテスト」といいます。）への参加者（以下「参加者」

といいます。）は、以下の内容を遵守するものとします。 

 

第 1条（本コンテストへの参加について） 

1. 本コンテストへの参加は、個人、グループまたは法人単位で受け付けます。ただ

し、個人またはグループで参加する場合は、各個人が所属する法人（大学・研究機

関、企業等）を明らかにたうえでご参加ください。場合によっては、個人または法

人に関する情報のご提供をお願いすることがあります。 

2. 未成年の方が応募する場合は、保護者の同意が必要です。 

3. 参加者は、複数のグループに所属することができません。 

4. 参加者は、本コンテストを運営する株式会社三菱総合研究所（以下「MRI」といいま

す。）による審査及び登録承認を受けるものとします。 

 

第 2条（反社会的勢力について） 

1. MRI及び参加者は、相手方に対し、次の各号に該当しないことを表明保証し、将来

にわたり該当しないことを誓約するものとします。 

(1) 自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が、暴力

団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴ

ロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずるもの（以下

総称して「反社会的勢力」という。）であること。 

(2) 自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が反社会的

勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。 

(3) 前二号に該当しなくなったときから 5年を経過していないこと。 

(4) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、次に掲げる行為又はこれに準ずる

行為を行うこと。 

(a) 暴力的な要求行為 

(b) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(c) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(d) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は

相手方の業務を妨害する行為 

 

第 3条（応募作品について） 

1. 参加者は、「Android アプリ（.apkファイル）」の応募作品を制作、またはアプリア

イデアに関するプレゼンテーション資料を作成するものとします。 
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2. 参加者が応募できる作品数は 1つとし、応募作品は参加者が自ら考案・制作したも

のに限ります。 

3. 応募作品は、他のいかなるコンテスト等にも応募済み又は応募予定ではない未発表

のものに限ります。 

4. 提出期限を過ぎたものは受け付けません。 

 

第 4条（参加者の承諾事項について） 

1. MRIまたは MRIが指定する者は、本コンテストを企画・運営するため、参加者の名

称及び応募作品を複製、翻案、公表、公衆送信又は利用することができるものとし

ます。 

2. 参加者は、交通環境情報データを利用した応募作品を、MRIを経由せず公開又は第

三者に提供してはならないものとします。例えば、交通環境情報データを利用した

応募作品を、Google Playに公開することはできません。 

 

第 5条（個人情報について） 

1. MRIは、参加者の保有する個人情報の委託又は提供を受ける場合、「個人情報の保護

に関する法律」（以下「個人情報保護法」といいます。）、これに関連する法令及び

ガイドラインを遵守し、当該個人情報を保護しなければならないものとします。な

お、本規約において「個人情報」とは、個人情報保護法第 2条第 1項記載の意味を

有するものとします。 

2. MRIは、本コンテストの企画・運営、本サービスの利用及び開発アプリケーション

等に関する連絡、本サービスの保守又は改良等の場合に、参加者に関する登録情報

を利用できるものとします。 

3. MRIは、本コンテストの企画・運営もしくは本コンテスト終了後の継続支援等のた

めに、京都市に対し、参加者の氏名、所属および連絡先を提供することができるも

のとします。また、MRIは優秀な作品の表彰もしくは本コンテストの成果報告のた

めに、参加者の許諾を得て、参加者の認めた範囲で参加者の氏名および所属を公開

することができるものとします。 

4. MRIにおける個人情報の取扱いは、MRI「個人情報保護方針」及び「個人情報のお取

扱いについて」に従って行います。 

 

第 6条（選考について） 

1. 本コンテストの事前審査や選考の経過等に関するお問い合わせには応じられませ

ん。 

 

2020年 2月 14日制定、即日施行 
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【交通環境情報データおよび API使用規約】 

交通環境情報データ及び API利用規約（以下「本規約」といいます。）は、株式会社三菱

総合研究所（以下「MRI」といいます。）が運営する「京都における観光・交通に関する課

題解決のためのアプリコンテスト」（愛称「KYOTO 楽 Mobiコンテスト」、以下「本コンテ

スト」といいます。）において、MRIが提供する交通環境情報データ及び交通環境情報デー

タ API等に関し、適用されるものとします。 

 

第 1条(定義) 

1. 本規約において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによりま

す。 

(1) 「交通環境情報データ」とは、交通環境情報データ提供者（交通、物流、施設

等に関するデータを保有し、本コンテストに協力して当該データを提供する者

をいいます。以下同じです。）から MRIに対して提供され、MRI が本コンテスト

参加者に対して提供するデータの総称をいいます。 

(2) 「追加利用条件を伴う交通環境情報データ」とは、本規約に定めるもののほか

利用条件を別途追加した上で、MRIが提供する交通環境情報データをいいます。 

(3) 「交通環境情報データ API」とは、MRIが交通環境情報データを提供するための

APIをいいます。 

(4) 「参加者」とは、本コンテストにおいて、交通環境情報データ及び交通環境情

報データ APIを利用する者をいいます。 

 

第 2条(規約の同意等) 

1. 参加者は、本規約を承認の上所定の様式により参加の手続きを行い、MRIによる

審査及び登録承認を受けるものとします。なお、当該審査の結果、参加を認めな

い場合には、MRIより速やかに申込者に通知するものとします。 

2. 参加者は、交通環境情報データ、交通環境情報データ API及び参加者専用ウェブ

サイト（これらを総称して、以下「本サービス」といいます。）を実際に利用す

ることにより、本規約に有効な同意をしたものとみなされます。 

3. MRIは、MRI が必要と判断する場合、いつでも本規約を変更することができるも

のとします。変更後の本規約は本コンテストに関するウェブサイト内に掲示され

た時点からその効力を有し、参加者が当該変更後も本サービスを使用し続けるこ

とにより、変更後の本規約に有効な同意をしたものとみなします。 

 

第 3条(アカウントの作成、更新及び削除) 

1. 参加者は、前条に定める登録承認後、MRI より参加者専用ウェブサイトにアクセス

するためのユーザ ID及びパスワードの交付を受け、これを利用することができる
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ものとします。 

2. 参加者は、自己の責任において参加者専用ウェブサイトを利用するために必要な ID

及びパスワードを管理しなければならず、当該 ID及びパスワードを第三者に開

示、貸与又は譲渡してはならないものとします。 

3. 参加者は、ID及びパスワードの使用上の過誤、管理不十分、第三者による不正使用

等に起因する損害につき自ら責任を負わなければならず、当該 ID 及びパスワード

の紛失、盗難あるいは第三者による不正使用等が判明した場合、直ちに MRIに届け

出て、MRIの指示に従わなければならないものとします。 

 

第 4条(参加者に対する利用許諾等) 

1. 参加者は、本規約を遵守する限りにおいて、本サービスを非独占的に利用すること

ができるものとます。ただし、MRIが別途定める本サービスの利用方法がある場

合、参加者はこれに従うものとします。 

2. 本コンテストの参加にあたり発生する費用（通信費等を含みます。）は、特段の定

めがない限り参加者が各々負担するものとします。 

3. 本規約に定めるものを除き、知的財産権その他いかなる権利についても参加者に対

し何らの許諾をするものではありません。 

 

第 5条(交通環境情報データ、交通環境情報データ API及び第三者データの利用) 

1. 参加者は、本サービスを利用し完成させたアプリケーションおよび本サービスの活

用を想定したアイデア（以下「開発アプリケーション等」といいます。）を MRIが

指定する方法で提出するものとします。 

2. 参加者は、第三者の知的財産権等の権利を侵害しない限りにおいて、第三者が提供

するデータを交通環境情報データと組み合わせてアプリケーション開発を行うこと

ができます。 

3. 参加者は、本サービスを利用するに際し、次の各号に遵守するものとします。 

(1) 本規約及びガイドラインに従って本サービスを利用すること 

(2) 交通環境情報データの内容、フォーマットその他の事項に改定又は更新がある

場合、ガイドラインに従って最新の状態にすること 

(3) 開発アプリケーション等の著作権について、適切な権利処理をすること 

(4) 開発アプリケーション等を通じて、ウイルス感染、データ毀損等が生じないよ

うに適切な措置を講じること 

(5) 本コンテストの終了後に本サービスを使用しないこと 

 

第 6条(追加利用条件を伴う交通環境情報データの利用) 

1. 参加者は、追加利用条件を伴う交通環境情報データ及び交通環境情報データ APIの
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利用にあたって、本規約に加えて、これらに伴う追加利用条件を遵守するものとし

ます。追加利用条件と本規約で異なる箇所がある場合には、追加利用条件が本規約

に優先するものとします。 

 

第 7条(交通環境情報データ及び交通環境情報データ APIに関する著作権) 

1. 著作権に関する取扱いは、次に定めるとおりとします。 

(1) 交通環境情報データに関する著作権は当該交通環境情報データ提供者に、交通

環境情報データ APIの基本設計に係る著作権は株式会社エヌ・ティ・ティ・デ

ータに、交通環境情報データ APIの構築部分に係る著作権は株式会社 Minoriソ

リューションズ6に、それぞれ帰属します。 

(2) MRIは、参加者が本規約及びガイドラインを遵守する限りおいて本サービスを利

用することができることを保証します。 

 

第 8条(知的財産権) 

1. 参加者が本コンテストにおいてアプリケーション等を開発することにより新たに生

じた発明、考案、意匠、著作物、アイデア、ノウハウ等（以下「発明等」といいま

す。）に係る権利（これらを受ける権利を含み、以下「知的財産権等」といいま

す。）の取扱いは、次に定めるとおりとします。 

(1) 発明等に係る知的財産権等は、原則として当該発明等を創作した者に帰属しま

す。 

(2) 発明等が共同の創作にかかる場合は創作者間での共有とし、特段の合意がない

限りその持分は均等とします。出願費用は共有者の各持分に応じた負担とし、

その他手続は、都度共有者間で協議して定めます。 

2. 参加者は、開発アプリケーション等に係る著作物について、MRI、株式会社エヌ・

ティ・ティ・データ及び株式会社 Minori ソリューションズの利用に支障がないよ

うに利用許諾その他必要な権利処理（著作者人格権の不行使を含む。）を無償で行

うものとします。 

 

第 9条(禁止事項) 

1. 参加者は、本規約の他の条項で禁止する行為のほか、次の各号のいずれかに該当す

る又は該当するおそれのある行為を行ってはならないものとします。 

(1) 本コンテストに参加している事実を悪用する行為 

(2) MRI、交通環境情報データ提供者、関係者（株式会社エヌ・ティ・ティ・デー

タ、株式会社 Minoriソリューションズ、リンクハートコミュニケーションズ株

式会社、京都市、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、内

 
6 2021 年に SCSK Minori ソリューションズ株式会社へ社名変更 
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閣府及び「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第 2 期／自動運転（シ

ステムとサービスの拡張）」の構成員をいい、以下「本関係者」といいます。）

又は他の参加者の名誉、信用を傷付けるような行為 

(3) 本規約又はガイドラインに違反する行為、並びに公序良俗に反する行為又は法

令若しくは条例に違反する行為 

(4) 本コンテストにおけるアプリケーション開発以外の目的で、交通環境情報デー

タ及び交通環境情報データ APIを取得若しくは使用する行為又は本サービスを

営利目的若しくは商業目的で利用する行為 

(5) 交通環境情報データ及び交通環境情報データ APIを第三者公開、配布、公衆送

信、貸与又は譲渡する行為 

(6) 開発アプリケーション等に関して、MRI、交通環境情報データ提供者又は本関係

者が保証し責任を負担する旨を表示する行為 

(7) MRI、交通環境情報データ提供者及び本関係者の知的財産権等を侵害する行為 

(8) MRIに虚偽の内容を申告する行為 

(9) ID、パスワード及びメールアドレスを含む他の参加者に関する情報を不正に収

集、開示又は提供する行為 

(10)本コンテストで使用されるデータ、ネットワーク又はシステム等に不正にアク

セスし又は第三者にアクセスさせる行為 

(11)本コンテストで使用されるデータ、ネットワーク又はシステム等の正常な動作

を妨げるような不正行為、過度に負担をかける行為その他本コンテストの運営

を妨げる行為 

(12)MRI又は第三者になりすます行為 

(13)本コンテストで利用しているソフトウェアに対する逆コンパイル、リバースエ

ンジニアリング等当該ソフトウェアを解析する行為及び当該ソフトウェアの派

生物を作成する行為 

(14)MRIの書面による事前の承諾なく、営業、宣伝、広告、勧誘、その他本コンテス

ト目的と異なる目的で本コンテストを利用する行為 

(15)前各号の行為を援助又は助長する行為 

(16)前各号のほか、MRIが不適切と判断する行為 

 

第 10条(MRI等の責任範囲) 

1. MRI、交通環境情報データ提供者及び本関係者は、交通環境情報データ及び交通環

境情報データ APIの真実性、正確性、確実性、信頼性、有用性、完全性、第三者の

権利に関する非侵害性等を一切保証しません。 

2. MRI、交通環境情報データ提供者及び本関係者は、本サービスの利用に起因して発

生した参加者の損害（参加者及び第三者の間で生じたトラブルに起因する損害も含
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みます。）、及び本サービスを利用できなかったことにより発生した参加者の損害に

ついて、いかなる責任も負わないものとし、一切の損害賠償義務を負わないものと

します。 

3. MRIは、MRIが必要と判断する場合、参加者に通知することなく、本サービスの全

部又は一部の提供を中断又は停止することができるものとします。MRIは、当該中

断又は停止により参加者が被った損害又は不利益について一切責任を負わないもの

とします。 

4. MRIは、ネットワーク機器・回線等の故障、停止、停電、保守作業、天災、戦争、

暴動、内乱、テロリズム、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分その他 MRI

の支配の及ばない事由により本コンテスト又は本コンテストに関連する活動の全部

又は一部の中断、中止、遅延が生じた場合であっても、法的な義務及び責任を負わ

ないものとします。 

5. 前各項に定める他、MRI、交通環境情報データ提供者及び本関係者は、参加者間に

生じた紛争の一切について責任を負わないものとします。 

 

第 11条(参加者の責務) 

1. 参加者は、本サービスの利用に際して参加者自身に関する情報を登録する場合、真

実、正確かつ完全な情報を提供しなければならず、常に最新の情報となるよう修正

するものとします。 

2. MRIは、参加者専用ウェブサイトによる本サービスの利用については、当該利用が

参加者自身によるものか否かを問わず、全て参加者本人による利用とみなし、不正

利用等に関する一切の義務及び責任を負いません。 

3. 参加者は、ユーザから次の各号に関する同意を取得するものとします。 

(1) MRI、交通環境情報データ提供者及び交通環境情報データ APIの提供者は、開発

アプリケーション等を介してユーザが取得した交通環境情報データの真実性、

正確性、確実性、信頼性、有用性、完全性、第三者の権利に関する非侵害性等

を一切保証しないこと。 

(2) 参加者は、開発アプリケーション等を介してユーザから取得した交通環境情報

データを、第三者公開、配布、公衆送信、貸与又は譲渡しないこと。 

4. 参加者は、開発アプリケーション等の内容や操作方法に関する自己の問い合わせ先

を表記し、ユーザが交通環境情報データ提供者に直接問い合わせることが無いよ

う、努めるものとします。 

 

第 12条(参加者の賠償責任) 

1. 参加者は、アプリケーション開発に関連し MRI、交通環境情報データ提供者及び本

関係者が損害を受けた場合、その一切の損害（訴訟費用、弁護士費用その他紛争の
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解決に係る費用を含みます。）を賠償しなければならないものとします。 

2. 参加者は、第三者との間に本コンテストに関連する紛争が引き起こされた場合は、

直ちに MRIに報告するとともに、自己の責任と負担において一切を処理しなければ

ならないものとします。この場合において、MRIは、参加者に対し必要な指示をす

ることができるものとします。 

 

第 13条(期間、終了及び存続条項) 

1. 本規約の適用期間は、第 2条第 1項に基づく登録承認日から、2020年 7月 31日ま

でとします。ただし、MRIが参加者に対して本サービスの提供終了の通知を行った

とき又は参加者が本コンテストの参加を辞退したときは、その時点をもって終了す

るものとします。 

2. 前項の規定にかかわらず、第 4条第 3項、第 6条から第 10条まで、第 11条第 2項

第 3項、第 12条、第 13条第 2項、第 14条から第 17条までの規定は、本サービス

の終了後も引き続き効力を有するものとします。 

 

第 14条(個人情報の取扱い) 

1. MRIは、参加者の保有する個人情報の委託又は提供を受ける場合、「個人情報の保護

に関する法律」（平成 15年法第 57号、その後の改正を含む。以下同じ）、これに関

連する法令及びガイドラインを遵守し、当該個人情報を保護しなければならないも

のとします。なお、本規約において「個人情報」とは、個人情報保護法第 2条第 1

項記載の意味を有するものとします。 

2. MRIは、本コンテストの企画・運営、本サービスの利用及び開発アプリケーション

等に関する連絡、本サービスの保守又は改良等の場合に、参加者に関する登録情報

を利用できるものとします。 

3. MRIは、本コンテストの企画・運営又は本コンテスト終了後の継続支援等のため

に、京都市に対し、参加者の氏名、所属及び連絡先を提供することができるものと

します。また、MRIは優秀な作品の表彰又は本コンテストの成果報告のために、参

加者の許諾を得て、参加者の認めた範囲で参加者の氏名及び所属を公開することが

できるものとします。 

4. MRIにおける個人情報の取扱いは、MRI「個人情報保護方針」及び「個人情報のお取

扱いについて」に従って行います。 

 

第 15条(反社会的勢力) 

1. MRI及び参加者は、相手方に対し、次の各号に該当しないことを表明保証し、将来

にわたり該当しないことを誓約するものとします。 

(1) 自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が、暴力
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団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴ

ロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずるもの（以下

総称して「反社会的勢力」という。）であること。 

(2) 自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が反社会的

勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。 

(3) 前二号に該当しなくなったときから 5年を経過していないこと。 

(4) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、次に掲げる行為又はこれに準ずる

行為を行うこと。 

(a) 暴力的な要求行為 

(b) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(c) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(d) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又

は相手方の業務を妨害する行為 

(5) MRI又は参加者は、相手方が前項に違反している懸念が生じた場合は、随時調査

を実施し、相手方に対して調査への協力及び資料の提出を求めることができ

る。この場合において、相手方は、調査に合理的な範囲で協力し、その範囲内

で要請を受けた資料を提出しなければならない。 

(6) MRI又は参加者は、第 1項に違反した場合、直ちに相手方に通知しなければなら

ない。 

(7) MRI又は参加者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、相手方に催告

することなく本契約を解除することができる。 

(8) 第 1項に違反したとき。 

(9) 第 1項に違反している懸念が生じ、それにより本契約を継続し難い状況が生じ

たとき。 

 

第 16条(分離可能性) 

1. 本規約のいずれかの規定が第 17条第 2項の管轄裁判所によって無効、違法又は執

行不能と判断された場合、MRI及び参加者は、有効、適用又は執行可能な規定とな

るようにこれを置き換えるものとします。当該置き換えができない場合であって

も、本規約の残りの規定は完全に効力を有するものとします。 

 

第 17条 (準拠法及び裁判管轄) 

1. 本規約の準拠法は、日本法とします。 

2. 本規約に関連する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所

とします。 

2020年 2月 14日制定、即日施行  
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【実施概要・方針】 

 上記検討内容に基づき、ポータルおよび実証実験用システムを活用したアプリコンテス

ト・実証実験を行うための準備を実施した。 

 

【実施内容・方法】 

 アプリコンテスト開催のため、下記事項を実施または検討した。 

 

＜実施・検討事項＞ 

●コンテスト実施の告知 

2020年 2月 14日に関係主体にてプレスリリースを行い、コンテスト実施に係る情

報発信を開始した。 

 

●参加登録者へのデータ概要情報の提供（規約同意者のみ） 

コンテスト専用サイトを 2020年 2月 25日から稼働、公開開始し、参加登録者（規

約同意者）へのデータ提供を開始した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 3.3.1-12  「KYOTO 楽 Mobi コンテスト」コンテストサイト 

 

●実証実験（コンテスト参加者により実施） 

実証実験により、モニターに対し審査基準を提示の上で、下記内容を収集すること

を想定し検討・準備を行った。 
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① アプリ利用感の評価（アプリ開発部門） 

② アイデアに対する投票（アプリ開発部門・アプリアイデア部門合同） 

 

●審査・表彰 

2020年 6月 20日に最終審査会を実施予定。最終審査会における審査基準や賞につ

いて検討した。 

 

【実施のスケジュール】 

アプリコンテストの実施スケジュールは下図のとおり設定した。 

なお当初スケジュールでは以下のとおり 2020 年 6月に最終審査を実施する予定だった

が、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を考慮し、応募者の検討・開発期間を十分に確

保するため、最終審査を 2020年 10月まで延長して実施した。 

 

 

図 3.3.1-13   アプリコンテストの実施スケジュール 

 

 

交通データやナビゲーション等に関わる専門的な技術やノウハウを持つ経路探索サービ

ス業者（CP：コンテンツ・プロバイダ）等に対し、本事業についての説明、意見交換、協

力依頼等を行った。 

今後、本実証実験において、実証実験用システムやポータルサイトの試行・評価等、さ

まざまなかたちでご協力いただけるよう、協議・調整を継続した。 
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【概要・方針】 

 アプリコンテスト参加者及び経路探索サービス事業者等に、本事業で整備した実証実験

用システムやポータルサイトについての評価を依頼し、フィードバックを受けることとし

た。 

定性的な評価に加え、できる限り定量的な評価を得られるよう工夫し、ポータルサイト

の利便性、有用性等の評価を把握することを目指す。 

 

【実施内容・方法】 

 コンテスト参加者へのアンケート調査（ウェブアンケートを想定）や経路探索サービス

事業者等へのヒアリングによりポータルサイトに対する評価を把握する。 

 なお、サービス利用者によるコンテスト作品に対する評価については、別途実証実験モ

ニターへのウェブアンケート等で把握することとした。 

  

＜実施事項＞ 

●コンテスト参加者へのアンケート調査（ウェブアンケートを想定） 

●コンテスト入賞者・サービス事業者等へのヒアリング調査（10名程度） 

 

＜フィードバックの観点＞ 

下記を例として、実証実験用システムおよびポータルサイトへのフィードバックを行う

ことを検討する。 

 

●搭載データ（データ提供事業者数、データの種類、形式、更新頻度等） 

●API機能（安定性・拡張の容易性等） 

●活用条件（知的財産権・活用範囲等） 等 

 

 

今回のコンテストの優秀作品に対しては、継続的なアプリの開発・実装に向けて、支援

方策を検討している。提案されたアプリのサービス実装に向けては、開発者、京都市等と

調整を進める必要があると考えられる。 

また、今後、提供する交通環境情報の種類を増やし、アーキテクチャの構築に係る合意

形成を継続的に実施するために、交通環境情報を提供いただいた事業者との継続的な調整

が必要になると考えられる。 

 

 

前述のポータルサイトに対する意見、評価の収集を通じ、今後の継続的な運営に向けた
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示唆をとりまとめる予定である。 

 

 

 データの仕様・ルールの確認 

 

今回検討・実証するデータや APIについては、「第 1期 SIP自動走行システム「ダイナ

ミックマップサービスプラットフォームの実用化に向けた検討」成果報告書」（以下、SIP

第 1期検討成果）を確認の上、開発を実施する方針とした。その上で、SIP第 1期検討成

果に準拠できない点については、留意事項として整理することとした。 

 

 

今回検討・実証するデータや APIについては、データ提供を行う事業者等との調整の観

点から、システムへの搭載に係る APIは整備せず、静的データを実証実験環境に配置する

方針とした。また、コンテスト参加者に対するデータ提供については、APIを試行的に整

備・提供しているが、検討の結果、SIP第 1期検討成果とは一部異なる仕様とした箇所が

ある。 

 

 

 第 1回京都コンテスト（FY2020） 

 全体概要 

2020年度は、観光都市部における移動・物流の課題解決に関わるユースケースをいくつ

か想定した上で、観光公害の課題を抱える観光都市を対象とし、交通機関のダイヤに関す

るデータ、混雑する推計データ、観光施設に関するータである交通環境情報を用いた課題

解決のためのアプリのコンテストを実施した。 

コンテストは「アプリ開発部門」と「アプリアイデア部門」の構成とし、事務局が提供

する交通・施設に関するデータ（交通環境情報）を必ず用いた、京都の課題解決に資する

アプリケーション作品またはアイデアを募集した。 

「アプリ開発部門」では、事務局が提供する実データ等を活用し、実装を意識して、京

都の抱える課題を解決するアプリ（Androidアプリ）を開発した。開発したアプリについ

て、データの活用度や京都の課題解決度、アプリの使いやすさなどを評価観点とした。 

「アプリアイデア部門」では、事務局が提供する実データ等を活用し、実装を意識し

て、京都の抱える課題を解決するアイデアを検討、提案した。アイデアについて、データ

の活用度や京都の課題解決に向けたアイデアを評価観点とした。 
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表 3.3.2-1 「KYOTO楽 Mobi コンテスト」の実施概要7 

内容 期間 

エントリー締切 アプリ開発部門：    2020年 8月 14日（金） 

アプリアイデア部門：2020年 8月 28日（金） 

交通環境情報の公開 2020年 2月 25日（火）～9月 11日（金） 

事前イベント 

（京都の課題や交通環境情報の説

明） 

第 1回：2020年 6月 13日（土） 

第 2回：2020年 7月 18日（土） 

以降、希望者に対しメンタリングを適宜実施 

作品応募締切 アプリ開発部門：    2020年 9月 9日（水） 

アプリアイデア部門：2020年 9月 11日（金） 

第一次選考／実証実験 2020年 9月～10月頃 

最終選考（最終選考会、選考委員

会） 

※京都＋WEB会議 

2020年 10月 17日（土） 

13時～18時 

表彰式 

※京都＋WEB会議 

2020年 11月 7日（土） 

10時 30 分～12時 

 

2020年 10月 17日（土）に最終審査会、2020 年 11月 7日（土）に表彰式を開催し、7

つの賞を授与した。交通環境情報を活用し観光行動を支援するアプリが「アプリ開発部

門」最優秀賞「歩くまち・京都賞」を、手ぶらで歩いて新たな価値を提供するアプリが

「アプリアイデア部門」最優秀賞「SIP自動運転賞」を受賞した。 

2021年度以降は交通環境情報を用いた地域課題解決の一例として、MD communetを活用

したデータ利活用を促進するイベント等を通じて京都におけるマッチング促進のエコシス

テムを構築し、社会実装の実現を目指す。 

 

 

 実証実験用のデータ及び APIの整備  

 期間を限定し（３～４か月間程度）、①で検討したデータのうち、ユースケースの実

現のために重要性が高いデータを特定し調達を行った。データの加工・編集や変換、デー

タ取得 API・提供 API を開発したうえで、実証実験用システムを構築、セットアップし、

アプリコンテストにおいて活用可能なものとして整えた。 

 

 

検討したデータのうち、実証実験実施に必要となる重要性が高いデータを特定し、デー

タ提供者と提供期間、提供条件、費用等を協議・合意のうえ調達を行った。 

  

 
7 出典）内閣府 プレスリリース https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20200214kyotoapri.html 

 KYOTO楽 Mobiコンテストウェブサイト https://web.contest.adus-arch.com/archive01/ 
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【実施内容・方法】 

検討したユースケースおよび関係者との合意等に基づき、実証実験においてデー

タ活用者に提供するデータを選定した。データ取得にあたっては、データの取扱い

（提供期間、提供条件、費用等）を適切に設定し、覚書や契約書等を取り交わした

うえで提供を受けることとした。 

 

＜実施内容＞ 

●実証実験に必要となるデータの特定 

●データ提供者との協議・調整、覚書・契約書の締結（提供期間、提供条件、

費用等） 

●データの入手（無償または有償） 

 

【検討結果】 

 実証実験へ協力の意向を得られた事業者から、データ活用者に提供するデータに

ついて協議・選定し、データを入手した。データの入手にあたっては、メールや対

面で提供いただきたいデータの説明をしたうえで、提供期間、提供条件、費用等を

定めた規約を事業者と取り交わし、実際にデータを提供いただく、というプロセス

を踏んだ。 

 事業者と合意し実証実験に提供できたデータの概要を下表に示す。 
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表 3.3.2-2 実証実験において活用したデータ 

分類 データの内容 提供事業者 

交通 京都市営地下鉄 駅、路線（系統）、時刻、運賃 

等 

京都市交通局 

 叡山電車 駅、路線（系統）、時刻、運賃 等 叡山電鉄株式会社 

 京福電気鉄道(嵐電) 駅、路線（系統）、時刻、

運賃 等 

京福電気鉄道株式会社 

 京都市営バス 停留所、路線（系統）、時刻、運

賃 等 

京都市交通局 

 〃 ジョルダン株式会社 

 京都市営バス 車両位置情報等データ 「歩くまち・京都」バ

ス・鉄道乗換情報発信

システム・コンソーシ

アム 

 京都市営バス 車両位置情報 API ジョルダン株式会社 

 京都バス 停留所、路線（系統）、ダイヤ、運賃 京都バス株式会社 

 ヤサカバス 停留所、路線（系統）、ダイヤ、運

賃 

株式会社ヤサカバス 

 阪急バス 停留所、路線（系統）、時刻、運賃デ

ータ 等 

ジョルダン株式会社 

 京都市パークアンドライド 駐車場データ 京都市都市計画局 

物流 手荷物の一時預かり・配送サービス及び店舗デ

ータ 

「KYOTO 楽 Mobiコン

テスト」事務局 

施設 京都市内混雑度予想 ヤフー株式会社 

 京都市内特定エリア 行楽シーズン混雑度予想

（特定の期間限定） 

ヤフー株式会社 

 京都市内 観光スポット情報 公益社団法人京都市観

光協会（DMO KYOTO） 

 拠点案内サービス API 株式会社ゼンリン 

 混雑統計®データ 株式会社ゼンリン 
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【概要・方針】 

 調達したデータを実証実験用システムで活用できるよう、データ形式、項目等の

加工・編集・変換等の処理を行った。また、データ取得の仕組みについては、課題 a

で検討・構築するポータルサイトの構成・内容、API仕様、運用方針との整合を図る

ようにした。 

 なお、提供を受けるデータの形式、項目等は、十分に標準化されていないため、

データ提供者ごとにかなりの差異があった（例：交通事業者の時刻表、料金表等

は、各社が独自に作成したエクセルファイルで管理されている等）。 

 

【実施内容・方法】 

 公共交通機関の時刻表、料金表等の静的データについて、データ提供者から取得

のうえ、データ活用者が利用しやすいよう、標準的な仕様（GTFS-JP等）に沿って、

必要な加工・編集等を行った。 

 

＜実施内容＞ 

●情報種別ごとの標準的なデータ仕様の検討（例：交通データ：GTFS-JP等） 

●静的データの加工・編集・変換 

 

【検討結果】 

 事業者から入手したデータのうち、交通に関するデータについては GTFS-JP形式

等に加工・編集し、実証実験用システムに搭載することとした。 

 物流に関するデータについては、今回事業用に独自のフォーマットを整理したう

えで、入手した情報を加工・編集した。 

 施設に関するデータについては、事業者から入手したファイル形式（tsv形式や

excel形式）を確認のうえ、実証実験用システムに搭載することとした。 

 

 

【概要・方針】 

 実証実験用システムに搭載するデータについて、データ活用者が利用するための

仕組みを構築した。データ活用に係る仕組み全体として、課題 aで検討・構築する

ポータルサイトの構成・内容、API仕様、運用方針との整合を図ることとした。 

 データ活用者が、さまざまなアプリケーションやサービスの開発を行いやすいよ

う、標準的な仕様・方法での仕組みの構築を行うよう留意した。またデータ提供者

と協議・合意した内容に基づき、適切にデータのセキュリティの確保を図ることと

した（詳細は「アプリコンテストの企画・実施」に記載）。 
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 【実施内容・方法】 

 データについてはウェブサイトからのダウンロードや API等による提供を想定

し、機能やインタフェースを設定した。 

 またデータ仕様やサンプルデータ、API の仕様等についてポータルサイトにおいて

適切に情報が閲覧できるよう整理した。 

 

＜実施内容＞ 

●ウェブサイトからのダウンロード機能、インタフェースの構築 

●データ活用者に提供するための APIの構築 

●データ仕様やサンプルデータ、API 仕様等の情報の整理（ポータルサイトへ

の掲載） 

 

 

【概要・方針】 

 1～3で準備したデータおよび APIを利用しつつ、実証実験用システムの構築・セ

ットアップと稼働準備を行った。 

 

【実施内容・方法】 

 1～3で準備したデータおよび APIを実証実験用システムに搭載した。基盤システ

ムはクラウドサービスを利用して構築し、適切なセキュリティ管理を行った。 

 

＜実施内容＞ 

●クラウドサービスの調達 

●実証実験用の基盤システム構築（DBMS、ウェブサーバ、ユーザ認証システム

等） 

●実証実験用の基盤システムへのデータ、APIの搭載 

●各種試験（単体試験、結合試験、稼働試験） 

●保守・運用計画の策定 

●データ活用者に向けたマニュアル等の作成 
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図 3.3.2-1 実証実験用システムの概要（再掲） 

 アプリコンテストの企画・実施  

 

 

本事業で収集した交通環境情報を用いて、「京都における観光・交通に関する課題

解決のためのアプリコンテスト」（愛称「KYOTO 楽 Mobiコンテスト」）の実施に向け

た企画を行った。 

コンテストの趣旨は、以下の 2点に整理した。 

 

 

アーキテクチャの実現 

 交通環境情報を収集し、課題解決に向けてビジネス層・機能層・データ層・アセット層

等に整理したアーキテクチャ実現に結びつける。 

データ層の標準化促進 

 データ層の中で、交通環境情報を標準的なフォーマット（GTFS-JP等）で整備すること

により、将来的な課題解決のデータ基盤とする。 
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システム

交通・物流等データ
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サービス
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APIによるデータ提供

サービス利用者
（地域住民、旅行者、

行政・交通事業者等）

データ仕様
サンプルデータ
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臨海部
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加工・編集
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（交通事業者、

物流事業者等）

データ提供
API

データ活用者
（コンテスト参加者、

経路探索サービス
事業者）

本事業の対象

システム搭載データの閲覧・
活用は規約に同意し書類審
査に合格したコンテスト参加
者及び経路探索サービス事
業者等に限る（システム上の
セキュリティ措置も講ずる）

今年度の実証実験ではアプリの一般公開はせず、
ネットアンケート会社に登録しているモニターに

アプリの試用や評価を依頼する予定。
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 ポータルサイトの認知・評価 

 データ層をカタログ化した「交通環境情報ポータルサイト」（a項にて構築）を認知、評

価いただく契機とする。 

 

 

課題を解決するアプリの開発支援 

 交通環境情報を活用して京都の課題を解決し、目指すべき姿を実現するアプリケーショ

ンを開発いただく。 

 

アプリアイデアの提案募集 

京都の課題解決につながるアプリケーションのアイデアを提案いただく。 

また、趣旨②「京都の課題解決」の整理にあたり、下記の 4点を、京都における「解決が

期待される課題」と位置づけた。 

◼ 観光動線と生活動線の混在 

一部の人気観光地に向かう公共交通（生活バス等）に、観光客か過度に集中することによ

り、観光動線と生活動線が混在している。生活動線を避けた経路案内等が望まれる。 

 

◼ 一部のエリアへの観光客の集中 

一部のエリアに観光客が集中する「オーバーツーリズム」が顕著になっている。混雑状況

を加味した目的地の提案等が望まれる。 

 

◼ 交通機関車内への大きな手荷物の持ち込み 

観光客の方は大きな荷物を携えてバスに乗車し、バス車内の混雑に影響を与えている。

「荷物は持って歩く」という観光客の意識を変え、混雑を解消するため、荷物を預けて観

光できる「手ぶら観光」を推奨する方策が望まれる。 

 

◼ 混雑や遅延など実態に即した情報提供ができていない 

観光客から「公共交通機関が複雑で、特に路線バスがわかりづらい」「乗り間違えた」等

の声があり、観光地までの交通案内に課題がある。また、混雑予想や運行状況を考慮した

案内サービス等が望まれる。 

 

 なお、以上にかかげた課題でなくても、参加者が自身で京都の課題を発見し、提出作品

を通じて解決されることが示されていれば構わないかたちとしている。 

 

 

 コンテストの趣旨①「アーキテクチャの実現」、趣旨②「京都の課題解決」を踏まえ、

下記４点をコンテストの審査基準として設定した。 
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 なお、審査基準・判断基準についても調整した。 

 

 

 

 コンテストの実施体制について下表のとおり設定した。 

 また、審査体制については京都におけるアーキテクチャ実現・課題解決の観点から、有

識者や情報通信技術・交通課題等に精通した企業にアイデアを評価いただくかたちを想定

している。有識者 1名を主査に審査委員会を設立し（設置要綱を整備）、事前にの審査方

法を確認したうえで、本コンテストの趣旨に沿って審査を実施した。 

 

表 3.3.2-3 コンテストの実施体制 

主 催 
内閣府 戦略的イノベーションプログラム（SIP） 第 2期（自動運

転） 

協 力 京都市 

事業管理 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 

事業実施 株式会社エヌ・ティ・ティデータ 

事務局 株式会社三菱総合研究所 

  ※ その他、有識者・企業等による協力・協賛を設定。 

 

 

 

参加者に提出頂く書類は次の通りとした。 

 

アプリ開発部門 

・ アプリケーション：Androidアプリケーション（.apk）。ただし、交通環境情報を

用いたアプリ作品を、インターネット上（Google Playなどを含む）に掲載するこ

とを禁止することとした。 

・ アプリの操作説明：PDFファイル。アプリの利用方法を記したドキュメント。 

・ プレゼンテーション：PPTファイル、PDFファイル等。どの交通環境情報を用い

て、どのように活用・分析し、京都市における、誰のどのような課題を解決しよ

うとするアプリなのか等を示したプレゼンテーション（UIのイメージ図を含める

・ 交通環境情報・データの活用度 

・ 京都市の課題解決度 

・ アプリの発想力 

・ ユーザ視点の分かりやすさ 
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こと）。1次審査を通過した参加者は、このプレゼンテーションを用いて発表を行

う。プレゼンテーションに、アプリがどのように動くかを示した動画を含めても

良い。 

・ 仕様書：事務局にて規定した様式 

 

アプリアイデア部門 

・ プレゼンテーション：PPTファイル、PDFファイル等。どの交通環境情報を用い

て、どのように活用・分析し、京都市における、誰のどのような課題を解決しよ

うとするアプリなのか等を示したプレゼンテーション（UIのイメージ図を含める

こと）。 

・ 1次審査を通過した参加者は、このプレゼンテーションを用いて発表を行う。プレ

ゼンテーションに、アプリがどのように動くかを示した動画を含めてもよい。 

 

 

 エントリーをし、所定の条件を満たした参加者に対して、順次交通環境情報の公開

を行うこととした。 

 

 

 

 

 

 以上③～⑤の内容に関しては、新型コロナウイルスの影響も勘案しながら内容の企

画・検討を実施している。 

 

 

コンテスト参加者は、個人、グループまたは法人単位での参加とすることとした。個人

またはグループで参加する場合は、各個人が所属する法人（大学・研究機関、企業等）を

明らかにすることとした。 

コンテストの参加にあたっては、交通環境情報を利用する際のコンテスト参加者―事務局

間の規約である「交通環境情報データおよび API使用規約」、コンテスト参加の際のコン

テスト参加者―事務局間の規約である「コンテスト参加規約」の遵守を求めることとし

た。 
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2019年度に検討した規約案を踏まえ、以下のとおり、コンテスト参加規約を規定した。 

「京都における観光・交通に関する課題解決のためのアプリコンテスト」（愛称

「KYOTO 楽 Mobiコンテスト」、以下「本コンテスト」といいます。）への参加者（以下

「参加者」といいます。）は、以下の内容を遵守するものとします。 

 

第 1条（本コンテストへの参加について） 

5. 本コンテストへの参加は、個人、グループまたは法人単位で受け付けます。ただ

し、個人またはグループで参加する場合は、各個人が所属する法人（大学・研究

機関、企業等）を明らかにたうえでご参加ください。場合によっては、個人また

は法人に関する情報のご提供をお願いすることがあります。 

6. 未成年の方が応募する場合は、保護者の同意が必要です。 

7. 参加者は、複数のグループに所属することができません。 

8. 参加者は、本コンテストを運営する株式会社三菱総合研究所（以下「MRI」といい

ます。）による審査及び登録承認を受けるものとします。 

 

第 2条（反社会的勢力について） 

2. MRI及び参加者は、相手方に対し、次の各号に該当しないことを表明保証し、将

来にわたり該当しないことを誓約するものとします。 

(5) 自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が、暴力

団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼう

ゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずるもの

（以下総称して「反社会的勢力」という。）であること。 

(6) 自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が反社会

的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。 

(7) 前二号に該当しなくなったときから 5年を経過していないこと。 

(8) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、次に掲げる行為又はこれに準ず

る行為を行うこと。 

(e) 暴力的な要求行為 

(f) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(g) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(h) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、

又は相手方の業務を妨害する行為 

 

第 3条（応募作品について） 

5. 参加者は、「Android アプリ（.apkファイル）」の応募作品を制作、またはアプリ

アイデアに関するプレゼンテーション資料を作成するものとします。 

6. 参加者が応募できる作品数は 1つとし、応募作品は参加者が自ら考案・制作した

ものに限ります。 

7. 応募作品は、他のいかなるコンテスト等にも応募済み又は応募予定ではない未発

表のものに限ります。 

8. 提出期限を過ぎたものは受け付けません。 

 

第 4条（参加者の承諾事項について） 

3. MRIまたは MRIが指定する者は、本コンテストを企画・運営するため、参加者の

名称及び応募作品を複製、翻案、公表、公衆送信又は利用することができるもの

とします。 
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4. 参加者は、交通環境情報データを利用した応募作品を、MRIを経由せず公開又は

第三者に提供してはならないものとします。例えば、交通環境情報データを利用

した応募作品を、Google Playに公開することはできません。 

 

第 5条（個人情報について） 

5. MRIは、参加者の保有する個人情報の委託又は提供を受ける場合、「個人情報の保

護に関する法律」（以下「個人情報保護法」といいます。）、これに関連する法令

及びガイドラインを遵守し、当該個人情報を保護しなければならないものとしま

す。なお、本規約において「個人情報」とは、個人情報保護法第 2条第 1項記載

の意味を有するものとします。 

6. MRIは、本コンテストの企画・運営、本サービスの利用及び開発アプリケーショ

ン等に関する連絡、本サービスの保守又は改良等の場合に、参加者に関する登録

情報を利用できるものとします。 

7. MRIは、本コンテストの企画・運営もしくは本コンテスト終了後の継続支援等の

ために、京都市に対し、参加者の氏名、所属および連絡先を提供することができ

るものとします。また、MRIは優秀な作品の表彰もしくは本コンテストの成果報

告のために、参加者の許諾を得て、参加者の認めた範囲で参加者の氏名および所

属を公開することができるものとします。 

8. MRIにおける個人情報の取扱いは、MRI「個人情報保護方針」及び「個人情報のお

取扱いについて」に従って行います。 

 

第 6条（選考について） 

2. 本コンテストの事前審査や選考の経過等に関するお問い合わせには応じられませ

ん。 

 

2020年 2月 14日制定、即日施行 
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以下の通り、交通環境情報データおよび API仕様規約を規定した。 

交通環境情報データ及び API利用規約（以下「本規約」といいます。）は、株式会社

三菱総合研究所（以下「MRI」といいます。）が運営する「京都における観光・交通に関

する課題解決のためのアプリコンテスト」（愛称「KYOTO 楽 Mobiコンテスト」、以下

「本コンテスト」といいます。）において、MRIが提供する交通環境情報データ及び交通

環境情報データ API等に関し、適用されるものとします。 

 

第 1条(定義) 

2. 本規約において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところにより

ます。 

(5) 「交通環境情報データ」とは、交通環境情報データ提供者（交通、物流、施

設等に関するデータを保有し、本コンテストに協力して当該データを提供す

る者をいいます。以下同じです。）から MRIに対して提供され、MRIが本コン

テスト参加者に対して提供するデータの総称をいいます。 

(6) 「追加利用条件を伴う交通環境情報データ」とは、本規約に定めるもののほ

か利用条件を別途追加した上で、MRIが提供する交通環境情報データをいい

ます。 

(7) 「交通環境情報データ API」とは、MRIが交通環境情報データを提供するため

の APIをいいます。 

(8) 「参加者」とは、本コンテストにおいて、交通環境情報データ及び交通環境

情報データ APIを利用する者をいいます。 

 

第 2条(規約の同意等) 

4. 参加者は、本規約を承認の上所定の様式により参加の手続きを行い、MRIによ

る審査及び登録承認を受けるものとします。なお、当該審査の結果、参加を認

めない場合には、MRIより速やかに申込者に通知するものとします。 

5. 参加者は、交通環境情報データ、交通環境情報データ API及び参加者専用ウェ

ブサイト（これらを総称して、以下「本サービス」といいます。）を実際に利

用することにより、本規約に有効な同意をしたものとみなされます。 

6. MRI は、MRI が必要と判断する場合、いつでも本規約を変更することができる

ものとします。変更後の本規約は本コンテストに関するウェブサイト内に掲示

された時点からその効力を有し、参加者が当該変更後も本サービスを使用し続

けることにより、変更後の本規約に有効な同意をしたものとみなします。 

 

第 3条(アカウントの作成、更新及び削除) 

4. 参加者は、前条に定める登録承認後、MRIより参加者専用ウェブサイトにアクセ

スするためのユーザ ID及びパスワードの交付を受け、これを利用することがで

きるものとします。 

5. 参加者は、自己の責任において参加者専用ウェブサイトを利用するために必要な

ID及びパスワードを管理しなければならず、当該 ID及びパスワードを第三者に

開示、貸与又は譲渡してはならないものとします。 

6. 参加者は、ID及びパスワードの使用上の過誤、管理不十分、第三者による不正使

用等に起因する損害につき自ら責任を負わなければならず、当該 ID及びパスワ

ードの紛失、盗難あるいは第三者による不正使用等が判明した場合、直ちに MRI

に届け出て、MRIの指示に従わなければならないものとします。 
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第 4条(参加者に対する利用許諾等) 

4. 参加者は、本規約を遵守する限りにおいて、本サービスを非独占的に利用するこ

とができるものとます。ただし、MRI が別途定める本サービスの利用方法がある

場合、参加者はこれに従うものとします。 

5. 本コンテストの参加にあたり発生する費用（通信費等を含みます。）は、特段の

定めがない限り参加者が各々負担するものとします。 

6. 本規約に定めるものを除き、知的財産権その他いかなる権利についても参加者に

対し何らの許諾をするものではありません。 

 

第 5条(交通環境情報データ、交通環境情報データ API及び第三者データの利用) 

4. 参加者は、本サービスを利用し完成させたアプリケーションおよび本サービスの

活用を想定したアイデア（以下「開発アプリケーション等」といいます。）を MRI

が指定する方法で提出するものとします。 

5. 参加者は、第三者の知的財産権等の権利を侵害しない限りにおいて、第三者が提

供するデータを交通環境情報データと組み合わせてアプリケーション開発を行う

ことができます。 

6. 参加者は、本サービスを利用するに際し、次の各号に遵守するものとします。 

(6) 本規約及びガイドラインに従って本サービスを利用すること 

(7) 交通環境情報データの内容、フォーマットその他の事項に改定又は更新があ

る場合、ガイドラインに従って最新の状態にすること 

(8) 開発アプリケーション等の著作権について、適切な権利処理をすること 

(9) 開発アプリケーション等を通じて、ウイルス感染、データ毀損等が生じない

ように適切な措置を講じること 

(10) 本コンテストの終了後に本サービスを使用しないこと 

 

第 6条(追加利用条件を伴う交通環境情報データの利用) 

2. 参加者は、追加利用条件を伴う交通環境情報データ及び交通環境情報データ API

の利用にあたって、本規約に加えて、これらに伴う追加利用条件を遵守するもの

とします。追加利用条件と本規約で異なる箇所がある場合には、追加利用条件が

本規約に優先するものとします。 

 

第 7条(交通環境情報データ及び交通環境情報データ APIに関する著作権) 

2. 著作権に関する取扱いは、次に定めるとおりとします。 

(3) 交通環境情報データに関する著作権は当該交通環境情報データ提供者に、交

通環境情報データ APIの基本設計に係る著作権は株式会社エヌ・ティ・テ

ィ・データに、交通環境情報データ APIの構築部分に係る著作権は株式会社

Minoriソリューションズに、それぞれ帰属します。 

(4) MRIは、参加者が本規約及びガイドラインを遵守する限りおいて本サービス

を利用することができることを保証します。 

 

第 8条(知的財産権) 

3. 参加者が本コンテストにおいてアプリケーション等を開発することにより新たに

生じた発明、考案、意匠、著作物、アイデア、ノウハウ等（以下「発明等」とい

います。）に係る権利（これらを受ける権利を含み、以下「知的財産権等」とい

います。）の取扱いは、次に定めるとおりとします。 

(3) 発明等に係る知的財産権等は、原則として当該発明等を創作した者に帰属し

ます。 

(4) 発明等が共同の創作にかかる場合は創作者間での共有とし、特段の合意がな
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い限りその持分は均等とします。出願費用は共有者の各持分に応じた負担と

し、その他手続は、都度共有者間で協議して定めます。 

4. 参加者は、開発アプリケーション等に係る著作物について、MRI、株式会社エ

ヌ・ティ・ティ・データ及び株式会社 Minoriソリューションズの利用に支障が

ないように利用許諾その他必要な権利処理（著作者人格権の不行使を含む。）を

無償で行うものとします。 

 

第 9条(禁止事項) 

2. 参加者は、本規約の他の条項で禁止する行為のほか、次の各号のいずれかに該当

する又は該当するおそれのある行為を行ってはならないものとします。 

(17)本コンテストに参加している事実を悪用する行為 

(18)MRI、交通環境情報データ提供者、関係者（株式会社エヌ・ティ・ティ・デー

タ、株式会社 Minoriソリューションズ、リンクハートコミュニケーションズ

株式会社、京都市、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機

構、内閣府及び「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第 2期／自動

運転（システムとサービスの拡張）」の構成員をいい、以下「本関係者」とい

います。）又は他の参加者の名誉、信用を傷付けるような行為 

(19)本規約又はガイドラインに違反する行為、並びに公序良俗に反する行為又は

法令若しくは条例に違反する行為 

(20)本コンテストにおけるアプリケーション開発以外の目的で、交通環境情報デ

ータ及び交通環境情報データ API を取得若しくは使用する行為又は本サービ

スを営利目的若しくは商業目的で利用する行為 

(21)交通環境情報データ及び交通環境情報データ APIを第三者公開、配布、公衆

送信、貸与又は譲渡する行為 

(22)開発アプリケーション等に関して、MRI、交通環境情報データ提供者又は本関

係者が保証し責任を負担する旨を表示する行為 

(23)MRI、交通環境情報データ提供者及び本関係者の知的財産権等を侵害する行為 

(24)MRIに虚偽の内容を申告する行為 

(25)ID、パスワード及びメールアドレスを含む他の参加者に関する情報を不正に

収集、開示又は提供する行為 

(26)本コンテストで使用されるデータ、ネットワーク又はシステム等に不正にア

クセスし又は第三者にアクセスさせる行為 

(27)本コンテストで使用されるデータ、ネットワーク又はシステム等の正常な動

作を妨げるような不正行為、過度に負担をかける行為その他本コンテストの

運営を妨げる行為 

(28)MRI又は第三者になりすます行為 

(29)本コンテストで利用しているソフトウェアに対する逆コンパイル、リバース

エンジニアリング等当該ソフトウェアを解析する行為及び当該ソフトウェア

の派生物を作成する行為 

(30)MRIの書面による事前の承諾なく、営業、宣伝、広告、勧誘、その他本コン

テスト目的と異なる目的で本コンテストを利用する行為 

(31)前各号の行為を援助又は助長する行為 

(32)前各号のほか、MRIが不適切と判断する行為 

 

第 10条(MRI等の責任範囲) 

6. MRI、交通環境情報データ提供者及び本関係者は、交通環境情報データ及び交通

環境情報データ APIの真実性、正確性、確実性、信頼性、有用性、完全性、第三

者の権利に関する非侵害性等を一切保証しません。 



290 

 

7. MRI、交通環境情報データ提供者及び本関係者は、本サービスの利用に起因して

発生した参加者の損害（参加者及び第三者の間で生じたトラブルに起因する損害

も含みます。）、及び本サービスを利用できなかったことにより発生した参加者の

損害について、いかなる責任も負わないものとし、一切の損害賠償義務を負わな

いものとします。 

8. MRIは、MRI が必要と判断する場合、参加者に通知することなく、本サービスの

全部又は一部の提供を中断又は停止することができるものとします。MRIは、当

該中断又は停止により参加者が被った損害又は不利益について一切責任を負わな

いものとします。 

9. MRIは、ネットワーク機器・回線等の故障、停止、停電、保守作業、天災、戦

争、暴動、内乱、テロリズム、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分その

他 MRIの支配の及ばない事由により本コンテスト又は本コンテストに関連する活

動の全部又は一部の中断、中止、遅延が生じた場合であっても、法的な義務及び

責任を負わないものとします。 

10. 前各項に定める他、MRI、交通環境情報データ提供者及び本関係者は、参加者間

に生じた紛争の一切について責任を負わないものとします。 

 

第 11条(参加者の責務) 

5. 参加者は、本サービスの利用に際して参加者自身に関する情報を登録する場合、

真実、正確かつ完全な情報を提供しなければならず、常に最新の情報となるよう

修正するものとします。 

6. MRIは、参加者専用ウェブサイトによる本サービスの利用については、当該利用

が参加者自身によるものか否かを問わず、全て参加者本人による利用とみなし、

不正利用等に関する一切の義務及び責任を負いません。 

7. 参加者は、ユーザから次の各号に関する同意を取得するものとします。 

(3) MRI、交通環境情報データ提供者及び交通環境情報データ APIの提供者は、開

発アプリケーション等を介してユーザが取得した交通環境情報データの真実

性、正確性、確実性、信頼性、有用性、完全性、第三者の権利に関する非侵

害性等を一切保証しないこと。 

(4) 参加者は、開発アプリケーション等を介してユーザから取得した交通環境情

報データを、第三者公開、配布、公衆送信、貸与又は譲渡しないこと。 

8. 参加者は、開発アプリケーション等の内容や操作方法に関する自己の問い合わせ

先を表記し、ユーザが交通環境情報データ提供者に直接問い合わせることが無い

よう、努めるものとします。 

 

第 12条(参加者の賠償責任) 

3. 参加者は、アプリケーション開発に関連し MRI、交通環境情報データ提供者及び

本関係者が損害を受けた場合、その一切の損害（訴訟費用、弁護士費用その他紛

争の解決に係る費用を含みます。）を賠償しなければならないものとします。 

4. 参加者は、第三者との間に本コンテストに関連する紛争が引き起こされた場合

は、直ちに MRIに報告するとともに、自己の責任と負担において一切を処理しな

ければならないものとします。この場合において、MRIは、参加者に対し必要な

指示をすることができるものとします。 

 

第 13条(期間、終了及び存続条項) 

3. 本規約の適用期間は、第 2条第 1項に基づく登録承認日から、2020年 7月 31日

までとします。ただし、MRIが参加者に対して本サービスの提供終了の通知を行

ったとき又は参加者が本コンテストの参加を辞退したときは、その時点をもって
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終了するものとします。 

4. 前項の規定にかかわらず、第 4条第 3 項、第 6条から第 10条まで、第 11条第 2

項第 3項、第 12条、第 13条第 2項、第 14条から第 17条までの規定は、本サー

ビスの終了後も引き続き効力を有するものとします。 

 

第 14条(個人情報の取扱い) 

5. MRIは、参加者の保有する個人情報の委託又は提供を受ける場合、「個人情報の保

護に関する法律」（平成 15年法第 57号、その後の改正を含む。以下同じ）、これ

に関連する法令及びガイドラインを遵守し、当該個人情報を保護しなければなら

ないものとします。なお、本規約において「個人情報」とは、個人情報保護法第

2条第 1項記載の意味を有するものとします。 

6. MRIは、本コンテストの企画・運営、本サービスの利用及び開発アプリケーショ

ン等に関する連絡、本サービスの保守又は改良等の場合に、参加者に関する登録

情報を利用できるものとします。 

7. MRIは、本コンテストの企画・運営又は本コンテスト終了後の継続支援等のため

に、京都市に対し、参加者の氏名、所属及び連絡先を提供することができるもの

とします。また、MRIは優秀な作品の表彰又は本コンテストの成果報告のため

に、参加者の許諾を得て、参加者の認めた範囲で参加者の氏名及び所属を公開す

ることができるものとします。 

8. MRIにおける個人情報の取扱いは、MRI「個人情報保護方針」及び「個人情報のお

取扱いについて」に従って行います。 

 

第 15条(反社会的勢力) 

2. MRI及び参加者は、相手方に対し、次の各号に該当しないことを表明保証し、将

来にわたり該当しないことを誓約するものとします。 

(10)自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が、暴力

団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼう

ゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずるもの

（以下総称して「反社会的勢力」という。）であること。 

(11)自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が反社会

的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。 

(12)前二号に該当しなくなったときから 5年を経過していないこと。 

(13)自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、次に掲げる行為又はこれに準ず

る行為を行うこと。 

(e) 暴力的な要求行為 

(f) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(g) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(h) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、

又は相手方の業務を妨害する行為 

(14)MRI又は参加者は、相手方が前項に違反している懸念が生じた場合は、随時

調査を実施し、相手方に対して調査への協力及び資料の提出を求めることが

できる。この場合において、相手方は、調査に合理的な範囲で協力し、その

範囲内で要請を受けた資料を提出しなければならない。 

(15)MRI又は参加者は、第 1項に違反した場合、直ちに相手方に通知しなければ

ならない。 

(16)MRI又は参加者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、相手方に

催告することなく本契約を解除することができる。 

(17)第 1項に違反したとき。 
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(18)第 1項に違反している懸念が生じ、それにより本契約を継続し難い状況が生

じたとき。 

 

第 16条(分離可能性) 

2. 本規約のいずれかの規定が第 17条第 2項の管轄裁判所によって無効、違法又は

執行不能と判断された場合、MRI及び参加者は、有効、適用又は執行可能な規定

となるようにこれを置き換えるものとします。当該置き換えができない場合であ

っても、本規約の残りの規定は完全に効力を有するものとします。 

 

第 17条 (準拠法及び裁判管轄) 

3. 本規約の準拠法は、日本法とします。 

4. 本規約に関連する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判

所とします。 

 

2020年 2月 14日制定、即日施行 
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【実施概要・方針】 

上記検討内容に基づき、ポータルおよび実証実験用システムを活用したアプリコンテス

ト・実証実験を行うための準備を実施した。 

 

【実施内容・方法】 

アプリコンテスト開催のため、下記事項を実施、検討した。 

 

＜実施・検討事項＞ 

 

2020年 2月 14日に関係主体にてプレスリリースを行い、コンテスト実施に係る情報発

信を開始し、2020年度も継続して情報発信を行った。 

 

 

コンテスト専用サイトを 2020年 2月 25日から稼働、公開開始し、2020年度も継続して

参加登録者（規約同意者）へのデータ提供を開始した。 

 

 

実証実験により、モニターに対し審査基準を提示の上で、下記内容を収集することを想

定し検討・準備を行った。 

 

 

 

 

期間を限定し（３～４か月間程度）、①で検討したデータのうち、ユースケースの実現

のために重要性が高いデータを特定し調達を行った。データの加工・編集や変換、データ

取得 API・提供 APIを開発したうえで、実証実験用システムを構築、セットアップし、ア

プリコンテストにおいて活用可能なものとして整えた。 

 

必要となるデータの調達 

①で検討したデータのうち、実証実験実施に必要となる重要性が高いデータを特定し、

データ提供者と提供期間、提供条件、費用等を協議・合意のうえ調達を行った。 

 

【実施内容・方法】 

①で検討したユースケースおよび関係者との合意等に基づき、実証実験においてデータ

活用者に提供するデータを選定した。データ取得にあたっては、データの取扱い（提供期

間、提供条件、費用等）を適切に設定し、覚書や契約書等を取り交わしたうえで提供を受
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けることとした。 

 

＜実施内容＞ 

実証実験に必要となるデータの特定 

データ提供者との協議・調整、覚書・契約書の締結（提供期間、提供条件、費用等） 

データの入手（無償または有償） 

 

【検討結果】 

実証実験へ協力の意向を得られた事業者から、データ活用者に提供するデータについて

協議・選定し、データを入手した。データの入手にあたっては、メールや対面で提供いた

だきたいデータの説明をしたうえで、提供期間、提供条件、費用等を定めた規約を事業者

と取り交わし、実際にデータを提供いただく、というプロセスを踏んだ。 

現時点、事業者と合意し実証実験に提供できるデータの概要を下表に示す。 
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表 3.3.2-4 実証実験に提供できるデータの概要 

分類 データの内容 提供事業者 

交通 京都市営地下鉄 駅、路線（系統）、時刻、運賃 

等 

京都市交通局 

 叡山電車 駅、路線（系統）、時刻、運賃 等 叡山電鉄株式会社 

 京福電気鉄道(嵐電) 駅、路線（系統）、時刻、

運賃 等 

京福電気鉄道株式会社 

 京都市営バス 停留所、路線（系統）、時刻、運

賃 等 

京都市交通局 

 〃 ジョルダン株式会社 

 京都市営バス 車両位置情報等データ 「歩くまち・京都」バ

ス・鉄道乗換情報発信

システム・コンソーシ

アム 

 京都市営バス 車両位置情報 API ジョルダン株式会社 

 京都バス 停留所、路線（系統）、ダイヤ、運賃 京都バス株式会社 

 ヤサカバス 停留所、路線（系統）、ダイヤ、運

賃 

株式会社ヤサカバス 

 阪急バス 停留所、路線（系統）、時刻、運賃デ

ータ 等 

ジョルダン株式会社 

 京都市パークアンドライド 駐車場データ 京都市都市計画局 

物流 手荷物の一時預かり・配送サービス及び店舗デ

ータ 

「KYOTO 楽 Mobiコン

テスト」事務局 

施設 京都市内混雑度予想 ヤフー株式会社 

 京都市内特定エリア 行楽シーズン混雑度予想

（特定の期間限定） 

ヤフー株式会社 

 京都市内 観光スポット情報 公益社団法人京都市観

光協会（DMO KYOTO） 

 拠点案内サービス API 株式会社ゼンリン 

 混雑統計®データ 株式会社ゼンリン 

 

データ取得に係る仕組みの構築（購入したデータの加工等） 

【概要・方針】 

調達したデータを実証実験用システムで活用できるよう、データ形式、項目等の加工・

編集・変換等の処理を行った。また、データ取得の仕組みについては、課題 aで検討・構

築するポータルサイトの構成・内容、API仕様、運用方針との整合を図るようにした。 

なお、提供を受けるデータの形式、項目等は、十分に標準化されていないため、データ

提供者ごとにかなりの差異があった（例：交通事業者の時刻表、料金表等は、各社が独自

に作成したエクセルファイルで管理されている等）。 
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【実施内容・方法】 

公共交通機関の時刻表、料金表等の静的データについて、データ提供者から取得のう

え、データ活用者が利用しやすいよう、標準的な仕様（GTFS-JP等）に沿って、必要な加

工・編集等を行った。 

 

＜実施内容＞ 

情報種別ごとの標準的なデータ仕様の検討（例：交通データ：GTFS-JP 等） 

静的データの加工・編集・変換 

 

【検討結果】 

事業者から入手したデータのうち、交通に関するデータについては GTFS-JP形式等に加

工・編集し、実証実験用システムに搭載することとした。 

物流に関するデータについては、今回事業用に独自のフォーマットを整理したうえで、

入手した情報を加工・編集した。 

施設に関するデータについては、事業者から入手したファイル形式（tsv形式や excel

形式）を確認のうえ、実証実験用システムに搭載することとした。 

 

データ活用に係る仕組みの構築（APIの開発等） 

【概要・方針】 

実証実験用システムに搭載するデータについて、データ活用者が利用するための仕組み

を構築した。データ活用に係る仕組み全体として、課題 aで検討・構築するポータルサイ

トの構成・内容、API 仕様、運用方針との整合を図ることとした。 

データ活用者が、さまざまなアプリケーションやサービスの開発を行いやすいよう、標

準的な仕様・方法での仕組みの構築を行うよう留意した。またデータ提供者と協議・合意

した内容に基づき、適切にデータのセキュリティの確保を図ることとした（詳細は「アプ

リコンテストの企画・実施」に記載）。 

 

【実施内容・方法】 

データについてはウェブサイトからのダウンロードや API等による提供を想定し、機能

やインタフェースを設定した。 

またデータ仕様やサンプルデータ、APIの仕様等についてポータルサイトにおいて適切

に情報が閲覧できるよう整理した。 

 

＜実施内容＞ 

ウェブサイトからのダウンロード機能、インタフェースの構築 

データ活用者に提供するための APIの構築 
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データ仕様やサンプルデータ、API仕様等の情報の整理（ポータルサイトへの掲載） 

 

実証実験用ポータルサイトの構築・セットアップ 

【概要・方針】 

（ア）～（ウ）で準備したデータおよび APIを利用しつつ、実証実験用システムの構

築・セットアップと稼働準備を行った。 

【実施内容・方法】 

（ア）～（ウ）で準備したデータおよび APIを実証実験用システムに搭載した。基盤シ

ステムはクラウドサービスを利用して構築し、適切なセキュリティ管理を行った。 

 

＜実施内容＞ 

クラウドサービスの調達 

実証実験用の基盤システム構築（DBMS、ウェブサーバ、ユーザ認証システム等） 

実証実験用の基盤システムへのデータ、APIの搭載 

各種試験（単体試験、結合試験、稼働試験） 

保守・運用計画の策定 

データ活用者に向けたマニュアル等の作成 

 

 

 

【実施概要・方針】 

上記検討内容に基づき、ポータルおよび実証実験用システムを活用したアプリコンテス

ト・実証実験を行うための準備を実施した。 

 

【実施内容・方法】 

アプリコンテスト開催のため、下記事項を実施または検討した。 

 

＜実施・検討事項＞ 

・コンテスト実施の告知 

2020年 2月 14日に関係主体にてプレスリリースを行い、コンテスト実施に係る情報発

信を開始し、2020年度も継続して情報発信を行った。 

 

・参加登録者へのデータ概要情報の提供（規約同意者のみ） 

コンテスト専用サイトを 2020年 2月 25日から稼働、公開開始し、参加登録者（規約同

意者）へのデータ提供を開始し、2020年度も継続して対応した。 
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・審査・表彰 

2020年 6月 20日に最終審査会を実施予定。最終審査会における審査基準や賞について

検討した。 

 

【スケジュール】 

2020年 3月時点での想定スケジュールを以下に示す。 

 

図 3.3.2-2 アプリコンテストの実施スケジュール（2020年 3 月時点） 

 

 

アプリ開発部門は 4者、アプリアイデア部門は 8者が作品を提出。 

 

表 3.3.2-5 アプリコンテストの応募者数 

 アプリ開発部門 アプリアイデア部門 

エントリー締切 8/21（金） 8/28（金） 

作品応募締切 9/9（水） 9/11（金） 

エントリー者 31者 

エントリー要件チェック通過者 28者 

作品応募検討者 4者 16者 

最終的な作品応募者 
4者 

（すべて IT 系企業） 

8者 

（うち大学 3者、IT系企業 

4者、京都企業 1者） 
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2020年 10月 17日（土）に最終審査会、2020 年 11月 7日（土）に表彰式を開催し、7

つの賞を授与した。 

交通環境情報を活用し観光行動を支援するアプリが「アプリ開発部門」最優秀賞「歩く

まち・京都賞」を、手ぶらで歩いて新たな価値を提供するアプリが「アプリアイデア部

門」最優秀賞「SIP自動運転賞」を受賞した。 

 

 
図 3.3.2-3 表彰式の様子 

 出所）KYOTO 楽 Mobiコンテスト 

 

 

図 3.3.2-4 受賞者及び受賞作品 

出所）三菱総合研究所作成 

SIP自動運転賞
（アプリアイデア部門 最優秀賞）

モニタ―賞

（仮）京都観光アシスト

手ぶらで歩きたくなるアプリ

-Teburan-

てくてく京都ツアー

こみこみスポット

Etrip

松岡 輝樹

東京都立産業技術大学院大学
武蔵恵理子、河西大介

(株)NTTデータフロンティア 畑中倫也

(株)システム・サイエンス

(株)デンソー

日本情報通信(株) 寄り旅
～移動経路に最適化された観光案内アプリ～

日本情報通信(株) 寄り旅
～移動経路に最適化された観光案内アプリ～

交通混雑改善賞
（Sponsored byNAVITIME）

交通案内改善賞
（Sponsored by ヴァル研究所）

エリア混雑改善賞
（Sponsored by ヤフー）

「手ぶら観光」促進賞
（Sponsored by 
京都市観光協会）

東京工業大学 環境・社会理工学院
朝倉研究室 山下 優希

歩くまち・京都賞
（アプリ開発部門 最優秀賞）
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【歩くまち・京都賞（アプリ開発部門 最優秀賞）】 

「（仮）京都観光アシスト」 松岡輝樹 

・アプリ概要：出発地点と出発時刻、周遊する観光スポット、各スポットでの滞在時間を

入力すると、バス・電車の乗り換え時刻と歩行ルートが表示される。特に行先を決めてい

ない利用者には、「お勧めルート」から観光計画を作成。観光ルートやアクセス時間、お

勧めルートを制御することで観光客の集中を解消するアプリである。 

 

 

図 3.3.2-5 観光スポットを表示する機能 

出所）「京都観光アシスト」 プレゼンテーション資料 /松岡輝樹 

 

 

図 3.3.2-6 公共交通機関情報を表示する機能 

出所）「京都観光アシスト」 プレゼンテーション資料 /松岡輝樹 
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図 3.3.2-7 観光ルートを作成する機能 

出所）「京都観光アシスト」 プレゼンテーション資料 /松岡輝樹 

 

 

図 3.3.2-8 お勧め観光ルート 

出所）「京都観光アシスト」 プレゼンテーション資料 /松岡輝樹 
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【SIP自動運転（アプリアイデア部門 最優秀賞）】 

「手ぶらで歩きたくなるアプリ-Teburan-」 

東京都立産業技術大学院大学、株式会社 NTTデータフロンティア、武蔵恵理子、河西大

介、畑中倫也 

・アイデア概要：手荷物を預けるサービスを軸に、独自の新たな観光資源の位置情報と混

雑統計データから「隠れた観光スポット」をすすめ、人気観光スポットの混雑緩和と新た

な観光資源の発見を促進、また市民もユーザおよびサポーターとして利用可能とすること

でマイクロツーリズム、地域の魅力発見、観光ボランティア活動への参加を促すアプリで

ある。 

 

 

図 3.3.2-9 Teburan の概要 

出所）「手ぶらで歩きたくなるアプリ-Teburan-」 プレゼンテーション資料 

武蔵恵理子、河西大介、畑中倫也 

 



303 

 

 
図 3.3.2-10 Teburan の画面説明 

出所）出所：「手ぶらで歩きたくなるアプリ-Teburan-」 プレゼンテーション資料 

武蔵恵理子、河西大介、畑中倫也 

 

【交通混雑改善賞（Sponsored by NAVITIME）】 

「てくてく京都ツアー」 東京工業大学 環境・社会理工学院 朝倉研究室 山下優希 

・アイデア概要：混雑情報をもとに、生活動線・集中を避けるように観光客を誘導し、可

能な限り徒歩を組み込んだルートを提案する。そのルートに即した商店街情報、有名な観

光地の詳細な周辺情報等を提供し、京都のさらなる魅力を知ってもらう。大きな荷物を持

っている人には、近くの荷物預け・配送サービスを勧めるアプリである。 
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図 3.3.2-11 画面説明 

出所）「てくてく京都ツアー」 プレゼンテーション資料 /山下優希 

 

 

図 3.3.2-12 画面詳細 

出所）「てくてく京都ツアー」 プレゼンテーション資料 /山下優希 
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【交通案内改善賞（Sponsored by ヴァル研究所）、モニター賞】 

「寄り旅～移動経路に最適化された観光案内アプリ～」 日本情報通信株式会社 

・アプリ概要：現在地と目的地を入力することで、その中間地点付近に存在する魅力的な

観光スポットやお店を紹介し、利用者に寄り道を推奨する。店舗運営者は来店の可能性が

高い顧客に対して割引クーポンを発行するなど効果的なアプローチを実施できる。新しい

魅力発見の機会を提案し、更なるリピーターの獲得を可能にする。 

 

 

図 3.3.2-13 画面説明 

出所）「寄り旅～移動経路に最適化された観光案内アプリ～」 プレゼンテーション資料 

日本情報通信株式会社 
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図 3.3.2-14 画面詳細 

出所）「寄り旅～移動経路に最適化された観光案内アプリ～」 プレゼンテーション資料 

日本情報通信株式会社 

 

【「手ぶら観光」促進賞（Sponsored by 京都市観光協会）】 

「Etrip」 株式会社デンソー 

・アイデア概要：Crosta(手荷物預かりサービス)に衣類のサブスクを追加し、サービスの

割高感を低減する。特に宿泊観光における課題(着替え増にともなう荷物増、宿泊先での

洗濯)を解消しつつ、観光地に合わせたファッションを楽しんでもらう「観光×ファッシ

ョン」という新しい価値観を提供する。気に入った服を購入することも可能なアプリであ

る。 

1. Top画面 2. 寄り道リスト 3. 観光スポット詳細
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図 3.3.2-15 タビマエ アプリ画面 

出所）「Etrip」 プレゼンテーション資料 /株式会社デンソー 

 

 

 

図 3.3.2-16 タビナカ アプリ画面 

出所）「Etrip」 プレゼンテーション資料 /株式会社デンソー 
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【エリア混雑改善賞（Sponsored by ヤフー）】 

「こみこみスポット」 株式会社デンソー 

・アプリ概要：AIの予測結果をもとに、各観光エリアにある「写真スポット」で写真を撮

影したらどのように撮れるかを 5段階で表示する。事前に行きたい場所の混雑具合を「視

覚的」に確認することで、混雑していない時間を探す、他のおすすめエリアを探すなどの

混雑回避行動に誘引し、混雑集中という課題の解決に繋げるアプリである。 

 

 

図 3.3.2-17 「こみこみスポット」の概要 

所）「こみこみスポット」 プレゼンテーション資料 /株式会社システム・サイエンス 
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図 3.3.2-18 「こみこみスポット」の活用イメージ 

出所）「こみこみスポット」 プレゼンテーション資料 /株式会社システム・サイエンス 

 

 

本コンテストでは、当初経路探索サービス事業者（CP）に対し、他のコンテスト参加者

と並ぶ形で、交通環境情報を活用したアプリケーションのプロトタイプ開発の作成を相談

していた。 

ただし、意見交換を重ねる中で、CPがプロトタイプの開発に関しては難しいとの反応が

あり、またコンテスト事務局としても、CPが他の参加者と肩を並べて開発するよりも、CP

が提供する商用サービス（データや API）も題材として、一般の参加を求めてコンテスト

を実施したほうが、全体として良い作品が提供されると判断し、今回のコンテストでは交

通環境情報（サービス・API）の提供、ポータルサイトの評価（「4.ポータルサイトの評

価」で詳述）で協力頂いた。 
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表 3.3.2-6 経路探索サービス事業者の協力内容 

協力内容 経路探索サービス事業者 

交通環境情報の提供 ジョルダン株式会社 

 

京都市営バス 停留所、路線（系統）、時刻、運賃

データ 等 

ジョルダン株式会社 

京都市営バス 車両位置情報 API ジョルダン株式会社 

  

コンテストの協賛、審査・表彰 株式会社ヴァル研究所 

株式会社ナビタイムジャパ

ン 

ポータルサイトの評価 株式会社ヴァル研究所 

株式会社ナビタイムジャパ

ン 

出所）三菱総合研究所 

 

 

【概要・方針】 

 アプリコンテスト参加者及び経路探索サービス事業者等に、本事業で整備した実証実験

用システムやポータルサイトについての評価を依頼し、フィードバックを受けた。 

定性的な評価に加え、できる限り定量的な評価を得られるよう工夫し、ポータルサイトの

利便性、有用性等の評価を把握することを目指した。 

 

【実施内容・方法】 

コンテスト参加者へのアンケート調査（ウェブアンケートを想定）や経路探索サービス

事業者等へのヒアリングによりポータルサイトに対する評価を把握することを目的とし

た。 

 

＜実施事項＞ 

コンテスト参加者（アプリ開発部門・アプリアイデア部門）および経路探索事業者、デ

ータ提供者、自治体に対してポータルサイトの評価を依頼し、承諾いただいた事業者に対

し評価アンケートを実施した。評価結果については、ポータルサイト機能改善のためフィ

ードバックすることを目的とした。 
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図 3.3.2-19 ポータルサイト評価の流れ 

 

 

アンケートの回答者は、下表に記載の通り。 

 

表 3.3.2-7 アンケート回答者 

# カテゴリ ヒアリング先 

1-1 
データ利用者 

（アプリ開発部門） 
松岡輝樹氏 ※「歩くまち・京都賞」受賞 

1-2  日本情報通信 ※「交通案内解決賞」受賞 

1-3  
システム・サイエンス ※「エリア混雑改善賞」

受賞 

1-4  アプリ開発部門参加 A社 

2-1 

データ利用者 

（アプリアイデア部

門） 

産業技術大学院大学 ※「SIP自動運転賞」受賞 

2-2  デンソー ※「手ぶら観光促進賞」受賞 

3-1 データ提供者 経路探索サービス事業 a社 

3-2  経路探索サービス事業 b社 

3-3  データ提供 a社 

3-4  データ提供 b社 

3-5  データ提供 c社 

3-6  データ提供 d社 

3-7  データ提供 e社 

出所）三菱総合研究所 

1Q（4～6月） 2Q（7～9月） 3Q（10～12月） 4Q（1～3月）

2020年度

プロトタイプ版

公開版

評価①

エントリー締切
8/14（開発）8/28（アイディア）★

作品締切
9/11★

最終審査会
10/17★

結果発表（表彰式）
★11/7

応募作品制作（アプリ開発/アイディア） 審査 表彰

評価②

ポータルサイトの構築

コンテスト関係者による
ポータルサイトの評価

コンテストの実施

フィード
バック

★２次公開★1次公開

フィード
バック

フィード
バック

公開版構築

京都の抱える課題を解決するアプリを開発、データの活用度や
京都の課題解決度、アプリの使いやすさなどを競う。

京都の抱える課題を解決するアイデアを検討、提案、データの
活用度や京都の課題解決にむけたアイデアを競う

A) アプリ開発部門 B) アプリアイデア部門

観光客の一部
エリアへの集中

観光動線と生活
動線の混在

バス車内へ大きな
手荷物を持込

実態と乖離
した情報

交通混雑改善賞 交通案内改善賞 エリア混雑改善賞 「手ぶら観光」促進賞

解決 解決 解決 解決

ポータル
評価
検証
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アンケートは「システム面」「ビジネス面」「ルール面」のそれぞれに対して質問を行う

形で行った。 

本事業では、アンケート結果をもとに UI改修や機械学習を用いた機能のチューニング

を実施の上、改修版のリリースを実施したうえで再度、京都コンテストの受賞者に対して

改修結果を含めてヒアリングを実施した。ヒアリング結果を踏まえて、主に機能面の課題

落とし込みを実施し、ポータルの改修にひき続き取り組んでいる。アンケート回答結果は

3.1.3章及び 3.1.4章を参照。 

 

 

 

先行・類似事例等で、アプリの継続的な運営・展開に関して以下のような方策をとっ

ている事例があることの把握を行った。 

 

表 3.3.2-8 コンテスト成果の継続・展開に向けた方策 

項目 
コンテスト参加者による 

自主展開の促進 

サービス事業者等との 

協働による事業化の促進 

コンテスト主催者による 

継続支援 

支援 

方策 

コンテスト以降は、情報提

供、メンタリング等の支援

に留め、参加者自身による

展開を支援 

経路探索サービス事業者や

ポータルサイト運営事業者

等のサービスへの機能組込

等を想定し、これら事業者

とのマッチングによる事業

化を促進 

受賞作品について、本事業

の継続展開（2020～2022

年度）の中で、機能拡張や

実サービス化に係る検討機

会を提供する。 

参考

例 

宇宙ビジネスアイデアコン

テスト S-Booster

（2017） 

宇宙ビジネスアイデアコン

テスト S-Booster

（2017） 

AI ビジネス創出アイデア

コンテスト（2017） 

ANA ホールディング賞 

「嗅ぎ注射器」 

大賞 

「人工衛星データによる飛

行経路最適化」 

人工知能技術コンソーシア

ム（AITC）会長賞 

「咽頭画像の深層学習によ

る診断機器開発」 

受賞者はコンテストにて賞

金 100 万円を獲得し、これ

を原資として個人事業

（Stony）として「嗅ぎ注

射器」の研究・開発を進め

ている。 

コンテスト後、受賞者は

JAXA（同コンテストスポン

サー）の官民共同プログラ

ム（J-SPARC）の枠組を活

用し、シミュレーションの

精緻化、収益性の検討を進

めている。 

受賞者は副賞として AITC

の 2018 年度 WG 設置権（活

動費つき）を得て、 

コンテスト後、実際に

AITC・医用画像 WG におけ

る活動を行っている。 

 

 協議（継続・展開のための方策） 

アプリコンテストの成果を社会実装する、また京都での交通環境情報を収集し、継続

的に提供頂くきっかけとして、第 1回コンテストの受賞作品について、中長期的な社会
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実装（公開）を見据えて、コンテスト参加者との協議を行った。 

 

 

「歩くまち・京都」章を受賞した松岡輝樹氏（以下、松岡氏という。）のアプリ「京都

観光アシスト（仮）」について、松岡氏より、以下の通り、現段階ではサービス運用は難

しいとの見解が示されている。 

 

表 3.3.2-9 京都観光アシスト（仮） サービス運用の課題 

区分 サービス運用の課題 課題に関する見解 

経費の問

題 

・本アプリをサービス公開する場

合、サーバ維持費や Google 等

の各種サービス費、GTFS更新作

業費など、最低限度のマネタイ

ジングが必要となる。 
※個人でサービス提供する場合、利益

は不要ですが、経費とバランスさせ

る必要はあります。 

・本アプリは GTFS活用のテ

ストタイピングとして制

作したため、ビジネスモ

デルを前提とする作り方

をしていない。 
※マネタイジングを考えると iOS

サポートが不可欠ですが、別記

の通り、iOS クロスコンパイル

を前提としていません。 

GTFSの

問題 

・本アプリのサービス公開には、

バス事業者の継続的な GTFS 公

開が必要。 

・今後の GTFS公開が不透

明。 

 

一方、松岡氏は今後、日本各地でスマートシティ、スマートモビリティの取組が進めら

れるが、人口減少社会に突入した我が国では、スマートシティを構成する全てのサービス

を行政、既存企業だけで整えるのはリソース的に困難と考えられ、スタートアップ企業等

の新規参入やシビックテックの取組が必要不可欠と考えている。そのため、 

このため、松岡氏は、本アプリ開発成果の「アウトプット」の一つとしてソースコード

をオープンソースとして開示し、GTFS活用に関する知見・技術情報を共有することで、今

後のスタートアップあるいはシビックテック推進に寄与することを考えている。 

以上より、松岡氏では次頁のような取組を考えている。 

 

①ソースコード公開を前提としたライブラリ又は派生アプリの開発 

・Androidアプリ「(仮)京都観光アシスト」は、限定公開のデータ

に依存しているため、ソースコード等をそのままオープンソースと

して開示することが難しいと考えられる。 

・このため、「(仮)京都観光アシスト」のうち再利用可能な部分を分

離し、ソースコード公開を前提とした、ライブラリ又は派生アプリ

を製作する。 

 ②ソースコードの推敲とコメントの作成 

  ・ソースコード、コメント文を外部公開可能な形に推敲する。 

図 3.3.2-20 京都観光アシスト（仮） 今後の対応方針 
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「手ぶら観光」促進賞を受賞した デンソー「Etrip」、その他作品については、フォロ

ーアップの記載内容では継続開発・実装の意向がある。これらのアプリでは事務局から提

供した交通環境情報の利用は少ないため、必ずしも事務局からの交通環境情報が無いかた

ちでも、参加者主体で社会実装を目指していただくことが可能であると考えられている。 

うちデンソーの「Etrip」については、参加者からの要望もあったことから、コンテス

ト終了後も京都市・京都市観光協会への連絡の接続も行った。京都市観光協会にて、

Etripの今後の展開に向けたブレストを実施し、現場職員を交えたアプリアイデアの充実

ならびに継続的な展開に向けたディスカッションを実施した。 

 

 

4.ポータルサイトの評価、5.コンテスト優秀作品の完成および社会実装への取組み支援 

のそれぞれを踏まえ、ポータルサイト運営に係る示唆として、以下の内容が示唆として考

えられる。 

 

●ポータルサイト全体について 

・ ポータルサイトに掲載したデータを実際に入手する際の、データ入手方法（問合せ先

等）の明確化。 

 

●搭載データ（データ提供事業者数、データの種類、形式、更新頻度等） 

・ カタログ情報：データの概要（データの種類、情報項目、作成者、更新頻度等）を丁

寧に記載する。 

・ タグ：データ提供者がタグ付けを行うのではなく、管理者によるタグ付け、自動的な

タグ付け等、統一的なルールを設ける。 

・ 登録データを適切に入力できるような支援を行う。（素人でも分かる画面構成や適切

なヘルプの表示等） 

 

●API機能（安定性・拡張の容易性等） 

・ 検索機能：データ表記ゆれの細かい部分（全角・半角の対応など）にも対応できるよ

うにする。 

・ データ類似度：3Dグラフが重なってしまい視認性が悪いため、視点を移動できるよう

にする。表示できる数を絞る、検索履歴を確認できるようにする等も検討する。 

・ 代表語の自動分類：データ遠近の判断基準を明確に示す。 

・ UI：小さい図であっても、文字が潰れてないようフォントサイズを調整する。 

・ UI：データのタイトル（○○バス路線図等）が見切れないように記載する。 
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●活用条件（知的財産権・活用範囲等） 

・ 似たような属性のユーザが、どのようなデータを入手しているかをリコメンドする機

能の追加。 

・ ユーザのサイト自体の使い方のルールを定め、ユーザに同意頂くプロセスを踏む

（i.e.サンプルデータの目的外利用禁止）。 

・ 登録データに対するニーズがあれば、メールで提供者に知らせるような機能の追加。 

・ 適切な利用者認証、悪用時にデータを遮断できる仕組み。 

・ ポータルサイトとしての認知度向上。 

 

 

 データの仕様・ルールの確認  

 

今回検討・実証するデータや APIについては、「第 1期 SIP自動走行システム「ダイ

ナミックマップサービスプラットフォームの実用化に向けた検討」成果報告書」（以

下、SIP第 1期検討成果）を確認の上、開発を実施する方針とした。その上で、SIP第 1

期検討成果に準拠できない点については、留意事項として整理することとした。 

 

 

今回検討・実証するデータや APIについては、データ提供を行う事業者等との調整の

観点から、システムへの搭載に係る APIは整備せず、静的データを実証実験環境に配置

する方針とした。また、コンテスト参加者に対するデータ提供については、APIを試行

的に整備・提供しているが、検討の結果、SIP 第 1期検討成果とは一部異なる仕様とし

た箇所がある。 
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表 3.3.2-10 SIP 第 1期成果を踏まえた留意事項等および今回検討の仕様への対応確認 

SIP第 1期成

果 

特に留意すべき事項

等 
今回の調査・研究における対応 

データ仕様書 

（サービスプ

ラットフォー

ムフォーマッ

ト編） 

・フォーマットの統

一（共通ヘッダの

付与） 

・データ形式（CSV

形式） 

・今回は情報提供 APIは整備せず、静的データ

を実証実験環境に配置する方針とした。 

 

・交通データについては、国土交通省が策定し

た標準的なバス情報フォーマット（GTFS-JP）

形式に準拠することを基本にデータ整備を行

った。 

 

・データ提供者から CSV形式以外のフォーマッ

ト（TSV形式）で提供された場合、変換を実

施しなかった。 

 

・データフォーマットについては、今後、コン

テスト参加者や経路探索サービス事業者等へ

のアンケート、ヒアリング等で意見を収集す

ることが考えられる。 

情報提供 API  

仕様書 

・リクエスト形式 

・レスポンス形式 

・データの分割送信 

・エラーコード 

・データ提供を行う事業者等との調整の観点か

ら、情報提供 APIは整備せず、静的データを

実証実験環境に配置する方針とした。 

情報取得 API  

仕様書 

・リクエスト形式 

・レスポンス形式 

・データの分割送信 

・エラーコード 

・一部のデータについて、情報取得 APIを整備

した。 

 

・csv形式ではなく JSON形式での配信を行う仕

様とした。 
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 コンテスト優秀作品の完成および社会実装への取組支援 

 

コンテスト優勝作品の製作者と打合せ等を実施し、その社会実装に向けて協議を行っ

た。業務工程は以下の通り。 

 

表 3.3.2-11 業務工程 

項目 
2030 年 

1 月 2 月 3 月 

1.交通環境情報の利用実

績報告 

                  

                  

                  

2.交通環境情報ならびに

受賞アプリの課題検討 

                  

                  

                  

3.受賞アプリの改良 
                  

                  

                  

4.報告書作成 
                  

                  

                  

5.打合せ等 
                  

                  

                  

 

また、以下の日時で WEB打合せを実施した。その他、メールや電話等で密にコミュニ

ケーションを図りながら協議を行った。 

 

表 3.3.2-12 打合せ内容 

日時 主な内容 

2020年 12月 21 日 今後の作業スケジュール、アプリ開発進捗、取りまとめ

方など 

2021年 2月 16日 UIの改善、取りまとめ方など 

 

 

 

機能面について、以下について議論・実装支援を行った。 

〇移動した際にスマホの位置を追随する位置 

「ボタンを押したらスポット情報のリストが出る」の部分について助言した（ボタンを

出した部分の周辺 500m部分）。スリープしていても中心位置の修正が可能とした。 

〇データ構築の際の処理変更 

配布した GTFSの各データを前処理した上で、1個 1個 json化して、アプリケーション

内で読み込み、各データの GTFSを Android用 jsonに出来るソフトを自動化する開発を助

言した。 

 

 



318 

 

 

UI 面について、以下について議論・実装支援を行った。 

〇長押し機能 

画面を動かす際指で動かす必要がある。「地図を動かす際は 2本指」などについて協

議。 

〇バス番号・色 

バス番号・色を大きく表示した。 

〇目的地選択 

地図画面から目的地が選択できるよう修正。 

〇英語化 

リソースファイルを書き換え、アプリ部分のみ英語化を実現。 

 

 

アプリ開発部門最優秀作品の使用しているデータを把握した上で、アプリ開発までを

業務委託した。 

開発したアプリの概要は以下の通り。 

 

 

Android端末で交通情報を取り扱う方法として、サーバにデータベースを構築して

APIで取得する方法と Android内部にデータベースを構築する方法が考えられる。 

今回は処理対象を京都市内に限定できることからアプリの応答性向上のため後者の方

法を採用した。具体的には、GTFSを事前に解析・統合した JSONファイルを初回起動時

に組み込み、Android 端末内で交通情報データベースを構築することとした。 

 

 

図 3.3.2-21 交通情報データベース構築の流れ 

 

こうしたフローを自動化するため、GTSFデータ処理アプリを開発した。 

当該アプリはウィンドウ内に Dropされた GTFS（ZIPファイル）を読み込んで DBを構
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築し、時刻表や経路情報の解析を行った後、データベース構築用の交通情報 JSONファ

イルを出力する。 

 

 
図 3.3.2-22 GTSFデータ処理アプリ外観 

 

 GTFSの CSVデータ（表データ）の JSONへの変換例を以下に示す。 

JSONデータは Gsonでデータベースオブジェクトに変換し、O/Rマッパーの一つ、

Android Room-APIにより Android端末内に構築したデータベース（SQlite）にデータを挿

入する。 
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表 3.3.2-13 GTFS データから JSONデータへの変換（例） 

【GTFSデータ(stops.txt)】 
stop_i

d 

stop_na

me 

platform_co

de 

stop_la

t 

stop_lon zone_i

d 

location_ty

pe 

parent_stati

on 

200003 河原町

三条 

 35.0087

70 

135.7690

03 

200003 200003  

   
【JSONデータ(例)】 
 

{ 

“stop_id” : ”200003”, 

“stop_name”: ”河原町三条”, 

“platform_code” : null, 

“stop_lat”: 35.008770, 

“stop_lon”: 135.769003, 

“zone_id” : ”200003”, 

“location_type” : ”200003”, 

“parent_station” : null 

} 

【ORMクラス(例)】 
@Entity 

classs Stop{ 

  @PrimaryKey(autoGenerate = true) 

    public Long id; 

public String stop_id; 

public String stop_name; 

public String platform_code; 

public Double stop_lat; 

public Double stop_lon; 

public String zone_id; 

public String location_type; 

public String parent_station; 

} 

 

 

①1つの DBで複数事業者の情報を扱うため、GTFS各テーブルに事業者 ID（agency_id）

を追加する。 

②GTFSを解析し、時刻表補助データ、通行経路補助データを生成する。 

③全ての事業者の GTFSを統合し、JSONファイルとして出力する。 

 【生成する補助データ】 
■時刻表補助データ Android 端末内で時刻表生成時に参照するデータ 

・便 ID（trip_id） 

・出発地停留所 ID（stop_id） 

・目的地停留所 ID（stop_id） 

・発射時刻 

・到着時刻 

・事業者 ID（agency_id） 

trips.txt から trip_id（特定のバス便の ID）を取得 

stops_time.txt から同じ trip_id で stop_sequence=1 の stop_id を取得 

stops_time.txt から同じ trip_id で stop_sequence=最大の stop_id を取得 

stops_time.txt から trip_id,stop_id に対応した departure_time を取得 

stops_time.txt から trip_id,stop_id に対応した arrival_time を取得 

agency.txt から agency_id を取得 

 

■通行経路補助データ 描画情報（shape.txt）を停留所や交差点等で分割したデータ。 

・経路 ID（route_id） 

・経路シーケンス（sequence） 

 ・経度、緯度（lon,lat） 

・経路間距離（distance） 

・停留所 ID（stop_id） 

・事業者 ID（agency_id） 

routes.txt から route_id（特定のバスルートの ID）を取得 

shape.txt の描画情報を分解した分割点の sequence の ID 

shape.txt 描画情報の分割点の緯度、経度 

当該分割点の起点からの累計距離 

当該分割点が停留所の場合は stop_id、停留所ではない場合は null 

agency.txt から agency_id を取得 
 ※通行経路補助データは GTFS-RT 対応や到着時刻予測向けに生成したデータ。なお、本コンテストでは GTFS-RT

は提供されないこと、データサイズが大規模になること（京都市内で約 140MB）から、今回のアプリでは未採用

とした。 

 

Androidアプリは、京都市内の移動・観光支援のためのスマートフォンアプリとし

て、①地図・環境情報を表示する機能、②交通機関の経路・時刻表を表示する機能、③
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移動経路（観光ルート）の探索機能を実装した。 

スクリーンショットは以下の通り。 

 

   

   
図 3.3.2-24 (仮)京都観光アシスト外観 
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Androidアプリで使用する「お勧めルート」を登録・編集する Webアプリを作成し

た。 

処理の流れは以下のとおりであり、Androidアプリにおける「お勧めルート」は本

Webアプリで登録されたルートが表示される。 

 

 

図 3.3.2-25 「お勧めルート」のデータの流れ 

出所：https://www.termat.net/html/route.html 

 

 

図 3.3.2-26 「観光ルート作成」サイトの外観 
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 都市部実証用システムからポータルサイトへのデータ等の移行の検討 

2019～2020年度に実施したアプリコンテストでは、都市部実証用システム（試行サイ

ト）を構築し、これにデータや APIを搭載してコンテスト参加者に提供したが、2021年

度以降は、ポータルサイトにコンテンツを移行し、今後の事業展開につなげていくこと

が求められるため、これに関わる検討・整理を行った。 

 

 

都市部実証用システムに搭載したデータ等を整理した。具体的には以下のようなコン

テンツを確認・整理した。 

・コンテストサイト（HTML） 

・静的データ（交通・物流・施設に関するデータ） 

・データ提供 API 

・API利用マニュアル（PDF） 

・その他関連ドキュメント（事前イベントでの配布資料等） 

 

 

上記で整理したコンテンツについて、ポータルサイトに移行する方法を整理した。コン

テンツごとの移行方法の方針は以下のとおりである。具体的には 2021年度以降、ポータ

ルサイトの構成・仕様と調整し整合を図りながら移行を進めていくこととなる。 

 

表 3.3.2-14 ポータルサイトへの移行の方法（案） 

コンテンツ 移行の方法（案） 

コンテストサイト（HTML） ・現状のまま存置しポータルサイトにリンクを掲載また

はポータルサイトの所定のエリアに移設 

静的データ（交通・物流・

施設に関するデータ） 

・データ所有者の合意がとれたものについてポータルサ

イトのカタログサイトにメタデータやサンプルデータ

を掲載 

・一部のデータはポータルサイトにデータ本体を掲載 

データ提供 API ・都市部実証用システムの API仕様を確認のうえ、ポー

タルサイトの API仕様に沿って再構築 

API利用マニュアル（PDF） ・移行なし 

その他のドキュメント（事

前イベントでの配布資料

等） 

・コンテストサイト（HTML）とあわせて移行 

 

 

上記方針に基づき、関係者との協議を進めた。 

まずポータルサイトの構築・運用を担当している NTTデータと上記方針について協議を

行った。また主要なデータ所有者（交通事業者等）を対象に、ポータルサイトの概要や構
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築・運用スケジュール等を示し、ポータルサイトへのデータ掲載について協議・交渉を進

めた。 

 

 

 データ提供者との協議 

 

アプリコンテストのファイナリスト（最終選考会出場者）においては、応募作品提出時

において、作品に活用したデータを申告いただいた。 

アプリ開発部門においては、最優秀賞の作品のみ交通のダイヤ情報（GTFS-JP）が活用

されている。また、すべての作品に共通して活用されたデータとして観光施設情報があっ

た。また、3作品で混雑統計のデータが利用された。今回は、新型コロナウイルスの影響

を受けた昨今の観光客のニーズなどを考慮し、観光地における「混雑回避」の観点を取り

入れたアイデアが多く、そういった観点で混雑統計が活用された。 

 

 

図 3.3.2-27 アプリ開発部門におけるデータ活用状況 

 

一方、アイデア部門においては、実際にアプリ開発をすることなく自由にアイデアを組

み合わせられることから、アプリ開発部門よりも 1作品（アイデア）あたりに活用された

データが多く、より幅広いデータを取り込んで利活用するアイデアが示された。 

特に、アプリ開発部門では取り入れることが難しかった物流に関するデータ、「手荷物

預かりスポット情報」の活用が広がり、大きな手荷物を帯同しない、いわゆる手ぶら観光

につながるアイデアの提案につながった。 

© 2020 NTT DATA Corporation 4
4

応募案の概要とデータ活用状況

データ活用状況 ① ② ③ ④

交通 ダイヤ情報(GTFS-JP) ○

車両位置情報

パークアンドライド

施設 観光施設情報 ○ ○ ○ ○

混雑度予想情報 △

混雑統計 ○ ○ ○

物流 手荷物預かりスポット情報

◼ アプリ開発部門

No 代表的な応募案の概要

① 寄りたい観光スポットをめぐる移動ルートの提案アプリ（☆最優秀賞）

② 移動する予定のルート上にある寄り道スポットを提案するアプリ

③ 旅行中のスケジュール管理と災害時の避難場所への経路誘導に関するアプリ

④ フォトスポットの混雑状況を予測し「映える」写真が撮れる時間帯を提案するアプリ

○：データ活用・実装 △：活用の意図はあるが未実装 空欄：未活用
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図 3.3.2-28 アプリアイデア部門におけるデータ活用状況 

 

 

2020年度のアプリコンテストにおけるデータのラインナップとしては、コンテスト参加

者からは、概ね「十分だった」という回答を得た。 

特に活用度が高かった観光施設情報や GTFS、また混雑度合いが分かるデータに関して

は、「アイデア構想やアプリの企画の上で役に立った」と答える声が上がった。また、実

際にアイデアやアプリを作品として完成させるうえでは、特にアプリ開発部門の参加者に

とってはそれぞれのデータ形式が扱いやすいものであることが重要であり、データのライ

ンナップとともに提供形式がデータの使いやすさに影響を及ぼすことが分かった。 

 

 

図 3.3.2-29 アプリコンテストにて提供したデータラインナップに対する評価（１） 

  

© 2020 NTT DATA Corporation 5
5

応募案の概要とデータ活用状況

データ活用状況 ① ② ③ ④ ⑤

交通 ダイヤ情報(GTFS-JP) ○ ○ ○

車両位置情報 ○ ○

パークアンドライド

施設 観光施設情報 ○ ○ ○ ○ ○

混雑度予想情報 ○ ○

混雑統計 ○ ○

物流 手荷物預かりスポット情報 ○ ○

◼ アプリアイデア部門（主なアイデアを抜粋）
No 代表的な応募案の概要

① 徒歩促進で混雑緩和につなげるためのアプリ

② 混雑緩和のための移動サイネージと連動スマホアプリ

③ 手ぶら観光の促進のためのアプリ（☆最優秀賞）

④ バスの接近表示と車内混雑予想を連動させたアプリ

⑤ 観光地の混雑分散のためのアプリ

○：データ活用を提示 空欄：未提示

十分だった, 

6, 67%

不十分だっ

た, 3, 

33%

Q.提供したデータのラインナップに

対する評価
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図 3.3.2-30 コンテスト参加者が、特に役立った・活用しやすかったと感じたデータ 

（自由記述） 

 

一方、今回コンテストから提供したにも関わらず、役立てにくい、活用しにくいと感じ

るデータに関しては、データサイズが大きすぎて取り扱いが難しかったり、データ項目が

揃っておらず使えるデータのクレンジング作業に手間がかかるものが意見として挙げられ

ており、提供するデータの品質によりデータの活用度にも影響があることが分かった。 

とはいえ、データのクレンジング等については、データ提供者に処理を依頼することは

本コンテストにおいては現実的ではない。データ処理には一定の費用と期間を必要とする

ため、今後のデータ利用の普及に向けてはデータラインナップを単に増やすだけではな

く、一つ一つのデータの使いやすさを考慮する必要がある。 

 

 

図 3.3.2-31 コンテスト参加者が、特に活用しやすかった・活用しにくかったと感じた 

データ（自由記述） 

 

今回のコンテストで提供したデータのラインナップに関しては概ね十分という意見があ

った一方、コンテスト応募作品の検討段階で、「あればよかった」と思うデータについて

も一定の参加者の中であることが明らかになった。 

要旨 主な意見

○役立ったと感じたデータ ・観光施設情報
・GTFS
・混雑統計（実数、推計、過去データ）
・混雑予想
・観光スポットの混雑情報 など

○活用しやすかったと感じたデータ ・GTFS及び観光施設情報は、開発や検討に活用しやすかった。
・APIは、PC向けのWebアプリ開発なら活用しやすいと思った。
・混雑予想データは、TCV形式で使いやすかった。
・JSON形式やXML形式のものは、扱い慣れているため活用しやすかった。

要旨 主な意見

○役立てにくいと感じたデータ ・混雑予想、混雑統計は、データの面的密度がやや疎であった
・データサイズが大きいと取扱いに苦労する
・情報が細かかったデータは、アプリとしてどう見せるのかが難しい。
・手荷物一次預かり情報だけでは、拠点数が少ない

○活用しにくかったと感じたデータ ・一時預かり情報は、データ量がもっと多ければ使いやすかった。
・ややデータクレンジングに手間取ったものがあった。（記入粒度が揃ってない、未記入欄があ
る）
・バス車両位置情報のデータは、データ量が多く、扱いづらかった。
・AndroidアプリがJavaでサンプルコードが書かれており、実装にかなり時間を要して使いづら
かったものがあった。
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図 3.3.2-32 アプリコンテストにて提供したデータラインナップに対する評価（２） 

 

具体的には、災害時の防災拠点や避難場所に関する情報、リアルタイムな施設の混雑情

報や交通機関のダイヤデータ（GTFS-RT等）、道路の交通量などがわかると良いという意見

があった。更に、昨今の新しい生活様式などを考慮し、テレワーク拠点等の情報もあると

構想が膨らむという意見があった。 

 

 

最優秀作品で利用しているデータに関しては、該当データのデータ提供者と個別交渉を

行い、コンテストでのデータ利用目的で締結した規約の契約期間を延長した。これによ

り、最優秀作品における継続的なアプリ開発にデータが利用できるよう、調整を行った。 

アプリコンテスト以降の継続的なデータ提供については、特に交通事業者においては、

今回のようにある時点でのダイヤデータに関する資料をコンテスト事務局に提供すること

は問題ないという見解であった。ただし、この場合は、情報はコンテスト参加者のみに公

開を限定し、情報の品質に対してはコンテスト事務局で負うことが前提となる。 

継続的なデータ提供およびそのデータのオープン化に向けては、責任分担の整理やデータ

提供に係るコストや作業の分担の整理が必要不可欠である。特に後者のコストや作業の分

担については、今後交通事業者においては GTFS対応等が個社の取組として検討されてい

くなかで、その方向性に合致したものであればコンテストの機会と連携することも可能性

があるという示唆が得られた。 

 

 

静的データとしては「交通」、「施設」、「物流」の各領域においてデータを提供すること

が出来た。但し、今回はコンテスト実施までの限られた時間の中でデータ提供が叶わなか

ったデータ提供者候補もあり、今回のコンテストによる成果を材料として継続的な交渉を

することを検討する。 

また、特に GTFS-JP形式でのダイヤデータ提供を行った交通事業者のデータについて、

今回データ提供を頂いたバス事業者・鉄道事業者は、概ね今後も GTFS-JP形式でのデータ

ある, 6, 

67%

ない, 3, 

33%

Q.提供データ以外にあれば良いと

思ったデータ
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整備や提供について関心があることを確認した。データをオープン化することによる新た

なサービスへのご期待やアイデアもあり、各事業者の方針に基づいて今後オープン   

データ化を進めるにあたり、本事業の場を活用しながら連携できる事項を引き続き議論す

ることが必要である。 

 

 

今回のアプリコンテストにおいては、「交通」カテゴリにおけるバスの車両位置情報の

過去データを動的に活用できるデータとして提供した。 

動的データをアプリコンテストに提供いただくためには、データ提供者側のシステムに

大きな改修が必要である場合がほとんどであり、アプリコンテストの準備期間中にデータ

提供者側で改修の判断・計画・実施を行うことが時間やコストの観点から難しく、結果的

に過去データの提供となった。 

今後、アプリコンテスト等の継続がなされる場合、動的データを追加・拡充する場合に

は以下 2点の対応方針が考えられる。いずれにせよ、静的データに比較してデータ提供者

側での対応が必要となり、調整事項が多く発生するため、前広に計画を立てて推進するこ

とが求められる。 

 

（対応方針１）コンテストでの動的データの「デモ」的活用 

動的データの活用によるユースケースの検討や、アプリの UIの検討などを目的とする

場合、データ提供者の協力の下、一定期間の動的データを録画し配信する、あるいは架空

の動的データを作成しサンプル的に配信する、ということが考えられる。但し、あくまで

一時的なデモとしての活用を意図しており、継続的な動的データの提供に向けた課題の検

証が出来ない。 

（対応方針２）長期的な動的データ対応を見据えたデータ体系整備・仕様検討 

動的データへの対応はデータ提供者側での大規模なシステム改修等が必要となる場合が

多く、データ提供者側の経営判断やシステム改修計画などの影響を大きく受けるため、本

事業の期間・予算だけでは真の継続的な動的データ提供は実現できない。動的データの提

供の基本として、静的データがきちんと整備されており、継続的に提供できる体制が整っ

ていることが必要不可欠であり、動的データの提供を見据えたシステム改修計画を立てる

ためにもこの観点が必要である。データ提供者の動的データ提供に係る課題などを整理

し、データ提供に向けたシステム改修等の仕様を検討していくことも、各地域・事業者に

おける動的データ提供に向けた寄与につながる。但し、本実証の期間内として検証できる

事項は限定的であるため、短期的なマイルストンを定めて検証を行うことが必要である。 
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 今回コンテストの成果・課題の整理 

第 1回アプリコンテスト参加者に対して、アプリアイデアの検討に係る検討期間等に関

してアンケートを実施し、回答数 9件を得た。 

アプリの検討期間については、アンケートに回答した 8割程度の参加者が「検討期間が

十分だった」と回答した。 

 

図 3.3.2-33 アプリの検討期間 

 

アプリの検討期間については、すべてのアンケートに回答した参加者が「とてもよかっ

た」または「よかった」と回答した。 

 

 

図 3.3.2-34 事務局の対応 

 

提案検討時

間が十分

だった, 7, 

78%

提案検討

時間が足り

なかった, 1, 

11%

その他, 1, 

11%

とてもよかった, 5, 

56%

よかった, 4, 

44%

あまりよくな

かった, 0, 

0%
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最終選考会についても、約 9割のアンケートに回答した参加者が「とてもよかった」ま

たは「よかった」と回答した。感想としては、「他の参加者の作品、プレゼン発表を見た

かった」との声が多く聞かれた。 

 

図 3.3.2-35 最終選考会の感想 

 

表 3.3.2-15 アプリコンテストの最終選考会の感想（自由記述※） 

要旨 主な意見 

他の参加者の作品、プレゼン発表

を見たかった。 

発表終了後でいいので、他の参加者の発表が見たかった。 

他の人の発表も聞きたかった。 

公平性の立場から他の発表を聞くことができなかったのは、

納得はできるが残念だった。 

Webで傍観者として参加させていただいたが、他の参加者の

作品やプレゼンを観たかった。 

他のファイナリストが発表している様子が見学できれば有意

義な時間になったのではないかと思う。 

最終選考会での質疑応答が良かっ

た。参考になった。 

最終選考会での質疑応答は、システムや課題解決を考える上

で大変参考となった。 

質疑応答というより選考委員とのディスカッションに近く、

楽しい時間であった。提案の改善点に気づける機会となっ

た。大変良い経験になった。 

選考会の運営がスムーズであっ

た。 

現場スタッフの対応が丁寧でスムーズであった。ほど良い緊

張感をもって楽しむことができた。 

選考会の運営(計画・準備)が良く、オンラインでも問題なく

参加できた。 

その他 発表時にスマホを渡されたが画面共有できる状態にしてほし

かった。 

課題への質問を丁寧に回答すると発表時間がかなりタイトだ

と思った。 

 

とてもよかっ

た, 6, 

67%

よかった, 

2, 22%

あまりよくな

かった, 1, 

11%
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類似コンテストへ応募する動機やポイントとしては、第 1回コンテストで重視した「著

名な審査員に審査・フィードバックしてもらえる」のほか、「参加者感の交流機会が豊富

にある」が上位に該当した。 

 

 
図 3.3.2-36 類似コンテストへの応募する動機や誘因ポイント 

 

 

 第 2回京都コンテスト（FY2021） 

 全体概要 

2021年度は、2019～2020年度にかけて実施した「KYOTO楽 Mobiコンテスト」に引き続

き、観光・生活等の交通に係る課題を抱える観光都市を対象として、交通機関のダイヤに

関するデータ（静的データおよび動的データ）、物流関連のデータ、人流や観光施設に関

するデータ等の交通環境情報を用いた課題解決のためのアプリコンテスト「第 2回 

KYOTO楽 Mobiコンテスト」の企画・準備を実施した。 

 

 

 第 2回コンテストの企画・準備 

 

関係者等との協議を踏まえ、以下の通り第 2回コンテスト実施内容（案）の整理を実施

した。 

 

 

SIP自動運転では、自動運転社会の実現に向けて、自動運転に不可欠な交通環境情報の

生成、配信等に取り組んでいる。その交通環境情報を多様な利用者が様々なサービスに利

2

4

3

4

5

6

4

3

ネームバリューがある主催者・後援者

著名な審査員に審査・フィードバックしてもらえる

政府、地方自治体などの…

賞金などの金銭的なインセンティブ

自分自身・自社の次の事業や…

参加者間の交流機会が豊富にある

使ってみたいデータが豊富にそろっている

その他

0 1 2 3 4 5 6 7
Q.類似コンテストへの応募する動機や誘因ポイント
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用できるよう、情報所有者と情報活用者のマッチングを促進するエコシステムの構築を目

指している。 

この趣旨に基づき、SIP自動運転（実施主体：NTTデータ）では、SIP 第 2期期間終了

（～2022年度）までに、交通環境情報に関するデータの検索やマッチングが行えるポータ

ルサイトである MD communet を構築し、実利用を進める。具体的には、①MD communet で

のデータ検索・マッチング等機能の開発、②MD communet で活用する交通環境情報の収

集、③広く関係各所に対して、MD communetの普及啓発、④SIP 第 2期終了後も持続可能

な MD communet運営スキームの構築を進めている。 

交通環境情報を用いた地域課題解決の一例として、京都において MD communetを活用し

たデータ利活用を促進するコンテストを通して、特定の地域におけるデータ提供・活用の

エコシステム形成を目指す。具体的には、①コンテスト参加者に MD communet を活用して

もらうとともに、②京都における交通環境情報を収集し、MD communet 等の WEBサイトで

提供、③京都のデータ参加者等に継続的な MD communetの活用を促進、④SIP 第 2期終了

後も持続可能なデータ提供・活用の仕組みづくりの構築を目指す。 

 

 

図 3.3.3-1 KYOTO 楽 Mobiコンテストに向けた取組の方向性 

 

 

第 1回コンテストでは、主に「ToC」を主眼とし、京都における観光・生活に係る交通

に関する課題解決を主なテーマとしたが、第 2回コンテストでは、「ToB」（物流事業者）、

「ToB/ToG」（交通事業者・自治体）の課題解決もテーマとして加え、幅広いアイデア、ア

プリを募る方針で取り組むこととした。 

コンテスト参加者は、「アプリ開発部門」「アプリアイデア部門」のいずれかにエントリ

ーする。参加者は、以下のテーマ（社会課題）の中からひとつ以上のテーマを選択する。
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テーマは、地域住民と観光客の交通・物流の困りごとを解決するテーマ（ToC）、物流事業

者・交通事業者・自治体等の業務上の課題を解決するテーマ（ToB/ToG）を想定する。こ

れらのテーマにおける課題を具体化し、それを解決するためのアプリを提案する。 

 

 

図 3.3.3-2 第 2回 KYOTO楽 Mobiコンテストに係るテーマ設定の方向性 

 

 

2021年度は、コンテスト企画に関する企画検討、データ提供・MD communet 掲載承諾依

頼、MD communet上での情報構築方針検討・調整、地元主体との連携体制づくり等を進め

てきた。 

2022年 5月頃を目途にデータ提供・MD communet準備完了およびコンテストの募集開

始、2022年 12月頃までにコンテスト審査・表彰完了の予定で進める。 

第 2回コンテストのスケジュールは以下のとおり。 
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図 3.3.3-3 第 2回コンテスト実施スケジュール 

 

 

 

第 2回コンテストでは、第 1回コンテストにて提供されたデータから、データのライン

ナップを拡充させることを目指した。また、データの提供を MD communet上で行うことに

より、事務局提供データに加え幅広いデータの活用を促進する。 

第 2回コンテストでのデータ拡充に対しては 2つの方向からアプローチする。一つは、

動的データの拡充である。第１回コンテストで提供した鉄道・バスの静的情報（GTFS-

JP）に加え、車両位置情報などがわかる GTFS-RTをはじめとする動的なデータの提供を目

指す。また、データはできるだけ、SIP事業終了後の地域での実装を目指し、交通事業者

みずからが関与して整備・発信する取組を支援する。 

もう一つのアプローチとしては、公共交通（旅客交通）のみならず、物流関連データの

拡充にも取り組み、交通・施設・物流の各カテゴリのデータの相乗効果をコンテストで試

すことを期待する。 
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図 3.3.3-4 第 2回コンテストにおけるデータ拡充の方向性 

 

 

前回コンテストにてご協力いただいた事業者様には基本的に第 2回コンテストにおいて

もご協力のご依頼を行う。おおむねご賛同をいただいているが、以下がデータ提供者側の

課題として挙がっており、今後データ提供までの段階にて調整・対応する。 

• データを事業者様で手作りいただく場合の工数負担 

• データを事業者様で手作りいただく場合のダイヤ改正との兼ね合い（ダイヤ改正後

データが好ましい） 

• 将来的な GTFS-RT情報対応へのモチベーションなど、事業者様の中長期的な方針と

本コンテストの親和性 

 

また、昨今の GTFS-JPデータの拡充の流れの中で、本事業にかかわらず運行管理システ

ム等の改修を予定している企業がある場合には、新たにアプリコンテストのためにデータ

を整備することなく、SIP事業終了後の持続可能なデータ整備・提供に親和性のある方法

でデータ提供の依頼を行う。また、過去に類似の調査業務や補助事業などにおいて作成し

たデータがある企業の場合、その事業におけるデータ規約なども確認し、可能な限りで過

去データの有効活用を依頼する。 

 

 

第 2回コンテストにおいて、参加者に MD communet 上のデータ提供システムを活用いた

だくかたちでコンテストを実施可能なよう、コンテストサイト、ユーザーアカウント等の

設計を行い、デザイン・実装を進めた。 

また、実装の過程において、MD communet上の機能及び活用方法等についても協議を行

った。 
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今後、コンテストでの活用を含む MD communet の活用を促進するにあたっては、データ

の一覧性改善、コンテスト用に整備したデータのソート、無償で活用可能なデータのソー

ト等の実装が必要と考えられる。 

 

 

前項までコンテスト実施計画の策定内容について、関係する SIP自動運転の会議等にお

いて報告を行った。実施日時・内容は以下の通りである。 

 

表 3.3.3.4-1 第 2回コンテスト実施計画（案）の会議等での報告 

# 実施日時 会議名 報告内容 

1 2021年 9月 21日（火） SIP関係者 

定例報告会 

・第 2回コンテスト企画内容（案） 

・継続的なデータ提供に向けて 

・第 2回コンテスト以降での京都での

運営体制 

2 2021年 11月 12日

（金） 

SIP関係者 

定例報告会 

・実施スケジュール 見直し案 

・公共交通データ 収集・提供方針 

・コンテストへの提供依頼を行うデー

タ（候補） 

・京都における体制づくり 

3 2021年 11月 17日

（水） 

システム 

実用化 WG 

・第 2回コンテスト 企画概要（案） 

・第 2回コンテスト想定スケジュール

（更新案） 

・コンテスト参加者へのデータ提供 

4 2021年 11月 26日

（金） 

SIP関係者 

定例報告会 

・実施スケジュール 見直し案 

・物流データ 収集・提供方針 

5 2022年 1月 21日（金） SIP関係者 

定例報告会 

・第 2回コンテスト企画内容 

・データ交渉状況 

・コンテスト準備状況 

・第 2回コンテスト以降の京都での運

営体制 
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 第 2回コンテストの開催・運営 

 

 

本事業では交通事業者自身の主体的な関与により交通分野のデータの標準化や整備・更

新等が促進されることを企図している。従来は主に専門事業者にて対応していたところで

あるが、第 1回コンテストでは事務局により整備・提供して可能性を探り、第 2回コンテ

ストではより交通事業者の関与を強め、コンテスト終了後は交通事業者の主体的な関与に

よりデータの整備・更新・提供が促進されるようなロードマップを想定している。 

 

 

図 3.3.3-5  GTFS-JPデータ整備・提供のロードマップ（案） 

 

 

京都の社会課題解決につなげるためのコンテストに寄与するため、物流・施設データと

エリアを重複させ、データを組み合わせたソリューションにつなげる。そのため、データ

量（事業者数、系統数等）を集めることにこだわるよりも、データ収集のプロセスを事業

者様と共有することを優先する。また、コンテスト実施後に地元・京都におけるレガシー

を残すことに留意し、今後のオープンデータの活用計画のある事業者様に有益な機会にな

ることを心掛ける。 

 

 

静的データ（GTFS-JP）：京都市内の事業者様の事業規模から、エクセルツールなどで手作

りすることは原則として想定しない。講習会でのフィードバックの素材づくりのためのデ

ータ作成とする。過去事業にて作成されたデータについて、可能な限り活用させていただ

き、効率化をはかる。 
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動的データ：動的データを活用したアプリの可能性等を評価するために用意したい。本デ

ータも、過去事業にて作成されたデータについて、可能な限り活用させていただけるとあ

りがたい。 

施設データ：観光地のスポット情報や混雑情報等、すでに整備済みのデータを収集する

し、データの収集先は 2020年度コンテストにご協力いただいた関係事業者を想定する。 

物流データ：SIPにおける他事業での連携や MD communet における過去のアプローチの経

緯などから、物流データ（主にトラックのプローブデータ）を提供いただける事業者を中

心にアプローチする。 

 

 

2022年度、第 2回 KYOTO楽 Mobiコンテストの開催・運営を実施する設定をした。 

具体的な実施事項としては以下を設定した。2022年度は、これらの実施に向けた関係各

者との調整、広報、コンテストの運営（事務局）等を進めた。 

 

表 3.2.3.2-1  第 2回 KYOTO楽 Mobiコンテストの開催・運営に係る実施事項 

実施事項 実施時期 

エントリー開始・データ提供開始 2022年 春～夏 

事前イベント（複数回の開催を検討） 2022年 春～夏 

応募締切 2022年 秋 

最終審査会・結果発表 2022年 秋～冬 

 

 

2022年度、第 2回 KYOTO楽 Mobiコンテストの審査・表彰まで終了した段階において、

成果及び課題の整理を実施する設定とした。 

 

 

2022年度、第 2回 KYOTO楽 Mobiコンテストの実施結果を踏まえて、今後のポータルサ

イトを用いたデータ流通・利活用推進に係る検討する設定をした。 

 

 

 2021年度、継続してシステム実用化 WG、葛巻 PD定例報告等の会議における報告を実施

した。 

 

 

 第 2回京都コンテスト（FY2022） 

 全体概要 

3.3.3で述べたように、2021年度には、第 2回の京都コンテストについて、実施内容



339 

 

（案）の整理、提供データ・APIに関する依頼・交渉調整、ポータルサイトの機能・運用

要件の検討を行い、これらに基づき、コンテスト実施計画（案）の策定を行った。 

2022年度は、これらの検討・準備・調整及び策定された実施計画に基づき、実際にデー

タ・APIの調達・加工・編集、コンテスト実施環境の構築・運用、コンテスト参加者の募

集・選考・表彰等の開催・運営を実施した。また、コンテスト開催を通じて得られた成

果、認識された課題等を整理し、今後のポータルサイトを用いたデータ流通・利活用推進

に係る検討も行った。あわせて、各種会議等で取組の進捗及び成果を報告した。 

 

 第 2回コンテストの開催・運営（FY2022 分） 

 

 

第 2回コンテストでは、第 1回コンテストで調達・提供したデータに加え、交通関連の

動的データ及び物流関連データの拡充という観点から新たに追加すべきデータを検討し、

調達を行った。データの入手にあたっては、打合せを設定し、提供いただきたいデータの

説明をしたうえで、提供期間、提供条件、費用等を定めた契約書等を事業者と取り交わ

し、実際にデータを提供いただくというプロセスを踏んだ。 

調達したデータについては、必要に応じて、データの加工・編集や変換、データ取得

API・提供 APIを開発し、大部分のデータはポータルサイト（MD communet）を通じてコン

テスト参加者へ提供した。 

上記のとおり、事業者と合意の上でコンテストに提供したデータの概要を下表に示す。 
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表 3.3.4-1 実証実験において活用したデータ（交通分野） 

分類 データの内容 提供事業者 形式 提供場所 

 

交通 京都市営地下鉄 駅、路線

（系統）、時刻、運賃データ 

等 

京都市都市計画

局 
GTFS MD communet 

 叡山電車 駅、路線（系

統）、時刻、運賃データ 等 

叡山電鉄株式会

社 
GTFS MD communet 

 叡山電車 リアルタイム情報 
叡山電鉄株式会

社 
GTFS-RT MD communet 

 京福電気鉄道（嵐電） 駅、

路線（系統）、時刻、運賃デ

ータ 等 

株式会社 JTB 

京都支店 
GTFS MD communet 

 京福電気鉄道（嵐電) 車両

位置情報等データ 

株式会社 JTB 

京都支店 
CSV MD communet 

 京都市バス 停留所、路線

（系統）、時刻、運賃データ 

等 

京都市都市計画

局 
GTFS-JP MD communet 

 

京都市バス 車両位置情報等

データ 

「歩くまち・京

都」バス・鉄道

乗換情報発信シ

ステム・コンソ

ーシアム 

バイナリ MD communet 

 

京都市バス 車両位置情報

API 

「歩くまち・京

都」バス・鉄道

乗換情報発信シ

ステム・コンソ

ーシアム 

API MD communet 

 京都バス 停留所、路線（系

統）、ダイヤ、運賃データ 

等 

株式会社 JTB 

京都支店 
GTFS MD communet 

 京都バス 車両位置情報等デ

ータ 

株式会社 JTB 

京都支店 
CSV MD communet 

 ヤサカバス 停留所、路線

（系統）、時刻、運賃データ 

等 

株式会社ヤサカ

バス 
GTFS-JP MD communet 

 ヤサカバス リアルタイム情

報 

株式会社ヤサカ

バス 
GTFS-RT MD communet 

 京都市パークアンドライド 

駐車場データ 

京都市都市計画

局 
CSV その他データ 
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表 3.3.4-2 実証実験において活用したデータ（物流分野） 

分類 データの内容 提供事業者 形式 提供場所 

 

物流 京都市主要地域 100平方キロ

メートルにおける物流自動車

の位置情報データ（個車点列

データ）及び物流自動車の出

発地・到着地データ 

矢崎エナジーシ

ステム株式会社 
CSV MD communet 

 路面の滑りやすさデータ（第

2回 KYOTO楽 Mobiコンテス

ト） 

住友ゴム工業株

式会社 
CSV MD communet 

 自動車走行データ（統計） あいおいニッセ

イ同和損害保険

株式会社 

CSV MD communet 

 

表 3.3.4-3 実証実験において活用したデータ（施設・観光分野） 

分類 データの内容 提供事業者 形式 提供場所 

 

施設・

観光 京都市内観光スポット情報 

公益社団法人京

都市観光協会

（DMO  

KYOTO） 

XLSX MD communet 

 
人気観光スポット周辺の混雑

度予測情報 

公益社団法人京

都市観光協会

（DMO 

 KYOTO） 

XLSX MD communet 

 

京都市内 Wi-Fiスポット情報 

公益社団法人京

都市観光協会

（DMO  

KYOTO） 

XLSX MD communet 

 京都市内観光地周辺の人流デ

ータ（推計値）（第 2 回 

KYOTO楽 Mobiコンテスト） 

ヤフー株式会社 CSV MD communet 

 拠点案内サービス API 
株式会社ゼンリ

ン 
API その他データ 

 HERE Vector Tile API、HERE 

Routing API、HERE 

Geocoding and Search API、

HERE SDK for Flutter 

HERE 

Technologies 
API MD communet 

 手荷物の一時預かり・配送サ

ービス店舗及びコインロッカ

ースポットデータ 

「第 2回 

KYOTO楽 

Mobiコンテス

ト」事務局 

CSV その他データ 
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京都市内で運行するヤサカバス及び叡山電鉄について、運行管理システム「もびすけ」

を活用したシステム導入環境の整備を行い、取得したリアルタイム情報を GTFS-RT形式で

コンテスト参加者へ提供した。システム導入環境の整備にあたっては、システム要件定

義、テスト、システム改良、サーバ環境構築、機器設置、実験対応等を実施した。 

取得した車両位置情報の表示画面（例）を下図に示す。 

 

 

図 3.3.4-1 車両位置情報表示画面（ヤサカバス） 

 

 

図 3.3.4-2 車両位置情報表示画面（叡山電鉄） 

 

運行管理システム「もびすけ」を活用した GTFS-RTデータ提供について、実証の結果得
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られた課題を以下に示す。 

 アプリベースのシステムの導入 

本実証では、スマートフォンを通じて車両の位置情報を取得したが、スマートフ

ォンの場合は、運用後の OSアップデートへの対応が必要となるため、アプリ版のシ

ステムを構築することが望ましいと考えられる。 

 専用 GPS端末の設置 

車両の位置情報のみを収集する場合は、スマートフォンよりも専用 GPS 端末の方

が安価であり、安定した稼働が見込める。 

 臨時ダイヤ、ダイヤ改正への対応 

本運行管理システムでは、ダイヤ情報と実際の走行位置を照らし合わせて、遅れ

時間等を算出し、運行状況として記録している。ダイヤ情報は、GTFS-JP をベース

にしているため、臨時ダイヤやダイヤ改正の際は、元データである GTFS-JP を更新

する必要がある。しかし、更新には、専門的な技術が必要になるため、今後はシス

テム画面（UI）から容易に交通事業者が更新できる仕組みが求められる。 

 既存音声システムとの連携 

本実験では、「もびすけ」を単体で導入し、その利活用（位置、運行状況等）を

検証したため、バスの運行に関する既存のシステムとの連携は行っていない。一方

で、バスには音声システムが導入されており、「次のバス停」に向かう際は、ドラ

イバーが手動でボタンを押して、次のバス停の名称を音声で周知している。「もび

すけ」では、次のバス停の情報を保有しているため、音声システムと連携すれば、

ドライバーの負担軽減につながると考えられる。 

 

 

2021 年度に作成したコンテスト用 Web サイトを保守・運用し、第 2 回コンテスト参加者

に対してコンテスト実施環境を提供した。提供に当たっては以下の点について留意の上実

施した。 

• MD communet 上のデータ提供システムを主に活用しながら、コンテスト参加者にコ

ンテスト用データを提供する。 

• コンテスト用データは原則コンテスト Web サイトにおいて保持し、ダウンロード可

能とする。 

• MD communetの活用を促進するため、積極的に MD communetへのコンテンツ分担・誘

導を行う。 

• 事前イベントの情報及びその結果を含む、コンテストの開催状況・運営・結果に係

る情報を逐次提供する。 

• 広報効果および必要情報の伝達を十分とするため、適宜コンテンツ・デザインの見

直し・最適化を実施する。 
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また、MD communet へのコンテスト用データのカタログ掲載作業として、以下対応を実

施した。 

• コンテストへデータを提供する各主体へ MD communetアカウントの伝達 

• 各データの規約に即した方針でのカタログデータの掲載方法協議及び掲載代行 

• 各データの受領及びコンテストサイト上データストアへのアップロード 

保守・運用の過程において、MD communet 上の機能及び活用方法等についても協議を行

った。 

 

 

 

本コンテストでは、内容に関する説明・質疑応答やアイデア創出の機会として、コンテ

ストへの参加有無に限らず参加可能な「事前イベント」を開催した。協議内容を踏まえ、

イベントは全 2回実施するものとし、第 1回は京都に関する課題の深堀・コンテストにつ

いての質疑応答、第 2回はコンテスト応募促進に向けたアイデア創出の場として実施し

た。 

 

 

第 1回事前イベントは京都市や京都市交通局、京都市観光協会の担当者などが登壇し

「京都の解決が期待される課題」についての発表を行ったほか、MD communet から提供さ

れる京都市の各種データについて事務局から説明が行われ、質疑応答の時間も設けられ

た。イベントは以下のような日程・プログラムにて実施した。 

■開催日 

2022年 5月 14日（土） 

■開催場所 

オンライン（Microsoft Teams） 

■プログラム 

1. 第２回 KYOTO楽 Mobiコンテストについて（事務局） 

2. 基調講演（龍谷大学 井上学教授） 

3. 交通事業者の課題（京都市交通局、事務局） 

4. 観光客・地元住民の課題（京都市観光協会、京都信用金庫） 

5. 物流の課題（矢崎エナジーシステム） 

6. 自治体の課題および総括（京都市） 

7. 本コンテストで提供するデータ（事務局） 

8. MD communet について（NTTデータ） 

イベント当日の様子は動画として記録し、SIP-caféと連携の上、SIP-caféの Youtube

チャンネルにおいてアーカイブを配信した。また、SIP-adus上にレポート記事が掲載さ
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れた。 

 

 

第２回事前イベントでは、慶應義塾大学大学院 システムデザインマネジメント研究科

（SDM） 特任助教 広瀬 毅氏を講師・メンターとして迎え、「アイデアを生み出すため

のデザイン思考」をテーマに実践的なワークショップを実施した。 

 

 

応募作品について、提出された書類およびアプリケーションに基づき、一次審査を実施

した。 

 

 

 データプラットフォームを活用し、アプリやアイデアにより京都の交通・物流・観光等

に関する課題を解決するというコンテストの趣旨を踏まえ、下記 6点を一次審査の審査基

準として設定した。 

 交通環境情報の活用度：多様な情報を整理した上で、その特徴を捉え、明確に分

析・活用ロジックを選択し、分野、企業横断の相互連携等を進めていること。 

 MD communet の活用度：ポータルサイトを通じて、交通環境情報から（必要に応じ

て他データベースから）、目的に適したデータが選択されていること。 

 京都の課題解決度：観光都市京都に対する適切な課題を設定し、それが「歩くま

ち・京都」総合交通戦略に合致し、理解度が高いこと。短期または長期に、多数ま

たは少数の方が抱える課題の、一部または全部の解決に貢献できる内容であること。 

 アプリやアイデアの発想力：解決策としてのアプリ開発、アプリアイデアが先導的、

または独創的であること。また、開発への妥当性や具体性、アイデアの着眼点に新

規性があること。 

 ユーザ視点の分かりやすさ：ユーザがアプリを利用する目的が明確で、注意、関心

を持ちやすいこと。ユーザが効率的に目的を達成できるよう、分かりやすいユーザ

ーインターフェースが設定されていること。 

 地域実装（取組）への展開可能性：現在の京都市の施策の方向性と合致し、関係主

体の合意が得やすいこと。 

 

 

 参加者が応募時に提出する書類は以下の通りとした。 

 

■アプリ開発部門 

• 応募概要（事務局指定様式）：応募者（名義・代表者氏名）に関する情報と、アプリ
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の概要、アピールポイントを記入したドキュメント。 

• プレゼンテーション：一次審査を通過した場合、最終選考会で審査委員に対して応募

作品を説明する際に使用する PPTファイル。「京都のどのような課題を、どのように解

決しているのか」、「どのようなデータを、どのように活用したか」、「MD communet の

どのような機能を、どのように活用したか」を記載することとした。また、「MD 

communet の有益な点、改善点」などを記載してもよいこととした。加えて、アプリの

UI のイメージ図（動画の埋め込みも可）を掲載することとした。 

• アプリケーション：iPhone アプリを開発する場合は、TestFlight（外部テスト環境）

を利用して提出、Androidアプリを開発する場合は、Androidアプリケーション（.apk

ファイル）を提出することとした。また、参加者が、交通環境情報データ等を利用し

た応募作品を、事務局を経由せず公開又は第三者に提供することを禁止することとし

た。 

• データ利用確認書（事務局指定様式）：「事務局が提供する交通環境情報」、「事務局以

外の主体が提供するデータ」、「端末から、ユーザの入力により取得するデータ」のそ

れぞれについて、アプリケーションで利用するデータを申告するドキュメント。 

• アプリ操作説明（任意）：選考委員によるアプリ評価時に、必要に応じて参照する操

作説明書。 

 

■アプリアイデア部門 

• 応募概要（事務局指定様式）：応募者（名義・代表者氏名）に関する情報と、アイデ

アの概要、アピールポイントを記入したドキュメント。 

• プレゼンテーション：一次審査を通過した場合、最終選考会で審査委員に対して応募

作品を説明する際に使用する PPTファイル。「京都のどのような課題を、どのように解

決しているのか」、「どのようなデータを、どのように活用したか」、「MD communet の

どのような機能を、どのように活用したか」を記載することとした。また、「MD 

communet の有益な点、改善点」などを記載してもよいこととした。加えて、アプリの

UI のイメージ図（動画の埋め込みも可）を掲載することとした。 

 

 

 以下の通り、コンテスト参加規約を規定した。 

「第 2回 京都における観光・交通に関する課題解決のためのアプリコンテスト」（愛

称「第 2回 KYOTO 楽 Mobiコンテスト」、以下「本コンテスト」といいます。）への参

加者（以下「参加者」といいます。）は、以下の内容を遵守するものとします。 

 

第 1条（本コンテストへの参加について） 

1. 本コンテストへの参加は、個人、グループまたは法人単位で受け付けます。た

だし、個人またはグループで参加する場合は、各個人が所属する法人（大学・

研究機関、企業等）を明らかにたうえでご参加ください。場合によっては、個
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人または法人に関する情報のご提供をお願いすることがあります。 

2. 未成年の方が応募する場合は、保護者の同意が必要です。 

3. 参加者は、複数のグループに所属することができません。 

4. 参加者は、本コンテストを運営する株式会社三菱総合研究所（以下「MRI」とい

います。）による審査及び登録承認を受けるものとします。 

 

第 2条（反社会的勢力について） 

1. MRI 及び参加者は、相手方に対し、次の各号に該当しないことを表明保証し、将

来にわたり該当しないことを誓約するものとします。 

(1) 自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が、

暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運

動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに

準ずるもの（以下総称して「反社会的勢力」という。）であること。 

(2) 自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が反

社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。 

(3) 前二号に該当しなくなったときから 5年を経過していないこと。 

(4) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、次に掲げる行為又はこれに

準ずる行為を行うこと。 

(a) 暴力的な要求行為 

(b) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(c) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(d) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、相手方の信用を

毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 

 

第 3条（応募作品について） 

1. 参加者は、Android アプリ（.apk ファイル）、iPhone アプリ、またはアプリアイ

デアに関するプレゼンテーション資料（以下、総称して「応募作品」といいま

す。）を制作するものとします。 

2. 応募作品は参加者が自ら考案・制作したものに限ります。ただし、参加者は、

事前イベントにおいて参加者間で共有されたアイデアを応募作品の制作に利用

することができるものとします。 

3. 応募作品は、他のいかなるコンテスト等にも応募済み又は応募予定ではない未

発表のものに限ります。 

4. 提出期限を過ぎたものは受け付けません。 

 

第 4条（MD communet について） 

参加者は、応募作品を考案・制作するにあたり、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

（以下、「NTTデータ」といいます。）の構築する WEBサイト「MD communet」を利用する

ものとします。 

 

第 5条（参加者の承諾事項について） 

1. MRI または MRI が指定する者は、本コンテストを企画・運営するため、参加者の

名称及び応募作品を複製、翻案、公表、公衆送信又は利用することができるも

のとします。 

2. 参加者は、交通環境情報データを利用した応募作品を、MRI を経由せず公開又は

第三者に提供してはならないものとします。例えば、交通環境情報データを利

用した応募作品を、Google Playに公開することはできません。 
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第 6条（個人情報について） 

1. MRI は、参加者の保有する個人情報の委託又は提供を受ける場合、「個人情報の

保護に関する法律」（以下「個人情報保護法」といいます。）、これに関連する法

令及びガイドラインを遵守し、当該個人情報を保護しなければならないものと

します。なお、本規約において「個人情報」とは、個人情報保護法第 2条第 1項

記載の意味を有するものとします。 

2. MRI は、本コンテストの企画・運営、本サービスの利用及び開発アプリケーショ

ン等に関する連絡、本サービスの保守又は改良等の場合に、参加者に関する登

録情報を利用できるものとします。 

3. MRI は、本コンテストの企画・運営もしくは本コンテスト終了後の継続支援等の

ために、京都市に対し、参加者の氏名、所属および連絡先を提供することがで

きるものとします。また、MRI は優秀な作品の表彰もしくは本コンテストの成果

報告のために、参加者の許諾を得て、参加者の認めた範囲で参加者の氏名およ

び所属を公開することができるものとします。 

4. MRI における個人情報の取扱いは、MRI「個人情報保護方針」及び「個人情報の

お取扱いについて」に従って行います。 

 

第 7条（選考について） 

本コンテストの事前審査や選考の経過等に関するお問い合わせには応じられません。 

 

第 8条（本規約の変更） 

1. MRI は、MRI が必要と判断する場合、変更後の本規約の内容及び変更の効力発生

日を本コンテストに関するウェブサイト内に掲載することをもって、本規約を

変更することができるものとします。 

 

2022年 4月 25日制定、即日施行 

2022年 5月 30日改訂 

2022年 7月 15日改訂 

 

 

 

 以下の通り、交通環境情報データ規約を規定した。 

交通環境情報データ利用規約（以下「本規約」といいます。）は、株式会社三菱総合研

究所（以下「MRI」といいます。）が運営する「第 2回京都における観光・交通に関する

課題解決のためのアプリコンテスト」（愛称「第 2回 KYOTO楽 Mobiコンテスト」、以下

「本コンテスト」といいます。）において、MRIが提供する交通環境情報データ等に関

し、適用されるものとします。 

 

第 1条(定義) 

1. 本規約において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによ

ります。 

(1) 「交通環境情報データ」とは、交通環境情報データ提供者（交通、物

流、施設等に関するデータを保有し、本コンテストに協力して当該デー

タを提供する者をいいます。以下同じです。）から MRI に対して提供さ

れ、MRI が本コンテスト参加者に対して提供するデータの総称をいいま

す。 

(2) 「追加利用条件を伴う交通環境情報データ」とは、本規約に定めるもの
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のほか利用条件を別途追加した上で、MRI が提供する交通環境情報デー

タをいいます。 

(3) 「参加者」とは、本コンテストにおいて、交通環境情報データを利用す

る者をいいます。 

 

第 2条(規約の同意等) 

1. 参加者は、本規約を承認の上所定の様式により参加の手続きを行い、MRI による

審査及び登録承認を受けるものとします。なお、当該審査の結果、参加を認め

ない場合には、MRIより速やかに申込者に通知するものとします。 

2. 参加者は、交通環境情報データ及び参加者専用ウェブサイト（以下総称して

「本サービス」といいます。）を実際に利用することにより、本規約に有効な同

意をしたものとみなされます。 

3. MRI は、MRI が必要と判断する場合、変更後の本規約の内容及び変更の効力発生

日を本コンテストに関するウェブサイト内に掲載することをもって、本規約を

変更することができるものとします。 

 

第 3条(アカウントの作成、更新及び削除) 

1. 参加者は、前条に定める登録承認後、MRI より参加者専用ウェブサイトにアクセ

スするためのユーザ ID 及びパスワードの交付を受け、これを利用することがで

きるものとします。 

2. 参加者は、自己の責任において参加者専用ウェブサイトを利用するために必要

な ID及びパスワードを管理しなければならず、当該 ID及びパスワードを第三者

に開示、貸与又は譲渡してはならないものとします。 

3. 参加者は、ID 及びパスワードの使用上の過誤、管理不十分、第三者による不正

使用等に起因する損害につき自ら責任を負わなければならず、当該 ID 及びパス

ワードの紛失、盗難あるいは第三者による不正使用等が判明した場合、直ちに

MRIに届け出て、MRIの指示に従わなければならないものとします。 

 

第 4条(参加者に対する利用許諾等) 

1. 参加者は、本規約を遵守する限りにおいて、本サービスを非独占的に利用する

ことができるものとます。ただし、MRI が別途定める本サービスの利用方法があ

る場合、参加者はこれに従うものとします。 

2. 本コンテストの参加にあたり発生する費用（通信費等を含みます。）は、特段の

定めがない限り参加者が各々負担するものとします。 

3. 本規約に定めるものを除き、知的財産権その他いかなる権利についても参加者

に対し何らの許諾をするものではありません。 

 

第 5条(交通環境情報データ及び第三者データの利用) 

1. 参加者は、本サービスを利用し完成させたアプリケーションおよび本サービス

の活用を想定したアイデア（以下「開発アプリケーション等」といいます。）を

MRIが指定する方法で提出するものとします。 

2. 参加者は、第三者の知的財産権等の権利を侵害しない限りにおいて、第三者が

提供するデータを交通環境情報データと組み合わせてアプリケーション開発を

行うことができます。 

3. 参加者は、本サービスを利用するに際し、次の各号に遵守するものとします。 

(1) 本規約及びガイドラインに従って本サービスを利用すること 

(2) 交通環境情報データの内容、フォーマットその他の事項に改定又は更新

がある場合、ガイドラインに従って最新の状態にすること 
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(3) 開発アプリケーション等の著作権について、適切な権利処理をすること 

(4) 開発アプリケーション等を通じて、ウイルス感染、データ毀損等が生じ

ないように適切な措置を講じること 

(5) 本コンテストの終了後に本サービスを使用しないこと 

 

第 6条(追加利用条件を伴う交通環境情報データの利用) 

1. 参加者は、追加利用条件を伴う交通環境情報データの利用にあたって、本規約

に加えて追加利用条件を遵守するものとします。追加利用条件と本規約で異な

る箇所がある場合には、追加利用条件が本規約に優先するものとします。 

2. 参加者は、追加利用条件を伴う交通環境情報データを利用する場合、事前にそ

の旨を MRIに申し入れるものとします 

 

第 7条(交通環境情報データに関する著作権) 

1. 著作権に関する取扱いは、次に定めるとおりとします。 

(1) 交通環境情報データに関する著作権は当該交通環境情報データ提供者に

帰属します。 

(2) MRI は、参加者が本規約及びガイドラインを遵守する限りおいて本サー

ビスを利用することができることを保証します。 

 

第 8条(知的財産権) 

1. 参加者が本コンテストにおいてアプリケーション等を開発することにより新た

に生じた発明、考案、意匠、著作物、アイデア、ノウハウ等（以下「発明等」

といいます。）に係る権利（これらを受ける権利を含み、以下「知的財産権等」

といいます。）の取扱いは、次に定めるとおりとします。 

(1) 発明等に係る知的財産権等は、原則として当該発明等を創作した者に帰

属します。 

(2) 発明等が共同の創作にかかる場合は創作者間での共有とし、特段の合意

がない限りその持分は均等とします。出願費用は共有者の各持分に応じ

た負担とし、その他手続は、都度共有者間で協議して定めます。 

2. 参加者は、開発アプリケーション等に係る著作物について、MRI、株式会社エ

ヌ・ティ・ティ・データ及び SCSK Minori ソリューションズ株式会社の利用に支

障がないように利用許諾その他必要な権利処理（著作者人格権の不行使を含

む。）を無償で行うものとします。 

 

第 9条(禁止事項) 

1. 参加者は、本規約の他の条項で禁止する行為のほか、次の各号のいずれかに該

当する又は該当するおそれのある行為を行ってはならないものとします。 

(1) 本コンテストに参加している事実を悪用する行為 

(2) MRI、MRI の再委託先、交通環境情報データ提供者、関係者（株式会社エ

ヌ・ティ・ティ・データ、SCSK Minori ソリューションズ株式会社、京

都市、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、内閣府

及び「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第 2 期／自動運転

（システムとサービスの拡張）」の構成員をいい、以下「本関係者」と

いいます。）又は他の参加者の名誉、信用を傷付けるような行為 

(3) 本規約又はガイドラインに違反する行為、並びに公序良俗に反する行為

又は法令若しくは条例に違反する行為 

(4) 本コンテストにおけるアプリケーション開発以外の目的で、交通環境情

報データを取得若しくは使用する行為又は本サービスを営利目的若しく
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は商業目的で利用する行為 

(5) 交通環境情報データを第三者公開、配布、公衆送信、貸与又は譲渡する

行為 

(6) 開発アプリケーション等に関して、MRI、交通環境情報データ提供者又

は本関係者が保証し責任を負担する旨を表示する行為 

(7) MRI、交通環境情報データ提供者及び本関係者の知的財産権等を侵害す

る行為 

(8) MRI に虚偽の内容を申告する行為 

(9) ID、パスワード及びメールアドレスを含む他の参加者に関する情報を不

正に収集、開示又は提供する行為 

(10)本コンテストで使用されるデータ、ネットワーク又はシステム等に不正

にアクセスし又は第三者にアクセスさせる行為 

(11)本コンテストで使用されるデータ、ネットワーク又はシステム等の正常

な動作を妨げるような不正行為、過度に負担をかける行為その他本コン

テストの運営を妨げる行為 

(12)MRI 又は第三者になりすます行為 

(13)本コンテストで利用しているソフトウェアに対する逆コンパイル、リバ

ースエンジニアリング等当該ソフトウェアを解析する行為及び当該ソフ

トウェアの派生物を作成する行為 

(14)MRI の書面による事前の承諾なく、営業、宣伝、広告、勧誘、その他本

コンテスト目的と異なる目的で本コンテストを利用する行為 

(15)前各号の行為を援助又は助長する行為 

(16)前各号のほか、MRIが不適切と判断する行為 

 

第 10条(MRI 等の責任範囲) 

1. MRI、交通環境情報データ提供者及び本関係者は、交通環境情報データの真実

性、正確性、確実性、信頼性、有用性、完全性、第三者の権利に関する非侵害

性等を一切保証しません。 

2. MRI、交通環境情報データ提供者及び本関係者は、本サービスの利用に起因して

発生した参加者の損害（参加者及び第三者の間で生じたトラブルに起因する損

害も含みます。）、及び本サービスを利用できなかったことにより発生した参加

者の損害について、いかなる責任も負わないものとし、一切の損害賠償義務を

負わないものとします。 

3. MRI は、MRI が必要と判断する場合、参加者に通知することなく、本サービスの

全部又は一部の提供を中断又は停止することができるものとします。MRI は、当

該中断又は停止により参加者が被った損害又は不利益について一切責任を負わ

ないものとします。 

4. MRI は、ネットワーク機器・回線等の故障、停止、停電、保守作業、天災、戦

争、暴動、内乱、テロリズム、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分そ

の他 MRIの支配の及ばない事由により本コンテスト又は本コンテストに関連する

活動の全部又は一部の中断、中止、遅延が生じた場合であっても、法的な義務

及び責任を負わないものとします。 

5. 前各項に定める他、MRI、交通環境情報データ提供者及び本関係者は、参加者間

に生じた紛争の一切について責任を負わないものとします。 

 

第 11条(参加者の責務) 

1. 参加者は、本サービスの利用に際して参加者自身に関する情報を登録する場

合、真実、正確かつ完全な情報を提供しなければならず、常に最新の情報とな
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るよう修正するものとします。 

2. MRI は、参加者専用ウェブサイトによる本サービスの利用については、当該利用

が参加者自身によるものか否かを問わず、全て参加者本人による利用とみな

し、不正利用等に関する一切の義務及び責任を負いません。 

3. 参加者は、ユーザから次の各号に関する同意を取得するものとします。 

(1) MRI 及び交通環境情報データ提供者は、開発アプリケーション等を介し

てユーザが取得した交通環境情報データの真実性、正確性、確実性、信

頼性、有用性、完全性、第三者の権利に関する非侵害性等を一切保証し

ないこと。 

(2) 参加者は、開発アプリケーション等を介してユーザから取得した交通環

境情報データを、第三者公開、配布、公衆送信、貸与又は譲渡しないこ

と。 

4. 参加者は、開発アプリケーション等の内容や操作方法に関する自己の問い合わ

せ先を表記し、ユーザが交通環境情報データ提供者に直接問い合わせることが

無いよう、努めるものとします。 

 

第 12条(参加者の賠償責任) 

1. 参加者は、アプリケーション開発に関連し MRI、交通環境情報データ提供者及び

本関係者が損害を受けた場合、その一切の損害（訴訟費用、弁護士費用その他

紛争の解決に係る費用を含みます。）を賠償しなければならないものとします。 

2. 参加者は、第三者との間に本コンテストに関連する紛争が引き起こされた場合

は、直ちに MRIに報告するとともに、自己の責任と負担において一切を処理しな

ければならないものとします。この場合において、MRI は、参加者に対し必要な

指示をすることができるものとします。 

 

第 13条(期間、終了及び存続条項) 

1. 本規約の適用期間は、第 2条第 1項に基づく登録承認日から、2022年 11月 30日

までとします。ただし、MRI が参加者に対して本サービスの提供終了の通知を行

ったとき又は参加者が本コンテストの参加を辞退したときは、その時点をもっ

て終了するものとします。 

2. 前項の規定にかかわらず、第 4 条第 3 項、第 6 条から第 10 条まで、第 11 条第 2

項第 3項、第 12条、第 13条第 2項、第 14条から第 17条までの規定は、本サー

ビスの終了後も引き続き効力を有するものとします。 

 

第 14条(個人情報の取扱い) 

1. MRI は、参加者の保有する個人情報の委託又は提供を受ける場合、「個人情報の

保護に関する法律」（平成 15年法第 57号、その後の改正を含む。以下同じ）、こ

れに関連する法令及びガイドラインを遵守し、当該個人情報を保護しなければ

ならないものとします。なお、本規約において「個人情報」とは、個人情報保

護法第 2条第 1項記載の意味を有するものとします。 

2. MRI は、本コンテストの企画・運営、本サービスの利用及び開発アプリケーショ

ン等に関する連絡、本サービスの保守又は改良等の場合に、参加者に関する登

録情報を利用できるものとします。 

3. MRI は、本コンテストの企画・運営又は本コンテスト終了後の継続支援等のため

に、京都市に対し、参加者の氏名、所属及び連絡先を提供することができるも

のとします。また、MRI は優秀な作品の表彰又は本コンテストの成果報告のため

に、参加者の許諾を得て、参加者の認めた範囲で参加者の氏名及び所属を公開

することができるものとします。 
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4. MRI における個人情報の取扱いは、MRI「個人情報保護方針」及び「個人情報の

お取扱いについて」に従って行います。 

 

第 15条(反社会的勢力) 

1. MRI 及び参加者は、相手方に対し、次の各号に該当しないことを表明保証し、将

来にわたり該当しないことを誓約するものとします。 

(1) 自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が、

暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運

動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに

準ずるもの（以下総称して「反社会的勢力」という。）であること。 

(2) 自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が反

社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。 

(3) 前二号に該当しなくなったときから 5年を経過していないこと。 

(4) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、次に掲げる行為又はこれに

準ずる行為を行うこと。 

(a) 暴力的な要求行為 

(b) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(c) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(d) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、相手方の信用を

毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 

(5) MRI 又は参加者は、相手方が前項に違反している懸念が生じた場合は、

随時調査を実施し、相手方に対して調査への協力及び資料の提出を求め

ることができる。この場合において、相手方は、調査に合理的な範囲で

協力し、その範囲内で要請を受けた資料を提出しなければならない。 

(6) MRI 又は参加者は、第 1 項に違反した場合、直ちに相手方に通知しなけ

ればならない。 

(7) MRI 又は参加者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、相手

方に催告することなく本契約を解除することができる。 

(8) 第 1項に違反したとき。 

(9) 第 1 項に違反している懸念が生じ、それにより本契約を継続し難い状況

が生じたとき。 

 

第 16条(分離可能性) 

1. 本規約のいずれかの規定が第 17 条第 2 項の管轄裁判所によって無効、違法又は

執行不能と判断された場合、MRI 及び参加者は、有効、適用又は執行可能な規定

となるようにこれを置き換えるものとします。当該置き換えができない場合で

あっても、本規約の残りの規定は完全に効力を有するものとします。 

 

第 17条 (準拠法及び裁判管轄) 

1. 本規約の準拠法は、日本法とします。 

2. 本規約に関連する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁

判所とします。 

 

追加利用条件 

 

第 1条 (株式会社ゼンリン提供のいつも NAVI API3.0 サービスの利用条件遵守) 

1. 株式会社ゼンリン（株式会社ゼンリンデータコムを含み、以下総称して「ゼン

リン」といいます。）より提供されるいつも NAVI API3.0 サービスを利用する際
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には、参加者は、本追加利用条件に同意のうえ、MRI が指定する方法で交通環境

情報の利用を通知するものとします。これに対し、MRI は本規約第 2 条第 1 項に

定める登録承認とは別途、ゼンリンより提供されるいつも NAVI API3.0 サービス

の利用に対する登録承認を行います。 

2. 参加者は、いつも NAVI API3.0サービスの利用について、次の各号の事項を行う

権利が許諾されるものとします。 

(1) 本コンテスト向けアプリケーション開発のために、いつも NAVI API3.0

サービスを利用すること 

(2) 本コンテスト向けアプリケーション開発のために、いつも NAVI API3.0

サービスの地図データ、検索データ又は情報等（以下総称して「本件情

報」といいます。）を閲覧及び使用すること 

3. 参加者は、いつも NAVI API3.0サービスを利用する際には以下の事項を遵守する

ものとします。 

(1) 第 1項に基づき登録承認された、いつも NAVI API3.0 サービスを利用す

るためのアカウントを適切に保管・管理し、明示的にその利用が許諾さ

れていない第三者に利用させないこと 

(2) 本コンテスト向けアプリケーション開発以外で利用しないこと 

(3) 本規約で許諾されている場合又は MRI を介してゼンリンが事前に書面で

承諾した場合を除き、方法の如何を問わず、いつも NAVI API3.0 サービ

スの全部又は一部を第三者に利用させないこと 

(4) いつも NAVI API3.0 サービスの全部又は一部について次の行為を行わな

いこと 

① 著作権法上で許容される場合を除く複製（印刷を含む。以下

同じ）、転記、抽出、加工、改変、翻訳、翻案（フォーマッ

ト変換を含む。以下同じ）、送信その他の利用 

② 逆コンパイル、逆アセンブルその他リバースエンジニアリン

グ等の解析行為 

(5) 地 図 閲 覧 規 約 （ URL ： https://support.e-

map.ne.jp/manuals/v3/document/Terms_of_Use_for_Map.html、その改

訂版を含む）を承諾した上で、参加者専用ウェブサイトを閲覧、利用す

ること 

(6) 地図閲覧規約で許諾されている場合を除き、本件情報の全部又は一部に

ついて本項第 4 号に該当する行為をしたこと又はするおそれがあること

を知った場合、直ちにこれを MRIを介してゼンリンに通知し、ゼンリン

の指示に従うこと 

(7) 監督官庁の指示、指導及び関係法令等を遵守すること 

(8) 知的財産権、肖像権、パブリシティー権、プライバシー、信用、人格権

など他人の権利を侵害し、またこれらの権利侵害を助長しないこと 

(9) 法令で禁止され、または違反する、もしくは違反するおそれのある態様

での利用をしないこと 

(10)武器、兵器として利用される目的のあるもの、生命、身体又は財産に重

大な危険をおよぼすおそれのあるもの、犯罪を誘発する、又は誘発する

おそれがあるもの、公序良俗に反するものに、いつも NAVI API3.0 サー

ビスを利用しないこと 

4. いつも NAVI API3.0サービスの利用にあたって知り得たゼンリンの技術上又は業

務上の秘密情報に関して、次に掲げる事項を遵守するものとします。なお、当

該事項は、本コンテスト終了後も引き続き 3年間効力を有するものとします。 

(1) 本規約の履行のためにのみ使用し、MRI 及びゼンリンの事前同意なく、

https://support.e-map.ne.jp/manuals/v3/document/Terms_of_Use_for_Map.html
https://support.e-map.ne.jp/manuals/v3/document/Terms_of_Use_for_Map.html
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第三者に開示・漏洩しないこと。ただし、次に掲げる事項のいずれかに

該 当 す る 情 報 を 除 く も の と す る 。 

・知った時点で、既に合法的に知得していたか若しくは公知となってい

た情報、又は、その後、自己の故意又は過失によらず公知となった情報 

・ゼンリンの秘密情報によらず、独自に開発、作成した情報 

・第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報 

(2) 秘密情報の利用目的を達成した場合、秘密情報の利用の必要性が失われ

た場合、理由の如何を問わず本コンテストが終了した場合、又は MRI 若

しくはゼンリンからの要求があった場合には、速やかに当該秘密情報を

含む資料、物品等、及びそれらの複製物を返還するものとします。 

 

第 2条 (矢崎エナジーシステム株式会社提供の交通環境情報データの利用条件遵守) 

1. 参加者は、矢崎エナジーシステム株式会社から開示を受けた交通環境情報デー

タを他の情報から区別して管理するものとし、矢崎エナジーシステム株式会社

又は MRIから要求を受けたときには遅滞なく、その管理状況を報告するものとし

ます。また、矢崎エナジーシステム株式会社又は MRIは、必要に応じて、事前に

参加者に通知し、参加者の事務所、工場等に立ち入り、交通環境情報データの

管理状況を調査できるものとします。 

2. 参加者は、MRI より請求を受けたとき、交通環境情報データが不要となったと

き、又は本サービスが終了したときは、MRI の指示に従って、交通環境情報デー

タを直ちに MRI に返却又は破棄するものとします。なお、参加者は、MRI から要

求された場合には、交通環境情報データを返却又は破棄したことを証する書面

を、速やかに MRIに対し交付するものとします。 

 

第 3条 (あいおいニッセイ同和損害保険株式会社提供の交通環境情報データの利用条件

遵守) 

1. あいおいニッセイ同和損害保険株式会社より提供される交通環境情報データを

利用する際には、参加者は、本追加利用条件に同意のうえ、MRI が指定する方法

で交通環境情報の利用を通知するものとします。これに対し、MRI が本規約第 2

条第 1項に定める登録承認とは別途、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社よ

り提供される交通環境情報データの利用について承諾することにより、参加者

は当該交通環境情報データを利用することができるものとします。 

 

第 4条 (京都市交通局提供の交通環境情報データの利用条件遵守) 

1. 京都市交通局より提供される交通環境情報データを利用する際には、参加者

は、次に掲げる事項を承諾するものとします。 

(1) 京都市交通局が提供する交通環境情報データは、内部検討用のテストデ

ータであり、オープンデータとすることを前提としたものではないこ

と。 

(2) MRI 及び京都市交通局は、原則、交通環境情報データについて、時点更

新を行わないこと。 

(3) MRI 及び京都市交通局には、本コンテストの実施又は交通環境情報デー

タの提供に関して、新たな費用や労力の負担が発生しないこと。 

(4) 参加者は、本コンテストの終了後、速やかに交通環境情報データを消去

すること。 

 

第 5条 (ヤフー株式会社の交通環境情報データの利用条件遵守) 

1. ヤフー株式会社の交通環境情報データに関する一切の権利はヤフー株式会社に
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帰属するものとし、参加者は、本サービスが終了するまでの期間、本規約及び

本追加利用条件に従い利用することができるものとします。 

2. ヤフー株式会社の交通環境情報データを利用する際には、参加者は、本追加利

用条件に同意のうえ、MRI が指定する方法で交通環境情報の利用を通知するもの

とします。これに対し、MRI が本規約第 2 条第 1 項に定める登録承認とは別途、

ヤフー株式会社の交通環境情報データの利用について承諾することにより、参

加者は当該交通環境情報データを利用することができるものとします。 

3. 参加者は、ヤフー株式会社の交通環境情報データについて、参加者専用ウェブ

サイトからダウンロードし、またはスクレイピングすることはできないものと

します。 

4. 参加者は、本サービス及びヤフー株式会社の交通環境情報データについて、ヤ

フー株式会社がその信頼性、正確性、完全性、有効性、特定目的への適合性、

有用性（有益性）、継続性について保証せず、これらに起因して参加者が何らか

の損害を被ったとしても、当該損害につき責任を負わないことを了承するもの

とします。 

5. 参加者による本サービス及びヤフー株式会社の交通環境情報データの利用に関

連して、ヤフー株式会社が第三者から何らかの請求（損害賠償の請求、使用差

止の請求など内容の如何を問わず、また訴訟の係属の有無を問わない）を受け

た場合、参加者は、自己の責任と費用でこれを解決し、ヤフー株式会社にいか

なる迷惑もおよぼさず、またヤフー株式会社が被った損害（弁護士費用を含

む）を補償するものとします。ただし、当該請求がヤフー株式会社の責に帰す

べき事由による場合はこの限りではありません。 

6. 参加者による本サービス及びヤフー株式会社の交通環境情報データの利用につ

いて、参加者が本条に定める利用条件に違反しているとヤフー株式会社が判断

した場合、ヤフー株式会社は参加者に対し本サービスおよび当該交通環境情報

データの利用の中止を求めることができ、参加者は直ちにヤフー株式会社の指

示に従いそれらの利用を中止し、当該交通環境情報データの削除、廃棄その他

のヤフー株式会社が求める措置を講じなければならないものとします。 

7. 本サービスが終了した場合、参加者は直ちにヤフー株式会社の交通環境情報デ

ータの利用を中止し、当該交通環境情報データの削除、廃棄その他の MRIが求め

る措置を講じなければならないものとします。 

 

2022年 4月 25日制定、即日施行 

2022年 5月 25日改訂 

2022年 6月 30日改訂 

2022年 7月 15日改訂 

 

 

 

 一次審査では、上記に示した応募書類の内容を、審査基準に基づいて評価し、通過作品

を選定した。アプリ開発部門については、実際のアプリケーションがインストールされた

端末を選考委員が操作して評価を行った。 

 

 

 アプリ開発部門の作品応募件数は 5件、アプリアイデア部門の作品応募件数は 11件で
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あった。審査の結果、以下の通り一次審査通過作品を選定した。 

 

表 3.3.4-4 アプリコンテストの応募件数、一次審査通過件数 

 アプリ開発部門 アプリアイデア部門 

エントリー締切 10/24（月） 

作品応募締切 10/31（月） 

エントリー件数 32件 

エントリー要件チェック通過件数 30件 

最終的な作品応募件数 5件 11件 

一次審査通過件数 5件 5件 

 

 

 2022年 12月 11日（日）、京都リサーチパークにおいて、二次審査としての最終選考会

と表彰式を開催した。また、「Society5.0に向けたモビリティデータ利活用セミナー」を

同日開催した。 

 イベント当日の模様は、Zoom Webinarsと YouTube Live での配信を行った。また、配信

は動画として記録し、SIP-café と連携の上、SIP-café の YouTubeチャンネルにおいてア

ーカイブを配信した。 

 

 

 一次審査を通過した 10件の作品（アプリ開発部門 5件、アプリアイデア部門 5件）に

ついて、以下の概要で最終選考会と表彰式を開催した。 

■最終選考会 

 一次選考時に各応募者が提出したプレゼンテーションに基づき、応募者が選考委員に対

して作品の概要を発表した。 

■選考委員会 

 最終選考会での応募者によるプレゼンテーションを踏まえ、選考委員が協議の上受賞作

品を決定する選考委員会を実施した。 

■表彰式 

 選考委員会の結果に基づき、6件の作品に対して 9つの賞を授与した。交通状況をリア

ルタイムに反映してスマートシティを実現する乗換案内アプリが、アプリ開発部門最優秀

賞「歩くまち・京都賞」を、自治体や事業者、観光施設のおすすめに基づいた詳細な経路

や観光施設の情報を確認することができるアプリがアプリアイデア部門最優秀賞「SIP自

動運転賞」がそれぞれ受賞された。 
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表 3.3.4-5 受賞者及び受賞作品 

賞 受賞者 受賞作品 

歩くまち・京都賞 

（京都市長賞・アプリ

開発部門最優秀賞） 

B&T 石川 勇樹 

交通状況をリアルタイムに反

映してスマートシティを実現

する乗換案内アプリ 

SIP自動運転賞 

（内閣府科学技術・イ

ノベーション推進事務

局長賞・アプリアイデ

ア部門最優秀賞） 

横浜国立大学 

交通と都市研究室 古川泰地 
Connected Signage 

京都地域伴走賞 

（Sponsored by 京信

QUESTION） 

東 誠晃 
京都タウンレイヤーマップ 

アプリ 

交通事業者支援賞 

（Sponsored by ヴァル

研究所） 

横浜国立大学 

交通と都市研究室 古川泰地 
Bus Update Navigator 

リアルタイム交通情報

活用賞 

（Sponsored by 

NAVITIME） 

横浜国立大学 

交通と都市研究室 古川泰地 
Bus Update Navigator 

生活・観光共存支援賞 

（Sponsored by 京都市

観光協会） 

東京都立産業技術大学院大学 

行動科学研究所 

武蔵恵理子、廣野徹、 

丸山博之、細田貴明 

ゆっくり観たくなるアプリ-

Suiterun- 

混雑情報活用賞 

（Sponsored by ヤフ

ー） 

株式会社 Qwi 京の玉手箱 

物流事業者支援賞 

（Sponsored by 矢崎エ

ナジーシステム） 

B&T 石川 勇樹 

交通状況をリアルタイムに反

映してスマートシティを実現

する乗換案内アプリ 

道路交通情報活用賞 

（Sponsored by あいお

いニッセイ同和損害保

険） 

横浜国立大学 

交通と都市研究室 古川泰地 
Bus Update Navigator 

 

 

【歩くまち・京都賞（京都市長賞・アプリ開発部門最優秀賞）・物流事業者支援賞

（Sponsored by 矢崎エナジーシステム）】 

「交通状況をリアルタイムに反映してスマートシティを実現する乗換案内アプリ」 B&T 

石川 勇樹 

・アプリ概要：交通状況をリアルタイムに反映してスマートシティを実現する乗換案内ア

プリ。道路の交通渋滞をリアルタイムに取得し、直後に来る「同じ系統のバス」や「途中

まで同じ経路を通るバス」を自動的に見つけ、「次のバスに乗った方が良い」という判断

もできるような乗換案内を提供する。乗客が分散することで、バスの遅延や車内混雑の解
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消を目指す。 

 

 

図 3.3.4-3 京都から三条京阪前の経路検索時の画面イメージ 

出所）「交通状況をリアルタイムに反映してスマートシティを実現する乗換案内アプリ」 

プレゼンテーション資料/B&T 石川 勇樹 

 

 

図 3.3.4-4 京都から四条京阪前の経路検索時の画面イメージ 

出所）「交通状況をリアルタイムに反映してスマートシティを実現する乗換案内アプリ」 

プレゼンテーション資料/B&T 石川 勇樹 
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【SIP自動運転賞（内閣府科学技術・イノベーション推進事務局長賞・アプリアイデア部

門最優秀賞）】」 

「Connected Signage」 横浜国立大学 交通と都市研究室 古川泰地 

・アイデア概要：自治体や事業者、観光施設のおすすめに基づいたリアルタイム経路をタ

ブレットやディスプレイに表示し、「表示された経路を用いて移動したい」と思ったユー

ザが、画面上の QRコードを読み取ることで、自身のスマートフォンで詳細な経路や観光

施設の情報を確認することができるアプリ。交通機関の混雑や遅延の解消、バス以外の交

通機関への分散を目指す。 

 

 

図 3.3.4-5 おすすめコメント・経路アニメーション・複数交通手段の活用の画面イメー

ジ 

出所）「Connected Signage」 プレゼンテーション資料/横浜国立大学 交通と都市研究

室 古川 泰地 
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図 3.3.4-6 経路の確認・徒歩経路の確認・観光地情報・任意の経路検索の画面イメージ 

出所）「Connected Signage」 プレゼンテーション資料/横浜国立大学 交通と都市研究

室 古川 泰地 

 

【京都地域伴走賞（Sponsored by 京信 QUESTION）】 

「京都タウンレイヤーマップ アプリ」 東 誠晃 

・アイデア概要：混雑状況をリアルタイムに予測し、直観的にマップへ反映することで、

待ち時間、混雑の少ない観光が楽しめることを目指すアプリ。Googleマップ等と連携する

ことにより、待ち時間回避のために選択した地域、路地にて、ローカル店舗等の新しい発

見が得られ、より深い京都文化の発見、理解へとつながることを期待する。 

 

 

図 3.3.4-7 混雑予測機能のイメージ 

出所）「京都タウンレイヤーマップ アプリ」 プレゼンテーション資料/東 誠晃 
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図 3.3.4-8 旅程記録機能のイメージ 

出所）「京都タウンレイヤーマップ アプリ」 プレゼンテーション資料/東 誠晃 

 

【交通事業者支援賞（Sponsored by ヴァル研究所）・リアルタイム交通情報活用賞 

（Sponsored by NAVITIME）・道路交通情報活用賞（Sponsored by あいおいニッセイ同和

損害保険）】 

「Bus Update Navigator」 横浜国立大学 交通と都市研究室 古川泰地 

・アイデア概要：自治体や事業者の利用を想定し、静的な GTFS、GTFS-RTデータを用いて

過去のバス運行実績をより簡単に分析することができるアプリ。どの交差点で遅延が拡大

しているかを示すグラフやマップ、自動で最適なダイヤを算出し改善されたダイヤを出力

する。 

 

 

図 3.3.4-9 遅延時間拡大推移の表示イメージ 

出所）「Bus Update Navigator」 プレゼンテーション資料/横浜国立大学 交通と都市研

究室 古川 泰地 
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図 3.3.4-10 時刻表改良前後の遅延状況の比較 

出所）「Bus Update Navigator」 プレゼンテーション資料/横浜国立大学 交通と都市研

究室 古川 泰地 

 

【生活・観光共存支援賞（Sponsored by 京都市観光協会）】 

「ゆっくり観たくなるアプリ-Suiterun-」 東京都立産業技術大学院大学 行動科学研究

所 武蔵恵理子、廣野徹、丸山博之、細田貴明 

・アプリ概要：京都に集う人々が混雑情報を提供し合い、その情報を元に、すいているス

ポットをリコメンドすることで、混雑を解消するための行動を促すことを目指すアプリ。

アプリの活用により、混雑しているスポットを避けて、ゆっくり観光することができるこ

とを期待する。 

 

 

図 3.3.4-11 混雑データの入力、確認・データポスト促進の画面イメージ 

出所）「ゆっくり観たくなるアプリ－Suiterun－」 プレゼンテーション資料/東京都立産

業技術大学院大学 行動科学研究所 武蔵恵理子、廣野徹、丸山博之、細田貴明 
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図 3.3.4-12 すいているスポットのリコメンド・ルート提示の画面イメージ 

出所）「ゆっくり観たくなるアプリ－Suiterun－」 プレゼンテーション資料/東京都立産

業技術大学院大学 行動科学研究所 武蔵恵理子、廣野徹、丸山博之、細田貴明 

 

【混雑情報活用賞（Sponsored by ヤフー）】 

「京の玉手箱」 株式会社 Qwi 

・アプリ概要：人流データと交通環境情報の組み合わせにより全ての人が「歩いて楽しい

まち京都」を実現するアプリ。混雑状況に応じたクーポンの配布と MD communetのリアル

タイム交通環境情報を組み合わせることにより、京都が抱える 3つの問題「混雑の集中

（オーバーツーリズム）」、「取得しにくい公共交通機関情報」、「道路の渋滞」に対するソ

リューションとなる。 

 

 

図 3.3.4-13 混雑の集中に対するソリューションの概要 

出所）「京の玉手箱」 プレゼンテーション資料/株式会社 Qwi 
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図 3.3.4-14 取得しにくい公共交通機関情報に対するソリューションの概要 

出所）「京の玉手箱」 プレゼンテーション資料/株式会社 Qwi 

 

 

 最終選考会・表彰式の同日開催として、「Society5.0に向けたモビリティデータ利活用

セミナー」を開催した。セミナーでは、京都市交通局や MD communetの担当者などが登壇

し、京都における交通環境情報データ活用の取組や MD communetを活用した取組について

の発表を行ったほか、国際モータージャーナリストの清水和夫氏をモデレーターに迎え、

交通環境情報データの利活用についてのパネルディスカッションが行われ、質疑応答の時

間も設けられた。イベントは以下のようなプログラムにて実施した。 

 

1. MD communet と KYOTO楽 Mobiコンテストの紹介（事務局） 

2. コンテストからの実践的な学び①（京都市交通局） 

3. コンテストからの実践的な学び②「テレマティクス自動車保険の走行データを活用

した価値連鎖の創出」（あいおいニッセイ同和損害保険） 

4. MD communet を活用した取組①「配送先プロファイル情報自動生成音声案内サービ

ス『みせナビ®』」（兼松） 

5. MD communet を活用した取組②「交通環境情報ポータル『MD communet®』のご紹介」

（NTTデータ） 

6. パネルディスカッション（モデレーター：国際モータージャーナリスト清水和夫氏） 

7. 質疑応答 

 

 

 

 第 2回コンテストの参加者、データ提供者等に対し、コンテスト全体の運営やデータ提
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供・活用のあり方等について、意見・示唆を伺った。主な意見・示唆としては以下のよう

なものがあった。 

 

■コンテスト参加者 

・コンテストでは、地域の課題を解決するためのアプリ・サービスを企画・開発する

ため、できる限り、課題をもつ地元のステークホルダーとのコミュニケーションが

できるとよい。 

・MD communetでは、様々な交通環境情報を確認・検索でき、アプリやサービスの開

発等に有用と考えられる。 

・具体的なデータの仕様、利用方法等についてもできるだけあわせて情報提供いただ

けるとよい。 等 

 

■データ提供者 

・コンテストを通じ、データを提供・公開する際の流れや、対応すべき課題等が具体

的に把握できた。 

・データを提供・公開することで、顧客向けだけでなく、交通事業者向けにも、有用

なアプリ・サービスが開発される可能性があることがわかった。 

・提供データを的確に活用していただくためには、単にデータそのものを提供・公開

するだけでなく、ユーザや使い方を想定したユースケースや事例の情報をあわせて

提供するのが効果的だと思われる。 

・データ提供者とデータ活用者のマッチングの仕組みにも期待したい。 等 

 

今後の取組では、これらのような意見・示唆を踏まえて、検討・展開を行っていくこと

が期待される。 

 

 

 上記のような意見・示唆を踏まえ、データ流通に係るコンテストや、交通環境情報ポー

タルサイトの運営等については、以下のような対応を図ることが重要と考えられる。 

 

■コンテストの運営 

・データ提供・流通・活用が社会実装されるための契機としてのイベントとして実施

する。 

・データ提供者、流通者、活用者、解決すべき課題をもつ主体とのコミュニケーショ

ンの機会をできるだけ創出する。 

・開催成果である応募作品、ディスカッション成果を広く情報発信しつつ、構築され

た関係者のネットワーク等も活用し、成果の社会実装につなげる。等 
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■交通環境情報ポータルサイトの運営 

・単にデータを紹介するだけでなく、具体的なデータの仕様、活用方法や、利用者・

利用方法等を想定したユースケース等とあわせて情報提供する。 

・データ提供者、活用者、解決すべき課題をもつ主体等のコミュニケーションやマッ

チング機能を充実させる。 

・データ活用事例等の情報をわかりやすいかたちで紹介、情報発信する。等 

 

 

第 2回コンテストのアプリ開発部門最優秀賞である「歩くまち・京都賞」を受賞した

B&T石川勇樹氏に対し、業務委託をすることにより、受賞作品の精査・充実に関する検

討、更新・精査・強化や、実サービス化のための企画・検討等を行った。 

受賞作品は、京都市内の移動ルート検索について、バスの類似系統や迂回路、徒歩等、

多様な選択肢を提供するものであったが、さらに、周辺観光スポットの魅力を考慮したル

ート選択等ができるよう検討を行った。 

 

 

 

 第 2回のコンテストの検討・準備・開催を通じて得られた成果や、主な知見・示唆につ

いては、以下のとおり。 

・コンテストを契機として、様々なデータホルダ（特に在京都の交通事業者や物流事

業者等）から、これまでは提供されていなかったデータが試行的な位置づけながら

提供され、これにより、データホルダにとっては、データの加工・編集から提供・

活用に係る一連の流れ、条件や課題を確認・整理することができた。コンテストを

契機として、今後、実際にデータ提供・公開を推進するという方針としたデータホ

ルダも現れた。 

 

・コンテストでは、データ提供者、データ活用者（コンテスト参加者）、データ流通

支援者（ポータルサイト運営者）や、課題解決を図りたい主体（地方自治体、観光

協会、金融機関、交通事業者等）が、それぞれの立場から参画し、意見・示唆、デ

ィスカッションや、これを通じたアプリ・サービスの企画・開発をすることによ

り、それぞれの立場の事情、方針、課題や連携の可能性について確認することがで

きた。 

 

・上記等から、今回開催されたデータ活用に係るコンテストのようなイベントでは、

以下の点に留意し、必要に応じて設定・開催していくことが有用と考えられる。 

・一時的なイベントであるということを活かし、これまでは提供されていなか

ったようなデータの整備・提供の契機を創出する 
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・データ提供者、データ活用者、データ流通支援者、地域主体等、様々なステ

ークホルダーがコミュニケーションを図り、マッチングを創出するような機

会とする。 

・イベントのプロセスはできる限り公開、情報発信し、関係主体の注目、意識

喚起を促す。 等 

 

 

 同じく、コンテスト開催を通じて得られた、今後の交通環境情報ポータルサイトの運営

に係る主な知見・示唆は以下のとおり。 

・多様な交通環境情報のカタログ情報が集約されており、複数の観点から検索ができ

るポータルサイトは、データ活用の観点から有用である。 

・具体的なデータの仕様、利用方法等の情報ができるだけ提供されているとよい。 

・データホルダ―によっては、自力で標準的な形式でのデータ整備・提供等が行えな

い可能性もあるため、これらを支援するような仕組みがあるとよい。 

・単にデータを紹介するだけでなく、利用者・利用方法も想定したユースケースや、

実際の活用事例等の情報をあわせて提供することにより、活用も広がる可能性が高

い。 

・データ提供者、データ活用者のコミュニケーション機会の創出や、マッチングを誘

発する機能やサービスが充実するとよい。 等 

 

 

 第 2回コンテストの検討・準備、開催・運営、成果等の進捗状況、成果、課題につい

て、継続的にシステム実用化 WG、葛巻 PDへの定期報告会等での報告・協議を行った。 

また、第 2回コンテストの企画・運営・開催に係る報告書をとりまとめた。 
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4 実施結果の考察 

 研究開発の最終成果と事業期間終了後の取組み 

研究開発の最終目標は第２章に記載の通りである。本事業の取り組みは第３章に記載し

た通りであり、各課題における最終成果と事業期間終了後の取組みを以下に記載する。 

 

 課題 a 

2023年度以降の社会実装も見据え、様々なプロモーション活動を通じて MD communet会

員の拡大、データ拡充に取り組んできた。 

本事業期間終了後は、継続して NTTデータにて運営を行っていくにあたり、さらにそれ

らの活動を加速させて、交通環境情報の流通の促進、活用サービスの拡大、新たな価値提

供に向けて MD communetの提供価値向上に向けた取組を行う。具体的には、継続的な企業

／団体に向けた個別のプロモーション活動だけでなく、今年度実施して認知度向上、会員

拡大に大いに寄与したセミナーや WEB広告、展示会なども活用したマスでのプロモーショ

ンを実施する必要がある。加えて、データ提供・活用に関する課題を抱えているユーザに

対して、データ活用事例や実証実験事例、データを利活用するためのノウハウの公開等の

情報共有がとても重要である。これにより、「自分たちでもできるかもしれない」といっ

た機運を高め、類似の取組を各地で実施されるようになれば、全国的なデータ利活用の促

進につながると考える。引き続き MD communet として会員と連携しながら会員同士のマッ

チングを促すようなコンテンツの提供を実施していく。 

また、データ利活用をより促進するための支援体制として、2022年度に実施したグロー

バルベンチマークで調査を実施した Mobilithek（独）や INRIX（米）の海外事例では、官

民でカタログデータを含むモビリティ関連データを出し合い、それらを利活用しながらデ

ータ活用を進めていた。現在各省庁・自治体で様々なプラットフォームを構築もしくは構

築予定であり、その中にはモビリティ分野と親和性の高いプラットフォームも存在してい

る。民間企業側のニーズを明らかにし、官データを出していただき利活用をしていくこと

や、官側で民間データを活用するような営みをしっかりと作ることで、日本国内における

モビリティデータ利活用がさらに加速すると考える。そのため、2023年度以降も継続的に

官民で連携しながら進めていくことが重要であると考える。そのため、社会実装後も引き

続き各省庁・自治体との連携も実施していく。 

ポータルサイト開発においては、まずコンセプト設計から実施し、それを基にポータル

サイトの初期構築を行った。その後一部の会員に向けて限定公開を行い、アンケートやヒ

アリングを行った。そこで抽出された改善点を基に改修を行ったのち、2021年 4月に一般

公開を実施した。一般公開後は保守運用を行いながら、①UI/UX、②データ拡充、③マッ

チングの 3つの軸で継続的な改善・機能追加を行った。 

事業期間終了以降は、システムの保守運用対応を継続して行い安定運用に努めつつ、ユ

ーザや運営からのフィードバック、SEO対策の観点等を基にこれまで以上に求心力のある
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ポータルサイトを目指し UI/UX改善を継続して行っていく予定である。また、さらなるデ

ータ拡充及びマッチング促進に向けて他分野との連携について推進していくとともに、ポ

ータル内のデータ同士の関係性だけではなく、普及促進 HPのユースケースや実証実験結

果との双方向の密な連携ができるようにし、MD communet の様々な活動の基盤となるよう

なポータルサイトを目指して改善を行っていく。 

 

 課題 b 

実証推進においては、2020年度までに、SIP自動運転「東京臨海部実証実験」におい

て、提供されるデータをもとに、開発したサービス・アプリケーションによりデモンスト

レーションを実施した。2021年度以降は、MD communet掲載データを利用した象徴的なサ

ービス創出を行い、データ活用の有用性を示した。またサービス創出までに必要な MD 

communet運営としての支援を検証し、有効な支援内容を整理した。 

事業期間終了以降は、本事業で整理した支援内容をデータ活用者/提供者に働きかける

ことで、MD communet を象徴するサービス事例を継続して創出し、交通環境データの活

用・連携を促進させる。また本事業で作成した交通環境情報を扱いやすくする設計テンプ

レート成果物の活用範囲を継続して拡張し、交通環境データの活用を行う上でのハードル

を下げ、活用・連携を促進させる。 

 

 課題 c 

本事業の成果として、様々な関係者との交渉・調整により、ポータルサイトに掲載する

さまざまな交通環境情報（交通・物流・施設）を収集した。そのうえで、収集した交通環

境情報について、標準的な形式への加工・編集等を行い、ポータルサイト等により提供を

行い、計 2回のアプリコンテストを実施した。 

コンテスト開催により、交通環境情報を活用し、地域課題の解決に資する様々なアプリ

やアイデアを得ることができた。また、コンテスト開催を契機として、データ保有者から

のデータ提供・公開を促進することができた。さらに、コンテストに関与いただいた様々

な関係者（データ保有者、データ活用者、データ流通支援者、地域マネジメント関連主体

等）のネットワークが構築できた。 

事業期間終了以降は、コンテストに協力いただいたデータホルダとのコミュニケーショ

ンを継続し、交通環境情報データの提供・公開の取組みをフォローしていく予定である。 

また、京都市とのコミュニケーションを継続し、地域におけるデータ提供・活用の促進

活動のフォローをし、さらに、京都市での継続・拡大展開を行いながら、他地域への横展

開等の可能性を模索していく予定である。 

以上 


